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令和２年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第１号 

 
令和２年８月２６日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 議事第 ８ 号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

第４ 議事第 ９ 号 菊池広域連合議会議員の選挙 

第５ 議事第１０号 菊池環境保全組合議会議員の選挙 

第６ 議案第６８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

          （令和２年度菊池市一般会計補正予算 第７号） 

   議案第６９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

          （令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算 第２号） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

第７ 議案第７０号 菊池市市民会館あり方検討委員会条例の制定について 

   議案第７１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 

          一部を改正する条例の制定について 

   議案第７２号 菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第７３号 菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事業の 

          運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ 

          いて 

   議案第７４号 菊池市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 まで一括上程・説明 

第８ 議案第７５号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第９ 議案第７６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

   議案第７７号 令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

   議案第７８号 令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号) 

   議案第７９号 令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

   議案第８０号 令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算(第１号) 

   議案第８１号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第１号） 

   議案第８２号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号） 



－ 22 － 

   議案第８３号 令和元年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 

   議案第８４号 令和元年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

          について 

   議案第８５号 令和元年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認 

          定について 

   議案第８６号 令和元年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ 

          いて 

   議案第８７号 令和元年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

          ついて 

   議案第８８号 令和元年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出 

          決算の認定について 

   議案第８９号 令和元年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の 

          認定について 

   議案第９０号 令和元年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

          について 

   議案第９１号 令和元年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算の認 

          定について 

   議案第９２号 令和元年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につい 

          て 

   議案第９３号 工事請負契約の変更について 

 まで一括上程・説明 

第10 報告第２２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

   報告第２３号 継続費精算報告について 

   報告第２４号 継続費精算報告について（菊池市水道事業会計） 

   報告第２５号 債権の放棄の報告について 

   報告第２６号 専決処分の報告について（除草作業事故） 

 まで一括上程・報告・質疑 

第11 請願第 ２ 号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出の請願 

   請願第 ３ 号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかる 

          ための、2021年度政府予算に係る意見書採択の請願について 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
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日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議事第 ８ 号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

日程第４ 議事第 ９ 号 菊池広域連合議会議員の選挙 

日程第５ 議事第１０号 菊池環境保全組合議会議員の選挙 

日程第６ 議案第６８号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

            （令和２年度菊池市一般会計補正予算 第７号） 

     議案第６９号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

            （令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算 第２号） 

 まで一括上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第７ 議案第７０号 菊池市市民会館あり方検討委員会条例の制定について 

     議案第７１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第７２号 菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

     議案第７３号 菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事 

            業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

     議案第７４号 菊池市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 まで一括上程・説明 

日程第８ 議案第７５号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

日程第９ 議案第７６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

     議案第７７号 令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

     議案第７８号 令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第 

            １号） 

     議案第７９号 令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第８０号 令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第 

            １号） 

     議案第８１号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第１号） 

     議案第８２号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号） 

     議案第８３号 令和元年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 

     議案第８４号 令和元年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

     議案第８５号 令和元年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 
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            の認定について 

     議案第８６号 令和元年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

     議案第８７号 令和元年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

     議案第８８号 令和元年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入 

            歳出決算の認定について 

     議案第８９号 令和元年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

     議案第９０号 令和元年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

     議案第９１号 令和元年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算 

            の認定について 

     議案第９２号 令和元年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認定に 

            ついて 

     議案第９３号 工事請負契約の変更について 

 まで一括上程・説明 

日程第10 報告第２２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

     報告第２３号 継続費精算報告について 

     報告第２４号 継続費精算報告について（菊池市水道事業会計） 

     報告第２５号 債権の放棄の報告について 

     報告第２６号 専決処分の報告について（除草作業事故） 

 まで一括上程・報告・質疑 

日程第11 請願第 ２ 号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出の請 

            願 

     請願第 ３ 号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をは 

            かるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の請願につ 

            いて 

 まで一括上程 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
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                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
             代表監査委員     宮 川 貞 雄 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 



－ 26 － 

 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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午前１０時００分 開会 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

   ただいまの出席議員は２０名です。定足数に達していますので、ただいまから令

和２年第３回菊池市議会定例会を開会します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） ここで、日程に先立ちまして、諸般の報告をいたします。 

   監査委員から、令和２年７月分までの一般会計・特別会計並びに企業会計に関す

る例月出納検査の報告があっておりますので、ご報告申し上げます。 

   なお、詳細につきましては、事務局に備付けの書類により、ご承諾いただきたい

と思います。 

   以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、坂本道博君及び水上隆光君

を指名します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   お諮りします。 

   本定例会の会期につきましては、去る８月１９日の議会運営委員会におきまして、

本日から９月２５日までの３１日間とすることに結論を見ておりますが、これにご

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２５日まで

の３１日間と決定しました。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第３ 議事第８号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第３、議事第８号、熊本県後期高齢者医療広域連合

議会議員の選挙を議題とします。 

   猿渡美智子議員の熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員辞職に伴い、欠員が生

じましたので、熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

   お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

によって、指名推選としたいと思います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定しました。 

   次に、お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思

います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しま

した。 

   次に、お諮りします。坂本道博君を当選人と定めることに異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま議長が指名しました坂

本道博君が熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

   ただいま当選されました坂本道博君が議場におられますので、会議規則第３２条

第２項の規定により、当選の告知をします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第４ 議事第９号 菊池広域連合議会議員の選挙 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第４、議事第９号、菊池広域連合議会議員の選挙を

議題とします。 

   柁原賢一議員、水上彰澄議員の菊池広域連合議会議員辞職に伴い、欠員が生じま

したので、菊池広域連合議会議員選挙を行います。 

   お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推選したいと思います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うこ

とに決定しました。 

   次に、お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思
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います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しま

した。 

   次に、お諮りします。大賀慶一、猿渡美智子さんを当選人と定めることにご異議

ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま議長が指名しました大

賀慶一、猿渡美智子さんが菊池広域連合議会議員に当選しました。 

   ただいま当選しました大賀慶一、猿渡美智子さんが議場におりますので、会議規

則第３２条第２項の規定により、当選の告知をします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第５ 議事第１０号 菊池環境保全組合議会議員の選挙 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第５、議事第１０号、菊池環境保全組合議会議員の

選挙を議題とします。 
   大賀慶一の菊池環境保全組合議会議員辞職に伴い、欠員が生じましたので、菊池

環境保全組合議会議員選挙を行います。 
   お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り指名推選にしたいと思います。ご異議ございませんか。 
［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） ご異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定し

ました。 
   次に、お諮りします。水上彰澄君を当選人と定めることにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま議長が指名しました

水上彰澄君が菊池環境保全組合議会議員に当選されました。 
   ただいま当選されました水上彰澄君が議場におられますので、会議規則第３２条

第２項の規定により、当選の告知をします。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第６８号及び議案第６９号 一括上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第６、議案第６８号及び議案第６９号を一括議題と

します。 
   提出者の提案理由の説明を求めます。 
   市長、江頭実君。 
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［登壇］ 
○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 
   本日、令和２年第３回菊池市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、本会議にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 
   本定例会の会期につきましては、先ほどご決定をいただきましたように、本日か

ら９月２５日までの３１日間の日程でご審議をお願いするものでございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
   それでは、ただいま上程されました議案の提案理由の説明に先立ちしまして、ご

報告をさせていただきます。 
   全員起立をお願いします。 

（全員起立） 
   ７月２７日から７月２８日にかけて、本市職員２名が新型コロナウイルスに感染

したことが判明いたしました。 
   感染した職員の濃厚接触者である職員１名の陰性は確認されたものの、２７日・

２８日にかけて本庁舎を閉館し、全館の消毒作業を実施いたしました。 
   また、さらに万全を期するため、濃厚接触者ではございませんでしたが、感染し

た職員と、ある程度の接触が認められる職員１８人のＰＣＲ検査を県に要請し、結

果が判明するまでの７月２９日午後３時から３０日午後１時までを再度閉館といた

しました。 
   幸いにも、職員１８人の検査では、全員の陰性が確認されましたが、市民の皆様

には、本庁舎閉館に伴い、多大なご不便とご心配をおかけましたことを心よりおわ

び申し上げます。 
（全員低頭） 

   本市では、これまでもマスク着用、アルコール消毒、パーティションによる遮蔽

など、感染防止に努めてまいりましたが、現在では、お客様の多い窓口でのフェイ

スガード着用や、定期的に館内の換気を行うなど、さらなる感染防止対策に努めて

いるところでございます。 
   また、職員に対しましても、出勤前の体温測定、屋内外を問わずマスクの着用、

ソーシャルディスタンスをはじめとした新しい生活様式の実践の徹底を求めるとと

もに、感染防止対策の行き届いた飲食店を利用することや、厚生労働省の接触確認

アプリ「ＣＯＣＯＡ」のインストールを周知徹底しております。 
   これからも、全庁を挙げて感染防止策を講じ、改めて市民の皆様の不安の解消に

全力で努めてまいりますので、市民の皆様におかれましても、不安をあおるような

根拠のない情報に惑わされることなく、県や市が発信する正しい情報に基づき、冷
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静に行動いただきますようお願いをいたします。 
   全員着座してください。 

（全員着座） 
   次に、令和２年７月豪雨についてでございますが、７月３日から降り続いた大雨

の影響により、県南地域をはじめ各地で被害が多発しました。 
   豪雨災害によりお亡くなりになられた方に哀悼の意を表しますとともに、被災さ

れた皆様にお見舞いを申し上げます。 
   本市におきましては、幸い人的被害の報告はございませんでしたが、龍門地区や

小木地区を中心に、土砂の流れ込みや、床上浸水など、多大な被害を被りました。 
   本定例会におきましても、災害復旧に伴う補正予算の専決処分の報告承認や、補

正予算などを上程しており、一日も早い復旧に向けて全力で取り組んでまいる所存

でございます。 
   また、県内でも特に被害が甚大でありました、県南の水俣市、八代市、人吉市、

球磨村に対しまして、熊本県市長会からの依頼により、熊本県市町村災害時相互応

援に関する協定に基づき、本市職員を派遣いたしております。 
   避難所の運営、災害ごみ処理、生活支援相談窓口などの業務への従事のために、

７月７日から８月３１日までの期間、延べ１１９人の職員を災害派遣する予定でご

ざいます。 
   そのほか、菊池市社会福祉協議会と連携しまして、災害ボランティアバスを運行

し、これまで９４人の災害ボランティアの皆様方にご協力をいただいております。 
   一日も早い復旧を願い、今後も本市としまして、できる限りの協力をしてまいり

たいというふうに考えております。 
   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 
   議案第６８号及び議案第６９号の専決処分の報告及び承認を求めることについて

は、令和２年度一般会計補正予算及び令和２年度下水道事業会計補正予算を専決処

分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。 
   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、提案いたします議案第６８号及び議案第６９号につきまして、一括し

て説明いたします。 
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   議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第６８号は、令和２年度一般会計補正予算（第７号）を専決処分いたしたも

のでございまして、２ページが専決第１８号専決処分書で、専決日は、令和２年７

月１４日でございます。 

   ５ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に１億６，９０４万４，０００円を追加し、補正後の

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３６億４，９６６万９，０００円とするものでご

ざいます。 

   まず、歳入について、事項別明細によりご説明いたします 

   １１ページをお願いいたします。 

   １枠目の目４衛生費国庫補助金２，２２１万６，０００円の増額は、豪雨により

被災した家屋の解体撤去費に係る補助金の増額でございます。 

   同じく、目１０災害復旧費国庫補助金１，６６７万１，０００円の増額は、被災

した農地、農業用施設及び林道の復旧費に係る補助金の増額でございます。 

   最下段の枠、款２２市債の増額は、被災した市道、農道、林道等の復旧事業の財

源とする災害復旧事業債及び一般単独事業債の増額でございます。 

   ３枠目の目１財政調整基金繰入金につきましては、補正予算の財源調整でござい

ます。 

   続きまして、歳出についてご説明いたします。 

   １２ページをお願いいたします。 

   １枠目の目１林業総務費８３１万２，０００円の減額は、当初基金に積み立てる

こととしていた森林環境譲与税について、被災した林道の復旧事業費の財源として

活用することによる積立金の減額でございます。 

   ３枠目の目１衛生災害復旧費４，４４３万５，０００円の増額は、被災した家屋

の解体撤去費用等の増額でございます。 

   １３ページをお願いいたします。 

   １枠目の目２現年度補助災害復旧費１６５万３，０００円の増額及び目３単独災

害復旧費４，８０２万４，０００円の増額は、市道の被災箇所を補助申請するため

の測量設計委託料及び早急に復旧するための建設機械賃借、原材料費の増額でござ

います。 

   ２枠目の目１農林水産災害復旧費７,３７０万３，０００円の増額は、農道、林

道等の被災箇所を補助申請するための測量設計委託料及び早急に復旧するための建

設機械賃借、原材料並びに被災した農地、農業用施設に対する補助金の増額でござ

います。 
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   ３枠目の目１教育災害復旧費６６７万２，０００円の増額は、被災した斑蛇口湖

ボート場の復旧事業費等の増額でございます。 

   それでは、７ページに戻っていただきまして、第２表、地方債補正でございます。 

   内容としましては、歳入でご説明しましたとおり、被災した市道、林道の復旧事

業の財源とする災害復旧事業債及び一般単独事業債の増額でございます。 

   次に、１５ページをお願いいたします。 

   議案第６９号は、令和２年度下水道事業会計補正予算（第２号）を専決処分した

ものでございまして、１６ページが専決第１９号専決処分書で、専決日は、令和２

年７月２７日でございます。 

   １９ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第３条におきまして、資本的収入を４，０７０万円増額し、総額

を７億２１６万３，０００円へ、資本的支出を４，０７０万増額し、総額を１２億

１，５８９万９，０００円とするものでございます。 

   補正の内容につきましては、深川地内の下水道本管上部が破損していたため、早

急に土砂撤去及び下水道本管の敷設替えを行うための工事請負費でございます。 

   以上、議案第６８号及び議案第６９号の説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で議案の説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

   工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１３番（工藤圭一郎君） おはようございます。今の下水道の件なんですけど、原因

が分かれば教えていただければと思います。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 

［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   ただいま工藤議員のほうからご質問ございました、下水道の専決の原因というこ

とでございますが、ちょっと内容を説明させていただきます。 

   ７月７日に、宅地内の公共ますに汚水が噴き出しているという住民の通報があっ

ております。深川地区の国道３８７号の部分のところでございますが、その処理を

調査をしていたところ、何らかの理由で土砂が配管の中に入っていたということで

ございます。 

   そういうところで、業者に頼みまして、管内の清掃と土砂撤去を依頼しておりま

した。それがちょっと丸一日ぐらいかかりまして、明くる日に、７月８日の日です
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が、夕方にその国道の３８７号の歩道部分がちょっと陥没しまして、県のほうから

来ていただきまして、県のほうがその陥没箇所について掘削をして上げたところな

んですが、そしたら、ちょっと管のほうが破損して、下水道管が割れていたという

のが判明いたしました。その割れていたところから土砂とかがちょっと中に入って

詰まっていたという状況でございます。 

   そういうところで、県のほうとも、ちょっと原因究明をいろいろ行いましたが、

結果的に、ちょっとどちらが、歩道の工事もあっておりましたんで、下水道と歩道

と原因がちょっと究明できなかったというのが現状でございます。 

   そういうことで、土砂がまだ中に入っておりますので、ちょっと早急に工事に着

手しなければならないということで、専決処分をさせていただいたという状況でご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１３番（工藤圭一郎君） 工事の完了検査をきちっとチェックされたのか、もう１点、

その下水道を敷設したときですよ。今、県と協議して、ちょっとはっきりせんてお

っしゃったけど、要は工事の不手際で、きちっと工事が行われて下水道がされたの

になったのか、そのときの検査はどうだったのかというお尋ねですけど、分かりま

すか。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 

［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 再質問にお答えいたします。 

   工事自体は、もう相当何十年と前の工事でございまして、下水道のほうはですね。

もう経年劣化といいますか、そういうのはちょっと大分ひどくなっていたというと

ころでございます。 

   県のほうのますのほうがちょっと割れておりまして、排水路のですね。そのます

の割れているところがちょっと広がったようなところもございます。ただ、それが

原因で管が割れたかどうかというのが、ちょっと原因が究明できないというところ

でございますので、そういうところで、ちょっと今、原因が分かっていないという

状況でございます。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） これで質疑を終わります。 

   議案第６８号及び議案第６９号の２議案については、会議規則第３７条第３項の
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規定によって、委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

   委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。議案第６８号及び議案第６９号の２議案については、原案のとお

り承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議案第６８号及び議案第６９号

の２議案については、原案のとおり承認することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第７０号から議案第７４号まで一括上程・説明 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第７、議案第７０号から議案第７４号までの５案件

を一括議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、上程されました議案につきましてご説明申し上げま

す。 

   議案書の２７ページをお願いいたします。 

   議案第７０号は、執行機関の附属機関を設置するための菊池市市民会館あり方検

討委員会条例の新規制定、議案第７１号は、市民会館あり方検討委員会の設置に伴

う、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、議

案第７２号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の改正に伴う、菊池市手数料条例の一部改正、議案第７３号は、子ども・子

育て支援法等の一部改正に伴う、菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正、議案第７４号は、民法

の一部改正に伴う、菊池市給水条例の一部改正でございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた
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します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、提案いたします議案第７０号から議案第７４号

までにつきまして、一括して説明いたします。 

   議案書の２７ページをお願いいたします。 

   議案第７０号、菊池市市民会館あり方検討委員会条例の制定については、附属機

関の設置に伴い、条例を定めるものでございます。 

   次に、３１ページをお願いいたします。 

   議案第７１号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定については、市民会館あり方検討委員会の設置に伴い、

報酬の額を追加する改正を行うものでございます。 

   次に、３３ページをお願いいたします。 

   議案第７２号、菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に

伴い、個人番号の通知カードに関する規定を削る改正を行うものでございます。 

   次に、３５ページをお願いいたします。 

   議案第７３号、菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、子ども・

子育て支援法等の一部改正に伴い、条例を改正するものでございます。 

   次に、４５ページをお願いいたします。 

   議案第７４号、菊池市給水条例の一部を改正する条例の制定については、民法の

一部改正に伴い、遅延損害金の利率を改正するものでございます。 

   以上、議案第７０号から議案第７４号までの説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で議案の説明を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第７５号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第８、議案第７５号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、上程されました議案につきましてご説明申し上げま

す。 

   議案書の４７ページをお願いいたします。 
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   議案第７５号、令和２年度一般会計補正予算（第８号）につきましては、予算の

総額に１億１，４６３万２，０００円を追加するものでございまして、補正の主な

ものとしましては、市内事業者が十分に予防対策を講じることができるよう、安全

対策の強化に必要な費用の補助金の増額、及び対策の徹底を図るためのアドバイザ

ー派遣委託料の増額でございます。 

   なお、本議案につきましては、速やかに予防対策を講じる必要がありますことか

ら、開会日に議決をお願いするものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、提案いたします議案第７５号につきましてご説

明いたします。 

   議案第７５号、令和２年度一般会計補正予算（第８号）でございます。 

   開けて、４９ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に１億１，４６３万２，０００円を追加し、補正後の

予算の総額を歳入歳出それぞれ３３７億６，４３０万１，０００円とするものでご

ざいます。 

   まず、歳入につきまして、事項別明細により説明いたします。 

   ５３ページをお願いいたします。 

   １枠目の目２総務費国庫補助金９，４５４万３，０００円の増額は、新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策により、感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けて

いる地域経済や、住民生活の支援を通じた地方創生を図ることを目的として交付さ

れる交付金の増額で、第２次交付限度額６億７,４３６万２，０００円のうち、９，

４５４万３，０００円を本予算の財源として活用するものでございます。 

   続きまして、歳出につきましてご説明いたします。 

   最下段の目２商工業振興費、節１２委託料３６５万２，０００円の増額は、感染

防止対策を講じる事業所に、専門知識を有するアドバイザーを派遣し、指導、助言、

確認を行い、確認済み事業者に対してステッカーやのぼり旗を配布するための委託

料の増額でございます。 

   次に、節１８負担金補助及び交付金１億１，０９８万円の増額は、市内の宿泊施

設、飲食店、卸売、小売店及びサービス業を営む事業者がマスクや消毒液、ビニー

ル手袋、飛沫感染防止シートや什器等の感染防止対策強化に関する経費に対して、
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補助金を交付するものでございます。 

   以上、議案第７５号の説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３４分 

開議 午前１０時４９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を行います。 
   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   議案第７５号は、会議規則第３７条第３項の規定によって、委員会付託を省略し

たいと思います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

   委員会の付託を省略し、引き続いて審議します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   最初に、お諮りします。議案第７５号については、原案のとおり可決することに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議案第７５号については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第７６号から議案第９３号まで一括上程・説明 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第９、議案第７６号から議案第９３号までの１８案

件を一括議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 
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［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、上程されました議案につきましてご説明申し上げま

す。 

   議案書の５５ページをお願いいたします。 

   議案第７６号、令和２年度一般会計補正予算（第９号）につきましては、予算の

総額に８億８，９５８万４，０００円を追加するものでございまして、歳出の主な

ものとしましては、国の新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金等を

活用した各種感染症対策事業、市税過誤納還付金、農業用施設整備事業の増額及び

令和２年７月豪雨等による災害復旧事業の増額などが主なものでございます。 

   議案第７７号から議案第８２号までの６議案につきましては、令和２年度の各特

別会計及び上・下水道事業会計の補正予算でございます。 

   議案第８３号から議案第９２号までの１０議案につきましては、令和元年度各会

計歳入歳出決算の認定について、議会の議決をお願いするものでございます。 

   議案第９３号、工事請負契約の変更については、平成３０年第４回定例会で議決

をいただきました菰入新橋上部工工事に係る工事請負契約について、追加施工に伴

い、契約金額の変更をいたしたく、議会の議決をお願いするものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、提案いたします議案第７６号から議案第９３号

までにつきまして、一括して説明いたします。 

   議案書の５５ページをお願いいたします。 

   議案第７６号、令和２年度一般会計補正予算（第９号）でございます。 

   開けていただき、５７ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に８億８，９５８万４，０００円を追加し、補正後の

予算の総額を歳入歳出それぞれ３４６億５，３８８万５，０００円とするものでご

ざいます。 

   まず、歳入について、事項別明細によりご説明いたします。 

   ６７ページをお願いいたします。 

   １枠目の目１０災害復旧費分担金３，４０７万２，０００円の増額は、令和２年

７月豪雨等により被災した農地及び農業用施設の復旧事業に係る地元分担金の増額

でございます。 
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   ２枠目の目１０災害復旧費国庫補助金１，７２７万円の増額は、令和２年７月豪

雨等により被災した市道の復旧事業に係る国庫負担金の増額でございます。 

   ３枠目の目２総務費国庫補助金５億７,９８１万９，０００円の増額は、新型コ

ロナウイルス感染症緊急経済対策により、感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受

けている地域経済や、住民生活の支援を通じた地方創生を図ることを目的として交

付される交付金の増額で、第２次交付限度額６億７,４３６万２，０００円のうち、

さきに説明いたしました８号補正の財源として活用した９，４５４万３，０００円

を除いた分となっております。 

   同じく、目３民生費国庫補助金のうち、最下段の新型コロナウイルス感染症緊急

包括支援交付金２，０５０万円の増額は、保育所や児童育成クラブ等の児童福祉施

設において、感染拡大防止対策のための物品や、備品の購入に対する補助金となっ

ております。 

   同じく、目１０災害復旧費国庫補助金１億３，３４９万円の増額は、令和２年７

月豪雨等により被災した農道、林道等の復旧事業に係る国庫補助金の増額でござい

ます。 

   ６８ページをお願いいたします。 

   目３民生費県補助金、節２老人福祉費補助金２，３５９万３，０００円の増額は、

民間医療機関等の設備導入に対する補助金の増額でございます。 

   同じく、節３児童福祉費補助金のうち、最下段の独り親世帯への生活支援給付費

補助金１，３４１万７,０００円の増額は、さきに国が実施しました新型コロナウ

イルス感染症の影響を受けた独り親世帯への支援について、県が上乗せ交付を行う

ものでございます。 

   同じく、目５農林水産業費県補助金、節３農地費補助金３，１１６万円の増額は、

菰入堰地区団体営農業農村整備事業実施に係る補助金の増額でございます。 

   ７０ページをお願いいたします。 

   款２２市債につきましては、辺地対策事業債の一次配分が要望額を下回ったこと

による１，７００万円の減額、及び令和２年７月豪雨等による災害復旧のための災

害復旧事業債１億３，４４０万円の増額が主なものとなっており、全体で１億２，

７７０万円の増額となっております。 

   戻っていただきまして、６９ページをお願いいたします。 

   ３枠目の目１財政調整基金繰入金につきましては、補正予算の財政調整でござい

ます。 

   続きまして、歳出についてご説明いたします。 

   ７４ページをお願いいたします。 
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   目１１情報化推進費２，０９２万７，０００円の増額は、感染リスク軽減のため、

リモート会議等に対応するため、庁内Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備を進めるものでござい

まして、財源として地方創生臨時交付金を活用することとしております。 

   ７６ページをお願いいたします。 

   目２賦課徴収費、節２２償還金利子及び割引料３，３００万円の増額は、主に法

人市民税の税額確定に伴う、過誤納還付金の増額でございます。 

   同じく、最下段の委託料６０１万円の増額は、新型コロナウイルスの感染リスク

を軽減するため、市税、公金等のキャッシュレス納付を推進することによる事業費

の増額でございます。 

   なお、国保、後期高齢者、介護の各特別会計及び水道事業会計においても予算措

置しており、財源として地方創生臨時交付金を活用することとしております。 

   ８１ページをお願いいたします。 

   目１高齢者福祉費のうち、下から３段目の介護基盤緊急整備特別対策事業補助金

２，３５９万３，０００円の増額は、歳入で説明しましたとおり、民間医療機関等

の設備導入に対する補助金でございまして、１００％県費となっております。 

   ８２ページをお願いいたします。 

   目１児童福祉総務費のうち、最下段の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業補助金２，０５０万円の増額は、歳入でご説明しましたとおり、保育所や児童育

成クラブ等の児童福祉施設において、感染拡大防止対策のための物品や備品の購入

に対する補助金でございまして、１００％国費となっております。 

   次の児童育成クラブ利用料減免事業補助金１，１８３万７，０００円の増額は、

４月及び５月の期間、利用料減免によるクラブの減収に対する補助金で、補助率は、

国・県・市それぞれ３分の１となっております。 

   ８３ページをお願いいたします。 

   目４母子福祉費のうち、最下段の独り親世帯への生活支援給付金１，３０２万円

の増額は、歳入で説明しましたとおり、さきに国が実施しました新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けた独り親世帯への支援について、県が上乗せ交付を行うもの

で、１００％県費となっております。 

   ８８ページをお願いいたします。 

   １枠目の目８農地費、工事請負費３，９３０万円の増額は、菰入堰地区団体営農

業農村整備事業実施による増額でございます。 

   ８９ページをお願いいたします。 

   目２商工業振興費２，５００万円の増額は、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている事業者が、共同で実施する販路開拓などへの取組に対する補助金でござ
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いまして、財源として地方創生臨時交付金を活用することとしております。 

   ９０ページをお願いいたします。 

   １枠目の目４観光費、最下段の宿泊助成事業委託料１，６６０万円の増額は、観

光業支援のため現在実施しております、本市に宿泊される観光客に対する宿泊費助

成の増額でございまして、同じく臨時交付金を活用することとしております。 

   次の飲食店支援事業委託料６，３８１万１，０００円の増額は、影響を受けてい

る飲食店支援のため、プレミアムチケットを販売し、消費喚起を図るための事業費

となっており、同じく臨時交付金を活用することとしております。 

   ９１ページをお願いいたします。 

   目３道路橋りょう維持費、工事請負費１，７００万円の減額は、財源として活用

予定でありました辺地対策事業債について、一次配分が要望額を下回ったことによ

り、事業費を見直し調整するものでございます。 

   ９４ページをお願いいたします。 

   目５災害対策費、職員手当等１，１８５万円の増額は、令和２年７月豪雨等によ

る災害対応のための時間外勤務手当等の増額でございます。 

   同じく、次の段の委託料９２４万７，０００円の増額は、消毒液、飛沫防止パネ

ル、間仕切り等、避難所の感染防止用資材を備蓄するための防災倉庫建設に係る実

施設計委託料の増額となっており、こちらも財源として地方創生臨時交付金を活用

することとしております。 

   ９５ページをお願いいたします。 

   目２事務局費のうち、最下段の小中学校世帯インターネット接続環境整備費補助

金１，０４０万円の増額は、家庭学習支援のため、市内小中学校世帯におけるイン

ターネット未整備世帯に対し、アクセスポイント購入費及び光回線工事費を補助す

るものでございまして、こちらも臨時交付金を活用することとしております。 

   ２枠目の項２小学校費、目１学校管理費、最下段の工事請負費１，２０２万３，

０００円の増額は、七城小学校及び戸崎小学校の雨漏り修繕工事費、花房小学校の

空調修繕工事費の増額でございます。 

   ９６ページをお願いいたします。 

   １枠目、最上段の使用料及び賃借料１，１０８万９，０００円の減額、及び２段

目の備品購入費８，５５５万３，０００円の増額は、当初予算に計上しております

小学校電子黒板及び電子黒板用パソコンの更新につきまして、当初５年間のリース

とする予定でありましたが、臨時交付金が活用可能となりましたことから、購入に

変更したことによる増減でございます。 

   ２枠目の項３中学校費、目１学校管理費のうち、４段目の使用料及び賃借料５５
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４万４，０００円の減額、及び備品購入費３，７２７万８，０００円の増額は、小

学校費と同じく、電子黒板及び電子黒板用パソコンをリースから購入に変更したこ

とによる増減でございます。 

   ９８ページをお願いいたします。 

   目４図書館費、使用料及び賃借料１，０００万円の増額は、新しい生活様式への

対応として、在宅で有意義な時間を過ごしてもらうため、電子図書館の書籍を増や

し、読書環境の充実を図るものでございまして、こちらも臨時交付金を活用するこ

とといたしております。 

   １０２ページをお願いいたします。 

   ３枠目の目２現年度補助災害復旧費２，５９０万円の増額は、令和２年７月豪雨

等により被災した市道の復旧工事費の増額でございます。 

   同じく、最下段の枠、目１農林水産災害復旧費４億７，７１０万円の増額は、令

和２年７月豪雨等により被災した農道、林道、農地及び農業用施設の復旧事業費の

増額でございます。 

   それでは、６１ページに戻っていただきたいと思います。 

   第２表、繰越明許費でございます。 

   新型コロナウイルス感染症対策として取り組みますキャッシュレス納付推進事業

について、適正工期が１１か月必要であり、年度内に業務が完了しない見込みのた

め、繰越明許費を設定するものでございます。 

   ６２ページをお願いいたします。 

   第３表、債務負担行為補正でございます。 

   追加３件、変更１件、廃止２件となっております。 

   追加の３件につきましては、翌年度以降にわたり複数年の契約が必要となります

ことから、債務負担行為を設定するものでございます。 

   変更１件につきましては、年次別内訳に変更が生じたもの、廃止２件につきまし

ては、リースから購入に変更したものによるものでございます。 

   ６３ページをお願いいたします。 

   第４表、地方債補正でございます。 

   内容としましては、辺地対策事業債の一次配分が要望額を下回ったことによる１，

７００万円の減額、令和２年７月豪雨等による災害復旧のための災害復旧事業債１

億３，４４０万円の増額が主なものとなっております。 

   次に、１０７ページをお願いいたします。 

   議案第７７号、令和２年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）でござ

います。 
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   開けていただき、１０９ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に９６万２，０００円を追加し、補正後の予算の総額

を歳入歳出それぞれ６８億６，６００万８，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として取り組み

ますキャッシュレス納付推進事業の増額となっております。 

   １１１ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費につきましては、キャッシュレス納付推進事業について、一

般会計同様に、繰越明許費を設定するものでございます。 

   次に、１１５ページをお願いいたします。 

   議案第７８号、令和２年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

   開けていただき、１１７ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に２５３万１，０００円を追加し、補正後の予算の総

額を歳入歳出それぞれ６億３，７１９万円とするものでございます。 

   補正の主な内容につきましては、同じくキャッシュレス納付推進事業費及び前年

度保険料確定による負担金の増となっております。 

   １１９ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費につきましては、同じくキャッシュレス納付推進事業につい

て、繰越明許費を設定するものでございます。 

   次に、１２３ページをお願いいたします。 

   議案第７９号、令和２年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）でございま

す。 

   開けて、１２５ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、予算の総額に６３８万３，０００円を追加し、補正後の予算の総

額を歳入歳出それぞれ５８億６，２７８万６，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容につきましては、キャッシュレス納付推進事業費及び職員人件費

の増となっております。 

   １２７ページをお願いいたします。 

   第２表、繰越明許費につきましては、キャッシュレス納付推進事業について、繰

越明許費を設定するものでございます。 

   次に、１３３ページをお願いいたします。 

   議案第８０号、令和２年度特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第１号）でご

ざいます。 

   開けて、１３５ページをお願いいたします。 
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   今回の補正は、予算の総額に１６万１，０００円を追加し、補正後の予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億７，７２８万５，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容としましては、施設介護サービス自己負担金過年度分の収入があ

ったことから、一般会計へ繰り出すものでございます。 

   次に、１３９ページをお願いいたします。 

   議案第８１号、令和２年度水道事業会計補正予算（第１号）でございます。 

   開けて、１４０ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第２条におきまして、水道事業収益を１２１万円増額し、総額を

６億７，２８６万９，０００円に、水道事業費用を１万６，０００円増額し、総額

を６億３，１７８万９，０００円に、第３条におきまして、資本的収入を４，９０

１万１，０００円増額し、総額を２億８，５２６万５，０００円に、資本的支出を

９３万５，０００円増額し、総額を５億１，４１３万１，０００円とするものでご

ざいます。 

   補正の主な内容につきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業及び工事負

担金の追加計上に伴う増によるものでございます。 

   第４条につきましては、キャッシュレス収納代行業務を実施するため、令和３年

度から令和６年度まで債務負担行為を設定するものでございます。 

   第５条につきましては、４月の人事異動による減額補正に伴い、３９６万１，０

００円を減額し、総額を６，６３０万１，０００円とするものでございます。 

   次に、１４９ページをお願いいたします。 

   議案第８２号、令和２年度下水道事業会計補正予算（第３号）でございます。 

   開けて、１５０ページをお願いいたします。 

   今回の補正は、第３条におきまして、下水道事業収益を６９４万４，０００円減

額し、総額を１８億４，１５６万８，０００円に、下水道事業費用を６９４万４，

０００円減額し、総額を１８億４，９９９万１，０００円とするものでございます。 

   また、第４条におきまして、資本的収入を３０万８，０００円減額し、総額を７

億１８５万５，０００円に、資本的支出を３０万８，０００円減額し、総額を１２

億１，５５９万１，０００円とするものでございます。 

   補正の主な内容としましては、人事異動に伴う人件費、消費税の確定による減額

及び富の原地区管渠延伸工事に伴う工事請負費の増額によるものでございます。 

   次に、議案第８３号から議案第９２号までは、令和元年度各会計歳入歳出決算の

認定についてでございます。 

   議案書につきましては、別冊で決算書を製本いたしております。 

   まず、白色の冊子で製本いたしております令和元年度歳入歳出決算書には、議案
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第８３号、令和元年度一般会計決算の認定から、議案第９１号、令和元年度特別養

護老人ホーム特別会計決算の認定までの９議案を掲載いたしており、地方自治法の

規定により、決算の認定をお願いするものでございます。 

   次に、議案第９２号、令和元年度水道事業会計決算の認定につきましては、ただ

いまの決算書の次に、さらに別冊で製本いたしております。 

   地方公営企業法の規定により、水道事業会計の決算の認定をお願いするものでご

ざいます。 

   以上、各会計の決算認定に当たりましては、監査委員の審査意見書を付して認定

をお願いするものでございます。 

   なお、資料といたしまして、主要施策の成果を添付いたしております。 

   次に、議案書にお戻りいただきまして、１６３ページをお願いいたします。 

   議案第９３号、工事請負契約の変更についてでございます。 

   平成３０年度菰入新橋上部工工事につきましては、平成３０年第４回定例会にお

いて、契約締結の議決をいただいているところでございますが、今回、橋をより長

もちするための防水処理等の追加施工、足場からの材料等が落下することを防止す

る対策の追加などに伴い、契約変更を行う必要が生じましたことから、議会の議決

をお願いするものでございます。 

   また、その変更内容につきましては、令和２年８月７日、受注者と合意し、仮契

約を締結いたしております。 

   契約の目的は、平成３０年度菰入新橋上部工工事、工事の場所は、菊池市七城町

菰入地内、契約の方法は、条件付一般競争入札、契約の金額は、４８１万３，５４

４円増額の３億９，１３３万４，７４４円、契約の相手方は、高田機工株式会社福

岡営業所でございます。 

   以上、議案第７６号から議案第９３号までの説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明を終わります。 

   次に、代表監査委員から監査報告の申出があっておりますので、これを許します。 

   代表監査委員、宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査委員（宮川貞雄君） それでは、令和元年度決算における審査の報告をさせ

ていただきます。 
   令和２年７月６日から８月３日におきまして、議員選出の泉田監査委員とともに

審査を行いましたところ、審査に付されました一般会計及び特別会計の歳入歳出決

算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書並びに財産に関する調書

は、法令に準拠して作成されており、決算計数は各関係帳簿及び証拠書類と照合し
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ました結果、いずれも符号し誤りのないものと認めます。 
   なお、各種基金の運用状況を示す書類の計数につきましても、関係諸帳簿及び証

拠書類と符合しており誤りのないものと認めます。また、審査に付されました水道

事業会計決算報告書、その他の財務諸表はいずれも関係法令に準拠して作成されて

おり、その計数は関係諸帳簿と一致し正確であります。 
   さらに、決算報告書は予算の収入支出の状況を、また、財務諸表は当期の経営成

績及び期末における財政状態を適正に表示しているものと認めます。 
   決算審査報告書に審査意見を述べておりますが、途中のところをちょっと省略い

たしますが、報告させていただきます。 
   予算執行面では、前年まで課題としてきた次の事項に沿い、より市民の目線に立

った効果的な行政支出の執行にご留意をお願いいたします。 
   ７項目を挙げております。１、収入の調定手続の厳格な執行、２、適切な補正予

算の編成措置及び不用額の整理、予備費の充用、予算流用等の慎重な取扱い、３、

充実した施策の展開と費用対効果を重視した予算執行、４、固定的で長年にわたる

委託契約や随意契約の点検と必要な見直し、５、指定管理者等に対する委託料の収

支内容の点検と適正な差額処理、６、未登記土地の解消を含め、公有財産の適正な

管理、７、本市財政に生かせる地方公会計の充実並びに各種比較と活用等のご留意

をお願いしたいと思いますが、また、各部署における租税や使用料、住宅費の徴税

や収納率は徐々に改善しております。他方で、固定的な滞納額も多いため、負担の

適正、公平性を確保する観点から、収納の確実な確保と必要な不納欠損処分の実施

により、適切な債権管理を求めます。 

   本市では、合併後の平成１７年度から平成３１年度までに延長された新市建設計

画を根底に、「自然の恵みを守り、自然を活かして穏やかな発展を続けていく安

心・安全『癒しの里きくち』」の理念の下に、本年度は菊池市第２次総合計画（後

期基本計画）の第２年度として具体的な施策が進められております。 

   その中において、本市でも少子高齢化の進展が著しい中、中山間地・商店街の活

性化対策等の様々な施策が取り組まれ、近年、本市への移住者が徐々に増加してお

ります。一方で、外国人研修生の住民は増加傾向にありますが、全体的な本市の人

口減は確実に進んでおります。 

   このため、菊池市の２０年から３０年の長期ビジョンに立った、人口減に負けな

い産業振興策とインフラ整備や文化・教育振興策等に関する施策が不可欠となって

おります。特に、自然と歴史、貴重な文化に恵まれた菊池市に、魅力を感じて住み

たい、生活し続けたいと思わせる総合施策が一段と求められます。 

   他方、老朽化している諸施設の建設・整備等が不可欠のため、総合的な施設管理
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計画が推進される状況にあります。 

   長期的な財源不足が予想される中に、より建設的な財政運営に取り組み、歳入歳

出面での工夫と思い切った削減努力が一層欠かせません。そのため、本年度が第５

年度となりました第三次行政改革大綱及び実施計画に基づき、各種事業の行政評価

とともに、組織・機構や事務事業の見直しや経費削減合理化等を進められておりま

す。今後も、適切な財産管理の下、市有財産の効率的な活用と不用財産の計画的な

処分も含めて、健全な財政運営の推進を期待します。 

   行政事務の面では、全国でも進んだ取組の事例等の情報収集、本市への活用方策

の継続した研究を一段と要望します。ＩＣＴやＡＩ等を活用し、各部署での市民の

暮らしと接する現場を基本に、全国的にも先駆ける各種政策の企画立案力の向上が

求められます。また、体系的な研修・派遣制度の拡充、適正な人事評価制度の効果

的な推進と給与システムへの取組も待たれます。さらには、新規にスタートする会

計年度任用職員制度の適用による待遇改善を含めて、一層の経験と能力を生かせる

適正な配置の推進、適材適所の総合的な人事等の充実が不可欠となっております。 

   なお、年度後半では世界的な感染が課題となったコロナ禍では、感染拡大防止の

観点から、本年度で予定されていた各種事業や公共施設の休館、さらには、関連す

る会議等が一部実施されないなど、予定された事業の積み残しの点はありましたが、

非常事態であり、適切な対応と捉えております。今後も、市民の健康と安全のため

の防疫対策の一方で、経済回復での相反する面はありますが、本市を挙げた大胆か

つ細やかな施策が期待されております。 

   最後に、激動する社会変化への臨機応変な行政施策が展開されるとともに、菊池

市政のますますの充実を願いつつ、一層の健全な行財政運営の展開により、菊池市

の限りない発展と公共の福祉向上が実現していきますことを切望しまして、決算審

査意見とさせていただきます。 

   失礼しました。 

○議長（大賀慶一君） 以上で、代表監査委員の報告を終わります。 

   ここで、換気のため１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時２６分 
開議 午前１１時３３分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１０ 報告第２２号から報告第２６号まで一括上程・報告・質疑 
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○議長（大賀慶一君） 次に、日程第１０、報告第２２号から報告第２６号までの５案

件を一括議題とします。 

   提出者の報告を求めます。 

   総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、議案書の１６５ページをお願いいたします。 

   報告第２２号、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございます。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和元年度決算に関す

る健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果につきまして、監査委員の意見を付

して報告するものでございます。 

   まず、実質赤字比率につきましては、令和元年度における普通会計の実質収支が

黒字でございますので、赤字比率としては算定されず、数値は表示されません。 

   次に、連結実質赤字比率につきましては、普通会計に特別会計及び公営企業会計

を加えた全会計が対象となりますが、連結した場合に、実質収支が黒字でございま

すので、数値は表示されません。 

   次に、実質公債費比率ですが、これは普通会計及び特別会計の公債費に加え、一

部事務組合等が起こした地方債の償還に当てられた負担金等の標準財政規模に占め

る割合で、資金繰りの危険度を示す指標となります。 

   本市の実質公債費比率は１０．５％となっておりますので、早期健全化基準であ

ります２５％を下回っております。 

   次に、将来負担比率ですが、土地開発公社及び第３セクターを含めた指標となっ

ており、将来負担すべき債務の標準財政規模に占める割合を示すもので、数値が大

きくなるほど、将来見込まれる負担が大きく、財政運営を圧迫する可能性があるこ

とが示されております。 

   本市の算定比率は４％となっておりますので、早期健全化判断基準３５０％を下

回っており、適正水準を確保いたしております。 

   最後に、公営企業会計の資金不足比率につきましては、水道事業会計をはじめと

する５会計を対象とし、資金不足額を事業規模で割ったものでございます。 

   各会計において、資金不足が発生していないため、資金不足比率については数値

が表示されません。 

   以上、いずれも基準内であり、適正水準を確保いたしておりますが、今後、社会

経済の動向や、施設老朽化による維持補修費等の増大等を考慮した場合、大幅に変

動することも見込まれるため、今後、さらに健全な財政運営を図っていく必要があ

ると考えております。 
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   次に、１６７ページをお願いいたします。 

   報告第２３号、継続費精算報告についてでございます。 

   令和元年度までに継続費の設定を行った事業につきまして、議会に報告するもの

でございます。 

   開けて、１６８ページが令和元年度継続費精算報告書でございます。 

   まず、上段の款２総務費、項１総務管理費、市民広場再整備事業について説明い

たします。 

   継続費の設定年度は、平成２９年度から令和元年度までの３年間でございます。 

   表の見方としましては、左側が全体計画、中央に実績、右側が比較となっており

ます。 

   表下段の計の欄でご説明いたします。 

   全体計画額６億３，３０９万７，０００円に対しまして、支出済額６億３７２万

２，１０５円で、差引き２，９３７万４，８９５円の残額となっております。 

   支出済額の特定財源としまして、国費は社会資本整備総合交付金、地方債は公共

事業等債を財源としております。 

   次に、下段の款７土木費、項２道路橋りょう費、北岸線道路改良事業について説

明いたします。 

   継続費の設定年度は、平成３０年度から令和元年度までの２年間でございます。 

   表下段の計の欄でご説明いたします。 

   全体計画額３億４，３５８万７，０００円に対しまして、支出済額３億２，０８

８万１，７１５円で、差引き２，２７０万５，２８５円の残額となっております。 

   支出済額の特定財源としまして、地方債は地方道路等整備事業債を財源としてお

ります。 

   次に、１６９ページをお願いいたします。 

   報告第２４号は、水道事業会計の継続費精算報告についてでございます。 

   令和元年度までに継続費の設定を行った事業につきまして、議会に報告するもの

でございます。 

   開けて、１７０ページが令和元年度水道事業会計継続費精算報告書でございます。 

   まず、款４１資本的支出、項１建設改良費、旭志西部第三水源池施設整備事業に

ついて説明いたします。 

   継続費の設定年度は、平成３０年度から令和元年度までの２年間でございます。 

   表下段の合計の欄でご説明いたします。 

   全体計画額６，１５６万３，０００円に対しまして、支払義務発生額５，５５６

万６，６００円で、差引き５９９万６，４００円の残額となっております。 
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   支払義務発生額の特定財源としましては、損益勘定留保資金を財源としておりま

す。 

   次に、１７１ページをお願いいたします。 

   報告第２５号、債権の放棄の報告については、菊池市債権管理条例の規定により、

債権の放棄につきまして報告するものでございます。 

   今回の債権の放棄の内容としましては、債権の名称が、水道料金、放棄した債権

の額が、３５万９６０円、債務者数が、３６人でございます。 

   次に、債権を放棄した事由等でございますが、破産につきましては、破産法等の

規定により、債務者がその責任を免れたものでございまして、条例第１６条第１項

第１号の規定により、債権の放棄が認められているものでございます。 

   調定件数、これは水道使用料金の月ごとの納付書による件数でございますので、

人数ではなく件数で表しておりますが、３２件、金額は６万９，８８０円でござい

ます。 

   次に、行方不明につきましては、債務者が失踪、行方不明等により、徴収の見込

みがないものでございまして、条例第１６条第１項第３号の規定により、債権の放

棄が認められているものでございます。 

   調定件数１９５件、金額は２７万８，４１０円でございます。 

   次に、時効期間満了につきましては、時効の援用を要する債権について、消滅時

効に係る時効期間が満了したものでございまして、条例第１６条第１項第６号の規

定により、債権の放棄が認められているものでございます。 

   調定件数は３件、金額は２，６７０円でございます。 

   また、放棄の時期につきましては、令和２年２月１７日でございます。 

   次に、１７３ページをお願いいたします。 

   報告第２６号、専決処分の報告については、議会において指定されている事項に

ついて専決処分いたしましたので、これを報告するものでございます。 

   開けて、１７４ページが専決第２０号専決処分書で、除草作業中の事故による損

額賠償に係る額の決定について、令和２年７月３１日に専決処分したものでござい

ます。 

   事故発生日は、令和２年７月１５日、相手方は記載のとおりでございます。 

   事故の概要は、環境整備員が泗水中学校敷地を刈払い機で除草作業をしていたと

ころ、石が飛散し、相手方車両のリアガラスを破損させ、損害を与えたものでござ

います。 

   損害賠償の額は、８万２５６円、その他決定事項は、記載のとおりでございます。 

   以上、報告第２２号から報告第２６号までにつきまして、報告させていただきま
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す。 

○議長（大賀慶一君） 代表監査委員、宮川貞雄君。 

［登壇］ 

○代表監査委員（宮川貞雄君） 財政健全化法に基づきます審査意見を申し述べさせて

いただきます。 

   地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、審査に付されました令和元年度菊池市一般会計及び特別会計の歳入歳出

決算における財政健全化判断比率並びに公営企業決算における資金不足比率とその

算定の基礎となる事項を記載した書類につきまして、７月３０日から８月３日にお

きまして議員選出の泉田監査委員とともに審査しました結果、いずれも適正に作成

されているものと認めます。 

   以上、審査意見とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で報告を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） それでは、質疑を行います。 

   報告第２５号、債権の放棄の報告についてということで、水道料金の債権放棄が

あっておりますが、まず１点目です。水道料金の時効ですね。旧民法上での時効の

年数と、それと民法改正後の時効の年数が１点目です。 

   それと、２点目ですが、１７１ページの４の時効期間満了によって、３件、２，

６７０円が今回放棄されておりますが、通常、私債権、水道料金は私債権ですので、

私ごとの債権と書いて私債権ですので、時効が、相手から時効の援用がなければ、

時効は成立しません。この３件が時効に至ったその経緯、この２点についてお尋ね

します。 

○議長（大賀慶一君） 水道局長、安武邦男君。 

［登壇］ 

○水道局長（安武邦男君） ただいまの荒木議員さんからの質疑に対しましてお答えし

ます。 

   この債権放棄の第１６条第１項の６号につきましては、旧民法の適用でございま

す。現在は新民法の適用で、ご存じのとおり、５年になっております。 

   それから、２番目のご質問でございますが、ご質疑ございますけれども、これに

つきましては、調定件数が３件でございますけれども、実質的には１名でございま

す。ご存じのとおり、時効期間満了した方で、なおかつ、官報での確認をしました
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ところが、破産手続の費用を支弁するのに不足するという方でございまして、将来

にわたり徴収の見込みがないという方として、ご判断をさせていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） ただいまのご答弁で、時効の援用ではなく、相手の資金力が

もうないから、官報にも載っている方で、破産されているということで、時効の援

用ではなく、資金力による時効満了ということでよろしいですか。それだけです。 

○議長（大賀慶一君） 水道局長、安武邦男君。 

［登壇］ 

○水道局長（安武邦男君） ただいまのご質疑でございますけれども、議員おっしゃら

れていますとおり、援用ではございません。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１１ 請願第２号及び請願第３号 一括上程 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第１１、請願第２号及び請願第３号の２案件を一括

議題とします。 

   請願第２号及び請願第３号が、今定例会までに提出されました請願であります。

その内容については、お手元に配付しているとおりです。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   お知らせします。次の会議を来る９月１日午前１０時から開き、質疑、委員会付

託を行います。 

   議案に対する質疑を行う方は、事務局備付けの様式により、その要旨を具体的に

記載し、明日８月２７日の正午まで事務局に提出をお願いします。 

   本日は、これで散会いたします。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１１時５０分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ２ 号 
 
 
 

９ 月 １ 日 
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令和２年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第２号 

 
令和２年９月１日（火曜日）午前１０時開議 

 

第１ 委員会付託 

第２ 議案第９４号 工事請負契約の締結について 

 上程・説明・質疑・委員会付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 委員会付託 

日程第２ 議案第９４号 工事請負契約の締結について 

 上程・説明・質疑・委員会付託 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 



－ 58 － 

                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
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             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席お願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第１ 委員会付託 
○議長（大賀慶一君） 日程第１、委員会付託を行います。 

   議案第７０号から議案第７４号及び議案第７６号から議案第９３号並びに請願第

２号及び請願第３号については、お手元に配付しております議案等付託表のとおり、

それぞれ所管の各常任委員会に付託します。 

   各常任委員会は、付託されました案件を十分に審査いただきますようお願いしま

す。 
 

令和２年第３回菊池市議会定例会議案等付託表 

付託委員会 議案番号 件        名 

総務文教 

常任委員会 

議案第70号 菊池市市民会館あり方検討委員会条例の制定について 

議案第71号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

請願第２号 
核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出

の請願 

請願第３号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の

請願について 

福祉厚生 

常任委員会 

議案第72号 菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第73号 

菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

経済建設 

常任委員会 

議案第74号 菊池市給水条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第93号 工事請負契約の変更について 
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付託委員会 議案番号 件        名 

予算決算 

常任委員会 

議案第76号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 

議案第77号 
令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

議案第78号 
令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 

議案第79号 
令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

議案第80号 
令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

(第１号) 

議案第81号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算(第１号） 

議案第82号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算(第３号) 

議案第83号 令和元年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第84号 
令和元年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第85号 
令和元年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第86号 
令和元年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

議案第87号 
令和元年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

議案第88号 
令和元年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

議案第89号 
令和元年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

議案第90号 
令和元年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第91号 
令和元年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出

決算の認定について 

議案第92号 
令和元年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認

定について 
 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第２ 議案第９４号 上程・説明・質疑・委員会付託 
○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、議案第９４号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 
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○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   それでは、ただいま上程されました追加議案につきまして、ご説明申し上げます。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第９４号、工事請負契約の締結につきましては、令和２年度泗水中学校長寿

命化改良工事について、光進・三牧・美麗特定建設工事共同企業体と契約を締結い

たしたく、議会の議決を求めるものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、追加提案いたします議案第９４号につきまして、ご説明いたします。 

   追加議案書の１ページをお願いいたします。 

   議案第９４号、工事請負契約の締結については、令和２年度泗水中学校長寿命化

改良工事につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

   この工事につきましては、７月２２日に条件付一般競争入札を実施し、２事業者

から応札があり、８月２０日に仮契約を行ったところでございます。 

   契約の目的は、令和２年度泗水中学校長寿命化改良工事、工事の場所は、菊池市

泗水町豊水地内、契約の方法は、条件付一般競争入札、契約の金額は、１３億８，

９３０万円、契約の相手方は、光進・三牧・美麗特定建設工事共同企業体でござい

ます。 

   以上、議案第９４号の説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で、議案の説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   なお、工事内容に関する質疑は所管委員会でお願いしたいと思います。 

   質疑ありませんか。 

   工藤圭一郎君。 

［登壇］ 

○１３番（工藤圭一郎君） おはようございます。質疑をしたいと思います。 

   まず１点目は、今回の９月議会に間に合わなかったことの理由を１つ、それと、

もう１者の入札があったらしいんですけど、そのもう１者を教えていただければと

思います。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
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［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、工藤議員さんの質疑にお答えしたいと思います。 

   まず、当初の議案に間に合わなかったのはということで、入札は７月２２日でし

たが、仮契約の締結日が８月２０日であり、当初議案を議会に提出する日、８月１

９日に間に合わなかったため、追加議案とさせていただいたところでございます。 

   また、もう一つの参加事業者はということで、そちらのほうは、岩永・吉安・生

田建設工事共同企業体になります。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） ほかにありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   次に、委員会付託を行います。 

   議案第９４号については、総務文教常任委員会に付託します。 

   総務文教常任委員会は、付託されました案件を十分審査いただきますようお願い

します。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   次の会議は、明日９月２日の午前１０時から開き、一般質問を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１０時０６分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ３ 号 
 
 
 

９ 月 ２ 日 
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令和２年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第３号 

 
令和２年９月２日（水曜日）午前１０時開議 

 

第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 一般質問 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   着席をお願いします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 皆さん、おはようございます。今年の梅雨は、県南の八代、

人吉方面が甚大な被害を受けられまして、多数の方も亡くなられております。家屋

も想像を絶するような被害が出ております。お悔やみとお見舞いを申し上げたいと

思います。 

   今回、新型コロナ関連の質問から入りたいと思います。 

   ８月、ＧＤＰ（国内総生産）が２７％減で、新型コロナウイルスの感染拡大で個

人消費が激減し、あのリーマンショック以上の戦後最悪のマイナス成長となったと

報道がありました。 

   今回の事態を受け、菊池市が新型コロナウイルス感染拡大でどれほどの影響を受

けておられるか、まず、観光面の影響から聞いていきたいと思います。 

   それでは、質問に入ります。 

   全国的にコロナ感染者が多発して、専門家からは感染拡大の第２波が来ていると

いうような見方をされておりました。いつまで感染が続くか気をもむところであり

ます。また、今年の夏も猛暑続きでダブルパンチです。 

   このたび、県北でコロナに感染した人が多数確認されました。本市からも感染者

が確認されました。恐れていた事態が発生いたしました。この事態を受けて、コロ

ナ禍の中、菊池市の観光関係の事業をはじめ、経済に与える影響は計り知れないも

のがあります。 

   まずは、菊池市の経済状況はどうなっているか気になります。外出の自粛で、食

事に行くのも考えますし、夜の飲みに行くのも考えます。旅館等は県外をまたぐ移

動自粛で大打撃ではないでしょうか。 
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   そこで、まず観光地として、菊池市の現在の観光業や飲食業の現状についてお聞

きします。 

   政府の観光支援事業ＧｏＴｏトラベルが開始されました。７月２２日より、旅行

代金の２分の１相当額の支援で、１人１泊最大２万円、日帰り最大１万円の支援で、

旅行代理店割引が開始されました。これまで、ＧｏＴｏトラベルを約４５０万人が

利用したと報道されておりました。それから、事業者の登録は、３万５，０００の

事業者のうち４割強の約１万６，３００が登録されたようです。 

   そこで、市の状況はどうだったのか。登録した事業者数と宿泊、日帰りの利用者

数は分かりますか。一応そこを聞きたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） 改めまして、おはようございます。ただいまの城議員のご

質問にお答えいたします。 

   ＧｏＴｏトラベルにつきまして、市内の参加施設の状況につきましては、現在１

２件の宿泊施設が旅行会社等を通じてＧｏＴｏトラベルに参加しておられます。 

   また、７月の実績といたしましては、４６名の方がＧｏＴｏトラベルを利用し宿

泊されております。 

   日帰りの人数につきましては、まだ把握しておりませんので、お答えします。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 今、報告ありましたけども、これが多いのか少ないのかはち

ょっと分かりませんけども、次に、市が打ち出されました各種支援策を事業者の

方々が利用されたと思いますけども、その利用状況はどうなんでしょうか、お聞き

したいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、商工観光関係で、主にこれまで５つの経済支援

を実施しております。 

   最初に、観光事業継続支援金ですが、本支援金は、緊急事態宣言を受け、休業要

請にご協力いただいた宿泊事業者等に対し、１００万円を上限として支援するもの

です。 

   ６月３０日時点において、宿泊事業者１６件、貸切バス事業者５件、合計２１件

の申請をいただいております。 
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   次に、飲食事業継続支援金ですが、本支援金は、コロナ禍において売上げが減少

などした飲食店に対し、事業継続のために一律２０万円を支援するものです。 

   ８月７日時点において１５３件の申請をいただいております。 

   ３つ目に、小規模事業者持続化補助金でございますが、売上げが減少するなどし

た小規模事業者に対し、販路拡大などの取組を支援するため、２０万円を上限とし

て補助するものでございます。 

   これまで２回にわたって募集をしておりますが、８月７日時点において、合計１

６３件の申請をいただいております。 

   ４つ目に、農林畜産業・商工業事業継続支援金でございますが、本支援金は、売

上げが減少などしているものの、国の持続化給付金の対象とならない事業者などで

あって、県の事業継続支援金の交付決定を受けた方に対し、一律１０万円を支援す

るものでございます。 

   ８月２８日時点で５件の申請をいただいております。 

   最後に、宿泊費助成事業でございますが、本事業は、５，０００円を上限として、

宿泊料金の２分の１を助成するものでございます。 

   ８月２８日時点で６２８名の方にご利用いただいているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） ですから、これをまだ利用したいと思っている方もおられる

かもしれませんので、周知をしっかり徹底していただきたいと思います。 

   次に、コンビニをはじめ、旅館や各種商店街、飲食店等のコロナ禍の中で、幾ら

ぐらい売上げが落ち込んでいるのかお調べになっておりますでしょうか、お聞きし

たいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） ただいまのご質問ですけれども、宿泊施設につきましては、

観光事業継続支援金の申請があった１６件のうち１１件について、４月・５月期に

おいて例年と比べ、９０％以上の減収となっております。 

   なお、６月以降、若干持ち直しが見られましたが、７月下旬以降の感染拡大を受

け、予約のキャンセルが発生しているところでございます。 

   飲食店につきましては、飲食事業継続支援金の申請があった１５３件のうち１２

８件は例年と比べて、５０％以上の減収となっており、さらに、そのうち２６件が

９０％以上の減収となっておられます。 
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   小売店につきましては、アンケートを実施し、回答がございました１９件のうち

８件が例年と比べ、３０％以上の減収、７件が３０％未満の減収となっております。

一方で、残りの４件については増収となっておられます。 

   次に、コンビニエンスストアにつきましては、緊急事態宣言後、一時的に例年に

比べ、３０％以上減収した店舗もありましたが、現在は前年並みから１５％減収程

度まで回復傾向にございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） すごい落ち込みで、大丈夫かなという思いをします。その中

で、昨日、私たちには説明はありましたけども、プレミアム付き商品券等でやっぱ

り支援していかなくちゃいけないと思います。あの時点で、なぜ、本当は先にやっ

ておらなければいけなかったのに、なぜ延長になったのか。また、販売はいつから

されるのかを、昨日、私たちにはありましたが、皆さんは分かられませんので、お

知らせしていただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） ただいまのプレミアム商品券の販売につきまして、お答え

いたします。 

   プレミアム商品券につきましては、本市で感染者が発生したことや、熊本県内で

感染者が増加し、リスクレベルが４に引き上げられたことを踏まえて、販売の延長

を決定いたしました。 

   新しい販売時期につきましては、来る９月１２日（土）と１３日の２日間、午前

１０時から午後５時まで、選挙時に投票所として使います施設を中心に、市内２４

か所で販売することといたしました。 

   なお、できるだけこの２日間で購入をしていただきたいんですが、どうしてもこ

の２日間に購入できない方につきましては、９月１４日から９月３０日の間、平日

９時から１６時まで、市役所本庁及び各支所で販売いたします。なお、本庁におき

ましては、毎週水曜日は１９時まで販売を計画しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

   ただいま、失礼しました。販売の延長と申し上げましたが、販売の延期でござい

ます。失礼しました。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 
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○１４番（城 典臣君） この商品券で売上げに協力していきたいという思いがします。

皆さんに協力を仰いでいただきたいと思います。 

   次に、アウトドアの代名詞とも言える菊池渓谷へ観光客は、この夏、増えたので

しょうか、減ったのでしょうか。入山者の推移と渓谷内での感染対策について、お

答えください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、菊池渓谷の状況についてお答えいたします。 

   緊急事態宣言を受けまして、４月２５日から５月１９日まで閉谷した影響により

まして、例年と比べ、４月は約３０％、５月は約２０％の入谷者数となっておりま

す。 

   ６月は約５０％まで回復いたしましたが、７月は記録的大雨による閉谷の影響に

より、再び２０％の入谷者数となっております。 

   ８月におきましては、例年と比べ、約７０％の入谷者数となっているところでご

ざいます。 

   また、渓谷における感染防止対策につきましては、入谷者に対し、マスクの着用

や協力金収受所やトイレにおける手指消毒を徹底するよう呼びかけております。 

   また、シャトルバスの利用者の方に対しましても、マスク着用の徹底を呼びかけ

るとともに、乗車時に検温を実施しているほか、定期的に社内の換気・消毒を実施

しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） うちの会社の前を菊池渓谷のほうへ登っていく車、すごい数

を見ました。相当来ておられるのかなという思いで、ちょっと聞いてみたんですけ

ど、大分持ち直したようであります。 

   今回、コロナ感染拡大で、今、インドアよりアウトドアのレジャーが見直されて

いると思います。今こそ、この事態を前向きに捉えて、アウトドアの観光に目を向

けるときと考えます。 

   そこで、私は、１０年前に一般質問において、森林セラピーで健康観光について

質問いたしました。本市は、菊池渓谷をはじめ、広大な市有林を有しております。

この自然を利用して、夏は涼を求めて来られ、四季を通じて森林セラピーやフット

パスなどの健康を前面に出して、最終的には温泉で癒され、宿泊につなげる観光を

目指すのも１つの手ではないかと考えました。 
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   このような事態で、１０年前の質問をまたさらに言うとは思いませんでしたが、

これは前市長のときの質問でありますが、今の市長はどう考えられますか、お聞き

したいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   ただいまの城議員のご質問は、コロナ禍を踏まえて、今後、アウトドアを活用し

た観光戦略について、どう考えるかという趣旨のご質問でございました。 

   新型コロナ感染症の言わば出口の見えない拡大、長期化に伴いまして、大きな不

安が募っております。また、外出、飲食、旅行など、行動の制限が求められており

まして、多くの方が強いストレスを抱えていると、そういう状況が続いております。 

   こういう中でありますので、セラピー効果のある、この癒しの空間を求める動き

が強まっておりまして、比較的感染リスクの少ないと思われる森林浴や川遊びなど、

アウトドアの人気が高まっているというふうに捉えております。 

   本市におきましても、今、報告申し上げたとおり、特に８月の週末においては、

菊池渓谷や千畳河原などで多くの家族連れが訪れられて、大変大にぎわいの状態で

ございました。 

   また、近年のキャンプブームを反映して、四季の里旭志キャンプ場や、竜門ダム

風の広場キャンプ場では、年間を通じて人気が高まっておりましたけども、今年の

利用客が大変多いようでございます。 

   こうした動きの背景には、近年の健康志向、自然回帰といった価値観の変化が底

流にあるものと考えておりますけども、今回、この流れがコロナ禍によりまして一

層強まり、今後も大きな潮流として長く続くものではないかというふうに考えてお

ります。 

   こうした流れは、本市がこれまで進めてきました癒しの里戦略を大きく後押しす

るものでありますので、この路線を自信を持って着実に進めていきたいというふう

に考えております。 

   本年秋から菊池渓谷では、さらに右岸遊歩道を整備してまいりますし、また、９

月から龍龍館隣接のエントランス広場を新たにキャンプ場として活用する社会実験

も開始いたします。こうした訪問客をさらにフットパスやサイクリング、カヌーな

どとも組み合わせて、滞在時間を延ばして、最後に市民広場で受け止めて、菊池温

泉やまちなかとつなぐ。こうした流れを定着させていきたいというふうに考えてお

ります。また、今後は、新たにウィズ・コロナという観点での取組を織り込んでい

くことも必要というふうに考えております。 
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   菊池の自然を最大限に生かせるチャンスがやって来たというふうに思います。ア

ウトドアに温泉、グルメ、そして、歴史・文化の楽しみを組み合わせることで、言

わば命の洗濯場所としての癒しの里菊池というものを市民の皆さんと一緒につくり

上げていきたいというふうに考えているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 前後しますが、今議会にコロナウイルス感染症対策を強化す

る事業者へ、コロナ対策費として助成金１億１，０５８万円の追加補正予算を提出

されました。その中で、店舗関連についてお伺いします。 

   コロナ対策ができた店舗に対して、優良店ステッカーなり作り、提示してもらい、

対策をしていない店舗との違いを明確にして、ある程度安心して店舗の利用ができ

るような対策を考えておられるのか、具体的な策をお示しください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 
［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、消費者の皆様に安心して菊池に訪れ店舗などを

利用していただくには、感染防止対策を徹底することが重要と考えます。 

   そこで、先般、ご決定いただいたとおり、新たに感染防止対策強化に要する経費

を補助する新型コロナウイルス感染防止対策強化補助金を整備し、感染防止対策に

ついて、指導、助言、確認を行うアドバイザー派遣事業を実施します。 

   議員ご質問のアドバイザー派遣につきまして、チェックに当たりましては、専門

知識も必要になると考えておりまして、現在、アドバイザーとしてふさわしい方々

にご協力をいただけるよう、関係団体と話合いを進めております。 

   また、ステッカーにつきましては、対策に取り組んでおり、認定を受けた店舗で

あると一目で分かることを第一とし、デザインについては、菊池市ならではの要素

を取り込んだものとなるよう検討を進めております。 

   併せて、のぼり旗についても同様に、一目で分かるものとなるように考えており

ます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 本当に対策がしてあるかなんかを調べるためにアドバイザー

ということで、それは大変重要なことだと思いますので、よろしくお願いしておき

ます。 
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   次に、感染した方が出ましたが、今後、もし感染者が増加した場合に備えての対

策は考えてられるのかをお聞きしたいと思います。 

   例えば、隔離施設として、病院以外でホテル等、民間の施設に協力していただか

なければならないような事態のときに対して、何かそういう民間の施設に対して相

談されておりますでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、おはようございます。ただいまの城議

員のご質問にお答えいたします。 

   熊本県におきましては、感染者が発生した場合は、感染症法に基づき指定医療機

関に入院療養することになるため、県が入院先を調整されております。 

   現在、県が確保されています指定医療機関等の病床数は４００床でございますが、

入院患者が増加した場合には、医療体制に支障が出ないよう、無症状や軽症者の方

については、宿泊施設において療養することになります。 

   感染者の宿泊施設につきましては、県が提携を結んでおります宿泊施設の中から、

療養者の健康維持やスタッフの感染防止の観点から、療養に必要な設備が整ってい

る施設を選定し、宿泊先を決められています。 

   なお、施設に対する風評被害のおそれがあるため、施設名称については非公表と

なっております。 

   また、施設だけではなく、感染者の軽症の方が自宅療養となる場合もございます。

自宅療養となる場合は、居住地保健所が調整窓口となり、健康状態の観察や相談の

対応、生活支援を行うことになっております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） ホテル等は県のほうがやっておられるということで、自宅で

の場合のことをちょっとお聞きしたいと思います。 

   感染者の増加で、自宅で隔離された生活を強いられた場合、外出がしにくくなる

と思います。一人暮らしの方とか、高齢者と一緒に暮らしている方の場合、食事の

買物等はどうなりますか。その際の食事代は公費なんでしょうか、自費負担なんで

しょうか。 

   ある県では、保健所の対応がまちまちで、ある県は、買物は自分で行って、お客

さんが少ない時間帯に短時間で済ませてくださいとしている保健所もあります。か

と思えば、感染している方が出るというのは本末転倒な話で、かと思うと、ある県
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は行政機関から買い出しをして、自宅へ届けるような対応をされて、このように対

応が違っていてはいかがなものかと思います。 

   そこで、菊池保健所の対応はどうなっているのか。また、以上のことを想定し、

事態を市は想定されているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまの自宅療養となった場合の対応につきまし

ては、先ほど申し上げましたように、熊本県におきましては、県が健康状態の観察

や相談の対応、生活支援を行うことになっております。これは管轄保健所のほうで

行うことになっております。 

   生活支援の中には食事の提供も含まれておりますが、本人の状況により、提供す

ることになると聞いております。ご本人様が必要であれば提供しますけれども、中

には、ご本人様の状況によって、ご相談しながら変わると聞いております。また、

費用につきましては、公費負担となっております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） そこで、実際、菊池市でも感染者が出まして、そういう携わ

った仕事、感染リスクを下げる仕事をされてみて、仕事をやった上で想定外であっ

た、また、想定外であったという話がありましたらお聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいま城議員のほうからおっしゃられましたとお

り、本市におきましても感染者の発生がございましたが、市内で感染者が発生した

場合につきましては、庁内協議や保健所とも協議をし、ほかの市での発生状況の確

認なども行っておりましたので、想定外の状況には至りませんでした。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のために１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時３０分 
開議 午前１０時３７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   城典臣君。 
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［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 次に、市民の皆様がちょっと聞かれたので、お聞きしたいと

思いますけど、ＰＣＲ検査のことでお聞きします。 

   これは誰でも受けられるんでしょうかというご質問と、受けられるとしたら、場

所はどこで受けられるんですかと。その際の検査には幾らぐらいかかりますかとい

うお話を聞きましたので、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ＰＣＲ検査につきましてお答えいたします。 

   現在、ＰＣＲ検査は、熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口や医療機関、

保健所に相談し、感染の疑いがあると判断された場合に、行政検査として受けるこ

とになっております。検査を希望する全ての方が、個人の希望により受けることは

できない状況でございます。 

   行政検査としてＰＣＲ検査を受けた場合の検査料につきましては、公費負担とな

っております。 

   ＰＣＲ検査を医療機関で健康保険適用外である自由診療として実施しているとこ

ろもあるようでございますが、市や県では、どこの医療機関が自由診療で実施でき

るのかは把握しておりません。 

   任意でＰＣＲ検査を実施した場合には有料となります。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 幾らかかるかはちょっと聞かなかったような気がしますけど。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 失礼いたしました。検査料は約２万円でございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 何か、４万とか３万とか聞きますけど、２万円は安かったで

すね。意外でした。 

   次に、感染者が増えた場合のことを考えておかないといけないと思いますが、Ｐ

ＣＲ検査に実際は支援しているところがございます。新潟県の燕市は、市内事業者

１検体につき８，０００円の助成をしておられます。また、静岡県熱海市では、飲
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食店、タクシー会社など、２，０００の事業者に対して、かかった費用の８割の補

助金を出しておられます。感染リスクが高い事業者に対して支援しておられます。 

   今後、ＰＣＲ検査に助成金を出す考えはないか、市の考えをお聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 自由診療としてＰＣＲ検査を受けられた場合の助成

につきましては、現在のところ、考えておりません。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） では最後に、このコロナの情報開示についてお伺いします。 

   ある福祉施設より問合せがありました。コロナ感染者が菊池市から出たので、対

策会議をしているが、情報を市に聞いても教えてくれないというものでした。私に

来られても、ちょっと私も困りまして、結局、個人が尋ねているわけではなくて、

福祉施設等がその情報を知りたいと。情報を知らせるべきではないかと私は思いま

す。そうでなかったら、対策会議が意味をなさなくなりませんかね。どこの施設も

感染リスクでクラスターが発生したら多くの入居者が感染されます。施設はぴりぴ

りされているんじゃないかと思います。様々なデマ情報もちまたでは流れておりま

す。市には正しい情報発信と、福祉施設等との連携は密にとって、最新の情報を伝

えるのがいいと思いますが、どのようにお考えですか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 感染者の情報開示につきましてお答えいたします。 
   感染者情報につきましては、全て県で把握、管理をされているところでございま

す。現在は、市町村単位の居住地、年代、性別が公表され、職業と感染経路の詳細

な情報につきましては、感染者の同意がある場合のみ公表されております。 
   さらに、クラスターの発生など感染拡大が考えられる場合については、その点を

踏まえ、県は情報内容を広げて公表されています。 
   市内で感染者が発生しますと、高齢者などの福祉施設においては不安も大きいか

と思われますが、本市としましては、県が公表している情報に基づき、市民の皆様

からのお問合わせに対応をしているところでございます。それ以外の情報につきま

しては、個人が特定され誹謗中傷につながる可能性があるため公表しておらず、今

後もこの方針で行ってまいります。 
   以上、お答えします。 
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○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 納得したようなせんようなあれですけど、とにかく施設等は

情報は知りたいんじゃないかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   先ほども部長言われましたように、差別とか攻撃とかが全国的に起きております。

そのことについては、後に控えております泉田議員に任せて、次の質問に行きたい

と思います。 

   戦争の悲惨さを後世に伝えるべきではないかということで、お聞きしたいと思い

ます。 

   戦後７５年を迎え、こうして平和に暮らせるのも、戦争で亡くなられた方々が我

が身をもって私たちに教え伝えたものではないかと考えます。そう考えると、私た

ちは今後も絶対に戦争を引起してはならないと固く誓わなければならないと思いま

す。 

   しかし、昨今の世界情勢を見ますと、また戦争が始まりはしないかと冷や冷やす

る場面がございます。過激な指導者が誕生し隣国同士で対立したり、体制批判の大

きなデモが発生しております。いつ何どき偶発的な衝突で戦争が発生しかねない状

況にあります。 

   戦争記念日に当たり、我が公明党の山口代表が、戦後７５年が経過したことを踏

まえ、戦争を二度と起こしてはならないという誓いを刻むためにも、証言録や画

像・映像、遺構を後世に残す仕組みが大切だと訴えられました。私も各地の戦争遺

構や新たな証言を残すべきとちょうど考えておりましたので、質問させていただき

ました。 

   そこで、お聞きしますが、証言録や画像・映像、遺構調査、収集について、現在、

市が取り組まれていることをお示しいただきたいと思います。 

   併せて、戦争教育について、戦争を体験した方や、証言とか、映像・画像を利用

して教育されていると思いますが、現在の取組について、教えてください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、城議員の質

問にお答えさせていただきます。 

   まず、１点目の戦争証言などを収集したことはあるかについてでございますが、

平成２６年８月の広報きくちにおいて、戦後７０年の特集「菊池飛行場が伝えるも

の」と題しまして、元少年飛行兵の方の証言や、当時の写真や手紙、聞き取り等を

通じて１４ページにわたり掲載し、戦争の悲惨さや平和の尊さを訴えた記事を作成
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しております。 

   また、中央図書館では、デジタルアーカイブにおいて、菊池に関わる歴史資料の

収集・整理・保存・活用を行っておりますが、その中にも戦争の資料や写真等を掲

載し、ホームページ上で公開をしております。 

   さらに、民間団体であります花房飛行場の戦争遺産を未来に伝える会が、菊池飛

行場ミュージアムとして、地元住民や当時の飛行場関係者から収集された資料や写

真、パネル、ジオラマ等を展示し、後世に残す活動をされておりますが、その拠点

として孔子公園内の物産館の一角を市が提供しているところでございます。 

   次に、２点目のこれまでの取組についてでございますが、公民館講座では、平成

２９年度のわくわく子ども体験教室において、小学生を対象に花房飛行場跡や、全

国でも数例しか残っていないと言われております給水塔施設、さらに大刀洗平和記

念館の見学のほか、戦争体験者の話を伺う学習を行っております。 

   また、平成３０年度には、中学生が社会教育の一環として高齢者大学に出向き、

修学旅行で学んだ沖縄戦の悲惨な現状を演劇で披露する取組も行っております。 

   学校教育では、修学旅行における長崎・沖縄の平和学習のほか、平成１４年度か

ら始まった小学６年生の総合的な学習の時間において、花房飛行場跡や地域の防空

ごう跡の見学、及び地域の方々の戦争体験を聞く学習に取り組んでいる学校もあり

ます。 

   また、８月２１日付の熊日朝刊にも掲載されましたが、泗水中学校の３年生が、

花房飛行場跡の門の表札復元に協力し、その場で当時の状況等の話を聞くなど、

様々な形で学習を深めているところです。 

   花房飛行場跡などの戦争遺跡の見学や、地域住民の戦争体験を聞くことにより、

自分たちの身近なところでも戦争があったことを知り、改めて戦争の悲惨さ、平和

の大切さを再認識することで、平和学習につなげることができたと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 戦後７５年が経過しまして、戦争体験者も高齢化しておりま

す。貴重な体験等を再度聞き取り、新しい方なんかに聞いて、資料、写真等の調査

をする必要がまだあると思います。そして、二度と戦争をしないようにするために、

証言、資料を収集し、戦争とはどういうものなのかを教える戦争教育に生かすべき

と考えます。 

   ここで、戦争体験者の証言が掲載された新聞記事がありますので、ちょっと紹介

したいと思います。 
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   ９０歳の婦人の方が沖縄戦の体験を語ったと。当時１５歳、米軍が迫る中、重傷

のおじを置いて逃げた。戦争が終わったら迎えに来てよ、そのおじの言葉が今も耳

朶から離れない。婦人は、私の体験を次の人につなげてください。そのときが私の

終戦記念日ですと言われております。今日の聞き手はあしたの語り部だと学んだと

の感想が届いております。７５回目の終戦の日が過ぎてなお、戦禍に苦しむ方々が

いる。その声なき声に耳を傾け、代弁する。悲惨の二字をなくそうと次の人が立ち

上がってこそ、真の終戦は訪れる。自らがその一人でありたいという記事が載って

おりました。 

   まだまだ戦争の体験を語る、やっぱり自分の中に戦争の思い出があると思います。

二度と起こしてはならないという気持ちと、この戦争体験を後世に伝え。そして、

自分の中では終戦にしたいという気持ちを持っておられる方もおられます。ですか

ら、調査する必要があると考えます。 

   この本に、熊本の戦争遺産という本がございます。これに、先ほど部長が言われ

ましたけど、戦争の特集の中に書いていないことが載っております。その中で、菊

池市の木護というところがございます。そこに戦時中、米軍の飛行機が墜落した記

事がこれに載っておりました。私も、それは小学校のとき、その木護に住む同級生

が、墜落した米軍機の残骸を学校へ持ってきておりました。例えばフロントガラス

の部分の分厚いものでした。それがガラスだったのか、プラスチックなのか、ちょ

っとよく分かりませんけど、とか、小さな部品を結構持ってきておりました。知っ

てはいたんですけども、そういう何というか、戦争でちょっとあんまりぴんとこん

だったですね、小学校のときはですね。でも、今、考えてみれば、やっぱりこれは、

こういうことも残していかないかんとやないかなと思いまして、私も現地に行き、

聞き取り調査をしてきました。 

   一部紹介したいと思いますけども、本の中には書いてあるように、乗員が亡くな

られております。二十二、三歳の若者が２名だったようで、亡くなった２名の乗員

の遺体を、簡易的に穴を掘って、そこに埋葬したと。終戦になり、米軍が遺体の引

取りに来るという情報が入って、このまま埋葬したんじゃ、ちょっと下手すりゃや

られるかもしれんということになったらしくて、一回遺体を引上げて、そして埋め

直して墓を建てたという話でございました。戦後、その引取りに来るんですけども、

そのとき、感謝されたという話を同級生から聞いたことがあります。その２名の方

の墓はアメリカとハワイにあるようです。結局、どこで亡くなったかと。沖縄で亡

くなったというふうに書いてあるわけですね。場所は結果的にここなんですけど、

そこは載ってないという、まあまあ特定出来んだったということですよね。結果的

に、日本人も南方なんかに行って、どこで亡くなったかも分からんような状態と全
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く一緒と思いますけどもね。 

   それで、これ、民間の方が書いておられます。結局、ちょっと名前等も違うし、

間違ったとこもありますし、また、表現等も、聞けばまだ多く語られます。また、

違うことも出てきます。また、それと墜落した現場も見ればいいんじゃないかなと

いう思いがします。どこに埋まっておってと。行政でこれをしてやらんと、結局、

ひょっとしたら遺族の方が、どこで亡くなられたか、亡くなったんかを調べに来る

かもしれない。そのとき、このただの本じゃやっぱりいけないと思う。結局、行政

がそれを把握しといて、ここですということで、そういう方に伝える。これ、重要

なことじゃないかなと思うんですね。だから、そういうつながる、つながらない、

それは分かりませんけども、そこまでつながった場合のことを考えて、遺族のこと

を思えば、そこまで木護の人たちもしてくれたんですから、それをやっぱり行政と

して後世につなげていくべきじゃないかなという思いがします。ですから、これを

もう一回、私も聞き取りに行きましたけども、墜落現場を見るとか、証言をとると

か、行政でやる考えがあるかをお聞きしたいと思います。（発言する者あり） 

   そういう資料を、今までの資料も一緒にですけど、図書館に常設で戦争教育に生

かす展示するスペースをつくらないかをお聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

   太平洋戦争の終結から７５年が経過し、戦争を体験した方々が少なくなることを

踏まえ、中央図書館では、平和啓発の取組として、戦争の記録や証言を収録したア

ーカイブを制作してまいります。 

   平和を考え、語り継ぐ参考となる当時の資料や映像、戦争体験者の方々の生の声

を募集してまいります。 

   また、収集に当たっては、既に花房飛行場の戦争遺産を未来に伝える会の方とも

協議を行い、花房飛行場をはじめとする多くの戦争に関する資料を共同で収集、整

理し、平和啓発のため活用していくという方針を確認しており、広く市民への資料

提供を求めてまいりたいと考えております。 

   それから、図書館に常設展示をする考えはないかとのご質問でございますが、図

書館において、期間を限定した特設展示は可能であると思いますが、常設展示につ

きましては、スペースの問題等もありますので、現時点では難しいと考えておりま

す。 

   しかしながら、収集しました写真や資料等をデータ化して保存し、ホームページ

等で公表することで、いつでも閲覧いただける状態になりますので、そちらのほう
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をご利用いただければと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 城典臣君。 

［登壇］ 

○１４番（城 典臣君） 証言される方はもう高齢で、もう時間がないと思いますので、

早急にやっていただければと思います。よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） これで、城典臣君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０１分 
開議 午前１１時０８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、泉田栄一朗君。 

［登壇］ 
○１８番（泉田栄一朗君） 皆さん、おはようございます。公明党の泉田でございます。

先ほど城議員がコロナ対策をやりましたんで、それに引き続いて言わせていただき

たいと思います。 

   今回は、コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について質問いたします。 

   感染者やその家族や職場、医療従事者、都市部から地方に帰省、移動した人など、

不確かな情報に基づいて、不当な扱いや嫌がらせ・・ 

○議長（大賀慶一君） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

○１８番（泉田栄一朗君） ・・・・・・・ 

   嫌がらせ、いじめ、ＳＮＳ等で誹謗中傷を受ける事例が後を絶ちません。例えば、

部活動の生徒に多数の感染者が出た高校では、日本から出ていけといった誹謗中傷

の電話が８０件寄せられたとお聞きします。また、ユニホーム姿の写真とともに、

社会の害などとツイッターに投稿されたという事例もあります。今日、本日、熊日

新聞でも記事が載っておりまして、差別実態聞き取りということで載っておりまし

た。また、農業新聞にも、コロナ差別深刻というようなのが本日載っておりました。 

   新型コロナウイルスは誰もが感染する可能性があります。たとえ感染しても気兼

ねなく治療に専念できる、温かい社会にしたいものであります。 

   文部科学省は、「差別・偏見の防止に向けて」と題する異例の大臣メッセージを

発表しました。このことは見過ごすことができない事態であります。感染者を差別
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する風潮は、心が萎縮し、感染したと疑われることが怖くて、病院へ行かない、検

査を受けないことにつながり、情報公開にブレーキがかかります。クラスターや感

染者拡大の温床にもなります。 

   感染者が多数確認されている熊本市の大西市長は、自身のツイッターに「感染者

も被害者なのです。人権への配慮が必要です。もし自分が感染して厳しい言葉を浴

びせられるとしたらつらいと思う」と投稿しております。 

   また、山鹿市の介護老人保健施設太陽の関係者に対しても同様の事例があり、中

嶋市長は、卑劣な行為が行われていると。感染が確認された人は勇気を持って検査

を受けられた人ですと。感謝すべきであって、誹謗中傷してはならないということ

を強調しておられます。 

   初めに、本市におけるコロナ感染に関わる誹謗中傷の現状、また、事例があった

か、お答えください。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、おはようございます。それでは、泉田議員の

ご質問にお答えしたいと思います。 

   まず、誹謗中傷の現状と、その対応までお答えしてよろしいでしょうか。 

   全国的な感染の広がりから、感染者やその家族、医療従事者などに対する誹謗中

傷などが起きているとの報道も数多く見受けられるところでございます。 

   本市職員の今回の感染については、市民の皆様より、市役所職員の感染予防対策

や行動等について、多くのお叱りや様々なご意見をいただいたところでございます。

職員の感染防止対策については、より一層職員一人一人が意識して行動するよう、

さらに周知してまいりたいと考えております。 

   また、市民の皆様への本市の対応としましては、感染症に関連した偏見や差別の

防止に向け、ホームページや広報きくちに「感染症についての正しい知識・情報に

基づいた判断行動を心がけましょう」などの呼びかけの記事を掲載し、啓発すると

ともに、人権相談窓口への案内も行っているところでございます。 

   また、本年６月に発行した人権啓発リーフレット「ふるさと」において、新型コ

ロナウイルス感染症関係の特集を掲載、広報きくちの中では、「人権・同和教育シ

リーズ」の８月号に「コロナ 今、何が起こっているのか」、９月号には「今こそ、

あたたかい地域づくりを」と題した地域人権教育指導員による記事を掲載し、啓発

を行っているところでございます。 

   今後も引き続き、人権意識の高揚に努めてまいりたいと考えております。 
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   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） 今、部長のほうから、ホームページ、また、窓口やリーフ

レット、人権のことで８月号に載っているということで、様々な角度から対応はさ

れておると思います。そういう中で、さらにその差別に対しての対応をしていかな

いと、まだまだ足らないような気がしております。 

   そこで、今、各地の自治体で、コロナ感染者らへの人権侵害禁止の条例制定の動

きが広がっております。いずれも罰則のない理念条例でありますが、正しい知識の

普及などを通じて、差別をなくすことを自治体や市民に求めています。 

   １つの例ですけれども、栃木県の那須塩原市は、感染者やその家族が誹謗中傷や

差別的取扱いを受ける被害が報告されました。例えば、介護サービスを受けた市民

が感染し、その後、陰性になったので、再び利用しようとした際、来園を拒否され

たとか、県外ナンバーの車に乗っていただけで罵声を浴びせられた等々です。この

ような事例が多数あったことから、人権侵害を防ぎ、当事者を支援することを目的

とした条例案を提出するということであります。市の責務として、正しい知識の普

及・啓発に努めることを規定し、人権侵害を受けた感染者らの相談に応じ、必要な

情報の提供や助言をすることを盛り込んでいます。市民と事業者が正しい知識を持

ち、感染者や家族の人権を侵害しないよう対応を求めるというものであります。那

須塩原市の市長は感染者の家族と面談し、筆舌に尽くしがたい人権侵害や、ひどい

仕打ちを受けていることを知ったと。そういうことで、条例の指示をしたというこ

とであります。 

   社会を分断する弱者や痛みを抱えた人々への配慮なき正義論は悪であります。感

染者やその関係者へエールを送るために、私たちは断じて差別を許さない思想を広

げ、エールを送ることを考えていきたいと思います。 

   そこで、本市に、感染者やその家族、関係者を守るため、条例をつくる考えがあ

るか、質問します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、泉田議員の再質問にお答えします。 

   感染された方などの人権を守るための条例制定について、先ほどご紹介があった

ように、一部の自治体にて制定の動きがあることは承知しているところでございま

す。 

   議員おっしゃるように、条例は、おおむね罰則のない理念条例で、不当な差別的
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な取扱いの禁止を目的としたものと理解しております。 

   本市では、市民の人権を守るということについて、菊池市部落差別等撤廃・人権

擁護に関する条例を制定しております。その中で、市の責務として、必要な施策を

積極的に推進し、人権意識の高揚に努めるものとし、また、市民の責務として、あ

らゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしてはな

らない旨の規定を設けているところですので、この条例に基づき、今後も周知・啓

発を続けていくとともに、状況に応じた対応を行っていきたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） 人権の内容として、部落差別の条例の中でうたってあると。

そこを活用しながら市民に訴えていくということで、ぜひ、そのことについてもし

っかりと、今、コロナの時期ですので、訴えていただきたいと思っております。考

えていただきたいと思います。 

   その中で、江頭市長におかれましては、この人権侵害、また、コロナの差別等に

対して、どのように考えておられるか、総括としてお答え願えればと思います。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 泉田議員からのご質問でございます。コロナ禍の下での差別事

象について、どう考えるかということでございます。 

   この新型コロナウイルス感染症というのは、全くいつどこで誰が感染するか、全

く予測がつかないものであります。自分も含めて誰もが感染者となり得る可能性が

あるわけであります。 

   また、このウイルスについては、まだまだ分からないことが多いために、不安あ

るいは恐れから、冷静な判断ができなくなるということが多々あろうかというふう

に思います。 

   しかしながら、正しい情報に基づかずに、感染症に対する不安や恐れから、感染

症に関わる人々を差別したり、誹謗中傷したりするということは、これはもう相手

の心を傷つけて、人と人との信頼関係あるいは社会のつながりというものをもう根

底から壊すことになりますので、断じて許されない行為であるというふうに私は考

えております。 

   このようなことから、感染者やそのご家族、あるいは医療などに携わられる方々

に対する不当な差別や不適切な扱いが起こらないように、正しく恐れるということ、
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すなわち、正しい情報に基づいた冷静な判断、行動を心がけていただきますように、

市民の皆様にこれからも全力で周知するとともに、安心・安全を最優先に、感染拡

大防止に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） コロナに対しての市長の決意をお聞きしまして、これから

も頑張っていただきたいと思っております。 

   それでは、健康ポイント事業についてでございます。 

   令和１年６月から健康ポイントが始まりました。内容は、まず特定健診やがん検

診の受診が必須事項であります。２つ目に、スポーツをテーマとするイベントや健

康講座、健康教室への参加です。そして、３つ目が、日頃の健康づくり、例えばグ

ラウンドゴルフやスイミング、ダンス、１００歳体操等々の取組でポイントを加算

するということであります。このように、ポイントをためて応募すると、抽せんで

商品券や温泉券が当たり贈呈されるというものであります。 

   私は以前から菊池を健康の里菊池市にしようという考えで、議会で何回か質問を

させていただきまして、その結果、歩き愛です事業や健康ポイント事業が始まり、

大変うれしく思っております。私も昨年度、家族と一緒にこの健康ポイントに応募

しまして当たりました。それで、それをまたその券を使って、家族仲よくやってお

ります。応募することによって、自分の健康への意識を確認し、さらなる健康に対

する意欲が生まれてくると思います。 

   そこで、質問しますけども、昨年度の健康ポイント応募参加数や状況など、どの

ようになっておりますか、質問をさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 健康ポイント事業は、今、泉田議員よりご紹介いた

だきましたとおり、市民の健診受診率の向上と健康づくり活動の習慣化を進め、市

民の健康を応援する取組として実施しております。 

   昨年度、初年度になりますが、応募総数は２５０名で、目標の２，０００名には

達することができませんでした。また、応募者は６０歳代や７０歳代が多く、２０

歳代から４０歳代の子育て世代の応募者が極めて少ない状況でございました。 

   応募者が少なかった要因は、周知と勧奨が不足したこと、応募用紙の分かりづら

さなどが考えられます。 

   応募された方からは、健診を忘れずに行くことができた、運動教室に楽しく参加
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できた、商品がもらえてうれしかったなどの感想をいただきました。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 失礼いたしました。今、応募された方の感想におき

まして、商品がもらえてうれしかったということで申し上げましたけれども、商品

のほうは健診の受診券を含め、商品券のほうをお渡ししておりますので、訂正させ

ていただきます。申し訳ありません。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） 私のほうもこの券を頂きまして、その券を活用させていた

だいたということで、分かりました。 

   それで、やっぱりこの周知の仕方というのが分かりづらい、なかなか周知が伝わ

らなかったという原因というか、まだいろいろあると思いますけども、そういうふ

うに考えられるとおっしゃいました。 

   本市は、広域の健診施設養生園があるので、大いに健康の里菊池のイメージをつ

くりやすいと思っております。この健康ポイントをさらに今年度充実してほしいと

いう思いがあります。そういう意味で、先日、私も広報を見ましたら、その広報の

中に健康ポイントのチラシが１軒１軒入っていたと記憶しております。 

   その中で、やはりなかなかそれがあっても、知らなかったとか、やり方が分から

ないとか、ちょっと面倒くさいという人もおられました。そういう中で、やはり一

人一人が分かりやすく周知するためには、例えば病院や健康施設にポスターを貼る

とか、また、その先生方もそれに理解をしていただくとか、また、公民館活動で１

００歳体操をやられているところに市職員が行ったときに、こういうことがありま

すよとか、いろんな形でご紹介していく。また、区長さんにも紹介していくという、

そういういろんな周知の仕方をして、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

   そういう意味で、今後の周知の仕方、今年度の健康ポイント事業の展望というも

のをお聞かせください。お願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ポイント事業を今後広く周知し、拡充していくため

にということでご質問をいただきましたが、本年度の取組としては、１年目の結果

分析を踏まえ、今、ご紹介いただきましたとおり、チラシや広報、あと各教室に参

加者の方であったり、健診受診者の方への周知、あと医療機関や各施設へのチラシ
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の配布をさせていただく等、いろいろな周知・啓発の拡充を行っております。また、

応募用紙を分かりやすくなるなどの工夫も行いまして、インターネット上でも応募

できる環境を取り入れて実施をしております。 

   市民の皆様への周知方法につきましては、今、申し上げました広報誌や回覧、ホ

ームページ、行政ナビ等で周知するとともに、いろいろな団体でも呼びかけを行っ

ているほか、応募ボックスの設置箇所を増やし、市民の皆様へ参加していただける

ように周知をしております。 

   さらに、健康ポイント事業を拡充するために、スマートフォンアプリなどＩＣＴ

を活用した健康ポイント事業をただいま検討しております。 

   ＩＣＴを活用することで、各種健診やウオーキングなど、日々の継続的な健康活

動をポイントとして見える化することができるとともに、体重、血圧、歩数を記録

し、日々の健康変化を観察することが出来、達成感を得ながら習慣化を図ることが

できます。 

   また、アプリと紙媒体を併用して実施することによりまして、若い世代からご高

齢の方までの幅広い年齢層の方が参加しやすくなると考えております。 

   現在、熊本市連携中枢都市圏会議の中で、ＩＣＴを活用した健康ポイントについ

て協議を進めております。 

   本市でも熊本市が本年度より運用しております「熊本健康アプリ」を令和３年度

から実施開始に向け、検討しているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） これからの展望として、様々な対応、お考え、そしてまた、

施策を考えておられるということをお聞きしまして安心しました。ぜひ今後も皆さ

んに周知していただいて、６０代、７０代という方だけじゃなくて、やはり本当に

若い方にチャレンジしていただいて、頑張っていただければと思います。 

   また、商品等の中身も少し考えて、若い人たちが喜ぶようなもの、そういうもの

も考えていただくと、もっと広がっていくんじゃないかと思います。 

   健康の里菊池を目指して、頑張っていただきたいと思います。 

   次に、環境問題の取組についてということで、この取組ですけれども、私も平成

２０年度から数回にわたって、１２年前ぐらいからこのレジ袋削減とか、マイバッ

グ運動とかいうような形で質問をさせていただきました。 

   やっと来たかというようなことで、今回、７月１日からレジ袋の有料化が始まり

ました。皆さんもご存じのとおり、全国のスーパー、コンビニ、いろいろな店で、



－ 91 － 

このレジ袋が有料化されたと、義務づけられたということでございます。これは主

に海洋汚染と地球温暖化を防ぐ対策であります。国内で排出されるプラごみは年間

約９００万トンと。そのうちのレジ袋は２０万トンと推定されております。これが

正しく処理されずに海に放出されると、海洋プラごみという形になっていきます。 

   海洋プラごみは、３点の問題点がございます。 

   １つは、レジ袋などプラスチック製品を海の生物が飲み込むということで、実際、

鯨の胃袋にレジ袋が入っていたとか、ストローがカメの顔に刺さっている衝撃的な

映像は皆さんも見られたと思います。 

   そして、容器などのプラスチックごみが砂浜等に漂着することにより、景観を阻

害するということです。 

   ３つ目に、大きさ５ミリ以下のマイクロプラスチックが海を漂い、それに残留性

有機汚染物質が吸着し、濃縮し、生態系や人体に悪影響を与えることが懸念される

ということで、大きくはこの３つであります。 

   この海洋プラごみは、世界中で１億５，０００万トンに及んでいるということで

す。また、プラスチックによる二酸化炭素の排出は温室効果ガスが増加し、気温の

上昇につながり、地球温暖化に歯止めが効かなくなっているという現状であります。

こういうことで、世界各地での自然災害もその一因であると思われます。 

   日本はプラスチック生産量世界第３位ということ、１人当たりの容器包装プラご

み発生量は世界第２位と言われていることで、日本は非常に責任が重いと思ってお

ります。 

   レジ袋は全体のプラスチック量から見れば僅か２％です。今回のレジ袋有料化は、

プラスチックごみを減らすスタートラインに立ったばかりと言わざるを得ません。

しかし、大きな第一歩であると思っております。マイバッグを持つことによって、

これを機に、今までの生活様式を見直すことができればいいのではないでしょうか。 

   レジ袋有料化が始まって２か月でありますけれども、コロナの影響で調査も難し

いと思いますが、レジ袋有料化に対する市民の意識と現状を分かる限りで結構でご

ざいますからお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、おはようございます。ただいま泉田議員

のプラスチックごみに関する、レジ袋に関するご質問にお答えいたします。 

   プラスチック製の買物袋、いわゆるレジ袋の有料化が２０２０年の７月１日から

全国でスタートしております。 

   本市でも各店舗におきまして実施されておりますが、その目的は、今、議員がお
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っしゃいましたように、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの解決に向け

た第一歩として、レジ袋の有料化を通じて、マイバッグの持参など、消費者のライ

フスタイルの変革を促すことが目的でございます。 

   そこで、ご質問の有料化後の市民の意識と現状についてですけども、今、市のほ

うでは、安心安全メール、議員の皆様もご存じだと思いますけども、この安心安全

メールを活用しましてアンケート調査を行ったところでございます。マイバッグの

持参率につきましては、有料化前の５１．６％に対しまして、有料化後につきまし

ては８６．５％となっております。 

   また、アンケートの中で寄せられたご意見といたしまして、これをきっかけにご

みの減量化や地球温暖化防止につなげてほしい、次に、レジ袋の値段をもっと高く

すれば量が減る、環境保護のためにもよいと思う、レジに立っている側ですがとい

うことで、レジの方でございますけども、有料化の意味を理解してない人が多いと

いうご意見、そのほかには、レジ袋は生ごみ用の袋など別用途として使用すること

があるため必要ですと。また、マイバッグによりレジ袋をもらわなくなっても、ご

み袋にするビニール袋を別に買っているので、ごみの量は減っていませんだとか、

また、レジ袋は無料にしてほしい、マイバッグは衛生面で不安など、様々なご意見

もいただいているところでございます。 

   今後、コロナ禍が落ち着きましたら、市民団体や各店舗の代表者、そして、行政

で構成いたしますレジ袋削減推進協議会を開催いたしまして、市民からのご意見を

参考に、レジ袋の削減に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） こんな時期にこういうアンケートをとるのは大変だったと

思いますけども、おおよその中身が分かりましたけれども、今まで５１．６％が８

６．５％と。やはりどうしても痛みを感じながら、やはりレジ袋を使わず、マイバ

ッグをするという動きが出ているということです。私も自分で買物に行くときには、

マイバッグを忘れたときには、もう手で握って持っていく習慣になっておりますけ

ども、そういうふうに、少しでもそういうレジ袋を削減していくという気持ちでお

ります。 

   皆さんもご存じのとおり、サザエさんのテレビを見ると、買物かごを下げて、ま

た、豆腐を買うときに鍋を持って行っております。そしてまた、水筒も持っておら

れます。その当時はやはりそれが当たり前という時代だったけれども、今、私たち

の時代は、高度成長期に使い捨ての生活習慣が身につき、親や祖父母の時代と同じ
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ようにすることは困難だと思いますけれども、しかし、マイバッグを持つことをき

っかけに、本当にレジ袋が必要だったのかという意識に変わっていく。また、ペッ

トボトルや食品のトレーもなるべく少なくしようという意識をすることが大事であ

ると思っております。 

   そういうことで、このきっかけをつくったというのが全国に先駆けての富山県で、

今から１２年前の２００８年から既に有料化を実施しています。レジ袋有料化のき

っかけをつくった県婦人会の岩田さんという人です。２３年前からマイバッグ持参

を訴え、省エネ啓発運動をしてこられました。初めの１０年間はマイバッグ持参率

が伸びなかったそうですけれども、マイバッグ持参を誓う署名運動をするなど地道

な活動が県民の意識を変えて、今やマイバッグ持参率が９５％と富山県であるそう

です。 

   その富山県では、さらにレジ袋にとどまらず、外出の際はマイボトルを持参し、

ペットボトルを買わないようにしているという県民ですけれども、これは８８％だ

そうです。また、小売店では、野菜や果物を提供するときは、紙包装をしている店

が６９％ということであります。 

   富山県に見習うべき点がたくさんあると思います。マイバッグ、マイボトル運動、

できればマイ箸、市はどのように考えておられますか、お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） それでは、泉田議員の再質問にお答えいたします。 

   現在、菊池市の取組、啓発活動についてお話をしたいと思います。 

   まず、啓発活動の一環といたしまして、平成１０年からもう２０数年にわたりま

すけれども、マイバッグのキャンペーンを行っております。例年１０月のマイバッ

グキャンペーン強化月間に合わせまして、市内３つの店舗において、休日の１時間

程度でございますが、買物客へのマイバッグ持参を呼びかけるキャンペーンを実施

しておりまして、レジ袋等のプラごみ削減の協力依頼を行っているところでござい

ます。 

   しかしながら、今年につきましては、コロナ禍の影響もございまして、現在実施

できるか検討を行っているところでございます。 

   そのほかの啓発活動といたしましては、スマートフォンやタブレット端末を利用

いたしました、ごみ分別アプリでございますけども、これによりレジ袋有料化、そ

れに合わせましてレジ袋の削減への協力依頼をしているところでございます。 

   今後もごみ分別アプリや広報・ホームページへの掲載により、啓発を行ってまい

りたいと考えているところでございます。 
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   このような啓発を通じまして、市民のライフスタイルに変革を促し、マイバッグ

はもちろんのことでございます。議員がまたおっしゃいましたマイボトルやマイ箸、

こういうものの使用につながればというふうに考えているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 泉田栄一朗君。 

［登壇］ 

○１８番（泉田栄一朗君） これから環境を大事にする菊池市ということで、ますます

頑張っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） これで、泉田栄一朗君の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩します。 
   なお、午後の会議は午後１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時４４分 
開議 午後 ０時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、田中教之君。 

［登壇］ 
○１番（田中教之君） 皆様、こんにちは。田中教之です。今回、また新型コロナウイ

ルスについて、対策について質問いたします。 

   感染拡大を防ぐことと経済社会活動を活性化するという、相反するといいますか、

二律背反するようなことについて、何とか打開策はないか、この一般質問を通じて

皆さんと考えていきたいと思っております。 

   新型コロナウイルス感染症において、本年１月ぐらいから日本でも感染者情報が

出てまいりました。そこから８か月たちましたが、この間、医療関係者を中心に、

もちろん政府もそうですし、研究者の方々、保健所の方々等が多くの努力をされて、

その対処の過程の中でいろんなデータが出てまいりました。全容まではいかないま

でも、ある程度のこのウイルスについては分かってきたかもしれません。 

   そもそも人類はいろんな感染症と接してまいりました。それこそ、ペストだった

り、天然痘であったり、コレラであったり、そのような中で、新しい感染症が発生

した場合、鍵となるのはやっぱり死亡者数と申しますか、お亡くなりになった方の

数がやはり多いと、やっぱりそれは危険な感染症じゃないかというふうに考えます。 

   ちょうど１００年ぐらい前に猛威を振るったスペイン風邪は、日本において４５
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万人というふうに聞いております。約１年半ぐらいで農村まで全国隅々に広がって、

最終的には免疫を獲得して終息したというふうに聞いております。 

   亡くなった方の数ばっかり言うのは恐縮ですが、例えば視点を変えてみると、昨

年、熱中症で亡くなった方、今年も暑かったので多かったですけど、それが１，１

３６名というふうに伺っております。 

   感染症の中での亡くなった方の数、ほかにもいろんなリスクがありますので、そ

ういう死亡者数の全体を見ながら、この相対的に把握していくのが大事な視点かな

と思っております。 

   新型コロナに話は戻りますが、本年の４月２２日に、１日当たりの亡くなった方

が９１名、それをピークに死亡者数は減っております。ただ、８月上旬において、

また数が上がってまいりまして、１日当たり１０数名というとこまで増えてきまし

た。昨日まででお亡くなりになった方は、日本では１，３１０名と。ダイヤモンド

プリンス号を除いて、そういうふうに伺っております。 

   熊本県では、昨日まで７名亡くなられております。５０代１名、６０代１名、７

０代３名、８０代１名、９０代１名ということです。亡くなった方の平均年齢は、

大体７０代半ばというふうに聞いております。基礎疾患がある方は容体が急変しや

すいと。１か月前の熊日新聞のニュースだと、熊本県における重症化率は１．７％

と。このような、だんだんとこのコロナウイルスというものがどういうものかとい

うのが少しずつ分かってきたかと思います。そのため、本市においても、感染を各

課で防ぐにはどうしたらいいか、いろいろ方策をやられております。また、感染者

が出た場合、どのような対応をしたらいいのか、そういったことをちょっとまず質

問したいと思います。 

   ７月下旬ですか、残念ながら、本市でも職員が感染者として発覚しました。その

質問として、まず、その経緯や発覚後の市の対応について、どのように行ったか、

教えてください。 

   また、職員が感染したということで、市役所へ市民から様々な声があったと思い

ますが、お叱りの声等を含めて、どういうようなものがあったのか、教えられる範

囲でお教えください。 

   加えて、近隣でクラスターが発生し、特に福祉施設でクラスターが発生しました。

菊池市内の利用者さんに対して、どのような指導といいますか、ガイドラインを示

しているのかも加えてお教え願えるとありがたいです。 

   そしてまた、今後、３密を避けるなど、新しい生活様式を迎えるに当たって、従

来のこの医療行為だったり、医療体制、また、介護のサービス、福祉サービスを行

うことについて、従来と違うと思いますが、その際の課題は現時点で何かあればお
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教えください。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 田中議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、市職員に感染者が発生したときの対応につきましては、発生した場合に備

えて作成しておりました新型コロナウイルス感染症対策シミュレーションに基づき

対応いたしました。 

   ７月２７日に発生確認後、２８日にかけて、直ちに本庁舎を閉館し、保健所の指

導を基に庁舎全館の消毒作業を実施いたしました。 

   本庁の閉館に当たりましては、館内放送及びホームページ、防災行政ナビ等で周

知を行い、閉館中は玄関に掲示板告知や職員を配置し、来庁された方に対応したと

ころでございます。 

   また、感染者の濃厚接触者及び接触者のＰＣＲ検査の結果が判明するまでの７月

２９日午後３時から７月３０日午後１時まで、市民の皆様の安全・安心の観点から、

本庁舎を再度閉館し、全員陰性の結果確認後、開館いたしました。 

   市民の皆様への情報提供につきましては、正しい情報を正確に伝えるために、市

職員の感染者発生情報及びその後の経過について、２回の記者会見及びホームペー

ジ等へ掲載し、市民の皆様からの問合せなどについては、電話にて対応を行ったと

ころでございます。 

   今回の感染につきまして、市民の皆様より市役所職員の感染予防対策や行動等に

ついて、多くのお叱りや様々なご意見をいただいたところでございます。職員の感

染防止対策については、より一層職員一人一人が意識して行動するよう、さらに周

知をしております。 

   次に、市内の介護施設への感染予防対策につきましては、市内の介護事業所等を

対象に、マスクや消毒液などの衛生用品を配布するとともに、国や県からの感染防

止に関する留意点について、適宜周知をしているところでございます。 

   医療・介護の現場において、課題として考えられることにつきましては、施設内

の限られたスペースにおいて、密な状態をつくらない工夫が必要となることや、感

染予防のためのマスクや衛生用品の購入費の増加、職員自身や利用者の感染防止に

対応しながらのサービス提供になるため、職員の心身の負担が増加することなどが

考えられます。 

   また、サービスの利用者に関しては、感染を恐れてサービスの自粛を利用される

ことによる心身の機能低下や、代わりに介護を担うご家族の負担が大きくなること

が懸念されるところでございます。 
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   以上、お答えします。 

   大変失礼いたしました。先ほど、サービスの利用者に関しましては、感染を恐れ

てサービスの利用を自粛されることによっての心身の低下が懸念されるというとこ

ろでございます。おわびします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） まず、市の職員に出て、対応が、その後の庁内の対応ですね、

消毒されたということで、ちょっと１点だけ確認したいんですけど、これは、その

消毒は職員が手で、そういう用具を使って拭き掃除というか、そういう形でされた

んですかね。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 庁舎の消毒につきましては、アルコールによります

清拭にて実施しております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） 分かりました。やはり家庭でもそうらしいですが、お医者さん

に聞くと、やっぱり拭き掃除が一番効果的だということだとお聞きします。特に人

が触る、手が触るところを全面多めに、会社とかオフィスだと、やっぱりパソコン

とか、その周辺、周りを中心に消毒するのが一番いいというふうにも聞いておりま

す。 

   職員に対するお叱りについては、先ほど泉田議員の質問の中にもあったとおり、

ちょっと難しい問題がありますが、総務部長、そして健康福祉部長の答弁もあった

ように、より一層の引締めが必要なのかなというところも感じております。 

   福祉施設に関しては、やはり職員の方の負担がかなりあるなと。３番目の質問に

ありましたように、これから３密を防ぎながらの介護サービスというのは、本当に

ちょっといろいろ方法は変わってくるのかなというふうな感じをしました。 

   そもそもこのコロナウイルスが発生して、メディアは、特にテレビを中心とした

メディアの影響か、何といいますか、命が大事だというところで、行動を自粛しろ

という考え方と、そうはいっても、やっぱり仕事だったり、社会活動、経済活動を

しないと、そっちのほうが回らなくなってしまうというふうな、２つのことの考え

方が出てくると思っております。 

   ウイルス自体は、そもそも新型といいながら、コロナウイルスとか今まであった
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わけですし、特にインフルエンザ、これも同じウイルスでございます。これも毎年

いろんな形で変わって、私たちに感染していくというものでございます。 

   そもそもウイルスは、細菌と違いまして、自分で増殖できません。何かの生物に

うつって、その細胞内でしかコピーして分離して増殖しません。ですので、ペスト

はペスト菌ですよね。そのようなものはやっぱり強い、死亡率は高いという、それ

はなぜかというと、自然界でも多少餌を食べて生活できるというところはあります。

しかし、ウイルスは、そのうつった、宿ったところが死んでしまうと次に移れない

ので、やはりある程度生かしつつ、人の行動を利用してうつっていくというところ

がウイルスの特徴かなと思っております。 

   新型、新型といいながら、インフルエンザに関しても、ワクチンがありながら、

それは基本的に１００％じゃありません。ワクチンを打ったからといって、季節性

のインフルエンザにかかる方は大勢いらっしゃいますし、タミフルという特効薬が

あるからといいますが、これは単に解熱として抑えるだけであって、ウイルスを殺

すわけでもありません。つまり、そもそもそのウイルスというのはもう変異してい

るわけで、新型というのは、毎回新型だというふうに私は考えます。 

   ここで、東京医科歯科大学の臨床教授を経て、秋葉原駅クリニックの院長の大和

田さんというお医者さんがホームページに投稿されてて、その方はずっとブログを

書いているんですが、２００９年の新型インフルエンザの状況に今がそっくりだと

申しております。 

   ２００９年の新型インフルエンザ、私、ちょうど資格試験の受験生で、これがメ

ディアに出たときに、あっ、資格試験は延期になるかなというところがあったので、

非常に当時の様子を覚えております。舛添さんが厚生労働大臣で、カナダかどこか

で修学旅行に向かった人が関西に帰ってきて、ちょっと広がって、これがどうのこ

うのということで、結構マスコミでも非常に連日報道されていたことです。この際

もマスクが売り切れたりとか、足りなくなったりとか、あと遺伝子検査、ＰＣＲ検

査をするかしないかというところで、非常にテレビで議論があったのを覚えており

ます。 

   この大和田さんが当時のブログに書いております、この一部を抜粋しますと、遺

伝子検査を十分に行っていないからといって、首都圏でばたばたと人が倒れていっ

ているわけではありません。蔓延期に入り、散発的に新型インフルエンザが季節性

インフルエンザに交じって発生する場合、発熱外来のような対応は適切でないと考

えます。既に世の中に新型インフルエンザが蔓延しているのに、発症もしていない

人を社会から隔離して何の意味があるでしょう。つまり、新型強毒性ウイルスに対

する対策を新型インフルエンザそのままに採用したことが過ちの一つで、過剰過ぎ
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てしまったと言えます。さらに、それでも食い止めできずに蔓延していると。現場

で私たちはあまり病に倒れることもなく、社会活動を行えていますと。疫学的にや

りたいことや、理論的に正しいことが、実際の現場で正しいとは限らないと。全例

ＰＣＲ検査の方針はもうやめるべきですと。首都圏にも既に交じっているでしょう

からと。これは２００９年にお医者さんが書かれた当時の状況のブログの内容です。 

   私自身は多少覚えていますけど、やはり何か人間って、やっぱり喉元過ぎればと

いうか、忘れると、こういう状況も忘れてしまって、また同じようなことを今繰り

返しているのかなというふうに思います。 

   現在のそういうことに対して、お医者さんとかが、結構最近は政府の方針やマス

コミの報道に対して苦言を呈することが増えてまいります。このように、情報が多

くあふれる中で、コロナを必要以上に恐れている方が多いかなというところも感じ

ております。命が大事という主張は分かるのですが、私は経済活動や社会活動も最

終的には命の問題だと考えております。対立するのではなく、第三の道を模索すべ

きだと考えております。 

   恐れていらっしゃる方が主張されるのが検査体制の拡大です。検査数を増やすの

は、多くの医師や医療従事者から反対の声が上がっております。また、いたずらに

陽性反応者を増やすと、その地域はまた経済的に落ち込みが出ます。そうなると、

また飲食店、宿泊業等、人が集まるところ、これはもう経営が成り立ちません。そ

こを含めて問題ですが、まず、ＰＣＲ検査を無症状の人を含め多くの人にという声

がありますが、現実、可能でしょうか。そもそもＰＣＲ検査の内容とはどういうも

のなのでしょうか。軽症者の入院が増え、医療現場のリソース、資源ですね、いろ

いろのヒト・モノ・カネ・場所、そういったものが不足にならないでしょうか。 

   また、飲食店や宿泊業を利用するために、ＰＣＲ検査を増やすのでなくて、まず

事業者向けに感染防止をやった上で多くの人に来てもらうと。そのような感染防止

の点からのガイドライン等があるんでしょうか。 

   以上、お教えください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ＰＣＲ検査についてお答えします。 

   ＰＣＲ検査は、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を検査するもので、現在

行われている検査は、行政検査として実施されております。 

   検査は、医療機関や県相談窓口、保健所に相談した方が、新型コロナウイルス感

染症の疑いがあると判断された場合に、医療機関や保健所等で採取しました鼻の奥

の粘液であります鼻咽頭ぬぐい液や唾液を検査機関等で検査しており、検査費用は、
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公費負担で実施をされております。 

   県では感染の検査体制の拡充を現在進められており、県内に検査施設の整備の拡

充を図られております。県北にも１か所ＰＣＲ検査施設が整備されると伺っており

ます。 

   また、検査数が増えますと軽症者の入院が増えてくると考えられます。そうなる

と、検査機関の負担が大きくなることから、午前中に城議員よりもご質問がありま

したとおり、県では軽症者及び無症状者を対象に、宿泊療養の体制も確保され、既

に運用されているところでございます。 

   飲食店や宿泊業の感染予防対策につきましては、各業界団体が作成され、業種ご

とのガイドラインや、県が作成している業種別の熊本県感染防止対策チェックリス

トを参考に感染防止対策を行っていただくように関係課より周知をしております。 

   また、熊本県感染防止対策チェックシート及びガイドラインなどによります感染

防止対策を徹底している施設には、利用者が分かりやすいように、県が作成した感

染防止対策取組ステッカーを入り口などに掲示していただくように周知していると

ころでございます。 

   さらに、本市では消費者の皆様に安心して店舗などを利用していただくため、感

染防止対策を徹底していることが重要であると考え、感染防止対策強化に要する経

費を補助する新型コロナウイルス感染防止対策強化補助金を整備しまして、その補

助金を受けた事業者に対しまして、感染防止対策アドバイザーを派遣し、指導助言

や対策の確認を行い、感染防止対策ができている事業者については、ステッカーを

配布する予定でございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） ＰＣＲ検査は、やはり心配だからといって気軽に検査するもの

ではないのかなというのは、結構お医者さんから言われていることで、私もあまり

増やさないほうがいいかと思います。ただ、さっき、部長がおっしゃったように、

そのガイドラインがあって、今やっていることの延長線で増えていくのは、私はそ

れはそれで、保健所の体制や医療体制が崩壊しない限りはいいのかなというふうに

思っています。 

   県、市と含めて、チェックリスト、チェックシートに基づいて、今、感染症予防

をしっかりやっている飲食店は増えております。もちろん宿泊施設もそうですし、

食事に行きますと、こういったパネルがあって、正面同士で飛沫感染のないように

防いだり、入店時には体温計をやったり、お名前をいただいたり、アルコール消毒
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したりと、各お店、安心に利用してもらえるように工夫されております。やはりこ

のように対策をしていれば、利用しやすい雰囲気というのは徐々に出てくると思い

ますし、このような店舗に対する対策を含めて、あと、やっぱり一番大事なのは、

もし感染したときに早めに処置できる、いわゆる医療体制ですよね。病院であった

り、街角のクリニック、そういったところがしっかり経営できるというところが、

最終的にはその心強さということで市民の方の安心につながると思っております。 

   菊池地域、菊池市だったり、菊陽、合志のお医者さん、４人ほどヒアリングを行

いました。その中で、やはり現在、指定感染症の問題がございます。最近は二類相

当ということで、これは鳥インフルエンザと同じぐらいのレベルだと。これだと無

症状のままの人まで隔離して、重装備での検査で、通常の診療は無理だと。多くの

医療関係者が五類相当を望んでいると。五類相当ではインフルエンザ、そういうと

ころになると思いますが、インフルエンザと同等に恐れることが重要だというふう

におっしゃいました。 

   もう１人の医師の方は、五類指定だと。五類相当だと全員を入院しなくて済むし、

医療側の負担、保健所の負担が減ると。そうしないと、また季節性インフルエンザ

のはやる冬を乗り越えないと。五類にしてもらわないと、この冬は保健所、病院、

乗り越えないというふうに訴えております。 

   加えて、ある開業医の方は、売上げが４割落ちていると。ずっと４割落ちている

状態が続いていると。一般診療は減るというところで、診療報酬は減っているとい

うことだと思います。このことは国に要望しないといけないので、私もしっかり要

望してまいりたいと思います。 

   続けて、先ほど菊池地域のお医者さんがおっしゃったのは、病院の経営が成り立

ってないというところの中で、新しく解禁されたオンライン診療、オンラインでテ

レビ電話システムで病院の先生と、症状を訴えて診てもらうというのが解禁になり

まして、期間限定ですけど、このコロナで解禁になりまして、これが非常によかっ

たというふうに伺っております。 

   このコロナに、社会のＩＣＴ化といいますか、情報通信化が非常に進みました。

我々議員もこういうふうにタブレット対応していただきました。私が持っているタ

ブレットよりもすごくいいので、大切に使いたいと思っております。このように、

今までなかなか進まなかったところが、ＩＣＴが進んできているというふうなこと

があります。 

   本来、診療は対面、これは原則です。ただし、時限立法的に電話や、お年寄りは

電話ですね。電話でこういう症状ですと言うと、分かりましたということで、処方

箋出しますということで、後日、薬が届けられると。また、急ぐ方は、薬局に処方
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箋を出すので、何時頃に取りに来てくださいとなると、待合室でずっといる時間が

減りますので、感染予防になるというふうになっております。 

   菊池市では、１０前後の病院が、今、登録されております。その取り組んでいる

病院をお聞きしますと、意外と利用があると。週に三、四件ある場合もあると。一

日に数件ある場合もあるというふうに、特に子どもをお持ちの保護者の方が、利用

される方が多いというふうに伺っています。 

   また、このコロナの中でデイサービスに行ったら、みんなが、人が多いので、な

かなか行きたくないなという方に対しては、訪問方式でというふうなこともありま

す。 

   それで、質問ですが、今後、新しい生活様式を考えるのであれば、やっぱりこの

オンラインであったりとか、訪問というところはキーワードになってくると思いま

す。今後の菊池市における医療とか介護の事業の方向性を踏まえて、電話・オンラ

イン診療を増加できないか、３密を防ぐために訪問医療や介護の利用促進はできな

いか、ご提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） それでは、再質問にお答えいたします。 

   まず、本市における医療体制としまして、電話・オンライン診療を増やせないか

というご質問ですが、電話・オンライン診療は、診療方法の一つであり、各医療機

関の診療体制に応じて、取り組むかどうかはその医療機関が判断するものとなって

おりますことから、市で判断できるものではないと考えております。 

   市としましては、市民の皆様へ電話やオンラインで診療を受けることができるこ

とや、取り組んでいる医療機関についての情報提供などを行ってまいりたいと考え

ております。 

   次に、訪問医療につきましてですが、医療機関の３密を防ぐために、訪問医療の

利用促進ができないかというご質問ですが、訪問医療は、医療機関の診療体制に応

じて提供されるものであり、その目的からも、市が利用を勧めることができるもの

ではないと考えております。 

   また、訪問介護につきましても、介護サービスは利用者の心身の状況と家族や利

用者のニーズに沿ったケアプランに基づき提供されるものでありますので、訪問介

護の利用を一律に促進することはできませんが、利用者のニーズを把握した上で、

サービスを変更するなど柔軟な対応がとれるよう、居宅介護支援事業所との連携を

より密にしてまいりたいと考えます。 

   以上、お答えします。 
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○議長（大賀慶一君） 田中教之君。 

［登壇］ 

○１番（田中教之君） 市がどうのこうの、確かに難しい問題かもしれませんが、２か

月前に熊本県のほうが示した終末医療を含め、介護を含め、どこで過ごしたいです

かという中で、やっぱりニーズが自宅であったり、知り合いのところとか、そうい

う施設よりも自宅というのが多いのがありました。恐らくコロナを含めて、今後、

自宅で終末医療だったり、介護というところのニーズは増えてくるかもしれません。

そういった市民のニーズがあるということを念頭に踏まえて、市のほうも事前に対

策を講じたほうがいいかなと思っております。 

   以上、終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、田中教之君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後１時３１分 
開議 午後１時３８分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） こんにちは。議席番号７番、坂本道博です。 

   まず初めに、７月の熊本豪雨で被災され、亡くなられた方々に心からお悔やみと

お見舞いを申し上げたいと思います。 

   それでは、通告に従い、一般質問させていただきます。 

   初めに、食味コンクールについて、次に、収入保険について、最後に、河川増水

時の安全対策について、質問していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

   菊池市では、米作りを通して、地域の生産者が消費者に向けて、「米どころ菊

池」の確立と安心・安全な環境に優しい生産地としてのＰＲを行い、菊池米の販路

拡大を目指すため、例年、菊池米食味コンクールを開催して、今年で８回目を迎え

ようとしています。 

   平成２８年１２月３日・４日には、第１８回の歴史を誇る米・食味分析鑑定コン

クール国際大会が菊池市で開催され、熊本地震で多大な被害を受けた菊池市を力強

く復興させるために、江頭市長の肝煎りで開催し、菊池米のブランド米として地位

確立に貢献したのも、皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。 

   今年開催される菊池米食味コンクール、九州のお米コンクールは、このコロナ禍
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の中でどのように開催されるのか。開催方法と過去３年間の出品数をそれぞれお示

しください。 

   １回目の質問とします。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの坂本議員のご質問にお答えいたしま

す。 

   菊池米食味コンクールにつきましては、新型コロナウイルス感染防止を徹底する

ために、会場を菊池市ふるさと創生市民広場内の大屋根広場内とし、審査員を減ら

し、無観客で開催することを今回決定しております。 

   開催方法につきましては、例年どおり、食味分析計による食味スコア審査を行い、

米食味鑑定士や菊池市米飯官能鑑定士などが実食する食味官能審査により上位入賞

米を決定いたします。 

   なお、コンクール上位入賞米については、既に１３０俵程度の商談が成立してい

るところでございます。 

   菊池米食味コンクールにおける出品数につきましては、平成２９年度は３３９検

体、平成３０年度は２７９検体、令和元年度は２４６検体となっているところでご

ざいます。 

   また、九州の米食味コンクールにつきましては、本市及び福岡県宮若市を会員と

して、両市共通の目的である「米どころ」のＰＲによる販路拡大を目指すために、

九州のお米食味コンクール運営協議会を８月に設立しております。 

   本年度は、第４回九州のお米食味コンクールとして、宮若市での開催となります

が、新型コロナ感染防止対策を徹底するために、開催方法といたしましては、食味

分析計による食味スコアの審査のみのコンクールとなります。 

   また、九州の米食味コンクールにおける出品数につきましては、平成２９年度は

１，６７１検体、平成３０年度は１，５７１検体、令和元年度は１，１６８検体と

なっているところです。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。 

   農林水産省の統計によりますと、最近の温暖化により、稲の登熟期間の最低気温

が高く、２０年前より３度上昇しているということです。一日の気温差が小さくな

ると、でん粉の蓄積が劣るため、登熟の障害要因となっております。 
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   最近の作型低下の主な要因は、日照不足や台風、ウンカなどの病害虫害と言われ

ております。厳しい気候変動の中でも、コンクールに向けて、生産者が日夜研究を

重ねられてコンクール入賞を目指されております。 

   気象変動に強い米作りということで、耐暑性の品種「くまさんの輝き」など、品

種改良が進んでいると聞いていますが、菊池米コンクールでの品種要件はどうなっ

ているのか。また、今年も前年よりも一段と猛暑になっていると感じるのは私だけ

でしょうか。私の住む七城町でも、前年に比べ、１か月も早く田んぼでウンカによ

る坪枯れが発生しているところであり、農家の皆さんもウンカに対する警戒を強め

ているところです。 

   そこで、近年の猛暑やウンカ発生について、どのような対策を考えられているの

か、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   菊池米食味コンクールは、本市で生産されているお米を一同に集め、これを審

査・評価することにより市場及び消費者に対しＰＲを行い、菊池米のブランド化に

よる消費拡大を図るために開催しているものでございます。 

   コンクールに出品されております品種の主なものは、本県生産量１位の「ヒノヒ

カリ」をはじめ、近年では新品種の「くまさんの輝き」などとなっております。 

   出品時の品種要件につきましては、生産者が良食味米生産に対する意識と技術を

高めてもらい、「米どころ菊池」として菊池米の販路につなげていくことがコンク

ールの目的であるため、当初から規制はしておりませんので、今後も特に品種の規

制することなく、対応してまいりたいと考えております。 

   また、高温障害や病害虫対策については、コンクール開催目的とはまた別の課題

と考えておりますので、これにつきましては、熊本県やＪＡと連携を取りながら進

めてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） 品種要件については、生産者に任せて出品してもらうというこ

と、また、高温障害やウンカの対策は、熊本県やＪＡと連帯しながら進めていかれ

るということでした。 

   今年は特にトビイロウンカによる食害が大々的に発生しないか心配するところで

す。 
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   再々質問します。 

   地球温暖化や東南アジアから飛来するウンカなどの病害虫害が拡大する中で、生

産者が努力を重ねて、今だからこそ良質米生産に向かっていくことがますます重要

になるのではないかと感じておるところです。 

   コロナ禍の中で、家庭での米の消費が伸びていると聞いています。今が逆にチャ

ンスではないでしょうか。 

   そこで、菊池米食味コンクールと九州のお米食味コンクールの今後について、市

長のお考えをお聞かせください。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 坂本議員からのご質問でございます。菊池米コンクールと九州

のお米コンクールの今後について、意見をということでございます。 

   菊池米食味コンクールにつきましては、おかげさまで本年度で第８回を数えるこ

とになります。第３回目のコンクールから米卸事業者との商談も成立しておりまし

て、コンクールの目的である生産者の皆様の良食味生産に向けた取組が大きく燃え

上がりまして、「米どころ菊池」としてのブランド力アップに大きくつながってい

るというふうに考えておりますので、今後とも継続していきたいというふうに考え

ております。 

   また、九州の米食味コンクールについても、昨年度までは本市独自で開催してお

りましたけども、本年度は宮若市と協議会を設立したことによりまして、九州各県

の米どころである自治体の関心も高まっていくということを期待しております。 

   コロナ禍の中ではございますが、これを機に、宮若市と連携しながら、引き続き

九州各県の思いを同じくする自治体の輪を広げていきたいというふうに考えておる

ところです。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。今年の九州のお米食味コンクールで

は、菊池の生産者が最優秀賞を取れるように、生産者一丸となって頑張ってもらい

たいと思います。 

   では、次の質問に移ります。 

   次に、新型コロナ対策としての収入保険について、質問します。 

   新型コロナウイルス感染症は、７月に入った頃から再び感染拡大が確認され、県

南においてもクラスターが発生するなど、第２波到来とも言える感染拡大が続いて
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います。 

   本市農業においても、畜産、花卉、野菜、メロン、米など、全ての分野において

影響を受けており、収束の見えない中、農業者に不安が広がっております。 

   そこで、２０１９年度よりスタートした農業経営収入保険制度では、新型コロナ

ウイルスの影響で農家収入が減少した場合、収入保険の補償対象となるのか、教え

てください。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   収入保険につきましては、農業経営全体を対象とした保険制度でございまして、

自然災害による収入減少だけでなく、価格低下も含めた収入減少を補償する制度で

ございます。 

   このようなことから、新型コロナウイルスの影響により収入が減少した農業者の

方々につきましても、収入保険の対象になるということでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。再質問します。 

   新型コロナウイルスの影響により収入が減少した場合でも対象になるのであれば、

先の見えない中で、自分の経営は自分で守る、農家自ら備えるという意識を広めて

いかなければならないと思われますが、市として、収入保険制度への加入促進につ

いて、どのように考えておられるのか、お答えください。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、お答えいたします。 

   収入保険制度は、平成３１年１月からスタートし、令和元年度における本市の収

入保険の加入者数は４２件となっております。 

   収入保険制度の加入申請などの業務につきましては、農業共済組合が行っておら

れ、組合では職員による青色申告をされた農業者の方々への個別訪問や農業関係の

各種会議等で制度の説明を行いながら、収入保険の加入を推進されております。 

   本市といたしましても、市が事務局を担う菊池市農業再生協議会で高収益作物次

期作支援交付金事業を実施しておりますが、この事業では、収入保険等のセーフテ

ィネットに加入すること、または加入を検討することが要件となっております。交

付金を申請される農業者の皆様に、収入保険等の加入をお願いしているところでご
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ざいます。 

   今後も引き続き、関係機関と連携しながら、加入者の増に向けて協力してまいり

たいと考えます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。再々質問します。 

   そこで、コロナ対策としての収入保険を市長はどのように考えておられるか、お

聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） コロナ対策としての収入保険に対する考え方というご質問でご

ざいます。 

   収入保険自体は、今、部長から答弁しましたとおり、農業者が農業経営を進めて

いく際に、今、自然災害等が大変激甚化しておりまして、予測もつかないような形

になっておりますので、こうした農業者の経営努力では避けられないような様々な

リスクをカバーするという意味で、非常に意義のあるものというふうに思っており

ます。 

   特に、お尋ねのありました新型コロナウイルスというものは長期化が予想されて

おりまして、また、どのような影響が出てくるのかということも、十分にはまだ計

り知れない部分もあるわけであります。特にその影響による価格低下などのリスク

もあり得ることでありますので、この収入保険制度というのは、やはり農業者の皆

様が安定的な農業経営を行う上で大変有効な仕組みであろうというふうに認識して

おるところでございます。 

   また、収益性の高い新規作物の生産や、新たな販路の開拓等に大いにチャレンジ

する、そういう若い農業者にも、もっともっと様々なことに取り組んでいただきた

いわけでありますけども、そういう上でも、この収入保険によって下支えをするこ

とで、経営の安全感、安心感も高まるということにつながるというふうに思ってお

ります。事業を実施する農業共済組合をはじめ、国、県、ＪＡさんと連携を行いま

して、加入者の増に向けて協力をしてまいりたいというふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。収入保険のメリットとして、対象品
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目が多い、また、就農して間もない農家も加入できるので、菊池農家にも加入促進

を強くお願いしたいと思います。 

   続きまして、次の質問に移ります。 

   河川増水時の安全対策について質問します。 

   河川増水時の樋門操作についてお聞きします。７月３日夜から４日昼の熊本豪雨

により、球磨川水系１３か所で氾濫、決壊により多くの方が亡くなられ、甚大な被

害となりました。 

   ７月豪雨で菊池川も増水し、集落内にある樋門の操作は非常に大変だったと聞き

ました。樋門操作は地区で決めた操作員が担当することとなっております。操作員

の方にお話を聞いたところ、夕方から朝まで１時間の仮眠しかとれなかったと言っ

ておられました。話をされる中で、樋門の中に水位計があり、内水面と外水面の水

の高さをデジタル表示するものがあるが、壊れていたので、頻繁に水位を見に河川

側や内側に下りて水位を確認しなくてはならなかった。増水時には危険であり、操

作のタイミングを逃がすと、川より水が逆流して住宅地や農地の浸水を招く場合が

あり、操作員の責任は重く、私の集落においては協力員を別に設けておられます。

高齢化が進み、操作にも経験が必要で、全国的にも責任の重い樋門操作が問題にな

っています。 

   ７月豪雨でもあったように、線状降水帯による集中豪雨が頻発する現状を踏まえ、

樋門操作が安全にできるように最善を尽くさなければならないと思います。 

   このように、水位計が壊れている樋門はほかにもあるのでしょうか、菊池市に何

か所ぐらいあるのか、お聞きします。 

   それから、操作員の方に聞いたところ、昨年の７月に既に壊れていたとのことで、

壊れた水位計はなぜ修理されていないのか、教えてください。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 

［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 皆さん、こんにちは。坂本議員のご質問にお答え申し上げ

ます。 

   まず、排水樋門の水位計の故障、どれぐらいあるのかということでございます。

排水樋門につきましては、国土交通省所管分が４０か所、熊本県所管分の６か所を

市が受託しまして、市より各区や消防団などに操作管理を委託しているという状況

でございます。 

   議員ご質問の水位計につきましては、国土交通省所管の３６か所に設置されてお

りまして、故障については、現在把握しているもので９か所ということでお聞きし
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ております。 

   また、１年以上修理していないがということでございます。国土交通省所管の排

水樋門でございますので、菊池川河川事務所のほうに確認をいたしました。 

   樋門の操作は、量水標の水位及び川の流れの方向を確認して行っていただくこと

を基本とされているということでございます。 

   水位計は、水位確認の補助として設置してありますが、センサー等を使用して水

位を計測するため、誤表示が多く発生するなどの課題が確認されたというところで

ございます。 

   また、設置から年数がたっておりますので、故障が多く発生していること、それ

から部品供給期間が過ぎて修繕できないものもあるため、現在のところ、原則とし

て水位計の修繕は行わないということでお聞きしているところでございます。 

   なお、樋門の操作につきましては、操作員の安全確保を第一に考えるということ

で、今後、安全な水位確認が困難な箇所につきましては、量水標の位置の変更や安

全柵の設置等の随時対策をとっていきたいということでお聞きしております。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） 水位計が設置されている３６か所中、９か所が壊れているとい

うことで、修理しないということで、部品の供給期間が切れているなど、いろんな

理由があると思いますけども、やはり台風とか集中豪雨等ありますので、よかった

らこれを早急に修理していただくならと思いますけども、国の方針として、新しい

樋門の操作システムに改修されるともちょっと聞いたことがあります。そういう改

修される計画があれば、それはいつ頃改修予定なのか、また、壊れた水位計の改修

ができる間でも修理ができないか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大賀慶一君） 建設部長、中村喜範君。 

［登壇］ 

○建設部長（中村喜範君） 坂本議員の再質問のほうにお答えいたします。 

   まず、国のほうは、現在、菊池市にあるような樋門につきましては、フラップゲ

ートへの変更をされているという状況でございます。そのフラップゲートの変更は、

老朽化の度合い等によりまして優先順位を決定して整備を行っていくということで、

菊池市内におきましては、昨年度、令和元年度に１か所、今年度も２か所行う予定

ということで、随時進められているというところでございます。 

   なお、構造や条件などにより、フラップゲートへ変更ができない箇所もございま
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すので、設置可能な箇所につきまして、今後も優先順位の高いものから順次整備を

行っていきたいということでお聞きしております。 

   それから、先ほどの量水計の修理につきましては、また再度、河川事務所のほう

にそのようなことで申し上げて、要望していきたいということで思います。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。修理については要望していかれると

いうことで、今まで樋門の水位計などの問題について、今の現状について、市長は

どうお考えなのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 排水樋門操作員の方に対する考えということですか。排水樋門

操作員の皆さんにおかれましては、大雨ですとか台風時などの出水時に、内水の排

除であるとか、逆流の防止、また、支川の水位を下げるために操作を行っていただ

いておりまして、災害の発生を防止するためにご尽力いただいているところであり

ます。場合によっては、大変危険な状況もあろうかというふうに思います。こうし

た方々に改めて感謝と敬意を申し上げたいというふうに思います。 

   何よりも、まずは操作員の皆様の安全が第一というふうに考えておりますので、

今後とも排水樋門操作員の皆さんが安全に操作管理できますように、安全柵の設置

であるとか、今、話のありましたフラップゲートへの早期変更等を国土交通省のほ

うに引き続き強く要望してまいりたいというふうに考えておるところです。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） ありがとうございました。 

   温暖化の影響から、予想もできない集中豪雨が発生しやすい気象傾向にあります。

ＩＴ技術を活用した遠距離監視操作システムの整備など改修ができるように、国に

対して市よりも要請していただくように、よろしくお願いします。 

   水位計は、開閉時期を判断する大切な装置でありますので、できるならば早急な

修理をお願いしたいと思います。本来ならば、国土交通省や県の管轄だと思います

が、操作するのは菊池市民ですので、あえてお聞きしました。市より働きかけてい

ただくようよろしくお願いします。 

   これで一般質問を終わります。 
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○議長（大賀慶一君） これで、坂本道博君の質問を終わります。 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   明日も引き続き、一般質問となっております。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立をください。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時０９分 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、一般質問を行います。 

   初めに、東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 皆さん、おはようございます。議席番号６番、日本共産党、

東奈津子です。通告に従って質問を行ってまいります。 

   １番目の質問は、小中学校における少人数学級の実現についてです。 

   まず最初に、議長の許可を得て、執行部と議員の皆さんのお手元に資料を配付さ

せていただいていますので、確認をよろしくお願いいたします。 

   新型コロナウイルス感染症の下で、子どもたちはかつてない不安やストレスを抱

えています。また、一斉休校などにより学びの格差も深刻になっています。子ども

たちのケアと学び、感染防止の上で、少人数学級の実現は待ったなしの課題である

と感じています。 

   今回、私自身がこの問題を取上げようと思ったきっかけは、１つは、私自身がＰ

ＴＡの役員を務める学校の会議に参加したとき、その学校の教室を使用したとき、

１クラスにおける机の数、つまり、生徒と生徒の間隔がぎゅうぎゅう詰めで、まさ

に密の状態を目の当たりにして、これで子どもたちの感染防止は大丈夫なのかと心

配になったからです。また、６月から学校が本格的に再開になったときに、何人も

の保護者の方から子どもたちへの感染を心配する声、相談をお聞きしたからです。 

   もちろん学校では、あらゆるところで新しい生活様式を実施できるように最大限

の努力をされていることは十分承知しています。しかし、一日で一番長い授業で座

る場所がこのような密の状態であってよいのか、この思いがありました。また、コ

ロナ禍の下で、子どもたちへ手厚い教育、柔軟な教育には少人数学級が必要である

と考えるからであります。 

   日本の義務教育の学級編制は、法律で小学校１年生のみ３５人で、ほかの学年は
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４０人が限度とされています。新型コロナウイルス感染症の予防のため、２メート

ル程度の身体的距離の確保が求められる中、学級編制の引下げ、少人数学級の実現

を求める声が高まっています。 

   全国知事会、全国市長会、全国町村会の３会長は、政府に少人数学級編制を可能

とする教員の確保などを、この間、要請しています。全国の小・中・高・特別支援

学校の４校長会も、文部科学省に少人数学級を要望しています。 

   国は、長年にわたって、小学校１年生と予算措置で２年生までは３５人以下の措

置を取ってきたものの、小学校３年生以上は４０人以上の学級編制を変えようとし

ませんでした。しかし、今年７月１７日に閣議決定された経済財政諮問会議の骨太

方針２０２０が、少人数による指導の検討を盛り込むなどの変化が生まれています。

私は少人数学級実現に向けた大きな流れが生まれていると感じます。 

   それでは、１回目の質問をします。 

   菊池市内の小中学校の１クラスの人数の規模について、３５人を超えるクラスは

何クラスあるでしょうか。 

   ２点目に、コロナ禍において、子どもたちのケアと学び、感染防止の観点からも、

少人数学級の実現は急務と考えますが、教育委員会の見解をお聞かせください。 

   以上、２点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、東議員の質

問にお答えさせていただきます。 

   まず１点目、３５人を超える学級数についてでございますが、小中学校の学級編

制については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

に基づき、県の学級編制基準で定められております。 

   議員、先ほどご案内のとおり、小学１、２年生で、１学級３５人まで、小学３年

生から中学３年生までの学級では１学級４０人までを限度として編制することにな

っております。 

   令和２年５月１日現在の通常学級の総数は１４１学級でございまして、そのうち

３５人を超える学級数は１９学級でございます。 

   次に、２点目の少人数学級の必要性についてでございますが、以前より、個別の

対応など教育の質の向上を図るためにも、３５人学級が望ましいと考えており、国

や県に対して早期実現を要望しているところでございます。 

   また、議員ご案内のとおり、コロナ禍において、子どもたちの学力を丁寧につけ

ていくことやケアの面、感染症防止の観点からも少人数学級の必要性は強く認識し
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ているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 教育委員会としても、少人数学級の必要性については、

様々な点から望ましいという回答がありました。とても大事な回答であると思いま

す。市の教育委員会としても、少人数学級の必要性を認識していらっしゃる。この

点では、私とも認識を共有できる答弁であったと思います。 

   国も、この間、従来の認識を大きく変えてきています。今年６月の予算委員会で、

安倍首相自身も少人数学級について検討したい、こう発言しています。また、７月

２０日の政府の教育再生実行委員会では、文部科学大臣自身が、新たな感染症が起

きたときに、とてもではないけれども、４０人学級は無理だ。少人数学級を私は目

指すべきだと個人的には思っている、こういう発言があっております。文部科学大

臣として、学級編制見直しの必要性に踏み込んだ発言です。ぜひ、県、国にしっか

りと早期の少人数学級の実現を要望してほしいと思います。 

   次に、国・県待ちにならずに、市独自でやれるところから少人数学級の実現、３

５人を超える学級の解消を進めていくべきということについて、質問を進めていき

ます。 

   先ほど市内の小中学校の３５人を超えるクラスの状況、１９クラスという回答を

いただきました。３５人を超えるとの、私もこの質問を準備するに当たり、教育委

員会から資料も頂き、具体的に調べてみました。隈府小学校の４年生が１クラス、

菊池北小学校の５年生が１クラス、菊之池小学校の３年生が１クラス、七城小学校

４年生が１クラス、旭志小学校の４年生が１クラス、５年生が１クラス、泗水東小

学校の３年生が１クラス、６年生が１クラス、泗水小学校の６年生が２クラス、北

中学校の１年生が１クラス、南中学校の２年生が４クラス、泗水中学校の２年生が

４クラス、以上の１９クラスが市内では３５人を超える規模です。 

   ３５人を超えるクラスでは、具体的にどのように密になっているのか。お手元に

配付している資料をご覧ください。国の資料によると、１教室２０人だと最低１メ

ートルはクリアできるが、４０人だと１メートルも確保できないことが示されてい

ます。これは本当に抜き差しならない矛盾ではないでしょうか。 

   人と人との距離を確保することにより、大幅に感染リスクが減ることはご承知の

とおり、国が感染予防対策として示している、新しい生活様式の第１番目に挙げら

れています。これに照らしてみると、３５人を超える学級を残しているということ

は、大変重大な矛盾に直面しているということです。 
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   政府として、新しい生活様式として推奨し、テレビの司会者も、スーパーのレジ

でも、距離を取るようにしているのに、学校の教室だけ身体的距離と無関係にコロ

ナ前と同じというのは、説明のしようのない矛盾だと思います。 

   コロナだけでなく、今後もこのような感染症が広がることは否定できません。そ

うしたことを考えても、国・県待ちにならずに、１クラスずつでも市独自で対策を

打っていく必要があるのではないでしょうか。 

   そこで、再質問します。 

   市内全てのクラスで、３５人を超えるクラスを解消するために、教員を増やす予

算はどれぐらいかかるでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

   議員ご質問のとおり、仮に本市で３５人学級を実施した場合、それに伴って増え

る教員数は、学級数の増に伴う１２名となります。 

   平成３１年４月１日現在の県費教職員の平均給与から試算しますと、給料や期末

手当、諸手当、共済費として、１人約８２０万円の１２名分で約９，８４０万円が

必要になります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 今、答弁がありました。１２人で９，８４０万円かかると

いうことです。 

   もちろん大きい額ではありますが、先ほど来、述べていますように、子どもたち

の健康と学びの保障のかかっている大事な分野です。ぜひ、一度に全てを解消でき

なくても、例えば受験を控えている中学校からでも実施すべきではないかと思いま

す。具体的には、北中が１クラス、南中１クラス、泗水中１クラス、合計３クラス

増やせば、菊池市内の中学校全てで３５人を超える規模の学校の解消が進みます。 

   ここで、長野県の例を紹介します。 

   長野県は、現在、県内小中学校全てで３５人以下を実現しています。２０１０年

に就任した阿部知事は、県民から要求のあった少人数学級の実現を段階的に実施し、

２０１３年度までに全てで３５人以下を実現しています。 

   知事が述べているのは少人数学級の効果です。かなりあるということです。国の

全国一斉学力・学習状況調査の結果を、３０人規模学級実施校と実施していない学

校で比較すると、実施校の平均点が改善しているという結果が出ているそうです。
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また、ある学校では、３０人規模を導入後、問題行動が減るなど、少人数学級は学

校生活の様々な面でプラスの効果があると思う、こう知事は述べられています。 

   国・県に要望を上げつつ、できるところから段階的にでも市独自で少人数学級を

実現していくことは、菊池市のまちづくりにもつながると思います。教育に手厚い

菊池市ということで、人口増にもつながると思います。ぜひ、市長部局の面からも

検討をいただきたい、こう思います。 

   最後に、教育長にお聞きします。 

   少人数学級の実現が、今、早急に待たれていると思いますが、このことについて

の教育長の見解をお聞かせください。そして、国・県にしっかりと要望を上げつつ、

市独自でできるところから３５人を超える学級の解消に取り組んでいくべきと思い

ますが、どうでしょうか。 

   以上、質問します。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 
［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） それでは、改めまして、おはようございます。ただいまの東

議員の少人数学級の実現についてということのご質問にお答えします。 

   議員お話がありましたとおり、３５人学級の早期実現が望ましいと感じておりま

す。ただ、先ほど申し上げました法的な観点から、本市の一部の学校だけを３５人

学級にすることは難しく、本市の全ての小中学校を対象とした基準で対応する必要

がありますので、全ての小中学校を３５人学級にすることで増員となる教職員の費

用のさらなる市独自の財政的負担は厳しいものというふうに考えます。 

   現在、子どもたちのきめ細やかな指導に対応するため、熊本県としては、例えば

算数や数学、英語などの教科によっては、本来１クラスで指導するところを２クラ

スに分ける、そういうふうな指導をする、いわゆる少人数指導教員といいますけど

も、そういう教員などを増員して取組がなされております。 

   それに加えまして、本市でも独自の予算で補助教員や特別支援教育支援員を全学

校に配置して、現在の学級における課題への対応をしているところでございます。

本市としても、手厚い教育となるよう加えているところであります。 

   しかしながら、３５人学級早期実現は望まれるところですので、引き続き、この

コロナ禍を機会として、国や県へ向けて強く要望してまいりたいというふうに思っ

ております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 
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○６番（東 奈津子さん） 教育長の答弁でも、少人数学級３５人を超えるような学級

の解消は望ましい、強く国・県に働きかけていきたい、こういう答弁がありました。

ぜひ、この点では私も力を合わせていきたいと思います。 

   ２点目の市独自の少人数学級の実現については、法的根拠からも、一部の学校か

らの実現は難しいという答弁でありましたけれども、私は、先ほどご紹介をいたし

ました長野県のように、段階的に少人数学級に踏み出した自治体の例もあるように、

これはできないことではないというふうに感じております。 

   また、事前に空き教室を調べましたら、２９教室が市内では数字の上では空き教

室があるというふうになっております。しかし、算数などの少人数クラスでの活用

や特別支援学級としての使用等で、北中学校を除けば、ほとんどこの空き教室が使

用できない状況ということも認識をしております。 

   この間、学校統廃合が行われたもとで、少人数学級を実現する上で教室の確保が

問題となっています。私は適切な場所でのプレハブの建設などの探求も必要ではな

いかと思います。 

   福岡市は、来年度、全校の全学年で３５人以下学級にするために、合計３０８教

室が必要とし、特別教室の改修やプレハブ校舎の設置などを進めるとのことです。 

   菊池市では、仮に中学校から３５人以下を実施しようと思えば、３クラス、３人

の教員の確保が必要となります。このうち、北中学校は教室に余裕があると聞いて

いますので、実際は２クラス、３人の教員の確保で実現ができるのではないでしょ

うか。 

   冒頭に紹介した全国の首長の緊急提言では、現在の４０人学級では感染予防のた

めに児童生徒間の十分な距離を確保することが困難である、少人数学級による児童

生徒の十分な距離を保つことができるよう、教員の確保がぜひとも必要である、こ

う述べられています。全くそのとおりであります。 

   国・県とも力を合わせながら、少人数学級の実現に取り組むとともに、市独自で

も、改めて、なぜ今、少人数学級なのかの議論を大いに進めていただき、独自でで

きるところから段階的に少人数学級の実現を進めていただきたい。このことを最後

に要望しまして、次の質問に移ります。 

   次に、新型コロナ感染症対策について質問します。 

   今回は、対策の中でも、感染が疑われる方への相談体制と市民への情報提供、Ｐ

ＣＲ検査体制についてお聞きします。 

   まず１点目に、感染が疑われる方への相談体制はどうなっているのか。 

   ２点目に、感染状態の情報開示はあらゆる感染対策の土台となるものであり、こ

の点では、県内の情報開示は不十分であると感じています。少なくとも保健所管内
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ごとの検査数、陽性率を公表するよう、県に働きかけるべきと思いますが、どうで

しょうか。 

   ３点目に、ＰＣＲ検査体制についてです。多くの専門家や医師会なども要望して

いますが、感染を押さえることと、経済活動を両立するためには、ＰＣＲ検査など

を抜本的に拡充し、感染者を保護、隔離していくことが感染症対策の基本です。 

   新型コロナウイルスの場合、ＷＨＯを含め多くの論文が出ていますが、無症状者

から約４割の感染が起きており、無症状者が感染を広げる新型コロナウイルスの場

合、最終的には検査を希望する人は、いつでも、どこでも、誰でも気軽に検査を受

けられるようにすることが重要であると考えます。 

   無症状の感染者からの感染拡大を放置したままでは、いろいろと対策を行っても、

感染を押さえ込むことに成功はしません。もちろん検査体制を拡充することと、保

健所や医療体制の強化はセットであります。その点では、この間、国が削減してき

た保健所の予算措置や、公立病院の統廃合の見直し、体制強化を国の責任でやって

いくことは急務であります。 

   日本臨床検査医学会の新型コロナウイルスに関する委員会委員長で、長崎大学病

院検査部長の柳原さんは次のように述べています。検査体制を抜本的に拡充しなけ

れば、クラスターが発生して多くの濃厚接触者が出たときに検査が間に合わなくな

ります。そうなると、濃厚接触者の中の感染者が陽性と分かるまでの間に、保護、

隔離されることなく、感染を広げる事態を押さえることができません。この人には

検査が必要というときに検査ができる体制をつくっておく必要があります。検査を

すると患者が増えて困るという人がいますが、全く違います。検査をするから患者

が増えるのではなく、検査をしないから感染が広がり、患者が増えるのです。こう

述べられています。 

   しかし、日本のＰＣＲ検査数は人口比で世界１５９位であり、あまりにも少な過

ぎます。熊本県でも、この間、各保健所ごとに検査ができるよう予算措置も取られ

ていますが、実際には、熊本市を除けば、県内ではいまだ１か所となっています。

ＰＣＲ検査体制の拡充を市としても県に求めるべきであり、具体的には、菊池保健

所管内に複数の検査体制をつくることを県に求めるべきと思いますが、どうでしょ

うか。 

   以上、３点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、おはようございます。東議員のご質問

にお答えさせていただきます。 
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   新型コロナウイルス感染症の感染を心配される方の相談窓口としましては、県に

おきまして２４時間体制の専用相談窓口や各保健所にて対応されております。 

   本市に相談がありました場合は、県の相談窓口または保健所を案内しております。 

   次に、ＰＣＲ検査の検査数、陽性率の情報提供につきましては、現在、県が公表

されていますＰＣＲ検査数及びその結果につきましては、県全体の数となっていま

す。 

   ＰＣＲ検査数及びその結果の公表については、県によりますと、現在のＰＣＲ検

査については、国が定める検査対象者だけではなく、感染の可能性を考慮し、県独

自で弾力的に幅広く検査を実施されているとのことです。 

   感染者の行動や職場によって検査者の数に差が生じ、そのため検査数が多い地域

が、感染の危険性が高い地域とは言えず、地域ごとに公表しても、感染状況を反映

するものにはならないため、保健所ごとなどの公表はしない方針であるということ

でございました。 

   現在の県のＰＣＲ検査状況であれば、検査数の感染の危険性を示すものではない

ために、保健所管内ごとの検査数及び陽性率などについての公表は必要ないと考え

ます。 

   次に、ＰＣＲ検査体制の拡充につきまして、今後、感染拡大を防ぐためにも、検

査が疑われる方の検査が速やかに実施できるように、検査体制の拡充については必

要と考えております。 

   昨日、田中議員のご質問にもお答えしましたとおり、県のほうでは検査施設の整

備の拡充が図られており、県北地区にも１か所、ＰＣＲ検査の施設が整備されると

伺っております。 

   ＰＣＲ検査施設が増えることによりまして、感染が疑われる方の検査が速やかに

実施されていくものと期待をしております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） まず、２点目の質問の情報提供についてですが、把握の難

しさと、検査数だけが独り歩きする懸念があるということで、開示は難しいという

回答でしたが、私は、把握という点では、現在、インフルエンザの感染の把握など

は実際に行っているわけで、やろうと思えば、保健所ごとの把握はできるかと思い

ます。 

   また、検査数が独り歩きする懸念があると言われましたが、陽性率も公表の対象

にするわけですから、その点では、検査数だけが問題にはならないのではと思いま
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す。むしろ正確な情報が提供されないことが様々なうわさ等が広がり、根拠のない

不安を市民が抱くことにつながりかねないと思いますので、この点はしっかりと県

に要望していただくことを再度要望しておきます。 

   ３点目の検査体制についてですが、必要と拡充は考えているという答弁で、県の

動向を今後注視していきたいという旨だったと思います。 

   ８月２８日に国が決定した新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組で、感

染拡大地域の一斉、定期的な検査を都道府県に要請すると。この要請という文言が

盛り込まれました。また、全国知事会も８月８日に緊急提言を発表して、国の負担

による行政検査を求めております。 

   これまでのように、感染の山を繰り返せば、医療現場も経済も疲弊してしまいま

す。今、この時期にこそ、検査の拡大によって感染を押さえ込むという立場に立つ

ことが重要です。そのためにも、県の動向を注視するだけではなく、実際に検査体

制が確立するまで、県には要望を上げ続けていただきたいと思います。 

   前後しますが、１点目の相談体制についてですが、県が設置している専用の２４

時間体制のコールセンターが紹介されました。現在は検査体制も不十分であり、熱

があるなどの症状だけで検査を受けるわけにはいきません。それゆえに、市民が心

配なときに安心して相談できる体制の確立が大事であると思います。 

   この間、私のもとにも複数の相談が寄せられました。いずれも熱があり、倦怠感

もある。最初に保健所に電話、しかし、かかりつけのお医者さんにと回され、病院

に電話すると、発熱の方は受け付けていないと言われ、また別の病院に電話して、

やっとお薬を処方してもらった。結果は感染胃腸炎だったということですが、その

方の同居家族が介護施設で働いており、家族の方も不安でたまらなかったとの相談

がありました。 

   また、市民の中では、ＰＣＲ検査に行き着くまでの流れが十分理解されていない

場合もあり、病院に行けば検査がすぐに受けられるとの誤解もあり、混乱と不安が

生じているケースも少なくありません。実際に症状が現れたときに、どこに電話し

たらよいか、ＰＣＲ検査までの流れなど、市として情報提供や相談体制の拡充をさ

らに行っていくべきと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 
［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 再質問にお答えします前に、申し訳ありません。先

ほどの答弁におきまして、３点目のＰＣＲ検査体制につきまして、今後、感染拡大

を防ぐためにも、感染が疑われる方の検査が速やかに実施でるように、検査体制の

拡充については必要と考えておりますというところの答弁をすべきところを、検査
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が疑われるというふうに申しましたので、おわびして、訂正させていただきます。 

   また、保健所管内ごとの検査数につきましては、保健所におきましては、数のほ

うはきちんと把握はされているところでございます。ただ、公表の必要性につきま

してが、先ほどご説明申し上げましたとおり、県としては必要ない、差し控えてい

るというお答えでございました。 

   以上、追加してご説明させていただきます。 

   それでは、再質問にお答えします。 

   市民の皆様への相談窓口の周知につきまして、相談窓口の周知につきましては、

３月にチラシを作成しまして全戸配布を行っているところでございます。 

   県内でも感染者が増えてきており、疑わしい症状がある方が速やかに相談できる

ように、再度チラシを作成しまして全戸配布にて周知を図ってまいります。 

   併せまして、今後も広報誌やホームページ、きくち防災・行政ナビなど、いろい

ろなツールを活用しまして広く周知を図ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 今後、広く様々な方法を通じて周知を図っていきたいとい

を答弁でありました。 

   インフルエンザの流行期にも入り、検査体制の拡充や正確な情報提供、そして相

談体制が待たれます。国・県ともしっかりと連携して、取組を進めていただくこと

を再度要望いたしまして、次の質問に移ります。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のために１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時３４分 
開議 午前１０時４１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 次に、学校現場における化学物質過敏症対策について質問

します。 

   化学物質過敏症とは、微量の僅かな化学物質に反応し、重い症状では仕事や家事

に支障を来すほどの症状が現れると言われています。柔軟剤や消臭除菌スプレーな

ど、近年、香りつき製品の香料による健康被害が深刻になっています。頭痛や吐き
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気などの体調不良により不登校や失業を余儀なくされるなど、深刻な実態が明らか

となっています。 

   日本消費者団体など７団体で構成する香害をなくす連絡会が手紙やインターネッ

トで呼びかけを行った調査では、９，０００件以上の回答があり、結果として、香

害で体調が悪くなったことがある人は約８割、思考低下、呼吸困難、嘔吐、脱力感

など、症状は多岐にわたります。そのうち、仕事を休んだ、職を失った、学校に行

けなくなった人は約１９％に上り、１割を超えています。 

   今回は、学校現場における対応に絞って質問します。 

   私も子どもが週末に持ち帰る給食エプロンの臭いが、かなりきつい臭いが残って

いることを気にかけてはいました。最近、市民の方がこの柔軟剤などの臭いで体調

が悪くなるとのお話を聞き、また、今年２月６日の熊日新聞でもこの問題が取上げ

られていることから、一般質問で取上げようと思った次第です。 

   とりわけ、成長期にある子どもたちの学習環境を良好に保つために、学校現場で

の対応は急がれると思います。 

   最初に、３点質問します。 

   １点目に、柔軟剤や教科書等に使用されているインクなど化学物質過敏症につい

て、教育委員会として認識はあるでしょうか。 

   ２点目は、実際にこのような症状を抱えている子どもたちが各学校に何人いるか

の実態の把握はなされているでしょうか。 

   ３点目に、どのような対応がされているでしょうか。 

   以上、３点お聞きします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   まず、１点目の化学物質過敏症について認識はあるかとのご質問でございますが、

私たちが生活する中で、現在、多種多様な化学物質が存在しておりますが、呼吸し

たり飲食したりすることで、知らず知らずのうちに体内にそれらの化学物質が取り

込まれていることがあります。こうした化学物質を大量に体に取り込んだり、また

は微量でも長期間にわたって取り込んだ場合、それが体の適応能力を超えることで、

頭痛や動悸、目まいなどの症状が現れるようになります。このような状態を化学物

質過敏症と呼ばれておりまして、このような症状があることは承知しております。 

   次に、２点目の学校での実態把握はしているかということでございますが、毎年、

年度始めに実施しております保健調査の中で、先ほど申し上げました頭痛や動悸、

目まいなどの症状につきましては記入いただいておりますが、その原因が化学物質
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過敏症であるかどうかの確認まではできていない状況でございます。 

   ３点目の現在の対応についてでございますが、今のところ、化学物質過敏症に関

しての対策につきましては、他の症状と同様に、それぞれの学校において、養護教

諭を中心に対応をお願いしているところございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 化学物質過敏症についての認識はある。しかし、実態の把

握という点では、花粉症などの事例のようには具体的に把握できていないという答

弁で、対応としても、教育委員会としての対応はなされていないということでした。 

   ここで、紹介します。 

   平成２４年の１月に国から出された「健康的な学習環境を維持するために－学校

における化学物質による健康被害に関する参考資料－」というものがあります。こ

の中の第４章、「化学物質過敏症」を有する児童生徒等に対する個別対応の基本的

な考え方というタイトルのところには、次のように書かれています。 

   ごく微量の化学物質に反応する、いわゆる化学物質過敏症を有する児童生徒等の

学習環境を確保するためには、その重症度によっては、児童生徒等及びその保護者

や担任教員の個人レベルの対応に困難な場合があり、学校や教育委員会等の組織立

った連携は必要となる、こう述べられています。 

   国も個人レベルでの対応は困難で、学校や教育委員会における組織立った連携は

必要と言っています。この点からも、ぜひ教育委員会としても実態を把握して対応

していただきたいと思います。 

   そこで、再質問します。 

   把握を行うためにも、来年度以降の小中学校で行われる健康調査票に化学物質過

敏症の項目を入れることを提案しますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問にお答えさせていただきます。 

   現在、使用しております健康調査票につきましては、今のところ、化学物質過敏

症に関する項目はございません。今後、養護部会と協議を行いまして、必要に応じ

て項目を追加したいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 
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○６番（東 奈津子さん） 養護部会と協議して、必要に応じて検討したいということ

で、ぜひ検討いただきたいと思います。 

   最後に、もう１点質問します。 

   現在は化学物質過敏症の児童生徒への対応が、学校や養護教員、担任任せになっ

ています。ぜひ教育委員会としてイニシアチブをとっていただきたい。具体的には、

全国の市町村の教育委員会で、教育委員会として柔軟剤等の香料の強いものを使用

することへの配慮を求める文書を学校を通じて保護者宛てに出しているところがあ

ります。県内でも荒尾市教育委員会が、教育長名で保護者宛てに配慮を求める文書

を今年の１月に出しています。菊池市教育委員会としても学校と連携して、理解を

深める研修や、荒尾市のように文書での配慮を求める通知を行っていくべきと思い

ますが、どうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきます。 

   先ほど議員からも紹介のありましたように、文部科学省より学校における化学物

質による健康障害に関する参考資料、こちらのほうが示されておりますので、そう

いった資料を参考に、香りによる健康上の問題につきまして、まずは養護部会や教

職員の校内研修などで共通認識を図りまして、保健だより、学校だよりなどを通じ

て、保護者の皆様にも啓発に努めてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 必要に応じて啓発を行っていきたいということでした。 

   先ほど紹介をいたしました２月６日の熊日新聞の掲載記事に、この記事を書いて、

名古屋市で教員をされている岡崎さんは次のように述べられています。今後は芳香

剤、柔軟剤、洗剤など化学物質によって、病気になってしまう子どもがいることを

常識にしていかなくてはならない。化学物質は見えないからこそ、相手の立場に立

って、丁寧に考えていくべきなのだろう。人権教育の一つと考えてもいいだろう。

こう書かれています。 

   この病気は外からは分かりづらい、理解されにくい病気です。だからこそ、教育

委員会が研修、啓発も行い、保護者まで広く理解を求める手だてをとっていく必要

があります。 

   今後の対応を具体的に進めていくことを最後に要望しまして、一般質問を終わり

ます。 
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○議長（大賀慶一君） これで、東奈津子さんの質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５３分 
開議 午前１１時００分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、猿渡美智子さん。 

［登壇］ 
○９番（猿渡美智子さん） 改めまして、おはようございます。早速ですが、通告に従

って質問いたします。 

   初めに、地球温暖化対策に対する市の取組について質問します。 

   近年は、これまでにないような豪雨による被害が全国各地で相次いでいます。今

年７月の豪雨でも、県南を中心に、本市を含め熊本県各地で甚大な被害が出ました。

人吉市でのボランティアで目にした市街地の惨状は大変なものでした。被災された

皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げます。 

   このように、とんでもないような豪雨が頻発するようになった要因として挙げら

れているのが地球温暖化です。現在、特別警報級の勢力であると進路が心配されて

いる台風１０号ですが、その大型化も海水温の上昇にあるとされています。豪雨や

台風に対する防災対策は重大な課題ではありますが、一方で、災害のもととなって

いる地球温暖化に対策を講じていかなければ、災害が繰り返すばかりで、根本的な

解決にならないことを痛感しています。非常に大きな課題ですが、自分たちに今で

きることを積み重ねていくことが大事であると考えて、３点質問します。 

   １点目、市は、地球温暖化防止に対してどのように取り組んでおられますか。現

状をお示しください。 

   次に、２点目です。温暖化の原因となる二酸化炭素の削減を目的に、ごみ回収の

ための指定ごみ袋をバイオマスプラスチック製のものに切り替える自治体が出てき

ています。人口約３万２，０００人の山口県長門市もその１つです。サトウキビを

砂糖に精製するときに出る副産物、廃糖蜜というそうですが、これを１０％以上配

合したバイオマスプラスチック製の指定ごみ袋を導入することにより、長門市では

年間１４トンの二酸化炭素を削減できるとしています。 

   菊池市が指定ごみ袋をバイオマスプラスチックに切り替えた場合、製造費がどの

くらい上がると見込まれるのか。また、製造コストが上がった分を市が環境対策費

として負担した場合、どのくらいの財源が必要になるのか、お示しください。 
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   重ねて、３点目、バイオマスプラスチック製指定ごみ袋の導入については、環境

省も促進するとしていますが、菊池市はその考えがあるかをお尋ねします。 

   以上、３点お願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 
○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、おはようございます。猿渡議員からの地

球温暖化防止関係のご質問にお答えします。 

   まず、菊池市の取組の現状ということでお尋ねされております。 

   本市におきましては、平成１９年度から、第一次及び第二次菊池市地球温暖化対

策実行計画、これに基づきまして、市役所における全ての事務事業において、温室

効果ガスの排出抑制対策やグリーン購入の推進などを徹底し、環境負荷の少ない循

環型社会の構築を目指し取り組んでおります。 

   その取組の一部といたしましては、本庁舎やキクロスなどの公共施設への太陽光

発電設備の導入、本庁舎空調設備運用に関するガイドラインによる電気使用量の抑

制、さらには、企業との協定に基づきます植樹を行うことにより、温室効果ガスの

排出量の削減に努めているところでございます。 

   また、そのほかでございますけれども、温暖化対策に有効な温室効果ガスの排出

量の削減について、再生可能エネルギーの利活用が考えられます。これにつきまし

ては、菊池市総合計画にあります家畜排せつ物等を用いた畜産バイオマスの利活用

を検討いたしております。ただ、これまでの調査の結果、様々な課題も明らかにな

っているところでございます。 

   今後、民間事業者や個別農家などの状況も把握しつつ、新たな活用方法について

検討してまいりたいと考えております。 

   また、そのほかの取組といたしまして、マイバッグを推進することでレジ袋の削

減や資源物の回収、生ごみ処理機などの購入補助事業によりまして、ごみの減量化

を推進しているところでございます。 

   また、他市町村との取組といたしましては、平成３１年３月２８日ですが、熊本

市と熊本連携中枢都市圏形成に係る連携協約を締結しております。この構成１８市

町村によりまして、市内全体の温室効果ガスの排出抑制などを行いながら、新たな

事業や産業の創出などの地域づくりを推進する計画、これを地球温暖化対策実行計

画の策定を一緒になって進めているところでございます。 

   次に、バイオマスプラスチックを配合した指定ごみ袋を導入した場合の経費につ

いてお尋ねがあっております。 

   本年度におきます指定ごみ袋作製業務委託業者へ、サトウキビの搾りかすなどを
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原料といたしましたバイオマスプラスチックの配合割合、これを１０％というとこ

ろで製作した場合のコスト増減割合を確認しております。現在の原材料であります

石油由来の１００％ポリエチレンと比較しますと、約１３％程度のコストの増加が

見込まれるとのことでございました。 

   これを本年度の指定ごみ袋作製発注数量の基に予算額のベースで比較しますと、

バイオマスプラスチック配合の指定ごみ袋を導入した場合、約３５５万円の増額と

なる見込みになっております。 

   なお、コストの増加の割合及び額につきましては、現在での概算での数値でござ

いますので、今後における全国的な需要の高まり、こうしたものを要因として原料

単価の増減などにより変動する場合がありますことを申し添えておきます。 

   そして、バイオマスプラスチック指定のごみ袋を導入する考えはないかというお

尋ねでございます。 

   この問題に対しましては、導入に対する考え方についてですが、バイオマスプラ

スチック原料の利用促進により、焼却時に発生する二酸化炭素などの温室効果ガス

の削減が図られ、地球温暖化防止対策に寄与するという観点から、バイオマスプラ

スチック配合の指定ごみ袋の導入につきましては、有用性の高い取組の一つである

というふうに考えております。 

   その反面、先ほど答弁いたしましたとおり、作製経費につきましては増加する見

込みとなっており、本市における適正かつ確実な廃棄物処理を主眼として総合的に

判断する必要があるということから、導入につきましては、慎重に協議、検討を進

めてまいりたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） これまでも様々な取組が行われている。また、これからも

他市町村とも連携して、温暖化対策には取り組んでいくという旨の答弁で、ぜひと

も進めてほしいところです。 

   今日、私が提案しました指定ごみ袋をバイオマスプラスチック製のものに変える

という点では、現状では３５５万円の経費が年間必要ということでした。継続的に

かかる費用ですから、小さい額とは言えません。しかし、ＳＤＧｓの観点から未来

への投資と考えて、積極的な検討をお願いいたします。 

   新環境工場が来年４月から稼働します。これを機に、既に取り組まれていること

ではありますが、ごみの減量や分別の徹底などの啓発に、いま一度、力を入れてい

ただき、通常のごみ処理にかかる経費を少しでも減らし、かつ、新環境工場の寿命
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を延ばしていくことで、その経費の穴埋めにできればと考えます。 

   また、菊池市が皮切りになって、これが広域での採用、あるいは、ほかの地域へ

の採用と広がっていけば、単体では僅かな減量かもしれませんが、運動として地球

温暖化を防止しようという市民の意識の高揚にもなると思いますので、ぜひよろし

くお願いをします。 

   今日のところは、ここで終わります。 

   次の質問に移ります。 

   新型コロナウイルス感染症は、夏には一息つくのかと思っていましたが、感染は

拡大し、８月１９日には日本感染症学会の理事長が第２波の真っただ中にあるとい

う指摘を行いました。今後、冬に向かって、次の波が来ることも十分に考えられま

す。現在、公共施設から市民お一人お一人に至るまで、それぞれの場所で感染を防

ぐための努力を続けておられることに敬意を表します。それでも、様々な想定をし

て備えておくことが重要ではないでしょうか。 

   そこで、今後、感染が拡大したときの市の対応について、気になっていることを

３点質問いたします。 

   熊本県で新型コロナウイルスの感染者が出始めてから、様々な誤った情報が私の

ところにも届きました。もっと情報が欲しいという市民の声も聞きました。誤った

情報は市民の不安をあおり、差別や誹謗中傷につながりかねないことを懸念いたし

ます。市長が開会日に言われたように、県や市の発信する情報に基づいた冷静な行

動が求められます。 

   そこで、１点目は、市内で感染者が出た場合の情報公開について、どのような方

針で行っておられるのかをお尋ねします。昨日の城議員の質問と重なる部分もある

かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

   ２点目は、介護施設など福祉施設でクラスターが発生した場合の対策についてお

尋ねします。 

   これまで、介護施設で起きたクラスターに関する報道を見て、こんなことになっ

たら大変だと思ってはいましたが、正直、私自身はまだ対岸の火事的な感覚があっ

たことが否めません。しかし、７月に山鹿市の介護老人保健施設でクラスターが発

生し、これはどこにでも起こり得ることだということを再認識しましたし、菊池市

でも福祉施設で起こるクラスターを想定外にしておくわけにはいかないのではない

かと思います。 

   山鹿のクラスターの場合、１２人の職員さんが感染しています。この施設を運営

されている法人は、病院をはじめ幾つもの施設を運営されていて、法人内で不足す

る職員をやりくりされたということですが、一般的な介護施設の場合、たとえ二、
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三人でもスタッフが欠けることになれば、シフトを組んでいくことが非常に困難に

なり、正常な運営が難しくなるのではないでしょうか。 

   ８月１４日の熊日新聞の報道の一部を取上げます。介護施設などの福祉施設でク

ラスターが発生し、職員が不足する事態に備え、ほかの施設から応援する体制を愛

媛、富山など１６県が整備したことが共同通信の調査で分かった。熊本など、残り

３１都道府県も応援職員派遣の仕組みづくりを検討している。これまでに全国の福

祉施設で１００件のクラスターが発生、入所者だけでなく、職員も感染、濃厚接触

による自宅待機となり、職員が足りず、対応が後手に回ったケースが全国であった。

熊本県は、高齢者、障がい者施設の関係団体と職員応援の枠組みづくりについて協

議中、障がい者支援課は、関係２団体と９月中に委託契約を結ぶ予定で、１０月に

は応援職員を派遣できる体制を整えるという、とこのように報道されています。 

   これを読みますと、障がい者の施設では応援体制のめどが立っているけれど、高

齢者の施設に関してはそうではないようです。 

   そこで、２点目の質問です。 

   高齢者の介護施設でクラスターが起きた場合の職員の応援体制づくりがどこまで

進んでいるのか、県の取組ではありますが、分かる範囲でお示しください。また、

市としては、この件について、どのように考えておられるのかも、併せてお尋ねし

ます。 

   ３点目です。熊本県内の学校においても、新型コロナウイルスの感染者が散見さ

れるようになり、隣接する合志市や山鹿市でも小学生の感染が確認されました。本

市においても、濃厚接触者が確認された学校での休校措置が取られています。今後

菊池市の小中学校でも感染者が出ることも想定外ではないと思います。 

   ３月から５月にかけて、国の要請を受けて、学校は一斉休業しましたが、感染予

防と経済の両立ということが言われるように、教育もまた同じで、今後は全国一斉

の学校休業といったことは考えられないと思います。インフルエンザであれば、感

染者の状況によって学級閉鎖、学年閉鎖、休校といった措置が取られる判断基準が

ありますが、新型コロナウイルスの場合はどうなっているのか、休業等に関して教

育委員会としての一定の基準があればお示しください。 

   以上、３点を質問します。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 
○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 猿渡議員のご質問にお答えさせていただきます。 

   市内で感染者が発生した場合につきましては、熊本県の公表後、その情報を速や

かにホームページにて情報公開をするようにしております。 
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   次に、福祉施設でクラスターが発生した場合につきましては、障がい者支援施設

や高齢者の入所施設は、利用者や家族の生活を維持する上で欠かせないものであり、

施設内で感染者が発生した場合も、サービスを継続して提供しなければならないた

め、議員おっしゃいますとおり、職員の確保が不可欠となっております。 

   これらの福祉施設でクラスターが発生した場合、職員の不足分を市内の事業所の

みで協力して確保することは、職員数に余裕がない事業所も多く、厳しい状況にご

ざいます。 

   熊本県では、現在、これらの施設の関係団体と協議をし、障がい者及び高齢者に

おきましても、応援職員を派遣できる体制を準備しているとのことであります。本

市としましては、県に支援を依頼していきたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、私のほうからは、学校における学級閉鎖等の基

準についてお答えをさせていただきます。 

   今回の新型コロナウイルス感染症に伴う学級閉鎖や学校閉鎖などの臨時休業につ

きましては、文部科学省が示した衛生管理マニュアルに基づき、熊本県教育委員会

によりガイドラインが作成され、その中で学校休業の基準が示されております。 

   その内容としましては、感染した児童生徒等や教職員の学校における活動の態様、

接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認し、適用に

ついて総合的に判断することになっておりまして、適用の範囲は次の４項目に分け

られております。 

   １つ目が、学校において、感染者が判明した場合、２つ目が、学校内に感染者は

いないが、地域において感染者が発生した場合、３つ目が、学校内に感染者はいな

いが、地域において感染が拡大している場合、４つ目が、学校内に感染者はいない

が、本県が緊急事態宣言の対象区域に属した場合がございます。 

   このうち、学校において感染者が発生した場合につきまして、詳しく申し上げま

すと、県から示された基準では、感染経路が判明しており、学校外で感染したこと

が明らかで、学校内で他の児童生徒等に感染が広がっているおそれが低い場合は、

学年単位、学級単位等の臨時休業の措置範囲を縮小できるとされております。それ

らに基づき、本市教育委員会から各学校に対しまして休業する規模を３項目に分け、

目安を示しております。 

   １つ目が、学校外で感染したことが明らかで、感染者及び濃厚接触者が他のクラ

スや他の学年との接触がない場合は、学級単位での休業、２つ目が、感染者及び濃
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厚接触者が同学年単位での接触はあるが、他の学年との接触がない場合は、学年単

位での休業、３つ目が、学校全体で感染拡大のおそれがある場合は、学校単位で休

業と、３つの対応を検討することになります。 

   いずれにしましても、状況に応じた対応を学校、教育委員会とで検討し、判断し

ていくことになると考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 順を追って再質問をしていきたいと思います。 

   まず、市内で感染者が出た場合の情報公開について質問いたします。 

   県の感染状況の発表が市町村単位になり、菊池市でも、先ほど答弁にありました

ように、市内の感染状況がホームページで公開されるようになって、様々な憶測や

誤った情報は減ってきたと私も思っております。 

   市のホームページには、今後、熊本県から新たな情報が公表された際には、速や

かにお知らせしますとも述べられています。ですから、今のホームページ上での公

開というのを一歩進めて、市内に感染者が出た場合は、県の発表に基づいた内容を

安心メールや防災・行政ナビでも発信できないでしょうか。市の積極的な情報公開

の姿勢が市民の信頼や安心につながると考えますが、この点について、いかがでし

ょうか。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 
○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 再質問にお答えします。 

   市内で感染者が発生した場合の情報公開につきましては、県の公表後、現在のホ

ームページに加え、議員ご提案のとおり、今後はホームページの掲載に加えまして、

きくち防災・行政ナビや安心メールでも情報発信を行ってまいります。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 今後は安心メール、防災・行政ナビでも発信していただく

ということで、市民にとっては情報が受け取りやすいということになって、いいと

思います。 

   市のホームページでも呼びかけられていますが、情報の公開と、また誹謗中傷で

あるとか、人権の擁護という件に関しては、裏表の点もありますので、引き続きこ

の点にも考慮した情報の発信をお願いしたいと思います。 
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   しかしながら、情報がうやむやになっているのではなく、多くの皆さんにすぐに

情報が届くというシステムが１つ増えるということは大変よいと考えているところ

です。 

   福祉施設でクラスターが発生した場合の対応について、重ねて質問します。 

   先ほどの答弁を聞いておりますと、県にそういうことが起きた場合は、県に依頼

をしていくというふうな答弁内容でありましたが、そもそもの県の体制がいまだ整

っていない感が非常に強いと思います。市のほうからも、これに対して早急な体制

の確立を要望していってほしいと考えます。よろしくお願いします。 

   しかしながら、どこの施設も職員が不足しているという状況は本当に変わりなく、

こんな事態になったら、どこからどう人を集めていいのか、大変な状態になると思

いますので、菊池市でも、どこまでならどこの施設から、何人応援が可能であるか

というようなことの下調べ的なことも十分にやっていただきたいと思うところであ

ります。 

   山鹿の介護施設で起きたクラスターの場合、利用者さんの感染が判明しても、受

け入れる病院が見つかるまでは、施設内で職員さんによる介護が必要であったため、

家族への感染などを心配して、自宅に帰れない職員さんがおられたということでし

た。そのため、市が急遽、宿泊施設を用意したと聞いております。本市においても、

同様のケースに備えて、福祉施設の職員さんや医療従事者の皆さんのために宿泊施

設を準備しておく考えがあるかどうか、お尋ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 
○健康福祉部長（渡邉弘子さん） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   クラスター発生時の施設職員の宿泊場所につきましては、事業所が状況に応じて

対応されており、その場合の宿泊費を補助する制度を各事業所に周知をしていると

ころでございます。そのようなことから、今のところ、市が宿泊場所を確保するこ

とについては考えていないところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） 宿泊場所の準備については、今のところ、考えていないと

いう答弁がありました。しかし、実際にほんの隣、山鹿市で起きたクラスターの場

合、職員さんがどんなに困難な状況にあったかということは、ぜひ山鹿市に聞き取

りをしていただいて、心の準備だけでなく、どこなら使えるか、例えば市内、市が

持っている施設で、ここなら準備ができるというような心積もりはぜひしておいて
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いただきたいと思います。そういうことになってしまってから大慌てという事態に

ならないように、要望をいたします。 

   次に、小中学校で感染者や濃厚接触者が出た場合の対応について、重ねて質問し

ます。 

   新型コロナウイルス感染症に関して、出席停止や臨時休業等の一定の基準ができ

ていることは、もしもの場合に備える意味で大変よかったと思います。そして、何

より私が答弁を聞いて安心しましたのは、いきなり地域全部休むとか、学校全部休

むとか、そういうやり方ではなく、その状況をきちんと分析した上で、この場合は

学級単位で大丈夫だ、この場合は学年単位の閉鎖が必要だ、こうなったら学校全部

が休むことが必要だというふうに、細かく配慮がしてあるということが何よりも安

心しました。 

   ３月から５月にかけて、子どもたちは学びの場を失いました。保護者の皆さんに

も大変なご苦労があっています。そういったことにならないことを心から願って、

今回の質問をしたところです。 

   私は、この情報を保護者の方々と共有しておくことが大切であると考えています。

予備知識と心構えがあるなしでは、受け止め方が全く違うと思うからです。教育委

員会としては、保護者への周知についてどのようにお考えでしょうか、お尋ねいた

します。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 
○教育部長（木下徳幸君） それでは、ただいまの保護者への周知の件についてお答え

させていただきます。 

   学校の休業につきましては、感染症の発生状況に応じて総合的に判断するため、

一律に基準をお示しすることは難しいと思いますが、できる限り保護者の不安解消

に努めたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 猿渡美智子さん。 
［登壇］ 

○９番（猿渡美智子さん） ケース・バイ・ケースで中身が違うというのは十分理解す

るところではありますが、それでも、何にも知らなかったというより、大枠だけで

も、あ、こういうふうに教育委員会としては考えているのだというとこら辺ぐらい

は、ぜひともお示しいただけたら、保護者の安心につながるんではないかと思うと

ころです。 

   山鹿市の小学校で感染が出たケースでは、県の発表によりますと、児童３８名と
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教職員６名がＰＣＲ検査を受け、陰性であったと報告されていました。山鹿の方の

お話だと、この検査は小学校でドライブスルー方式で実施されたということでした。

熊本でも場合によってはこんな方法を取ることができるだと分かりました。 

   国も県もＰＣＲ検査を拡大する方針を明確にしています。もしも小中学生の感染

が分かった場合には、早急な検査実施によって児童生徒の安心につなげるとともに、

先ほど答弁していただいた基準に沿いながらも、必要以上に休業を長引かせること

なく、子どもたちの学びを保障できるようにしていただくことを要望して、質問を

終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、猿渡美智子さんの質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩いたします。 

   なお、午後からの会議は１時から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時３５分 
開議 午後 ０時５９分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） こんにちは。議席番号３番、緒方哲郎です。通告に従いまして、

一般質問のほうをさせていただきます。 

   小中学生の登校状況についてお尋ねをいたします。 

   全世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響により、本市小中学校

においても、予想をはるかに超える事態になっていると考えます。２月２７日の政

府からの臨時休業の要請により、本市におきましても３月２日から１５日までの９

日間の臨時休業を決定し、その後、１６日から２５日までの臨時休業を決定されて

おられます。 

   そのような中にも、３月１３日に小学校において、３月２４日、中学校において、

関係者のみでの卒業式が行われております。成長した姿を皆様に見ていただく晴れ

の舞台が寂しいものであったということは推察できるものであります。 

   また、３月２５日の修了式から４月７日までの春休みに入り、８日に始業式、翌

日の９日に菊池市内小中学校において、これも同様、関係者のみでの入学式が行わ

れております。 

   楽しい学校生活が始まるはずでしたが、再び４月１４日から５月６日までの２３

日間の臨時休業、さらには、４月１６日に政府の緊急事態宣言の範囲が全国に拡大
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したことにより、５月７日から５月３１日までの２５日間の臨時休業となりました。 

   ６月１日から学校は再開をいたしましたが、夏休み期間の短縮等もあり、子ども

たちの学校生活はどのようなものであったのかと心配するところであります。特に

小学校１年生、低学年、また、中学校３年生の受験生を控えている子どもさん方は、

不安な中での学校生活でなっているものと思われます。 

   そこで、お尋ねをいたします。 

   今現在、子どもたちの不登校の状況はどのようになっているのか、把握されてい

る範囲でお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、緒方議員のご質問にお答えさせていただきます。 

   小中学校の不登校児童の状況ということでよろしいでしょうか。 

   それでは、まず、不登校の定義を申し上げます。不登校とは、「何らかの心理的、

情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくと

もできない状況にあるために、年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な

理由による者を除いたもの」と国が定めているものでございます。 

   それでは、お尋ねの本市の不登校児童生徒数の状況につきまして、お答えいたし

ます。 

   まず、令和元年７月末現在の不登校児童生徒数は、小学生が１５名、中学生が２

６名で、合計４１人となっております。 

   次に、令和２年７月末現在では、小学生が１１人、中学生が１８人で、合計が２

９人となっております。 

   数値だけですと減少傾向にあるように思われますが、本年度はコロナウイルス感

染症の影響によりまして、夏休みまでの登校日が昨年と比較して２０日間ほど少な

いため、３０日以上欠席が少なく、一概に減少しているとは言えないのではないか

と考えております。 

   そのため、今後も引き続き、不登校問題は大きな教育課題として、丁寧な対応を

してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 本市においても、子どもたちの不登校という現状があるという

お答えでした。人数的には減っているが、これからということで、少なくともこれ

だけの子どもたちが受けるべき義務教育を受けられずに、日々悩み、葛藤を繰り返
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していることだと思います。 

   では、なぜ不登校は増加しているのか、その原因については、複合的な要因が絡

み合っているので、原因を特定することは難しいと文科省のほうも認識しており、

また、不登校経験者の中にも、不登校の原因は自分でもよく分からないと話す子ど

ももいるそうです。 

   社会の認知が高まったから不登校が増えたのではないかという説、いじめが増え

たから不登校が増えたのではないかという説、最近の子どもが変わったから不登校

が増えたのではないかという説、また、今回のコロナ禍における休業により、子ど

もたちの学校生活は不規則なものになり、不安とストレスの中での毎日ではないか

と考えます。本市においても、原因においては多岐にわたるとのお考えだと思いま

す。 

   そこで、本市においては、どのようなお考えでこの不登校対策をされているのか、

お答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問の不登校対策についてお答えをいたしま

す。 

   本市では、菊池市不登校対策協議会を設置し、この協議会を中心に、不登校児童

生徒の社会的自立を目指した対策を組織的に取り組んでおります。 

   具体的な対策といたしましては、４か所の適応指導教室の活動の充実を図る。市

内の全ての中学校に心の教室相談員を配置する。学習活動として適応指導教室交流

会や宿泊教室での体験活動を充実させるなど、不登校の未然防止と早期発見・早期

対応ができるように、連携体制を強化しながら取り組んでいるところでございます。 

   さらに、学校支援コーディネーターとスクールソーシャルワーカーを配置しまし

て、個別の相談業務体制や関係機関との連携の強化を図っております。 

   そのほかにも、九州ルーテル学院大学との包括連携協定に基づきまして、いじめ

や不登校発生の未然防止を目的として、子どもの心の状態をつかみ、どのような悩

みを抱えているのかを児童生徒一人一人の実態を把握するために「こころの問診

票」という本市独自のアンケート調査を実施しております。アンケートを活用した

ことで早期対応が可能となり、本年度はいじめの認知件数が大幅に減少しており、

いじめによる不登校は現在のところ発生しておりません。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 
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○３番（緒方哲郎君） 市の不登校対策協議会を中心に対応されているということでご

ざいました。 

   未然の防止、発見、これが一番大切なものになってくると思います。今後とも子

どもたちにしっかりと寄り添ったものになるよう、要望をいたします。 

   このような中、平成２８年１２月に不登校の子どもに学校外での多様な学びの場

を提供することを目的とした教育機会確保法が成立しました。不登校の児童生徒が

通いやすい民間のフリースクールや、公立の教育支援センターなど、学校以外の教

育機関を確保する施策を自治体の責務としてありますが、本市におけるこのフリー

スクールと教育支援センターの状況をお答えください。 

   また、中学生が高校受験をしようとした場合、このような施設を利用する中で、

出席扱いとなるのか、受験への影響があるのかないのか、併せてお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、お尋ねのフリースクールと教育支援センターの

状況についてお答えをいたします。 

   現在、本市におきましては、フリースクールに当たる民間の学校はございません。

また、本市では、教育機会確保法の施行前から、教育支援センターに当たります適

応指導教室を設置しており、学校復帰を目標として、教員免許を持つ指導員を配置

し、学習指導を行っております。 

   次に、フリースクールに通う場合の出席扱いについてお答えをいたします。 

   フリースクールに通う場合の出席扱いの可否については、学校長や教育委員会が

フリースクールを訪問し、教育課程や学習内容などにおいて情報連携ができる体制

が整っているかを把握した上で、出席扱いとするか判断することとしております。 

   高校受験に関しましては、文部科学省より令和元年度１０月に通知されました

「不登校児童生徒への支援の在り方について」では、高等学校で学ぶ意欲や、能力

を有する不登校生徒について「適切に評価すること」とありますので、高校受験へ

の影響はないと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 受験に対しては影響がないとのお答えでした。当事者である子

どもたちへは、これからもしっかりとして対応をしていかなければならない問題で

す。 

   子どもたちへの対策というのは、後ほど提言させていただきますので、次にまい



－ 143 － 

りますが、本市においても、不登校児童さんがいるというお答えでした。というこ

とは、単純に考えまして、それ以上の数の保護者と言われる方々の存在があること

は誰でも理解できることだと思いますし、また同時に、子どもたち同様、悩み苦し

んでおられるということもお分かりになっていただけるのだと思います。 

   ２０１７年１２月の広報きくちに「親に笑顔を 子どもに夢を」という題材で、

不登校に関して特集を組んであったのを覚えておられるでしょうか。菊池市在住の

親子さんが経験された事実や思いが掲載されており、本当に心打たれるものがあり

ました。その特集の終わりに、親の心情ということで、そのお母さんが取られた行

動として、同じように苦しんでいる母親を助けたいとの思いから、本音で話せる場

所づくりの必要性を痛感され、ご自宅のほうで茶話会というものを計画され、基本、

毎月第４土曜日の午前１０時からお昼まで開催されております。今現在、コロナ禍

の中でありますが、リモートにより開催されているというお話でした。参加された

方は、話を聞いてもらえて楽になりました。ここに来なかったら、今も一人で悩ん

でいたと思いますという感想や、思いを吐き出すと、ほかの人の声も聞けるように

なりましたなどの前向きをお考えになって帰っていかれるそうです。 

   そこで、本市において、このような保護者の方々に対応はどのようなことをされ

ているのか、お答えをお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、保護者への対策についてお答えをさせていただ

きます。 

   不登校児童生徒の保護者から相談を受ける体制づくりとしまして、学校では学級

担任などの教職員や、心の教室相談員が保護者の窓口相談となっております。教育

委員会には、適応指導教室指導員、スクールソーシャルワーカーや学校支援コーデ

ィネーターを配置しており、保護者の皆様に対しましても個別の相談に応じられる

よう体制をとっております。 

   さらに、子育てに悩んでおられる保護者に対しては、関係機関や庁内関係課と連

携し、教育相談で得た情報の共有化や支援体制づくりのための庁内会議を行い、保

護者との関係づくりに努めているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 保護者の方々への対応、相談をお受けする環境づくりというの

は大変必要なってくると思いますので、その辺をしっかりやっていただきたいと思
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います。 

   最後に、２つの不登校対策というもので提言をさせていただきますので、教育長

のお考えをお答えください。 

   こちらは、どちらも玉名市のほうで行われているものです。 

   １つ目に、子どもたちの閉ざされた心を開くために、アニマルセラピーと言われ

るものの活用です。教職を退職された方が自宅の隣接地にポニー、ウサギ、モルモ

ット等を飼育されておられ、毎週土曜日の午前中に、子どもたちが集まってきてお

世話をすることで、会話が増え、友達ができて、実際に不登校だった子どもさんが

学校に行けるようになったという事例があるそうです。 

   幸い本市には菊池農業高校もありますし、旭志に四季の里という施設もあります。

学校へお願いをしたり、そのような施設を活用しながら、セラピー効果により子ど

もたちの居場所づくりをしてはどうかというのが１つ。 

   また、２つ目は、保護者の方々へは、さきに言ったような茶話会など、お話をす

る場へのお手伝いです。具体的には、私も、今、行われている菊池市の茶話会、ま

た、玉名文化センターで行われている集まりにも参加させていただきました。 

   玉名文化センターでは、１テーブル６人のグループが６個あり、空きがないくら

いの方々、多くの方々が来られておられました。市のほうからホール代の補助を受

けて、活動自体は教職の方が中心になって行われておられました。なかなか大人数

の中でお話しするのは苦手だと言われる方は、少人数の茶話会のほうに参加されて

結構ですし、もっと多くの方たちとお話をしたいと考えておられる方は、そちらの

ほうに行っていただくと。このような集まりの場所の提供として、キクロスの１部

屋は使用を可能にするなどの補助ですが、こういうものができるのかどうか、教育

長のお考えをお聞かせください。 

○教育部長（木下徳幸君） すみません、先ほどの答弁の中で、相談窓口と申し上げる

ところを、窓口相談と申し上げてしまいました。訂正をさせていただきます。申し

訳ございません。 

○議長（大賀慶一君） 教育長、渡邉和博君。 

［登壇］ 

○教育長（渡邉和博君） それでは、ただいまの緒方議員のご質問、ご提案について、

お答えいたします。 

   本市の教育委員会では、過去に、先ほど申し上げました４つの適応指導教室に通

う子どもたちが交流する中で、動物との触れ合いの場を設けた、そういう体験学習

を実施しております。そのほかにも、宿泊教室や里山での自然体験学習などに取り

組んでいるところでございます。学習の中で、動物との触れ合いやものづくり等の



－ 145 － 

体験活動を計画しましたのは、児童生徒たちにとって、生活への興味・関心・意欲

の向上とか、あるいは成就感や自己肯定感の醸成などの効果が見込めると判断して

いるためでございます。 

   今年度の事業は、残念ながら新型コロナウイルス感染症の影響により中止を余儀

なくされていますが、今、緒方議員からのご提言は、本事業の趣旨と重なるものが

ありまして、賛同いただいているものとありがたく思ったところでございました。

引き続き、地域の資源を有効に活用した体験活動等を継続してまいりたいというふ

うに思っております。 

   ２番目に、保護者同士で話し合う場の提供ということでございますけども、現在、

保護者同士で定期的に話し合う場は特別には設けておりませんが、子育てに悩み、

不登校の子どもがいる保護者同士をつなぐための場所の提供のご要望がありました

ら、今後、保護者のニーズに合わせて対応し、提供してまいりたいというふうに思

います。 

   不登校の子の保護者の不安は大変大きいものがあると思いますので、その保護者

にも寄り添うことができるよう、さらに相談体制の充実を図り、学校に通えるよう

に支援することはもとより、子どもの社会的な自立を目指した取組を今後も進めて

まいりたいというふうに思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） この不登校の問題については、本市においてもいろんな対策を

考え、行われていることを分かりました。この解決に当たっては、多くの支援、ま

た、原因が多岐にわたっていることから、各部署間と連携することにより、まずは

相談しやすい環境づくりが必要になってくると考えます。そして、このような子ど

もたちに対する熱い施策というのは、子育て世代の方々にとっては、安心して本市

で生活していただけるものになっていくと思います。決してマイナスイメージにと

らわれず、前向きに対応されていかれることをお伝えして、次の質問に参ります。 

   次に、農業への支援についてお尋ねをいたします。 

   熊本県は、今年３月に県内の新規就農者の総数が、前期と比べて７４人減の４２

８人だったと明らかにし、一方で、農家以外出身者の新規参入就農者数は、調査開

始以来最も多い１５２人であったと発表しました。 

   そういう中で、地域別の新規就農者数は、菊池地域が７７人と県内トップであり

ました。大変喜ばしいことですし、意欲を持って農業に従事する若い力が増えるこ

とは、地域の活性化においてもよい結果をもたらしていただけることだと期待をし
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ているところです。 

   そのように期待することがある中、この質問をすることになりましたのは、農業

関係の会議後に１人の農家さんからお話があったことからになります。その方が言

われるには、近頃は機械も高くなって、なかなか買い出せない。何かいい補助金の

ようなものはないだろうかということでした。その考えは農業をしております私も

同じでありましたので、話が尽きませんでした。 

   また、最初に述べました新規就農の方々にも、長く農業に従事していただくため

にも、このような支援策、支援というのは必要なものになってくると思います。 

   これから新規に農業を始められる方々も含めた農業従事者において、国や県、ま

た、市からの農家に対する補助金は大変ありがたいものであり、有効に使っていく

べきだと考えます。 

   また、今般のコロナ禍における収入減により、機械の導入、施設の充実等を考え

ておられる方にとっては、必要な支援の１つと考えます。 

   そこで、今回は耕種農家に対する補助金について質問をさせていただきます。 

   耕種農家、主に米、麦、野菜等を中心に耕作する農家のことを示すものでありま

すが、まず、本市における全体の販売農家数と、このうち耕種農家と言われる農家

戸数、それと、過去３年間に主に耕種農家が受けることができる補助金で、機械導

入やビニールハウス等の施設整備における補助金の実績があれば、分かればお答え

ください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） 改めまして、こんにちは。それでは、ただいまの緒方議員

のご質問にお答えいたします。 

   まず、本市の耕種農家数についてお答えいたします。 

   ２０１５年の農林業センサスによりますと、販売農家数が２，１７９戸となって

おります。このうち主に畜産業を経営する農家数が２９２戸ありますので、これを

除きました１，８８７戸が耕種農家数と捉えております。なお、この数の中には兼

業農家も含まれているところでございます。 

   次に、耕種農家が活用できる補助事業の実績をお答えいたします。 

   施設整備や機械導入の補助事業を活用された耕種農家の過去３年間の実績につき

ましては、平成２９年度では、３２の事業主体が取り組まれております。事業対象

農家数は１０２戸で、総事業費は５，９１１万円、うち補助金額は２，６５７万円

となっております。 

   次に、平成３０年度では、２９の事業主体が取り組まれております。事業対象農
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家数は５６戸で、総事業費は１億２，９３４万円、うち補助金額は５，９２６万円

となっております。 

   次に、令和元年度でございますが、１８の事業主体が取り組まれております。事

業対象農家数は１５１戸で、総事業費は１２億３，８９０万円、うち補助金は５億

６，８４７万円となっております。 

   なお、この令和元年度の事業費が突出して高い金額を示しておりますが、これは

花房台に建設されております大規模な育苗生産施設関連の事業費１１億４，６９６

万円、補助金額５億３，１００万円が含まれているためでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 全体の販売農家戸数が２，１７９、耕種農家が１，８８７とい

うことで、おおむね９割ぐらいの、全体の販売戸数からするとということになると

思います。 

   また、その実績からすると、補助金の金額からすると２，６００、５，９００万

あたりになると思うんですけども、農家戸数であったり、全体の割合、耕種農家の

割合からすると、少ないのではないかという思いが本音であります。 

   そこで、この補助金申請において、今現在はポイント制というものがあります。

私も以前、この補助金の申請をした際に、非常に苦労した経験があります。このポ

イント制というのは、例えば経営面積の拡大という項目がありますが、まず、農地

中間管理機構からの賃借権の設定を受け、かつ目標年度に現状より４ヘクタール以

上の経営面積の拡大を行う。これができると、最大の５ポイントというものを獲得

できるというものがあります。そのときは全部でこのような項目が７つありました

が、その全ての項目で最高ポイントを取れば２０ポイントと。このポイントが高け

れば高いだけ、補助金の対象者になるというものですが、現状を考えた場合に、農

地中間管理機構の設定に関しては問題ないにしても、４ヘクタール以上の経営面積

の拡大というのは、本市においては非常に厳しいのが現状です。北海道と九州、こ

のように耕作面積等を比べてみてもお分かりになると思います。 

   申請窓口の１つとして本市としても、このポイント制に対しては、いろんな工夫

などをしながら対応をされていることだと思いますが、その課題と解決策等あれば

お示しをお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、緒方議員のご質問にお答えいたします。 
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   まず、国や県の補助事業につきましては、補助対象となる農業者を選定するため

のポイント制が導入されております。ポイントが高い農業者が補助事業に採択され

る仕組みとなっているところです。 

   ポイントの項目につきましては、事業ごとに異なりますが、新規就農者や高い目

標を掲げ経営発展を図るために規模拡大を目指す農業者、また、法人化を目指す農

業者の方はポイントが高くなる傾向にあります。補助事業の採択を受けやすくなっ

ている状況でございます。 

   このため、市としましても国や県、ＪＡなどと連携し、法人化や担い手への農地

集積の推進を図るとともに、本市独自の補助制度であります菊池市認定農業者規模

拡大推進事業補助金の交付によりまして、認定農業者の規模拡大に対する支援を行

っているところでございます。 

   しかしながら、その一方で、経営発展を目指すものの、法人化や規模拡大が困難

な中規模・小規模の農家に対しましては、ポイントが加算されにくく、採択に至ら

ないといったケースがあります。 

   このポイント制につきましては、国や県との協議の場において、規模拡大が困難

であっても、地域農業の中核を担い、経営改善を目指す農業者に対しても補助事業

が実施できる仕組みになるよう、これまでも申し上げてきましたけれども、今後も

引き続き、様々な機会を通して要望を行ってまいりたいと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） このポイント制に関しましては、国が全国一律に決めているも

のでありますから、市としては、その中でどうにかポイントを上げていかなければ

ならない問題です。いろんな対策をこれからもお願いするところですが、例として、

本市において最高ポイントが１３ポイントだったときに、お隣の合志市で２０ポイ

ント中１６ポイントをカウントされた方がおられたという情報があります。そのよ

うな方の内容などをお聞きしながら、ポイントアップに努力していくことは大切だ

と考えております。 

   そこで、もう一つ、棚田地域振興法による補助金があります。これは令和元年６

月に議員立法により棚田地域振興法が成立し、８月１８日に施行されたことによる

補助金ですが、棚田地域における人口減少、高齢化の進展により、全国の棚田が荒

廃の危機に直面していることから、貴重な国民的財産である棚田を保全し、棚田地

域に有する多目的にわたる機能の維持管理を図り、棚田地域の持続的発展及び国民

生活の安定・向上に寄与することを目的とされています。 
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   具体的に言えば、指定要件を満たせば、中山間地域直接支払制度の急傾斜地の田

でありますれば、１０アール当たり現行２万１，０００円の交付に１万円の上乗せ

をしますというものです。本市においても、１月７日に旭志地区で、また、８日、

９日にかけて菊池地区において説明会を開催されておられます。 

   そこで、この補助金の対象地区の数と、申込みの状況、また、その申込み状況を

どのように捉えられておられるのか、お答えをお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、棚田加算の対象についてお答えいたします。 

   現在、中山間地域等直接支払制度に取り組まれている集落協定数は８４ございま

す。このうち、急傾斜のある棚田地域の指定要件満たす集落協定は７３でございま

す。このうち、１６の集落協定から棚田地域の指定を受け、中山間地域等直接支払

の棚田地域振興活動加算を受けたいと要望があっております。 

   その要望組織の数につきまして、本市といたしましては、貴重な国民的財産であ

ります棚田を保全することによりまして、農産物の供給のみにとどまらず、様々な

多面的機能の維持・発揮を促進するとともに、観光や都市農村交流等の取組を通じ

た関係人口の増加など、棚田を核とした中山間地域の振興を図る必要があると考え

ております。 

   このため、非常に厳しいスケジュールではございましたが、本年１月に説明会を

行い、事業の推進を図ってまいりました。 

   中山間地域等直接払いにおける棚田地域振興活動加算の要件といたしましては、

棚田等の保全、棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮、棚田を核と

した棚田地域の振興の目標を設定し、実施する必要がございます。 

   今回の棚田地域振興活動加算を受けるためには、これまでにない新たな活動が必

要になってくることなどに加えまして、集落において検討していただく期間が短か

ったことから、初年度の要望数は少ないのではないかと考えておりました。 

   しかしながら、１６の協定において取り組みたいとの要望をいただき、初年度と

いたしましては予想を上回る要望をいただいたところでございます。 

   また、説明会では、今回要望のなかった集落協定からも、次年度以降、要望を行

いたいという声も伺っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 今の維持管理等に関しましては、この申込みの拡大をお願いす
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るところであります。 

   今、お答えいただいた中で、指定要件が３つありますが、１つ目の棚田等の保全

については、今現在もしっかり取り組んでおられると思いますし、２つ目の棚田等

の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮においても大丈夫だと考えます。 

   ただ、３項目めの棚田を核とした棚田地域の振興という項目において、不安に感

じておられるように思われます。この要件に対して、地域おこし協力隊等を活用し

て都市住民の紹介をしてもらえるよう、農政課であっせんしてもらえば、やってい

けるのかもしれないとのお考えを対象地区の方から伺いました。このようなことは

対象地区の方々の意見を十分聞き入れながら、市独自に課題を見つけ、さらに解決

策を見いだし、対処できるものではないでしょうか。 

   最初に申しました国の施策のポイント制におきましては、１月に本市市議会の農

業を考える議員の会で農林水産省に参りました際に、坂本道博議員のほうから、ポ

イント内容の緩和を提言していただきました。このように、それぞれの立場ででき

ることを見つけ出して対処していくことが大事だと考えます。このことをお伝えし

て、次の質問に参ります。 

   最後に、農泊についてお尋ねをいたします。 

   今回のコロナ禍において、本市の宿泊施設においても、宿泊予約のキャンセル、

宿泊予約がないなど、また、先日の城議員の一般質問の中において、前年比９０％

減の宿泊施設があるとの答弁がありました。その被害は相当なものになっているも

のと思いますが、農泊、民泊と言われる宿泊施設においても、その被害は考えられ

ます。その宿泊状況が分かればお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 政策企画部長、後藤啓太郎君。 

［登壇］ 

○政策企画部長（後藤啓太郎君） 改めまして、こんにちは。農泊事業のコロナ禍にお

ける宿泊状況についてお答えいたします。 

   農家等民泊を営まれている菊池ふるさと体験協議会の状況についてお答えします。 

   当協議会には、現在４軒が加入されており、本年度は８月末現在、宿泊者数は９

９人、うち外国人は２人と報告を受けております。 

   また、令和元年度の宿泊数は２４１人で、うち外国人は１３３人となっておりま

す。 

   全国的に新型コロナウイルス感染症が広がった今年３月からの月ごとの宿泊者数

は、３月から５月までは０人、６月は９人、７月は４０人、８月は５０人の計９９

人となっており、昨年同時期３月から８月と比較して、宿泊者数はプラス４人、う

ち外国人はマイナス３７人となっています。 
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   訪日外国人の宿泊が大きく減少しておりますが、国内の宿泊者数がその分をカバ

ーして増加したことにより、全体の宿泊者数は微増となっております。 

○議長（大賀慶一君） 緒方哲郎君。 

［登壇］ 

○３番（緒方哲郎君） 民泊、農泊と言われるものに関しましては、少しずつ回復をし

ているというような、微増であるというようなお答えでした。 

   ここで、支援策等をお聞きする予定でありましたが、全員協議会等で説明をされ

ておりますので、ここでは説明を省かせていただきますが、今回、私は農泊につい

ての質問をさせていただきました。考え方としては、宿泊関係全般の問題と思って

おります。本市の観光の中心をなす宿泊施設ですから、今後もしっかりとした支援

策を講じていくべきだと考えます。 

   今回の質問に当たり、まさに私がお伝えしたい思いそのものが、広報として市の

広報誌と一緒に参りました。こういうものですが、皆さんもご覧になったと思いま

す。それに書いてありますのは、「菊池市在住・在勤者限定、お宿に泊まって菊池

を応援しよう」というものであります。 

   先日、私も市の民泊協議会のところに農泊体験をしてまいりました。それは一言

で言うと、真心のおもてなしというものでありましたし、お風呂は菊池市の温泉に

入りました。朝から地域の有名なところにちょっと連れていってももらいましたし、

お昼はだんご汁屋さんで食事をさせていただくようなことでありました。 

   今、私たちにできることを少しでも地元に還元して、事業継続のお手伝いをする。

できることを少しずつでもいいと思います。このような考えが広まっていくことが

本市のためになっていくものと思います。 

   今、菊池が一つになって、この苦境を乗り越えていきましょうということを申し

上げて、私の質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、緒方哲郎君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後１時４５分 
開議 午後１時５２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 皆さん、こんにちは。菊池市の最高決定機関である菊池市議会
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定例会は、国旗を掲げ、国歌斉唱して始めるべきだと考えている、議席番号５番の

平直樹です。私は日々の政治活動において、目標を政治をもっと近くに、判断基準

を子どもたちが大きくなったときにどうかという二本柱として行っております。 

   今回の一般質問も６月議会同様に時短を念頭に、３点、一般質問を行いたいと思

います。 

   まず、１点目ですが、健康推進についてお尋ねをいたします。 

   この質問の目的は、市民の健康寿命を延ばすことが、本市の至上命題であると考

えているためです。先日、泉田議員も健康ポイントについてお尋ねをされていまし

たが、同じ思いではないかなというふうに考えております。 

   そこで、まずお尋ねをいたします。 

   民生費の増加も重要な課題と認識していますが、過去５年間の推移を教えてくだ

さい。 

   また、現在、民生費を抑制するためにも、健康寿命を延ばすことがその対応施策

となると思いますが、本市としては、その健康寿命を延ばすための施策、どんなこ

とに取り組んでいらっしゃいますか。その目標数値や現在の課題も教えてください。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 平議員のご質問にお答えいたします。 

   民生費の過去５年間の推移につきまして、まずお答えいたします。 

   平成２７年度は約９５億４，５８１万円、平成２８年度は約９６億４６５万円、

平成２９年度は約９５億１，５６９万円、平成３０年度は約９６億６，１９５万円、

令和元年度は約９７億４０万円と推移しております。平成２７年度から令和元年度

の５年間で約１億５，４５９万円増加している状況でございます。 

   年々増加しております民生費には、一般会計から繰り出す医療費と介護給付費負

担分も含まれております。 

   これらの支出を減少させ、健康寿命を延ばすためには、健康づくりと介護予防の

推進が重要と考えます。 

   健康づくりは、まず、ご自分の体の状態を知り、自分に必要な生活習慣などの改

善に取り組むことが重要になると考えております。 

   そこで、若い世代から生活習慣病の予防に関心を持ち、健康づくりの実践につな

げていただくように、各種健康診断を実施し、健診結果に基づいた生活習慣病予防

や重症化予防のための保健師・管理栄養士による保健指導を実施しております。 

   また、市民の皆様が運動習慣を身につけていただくための健康運動教室や正しい

食生活の推進のために健康料理教室なども実施しております。 
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   さらに、市民の皆様の健診受診率の向上と健康づくり活動の習慣化を進め、健康

づくりを応援する取組としまして、令和元年度より健康ポイント事業を実施してお

ります。 

   高齢者の健康づくりとしましては、週１回以上「いきいき１００歳体操」を行う

住民主体の通いの場づくりの支援を行っております。体操することで筋力の維持・

向上が図られるとともに、交流の場、ひいては地域づくりの場につながっておりま

す。 

   令和２年８月末現在の取組団体は８２団体で、現在は新型コロナウイルス感染症

拡大防止のために休止中の団体もございますが、保健師などが通いの場を訪問し、

感染防止対策を講じながら安全に通いの場の運営ができるように支援しているとこ

ろでございます。 

   また、心身の機能低下を予防するために、歯科衛生士が口腔機能低下予防につい

て、管理栄養士が低栄養について、約３か月間の短期集中型の訪問指導などを行っ

ております。 

   そのほか、出前講座において認知症の予防や、口腔ケア、低栄養防止、運動など

にいて健康教育を実施しているところでございます。 

   次に、施策の目標数値と課題、その解決策につきまして答弁させていただきます。 

   本市では、市民の皆様が、心身ともに健やかで充実した日々を過ごせるよう、菊

池市健康増進計画・食育推進計画を策定しております。 

   その計画に基づいた、令和３年度の主な目標数値は、特定健診受診率が現状３１．

８％を４０％に、特定保健指導率が現状５６．６％を６０％に、乳がん検診受診率

が現状１８．６％を２０％にとしております。 

   課題としましては、自分の今の体の状態を知っていただくきっかけとしましての

特定健診受診率やがん検診受診率が低迷していることでございます。 

   課題の解決としまして、健診を受けることで、生活習慣の見直しのきっかけとな

ることをご理解いただくことだと考え、まず、健診を受けられた方に対して、健診

結果に基づいた、より丁寧に保健指導を行い、生活習慣病の発症や重症化の予防に

取り組んでいるところでございます。 

   また、未受診の方に対しましては、訪問や啓発チラシの配布、広報紙を活用した

受診勧奨を積極的に進めております。 

   さらに、郡市医師会や各医療機関との連携を一層深めてまいりたいと考えており

ます。 

   高齢者につきましては、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画において、通

いの場の取組団体数を令和３年度までに１１０団体にすることを目標としておりま
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す。 

   課題としましては、通いの場があっても参加できない、参加しない方もおられま

すので、その方々への介護予防対策を講じる必要があると考えております。 

   通いの場は順調に増えておりますが、まだ通いの場がない地域がありますので、

将来的には全行政区において通いの場ができることを目標に取り組んでまいりたい

と考えております。 

   また、短期集中型訪問指導の目標は、口腔機能低下及び低栄養状態の改善率を９

０％にすることでございます。令和元年度の実績は８４．５％でございました。 

   課題としましては、訪問指導終了後も、自宅で指導内容を継続し、改善状態が維

持できるための対策だと考えます。 

   定期的な訪問指導や通いの場などにおいて、低栄養指導や口腔機能向上のための

健康教育をするなど、高齢者の健康づくりを支援してまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、スポーツを通じた健康増進の施策についてお答

えをさせていただきます。 

   社会体育課では、生涯を通じてスポーツに親しめる環境づくりを行い、菊池市ジ

ュニアスポーツクラブ等による小中学生の体力増進や、市体育協会による各種スポ

ーツの競技力の向上、また、総合型地域スポーツクラブやスポーツ推進員協議会に

よる各種イベント及び誰もが気軽に楽しむことのできるニュースポーツの普及を図

り、健康・長寿のまちづくりを進めております。 

   特に健康増進や健康維持を目的としたものでは、２０歳以上からを対象としたさ

わやか健康教室、それから、高齢者の生きがいづくりと健康増進を目標に、総合型

地域スポーツクラブによる高齢者健康教室の開催の普及にも努めているところでご

ざいます。 

   次に、目標と課題、対策についてですが、子どもから高齢者まで、広くスポーツ

に親しむことで健康増進と健全な心身の保持増進を目的に、総合型地域スポーツク

ラブを創設し、会員４００名を目標に毎年募集をかけておりますが、平成３０年度

では３４０名、令和元年度では２７４名と、目標値には達していないのが課題です。 

   対策としましては、総合型地域スポーツクラブの募集においては、従来はホーム

ページや広報誌等の応募としておりましたが、さらに募集のチラシや区長文書での

回覧も検討し、会員の増加や、高齢者健康教室の参加者の増加を図り、多くの方の

健康増進に努めてまいりたいと思っております。 
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   また、生涯スポーツの推進のため、社会体育施設の利用者数の目標値を年間６０

万人とし、各スポーツクラブや各種目協会によるスポーツ教室、スポーツ推進員に

よるイベント、総合型地域スポーツクラブによる高齢者健康教室等を開催している

ものの、施設の空き状況の把握が困難だったため、利用希望の時間帯が集中したこ

とから、施設の利用が制限されてしまうという課題がありました。 

   結果、平成３０年度では約５６万８，０００人、令和元年度では新型コロナウイ

ルスの影響もあり、約４６万５，０００人と目標値に達しておりません。 

   対策としましては、今年度導入しました電子予約システムの活用により、利用希

望者に施設の空き状況等が容易に把握できることから、予約の集中が解消出来、利

用者増につながるものと考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 様々な取組、施策をご説明いただきました。ちょっと書き取れ

ないぐらいたくさんいただきましたが、健康推進部のほうからすると、健診と、あ

と運動、食生活の支援、健康ポイントと１００歳体操、口腔ケアなどをやっている

よということだったかと思います。その中で、どれのどのものに関しても、やっぱ

り目標数値を掲げてるけども、それに下回っているのかなというところだったと思

います。 

   教育委員会のほうの社会体育のほうにしても、やっぱり数字を掲げているけども、

なかなかいかないよということだったと思うんですが、健康推進を進めるにわたっ

て、健診以外は、基本的にはやっぱりみんなで寄って、いろんなスポーツをしたり

とか、いろんな講座を受けたりとかということが基本的にはあるので、今年、それ

ができるかというと、やっぱりなかなか集まるなというのが基本的にはありますの

で、その目標達成にはなかなか難しいのかなというふうなことも思っております。

ご自分たちでこの課題をクリアするために、いろいろ施策を打たれていくことかと

思いますが、新しい生活様式に沿った、この課題を解決するためのまた新しい施策

というものをやっぱり考えていかないと、みんな集まってください、体操しますよ

ということもなかなかできないということが現状ですから、いろいろ難しいところ

はあるとは思うんですが、やっぱり健康推進はどうしても進めていかなきゃいけな

いし、やっぱり地域の皆さんにいつまでも健康で楽しい生活を送っていただくため

には、これは必要なことだと思います。 

   そのやっぱり健診なんですけど、僕は今、４４歳なんですけど、僕、なるべく行

こうとは思ってますけど、健診に行くのが、なかなか時間がないという言い訳をし
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て、やっぱり怖いんですね、行くのが。病気見つかったらどうしようとか、仕事し

なきゃいけないとかいう理由をつくるので、健診に行ったら何かいいことがあるよ

みたいなものをつくらないと、正直なかなか、この４０％クリアしたとしても、４

０％なんで、できればここを８０％ぐらいに上げて、それを達成するぐらいの何か

が要るのかなというふうには考えておりますので、さらなる何か検討をいただけれ

ばと思うんですが、ただ、１つ、提案をさせていただきたいんですが、社会体育施

設を年間６０万人というふうな数字を掲げて、平成３０年度が５６万８，０００人

でしたかね。令和元年度が４６万５，０００人ということだったんですが、私が提

案するのは、年金受給開始が６５歳からなんですが、６５歳以上の方が、その菊池

の社会体育施設を使いたいとなったときに、そこの利用する料金を免除する形で、

たくさん使っていただくことを推進すれば、個人として、いろいろスポーツにもう

少しやってみようというふうなことにつながるのではないかなというふうに考えて

おります。今までしっかり働いて納税をされてきた方々が、１００円、２００円程

度の使用料ぐらいは市が見て、そして、それをもって健康寿命を延ばしていただけ

るんだったら、それはそれでいいのかなというふうに私は考えておりますが、そう

いった考えはありませんか。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 

［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問のほうにお答えさせていただきます。 

   社会体育課では、小中学生を対象として活動しているジュニアスポーツクラブ、

それから菊池市体育協会加盟の団体、各行政区の主催のイベント等に関し高齢者も

含めまして、できるだけ多くの方が体育施設を利用しやすいように使用料の免除、

減免を行っておりますが、６５歳以上などの年齢区分による使用料の免除・減免に

ついては、今のところ行っていない状況でございます。 

   高齢者の体育施設の利用料免除につきましては、高齢者の方々が施設を利用する

ことで、健康保持・増進に努めていただき、ひいては、医療費の抑制にもつながる

と思われますので、プールやトレーニングジムなどの個人利用につきましては、今

後、検討していきたいというふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 答弁ありがとうございました。 

   そのほかにも、健康推進をするに当たって、菊池市としてはこういったことを一

覧としてやっていますよという、一覧のような紙をつくって、広報に入れて見てい
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ただくとか、そういった努力もしていただければと思います。 

   次の質問に移ります。 

   続いては、ＧｏＴｏキャンペーンについてお尋ねをいたします。 

   この質問の目的は、新型コロナウイルスとのこれからは共存をしていかなければ

なりません。特に菊池は観光業として頑張っていきたいわけですから、その観光業

の方々にも、もっと頑張ってもらえるような環境をつくっていきたいというのが私

の考えであります。その考えのもとに質問をさせていただきます。 

   現在、このＧｏＴｏキャンペーン、ちょっと前は世間を騒がせておりました。今

やるべきかどうかといった議論が大きかったと思いますが、今回は、その今やるべ

きかどうかの議論はちょっと横に置いておきまして、本市における現状についてお

尋ねをしたいと思います。 

   まず、そのＧｏＴｏキャンペーンの概要がちょっと分かりにくい部分もまずあり

ますので、そこのポイントを教えていただきたいのと、受入先として対象になるた

めには必要な作業もあると思いますので、そういったことも含めてお尋ねをいたし

ます。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、平議員のご質問にお答えいたします。 

   まず、ＧｏＴｏキャンペーンにつきまして、その概要を説明させていただきます。 

   ＧｏＴｏキャンペーンは、新型コロナウイルス感染症により、売上げなどに甚大

な影響を受けた観光業、飲食業、イベント業などにおける消費需要を喚起するため

に実施される国の事業でございます。 

   詳細につきましては、国会等でも説明されておりますけれども、この事業は４つ

のキャンペーンから構成されております。 

   まず、１つ目に、観光について、１泊２万円、日帰りの場合は１万円を上限に、

旅行代金の２分の１相当額のクーポン等を付与して支援するＧｏＴｏトラベル、２

つ目に、飲食について、最大１人１，０００円分のポイント付与や２割相当分のプ

レミアム付き商品券を販売して支援するＧｏＴｏイート、３番目に、イベントにつ

いて、イベント関連のチケット等を購入する際、２割相当分の割引やクーポン等を

支援するＧｏＴｏイベント、そして、４番目に、商店街について、商店街などによ

るイベント、プロモーション、観光商品開発等を実施・支援するＧｏＴｏ商店街の

４つがございます。 

   ご承知のとおり、既にＧｏＴｏトラベルが先行実施されておりますが、本市の宿

泊施設において、８月２４日現在、１２施設が旅行会社などを通じて参加をされて
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いるところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

   失礼しました。訂正いたします。飲食についてのＧｏＴｏイートのところで、プ

レミアム付き商品券と申し上げましたが、正しくはプレミアム付き食事券でござい

ます。おわびして、訂正いたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） ありがとうございました。対象となるための作業はちょっとあ

れかなと思いましたけど、ＧｏＴｏキャンペーンを利用したい方というのは、自分

でクーポン券を持って、その宿泊施設に行くわけではなくて、どこかの宿泊施設に

予約をした、その宿泊施設がお客様情報をあるサイトに登録をして、そこでクーポ

ン券を発行して、お客さんを待つ。そして、その支払いのときにそのクーポン券を

使うという仕組みになっているかと思います。 

   先ほど緒方議員も、農泊、民泊のことをおっしゃられておりましたが、私もちょ

っとこの民泊の運営されている方々に電話で取材をさせていただきまして、このこ

とを聞きました。基本的には、私はＧｏＴｏキャンペーンを使って、たくさんの人

にこのまちに来ていただきたいと思っております。時期は置いといても、何より大

切なことは、新型コロナウイルス対策をきちんとやっているかどうかが大切なこと

であって、やっぱり経済とのバランスがとても大切なので、なかなか難しいんじゃ

ないかと思ってお電話して聞きましたら、やはりそこでの課題は、もう事務手続が

ちょっと煩雑だと。なかなかインターネット使えないんだというようなお声が一番

多かったです。そういう手続を観光協会さんに何かやってもらえたらなというよう

なお声もたくさんいただいております。その中では、もうキャンペーンを利用する

つもりもないという方もいらっしゃいました。 

   私が電話で取材したときは８月の１２日、ちょっと前にはなりますが、観光協会

さんにもお電話でお伺いしたんですが、ＧｏＴｏキャンペーンのその事務代行を、

なかなかインターネットとかがちょっと苦手だよという方々の事務代行を第三者機

関としてなら成り立つよということは示されておりまして、ほかの自治体で観光協

会さんが、その自治体の観光協会さんが第三者機関になられている実例もあります。

そのことを踏まえて、菊池の観光協会さんではそういったことを、事務代行をされ

ませんか、そういう考えはございませんかとお尋ねしたときに、その時点では、理

事会なんかでも協議はしたけど、現在はその考えはないんだよというようなお答え

でありました。 

   そこで、もう一回聞いたんですが、じゃあ、市から、菊池市のほうからそういっ
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たことで第三者機関として事務代行をやってくれないかというような依頼はありま

したかとお聞きしたら、そういった依頼もまずありませんということでありました。 

   自分で調べてみれば、多少インターネットが使えたら、そういったサイトがあっ

て、やれないことはないんでしょうけど、やっぱりなかなか年齢的なものもありま

して、難しい部分もあると思うんですが、ぜひ、私は観光協会さんがその第三者機

関になって、民泊あたりの業者の方々もしっかりこのＧｏＴｏキャンペーンに参加

していただいて、菊池の魅力をそこで伝えてもらえるお仕事にやってもらいたいと

思うんですが、そこで、ちょっとお尋ねなんですけども、その事務代行に対しては、

やっぱりそこに費用が発生してしかるべきだと思うんですが、菊池市のほうから菊

池観光協会さんのほうに補助金というか、そういう形をつくって、事務代行を依頼

する考えはありませんか。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの議員のご質問の件につきましてお答

えいたします。 

   私どもも、民泊事業者の方に聞き取りを行いまして、登録申請の手続が煩雑であ

ること、また再び感染が拡大していることなどを理由に登録を見合せている状況と

いうことでございました。 

   また、既に市内では１２の宿泊施設が自ら登録を行っておられ、観光協会におい

ては、一律に申請手続の支援は行っておられず、お問合わせがあった際に、個別に

登録時に必要となる第三者機関を紹介するなどのサポートを行っていると聞いてお

ります。 

   このような状況であることから、市といたしましては、観光協会を後押しするた

めに事務費を負担するということは考えておりませんが、一方で、観光需要を喚起

する上でも、ＧｏＴｏトラベルは一つの有効な策であると考えておりますので、引

き続き、事業者の方々のニーズの把握に努め、必要な支援を検討してまいりたいと

考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 今はその考えはないということでしたが、今、緒方議員が先ほ

ど言われたのは、菊池市の方もしくは熊本県の方が菊池の宿に泊まろうねという内

需だと思います。これは時期が来れば、必ず外にその目は向かっていきますから、

今のうちからそういったことの仕組みをつくっていかなければならないと考えてお
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りますので、その日が来たら、皆さんに来ていただけるような仕組みを絶えず考え

て、そこでちょっとシャッターを下ろさないで、継続していただけたらというふう

に思います。 

   じゃあ、続いての質問に参ります。 

   ３点目です。市政運営についてお尋ねをいたします。 

   これまでの江頭市長の７年半、様々な市の課題に取組、様々な解決を見てきたも

のと思っていますが、あの熊本地震があって、創造的復興がまだ全部済んでいるよ

と言うにはちょっと言い難い状況の中、今や、世界中を悩ませている、なかなか出

口の見えない、この新型コロナ感染症対策に追われているこの昨今、激動であるこ

の現在という認識を私も持っております。 

   江頭市長になられて、ごみ処理場の広域加入、本庁の建て替え、キクロスの完成、

ふるさと創生市民広場、旭志支所、泗水支所の改修工事、きくち渓谷館の建て替え、

近々は竜門ダムの龍龍館がキャンプ場にオープンするとも伺っております。などな

ど、市民の皆さんにも見える形での成果もたくさんありますが、市長自ら、この７

年半の市政運営の成果、そしてまた、課題を教えてください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 皆さん、こんにちは。ただいま平議員より、７年半の江頭市政

の成果等の振り返りと課題認識をという趣旨のご質問でございました。 

   私は、市長就任以来、ふるさと再生のために山積する課題に無我夢中で取り組ん

できましたので、改めてもう７年半もの歳月が流れたんだなと感慨を覚えた次第で

ございます。 

   これまでの２期を振り返りますと、まず第１期目は、それ以前からの大きな懸案

事項に取り組んで、解決を図っていったということは何よりも一番に頭に浮かんで

くるわけでございます。当時、一番の懸案でありました本庁舎問題は、現在の大変

明るいオフィスに生まれ変わり、また、一般ごみ処理の広域加入も解決して、いよ

いよ来年度から操業開始の運びでございます。また、長年未解決だった田島工業団

地も完売し、産廃問題は事業廃止という完全な形で最終決着をいたしました。この

いずれもが大変な難事業でありましたが、議会や市民の皆さんのご協力と職員の努

力のたまものだと、改めて感謝の気持ちでいっぱいでございます。 

   こうした懸案事項の解決を図りながら、新しい取組として、菊池の自然と健康を

軸とした癒しの里菊池の実現に取り組んでまいりました。特に農業においては、菊

池米コンクールを手がかりとして、菊池米の日本一、世界一を果たしたことは、農

家の皆さんの情熱と底力を実感した大変うれしい成果でありました。また、菊池基
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準やネットショップという新しい試みも軌道に乗り、ネットショップはこの春に完

全民営化を果たしたところであります。 

   こうした明るいニュースの中で迎えた１期目の最終年度に突然襲ったのが熊本地

震でしたが、ピンチはチャンスを合い言葉に、第２期目においては、官民力を合わ

せて創造的な復興を目指してまいりました。 

   観光面では、菊池渓谷に観光客が入れないという大変苦しい時期もありましたが、

国・県のご協力をいただき、先般、新しいビジターセンターと自然遊歩道とともに、

菊池渓谷が生まれ変わりました。 

   また、市民広場が新たな魅力的な交流拠点として加わり、これからの観光に重要

な役割を果たすというふうに期待しております。 

   また、観光面では、福岡の５つの自治体と菊池一族歴史街道づくりの広域連携事

業にこぎ着けたことは、次の発展に向けての大きな足がかりと言えるものかという

ふうに考えております。 

   また、農業面では、元の庁舎予定跡地に大規模な育苗企業を誘致することに成功

し、今後の本市農業との相乗効果が楽しみなところであります。 

   また、菊池の農業用水井手群が世界かんがい施設遺産に認定されたのも、数年が

かりで取り組んだ成果でございました。 

   施設関係では、キクロスが完成したことで、たくさんの子どもたちが図書館で勉

強している姿を見ることができるのが一番うれしい成果の一つであります。 

   また、旭志支所を建て替え、泗水支所は改修と同時に子育て世代のために子ども

健診センターを新たに設けました。 

   また、学校跡地も、龍門小の新たな活用と、迫水小の売却を実現いたしました。 

   特にご心配の多かったつまごめ荘の完全民営化が大変スムーズに実現したことは

何よりもうれしい成果であり、関係者のご理解、ご協力のおかげと感謝を申し上げ

ます。 

   このほか、暮らし面、福祉面、教育面において、あるいは高齢者、子ども、女性

向けという切り口で、様々な取組を行ってきたところですが、長くなりますので割

愛をさせていただきます。 

   以上、中にはまだまだ至らぬところは多々ありますが、関係各位のご協力や職員

の頑張りで、一定の成果は上がってきているのではないかというふうに考えており

ます。 

   一方で、課題でありますが、もちろんまだまだ課題やテーマは山積しております。

特に１期目最後の年に熊本地震が起きたように、２期目の最終年度にコロナ禍とい

う未曽有の困難に襲われました。このコロナ禍からの早期脱却というのが今後の最
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大の課題になってまいります。 

   熊本地震の際は、官民一体となって市民力を結集して切り抜けてまいりました。

今回はそのとき以上に出口の見えない大変苦しい闘いが続くと思われますが、この

ような困難な課題に直面したときこそ、その壁を乗り越えようとする必死の闘いの

中から、平時とは異なる新しい知恵や手がかりが必ず出てくると私は確信しており

ます。正面から立ち向かっていく限り、常にピンチはチャンスになり得るというふ

うに考えておるわけでございます。 

   また、コロナ後の価値観の変化等を踏まえまして、今後の本市らしい観光の在り

方を根本から見詰め直し、強化するということも重要な課題の一つというふうに思

います。また、それを進める上で、鍵となる市民力の結集をどう具現化していくか、

そして、それらを担う人材をどう育成するか、こうしたことも中期的には大変重要

な観点であります。 

   以上、７年半の振り返りと課題認識ということで答弁をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 今、市長のほうから様々なお話をいただきましたが、成果もた

くさんありますが、今からの課題というのはやっぱりコロナからの早期脱却、価値

観が変わっていった先にどう癒しの里を具現化していくのか。それに伴った人材育

成が課題であるというようなお言葉でした。 

   市長の任期もあと半年でございます。４年前は熊本地震、今回は新型コロナウイ

ルス対策と、前例のない、誰も経験をしたことのない、今、状況でございます。不

安で不便な生活を強いられております、全員が。今、本市に求められているのは、

必要なものは、強く、そして、人々に寄り添える心優しいリーダーが必要かと思っ

ておりますが、市長、来年の市長選も含め、今後の考えをお聞かせください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問は、市長任期を来年４月に控え、３期目に挑

戦するのかという趣旨でございました。 

   今、私は任期をあと半年残す中、山積する様々な課題の中で、とりわけコロナか

らの早期脱却という極めて重い課題に直面しております。しかも、この課題という

のは、感染防止と市民の安全を図りながら、かつ経済を活性化させていかねばなら

んという極めて難しい問題でありますので、当面は、私はこれらの課題解決に全力

を傾注して、自分のことを語るのはその後にしたいと本来であれば考えるところで
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あります。 

   しかしながら、このコロナからの早期脱却と経済の再活性化というのは、短期間

に済むような容易なテーマではございません。一身を投げ打つ覚悟で腹をくくって

全力で取り組まねばならぬテーマであるというふうに考えます。言うならば、市民

を乗せた船が未曽有の大嵐に襲われているときに、操縦を替わるような無責任なこ

とはできません。これまでに実施している諸施策の上に、新たな追加施策を連続さ

せて、統合的な効果につなげて、確実な航路に戻すというのが、この難局に居合わ

せることとなった市長の責務であるというふうに私は考えております。 

   また、コロナ後の観光や定住ニーズにおいて、人々が求める自然の癒しと健康的

な生活環境というものは、まさに本市の追い求めている癒しの里菊池の姿そのもの

でありまして、いよいよ癒しの里菊池の実現に向けて、自信を持って加速をさせて

いく局面が到来したと強く感じているところでございます。 

   私は本年６６歳になりましたけども、幸いに体力、気力とも十分であり、また、

この間、様々な経験を積ませていただき、外部の人的ネットワークも増えてまいり

ました。ふるさと再生にかける情熱は、８年前の初めての出馬表明のときといささ

かも変わっておりません。むしろ現在のような困難なときこそ一層のやりがいを感

じております。 

   改めて、さらなる情熱と気概を持って、コロナ脱却、ふるさと再生と、真に豊か

で幸せな市民の生活を実現するために、無私の心で、一身を投げ打つ強い決意で３

期目に挑戦させていただく所存でございます。引き続き皆様のご指導、ご鞭撻をい

ただければ幸いに存じます。 

   以上、私の３期目に向けた決意表明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） 終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、平直樹君の質問を終わります。 

   以上で、本日の一般質問は終わりたいと思います。 

   明日も引き続き、一般質問となっています。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立ください。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後２時３３分 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。傍聴席の方も、可能な方はどう

ぞよろしくお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。 

   初めに、荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） おはようございます。議席番号１１番、荒木崇之です。本日

は、たくさんの方に傍聴いただき、ありがとうございます。また、各支所でも傍聴

いただいているということで、本当にありがとうございます。 
   お願い事があります。私の後に福島議員さんが、今日の熊日に載っていました第

３セクター問題について質問をされますので、聞いていただければ幸いです。それ

が終了すると、ちょうどお昼ですので、菊池の飲食店でランチを食べて、飲食業を

どうか助けてください。なお、お支払いの際には、接待交際費を使われる場合はど

うぞご注意いただきたいと思います。 
   それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。 
   今回は菊池市の公共施設についての１本に絞って質問いたします。 
   今回の質問においては、市の将来負担に関わる重要な案件ですので、丁寧かつ的

確な答弁をお願いいたします。 
   菊池市の公共施設についての質問は今回で３回目となります。最初に質問したの

が６年前の平成２６年１２月議会です。質問の発端となったのは、平成２５年３月

に週刊ダイヤモンドという雑誌の「箱物が地方を潰す」という記事であります。そ

の記事に、菊池市が全国箱物ワースト６位にランキングされました。全国箱物ワー

ストです。ベストじゃありません。ワースト６位にランキングされ、余剰箱物削減

目標は何と８０．２％、その雑誌の調査によれば、８０．２％を削減しなきゃいけ

ないと。そういう記事が載りました。 
   そこで、平成２６年当時、市が所有する箱物が何件あり、どれだけの維持費がか
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かっているのかをお尋ねしたところ、市は３１５施設を有し、年間の維持費が１８

億７，２００万円との回答がありました。 
   その答弁を受け、お隣の合志市はいち早く公共施設削減に乗り出してましたので、

合志市を手本にして、公共施設総合管理計画の策定を提案し、答弁で２７年度から

２か年をかけて、総合管理計画を策定する旨の答弁がありました。 
   ２回目の質問が、ちょうど２年が経過した平成２８年１２月議会であります。そ

のときに平成２８年度の菊池市の公共施設の数及び維持費を再度質問いたしました。

答弁では、市が有する施設は３３０施設、維持費は２５億４，０００万円と。２６

年度に比べて６億６，０００万円も増えていたことから、増えた理由について厳し

く問いました。その答えは、平成２６年当時の精査が甘く、６億６，０００万もの

誤差が出たとのことでしたので、専門的に公共施設削減を推進する担当部署の設置

と、早急な公共施設削減を提案しました。市は公共施設削減を重要課題と考え、施

設マネジメント課を創設し、公共施設削減に乗り出しました。 
   私のこれまでの公共施設削減に対する提案に対し、総合管理計画の策定や担当部

署の設置をされたことは評価します。しかし、１つ、どうしても評価、納得できな

い点があります。それは公共施設白書には現在の公共施設を５２．２％削減すると

されています。約半分を削減するとされていますが、その期間が４０年をかけて減

らしていくという計画についてであります。４０年というと、新卒で入った１８歳

の職員さんしか、この削減計画の結果、どうなったかを知ることができません。ま

た、私もそうですが、ここにいる市議会議員が全員やめている、もしくはもう亡く

なっていると考えます。そんな無責任な計画期間はどうしても了承できません。 
   私は、平成２８年の質問で言ったとおり、１０年間で約５０％の公共施設削減を

しないと、後世に多大なツケを回すという考えは今でも変わっていません。当時で

１０年ですから、あと６年しかありません。先月、７月に前回の公共施設総合管理

計画から３年たって、ようやく個別施設計画、どの施設を削減するか、その施設ご

とに示されました。今回は、この個別削減計画に沿って質問を行います。 
   その前に、お尋ねします。 
   令和２年３月３１日現在、菊池市が保有する公共施設の数及び維持費がどれだけ

かかっているのか、お尋ねいたします。 
○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 
○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、おはようございます。 

   それでは、まず、荒木議員ご質問の令和２年３月３１日現在の施設数並びに維持

費ということで、こちらは個別施設計画の総括版のほうに載っておりますので、そ
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の数値をお答えしたいと思います。 

   令和元年度末は、施設数２３２施設、維持管理費は約１２億円になっております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） ちょっと傍聴の方には分かりにくいんですけども、３３０施

設に２５億４，０００万が前回はかかると答弁されていましたけど、その後、施設

マネジメント課というのができて、しっかり精査をしたら、箱物系とインフラ系と

いうのに分けられたということであります。箱物系というのが、要は図書館だとか、

文化施設だとか、そういうやつです。インフラ系というのは道路とか、下水道工事

とか、下水道の処理場とか、そういうのがインフラ系なんですが、そういうことで、

分けられたということで、今回、インフラ系がまだ精査ができていないといいます

か、計算していないということで、箱物系について質問したいと思います。 

   図書館、体育館、文化施設、そういったものですが、令和２年では２３７、維持

費が１２億ということで間違いなんですか。令和２年３月３１日、いいですよ。じ

ゃあ、もう数を示しましょうか。 

   これについては、もう事前に聞いておりましたので、数を示したほうがいいと思

いますので、数を示します。これであります。平成２８年時に市が保有していた箱

物の公共施設数は、箱物系でいけば２８５施設ですね。それにかかる維持費が１１

億８，９００万、これは個別計画の中で出ています。一方、令和２年３月３１日現

在で、市が有する箱物系の公共施設は２３７施設というふうに下がっています。い

いですか。維持費は１２億１００万円とのことであります。 

   このパネルは、前回質問した２８年度と維持費を比較したものであります。市が

保有する施設は２８５から２３７施設と、４８施設も減少しています。非常に成果

が出ているように見えるものですが、これは錯覚で、旧七城町の各行政区公民館を

各行政区に移管して、農業用ハウスを民間に移管したことからで、もともとほとん

ど維持費がかかっていなかったものを削減したからだと推察します。４８施設も減

ったけども、それはほとんどお金がかかってないやつだったんですよということで

すね。 

   では、肝腎の維持費です。施設マネジメントというぐらいですから、やっぱりマ

ネジメント、お金がどれだけかかっているかというのが大事だと思うんですが、肝

腎の維持費は、平成２８年と比べて１，２００万円増加しています。見ていただけ

れば分かりますね。維持費１１億８，９００万に対して１２億１００万円というこ

とでかかっていますので、この２８年と比べて、箱物の維持費が１，２００万円増
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加している理由をお尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） まず最初に、施設数ですけども、２３７施設というのは平

成３０年度末の数字で、令和２年３月３１日現在は２３２施設となっておりますの

を答弁いたしたいと思います。 

   また、施設が減っているものの、維持管理費が減っていないというか、むしろ増

えているということにつきましては、議員ご推察のとおり、地区公民館や農業用ハ

ウスなど、維持管理がかかっていない施設も多くあり、このため、維持管理費の減

少とはなっておりません。逆に増加している理由としましては、平成２９年度まで

に市役所本庁舎及び生涯学習センターの整備が完了し、それぞれの施設規模が増加

したことによるものと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 答弁では増加の理由を言われましたが、私の予想していたと

おり、新庁舎や中央図書館の維持費が新たに上乗せとなったからであります。箱物

は建ててしまえば見栄えはいいし、住民からは喜ばれるし、サービスの向上にもつ

ながるでしょう。しかし、建設費の返済や運営費、修繕費など多額の費用が生じま

す。箱物ありきではなく、バランスのとれた予算編成こそが、私は最大の住民サー

ビスだと思います。 

   では、話を、今のは維持費、毎年幾らかかるかの維持費、これから建て替えです

よ。建て替えしていかなきゃならない。整備していかなきゃならない。その施設の

更新費用に話を移します。公共施設の将来更新投資額についてお尋ねします。 

   市が平成２９年９月に、きくち広報に施設マネジメント課が掲載した公共施設の

将来更新投資額の試算表を示します。ちょっと小さいですね。これは将来、公共施

設を更新する額、要は施設整備に将来どれだけ費用がかかるかをグラフ化したもの

であります。ずっとやっぱり右肩上がりなんですね、更新費用は。それはそうです

よ。古くなっていくから、修繕せんといかんし、また建て替えとかもしなきゃいけ

ないので、そのグラフ化したものです。 

   説明書きには、公共施設を４０年で５２．２％削減した場合、更新投資額が１，

３５６億円、年間で平均３３億９，０００万円かかると。それが計画どおり減らし

た場合、９９７億円、年間２４億９，０００万円まで削減、縮減されると記載され

ています。簡単に言いますと、何もせん、減らさんならん整備費が１，３５６億円
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かかると。年間平均３３億。計画どおりに減らしたなら９９７億円、年間２４億平

均ということになります。 

   緑の線が削減しないままの将来の、緑の線ですね。一番上に緑の線がありますけ

ど、何もしない、削減しないままの将来の投資額の平均は、先ほど言いましたよう

に３３億円で、赤の線が計画どおりに削減したとき、ここが目標の線なんですけど、

計画どおりに削減したときの将来の投資額の平均が年間２４億円となり、毎年９億

円が削減できると市は計画しています。 

   私が気になりますのは一番下のこの青い線です。３本引いてあるんですけど、こ

の青い線ですが、これは更新可能投資額、つまりは、今現在の菊池市が公共施設の

整備にかけることができるお金を示している。今幾ら出せるか。その金額は年間平

均１７億９，０００万円とのことであります。何が気になるかといいますと、たと

えこれから４０年かけて計画どおりに公共施設を５２．２％削減しても、年に必要

な投資額が２４億円なんですよ。しかし、市が出せるお金は、財政から考えると１

７億円になる。ということは、毎年７億円が不足するということになるんですね。 

   そこで、お尋ねしますが、なぜ目標を１７億円にしないのか。１７億円しか出せ

ないのに、２４億円を目標にしているんですよね。なぜ１７億円に目標設定を持っ

ていかないのか。これが目標で、これから下にならないと、市の財政をずっと圧迫

し続けるんですよね。 

   また、その毎年不足するお金、７億円がずっと不足していくわけですよ。計画ど

おりいっても足りないわけですよね。そのお金をどこから捻出するのか。菊池市の

将来を決める政策的なことですから、江頭市長にお尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

   今回の施設総合計画というのは、国の指針に基づくものでございまして、本来で

あれば、個別の施設計画を地域の人とお話をして、これはもうやっぱり欲しいでし

ょうけど我慢してくださいと、あるいは、こっちのほうにもう統合させてください

と、こういうお話をしながら、個別計画を重ね合わせて、積み合わせて、全体計画

に持っていくというのが本来であります。 

   その結果、まだ足りませんと、申し訳ないけども、これもまた削らせていただけ

ないだろうかと、こういうふうなやりとりの上でつくるべき話でありますけども、

今回は国の指針によりまして、まず全体計画を出しなさいという形で始まったわけ

であります。 

   まず一定の見込みのもとで、言わばマクロの概算見込みで計量をつくって、その
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後に個別施設計画を今策定したわけでありますけども、この個別施設計画というの

は、まだまだ行政の視点だけでつくった、言わばこれからの議論のたたき台なわけ

であります。ですから、当然今、私どものこれからの財政見込みに比べると、まだ

多いわけですね。ですから、これを１つのたたき台として、住民の皆さんにお諮り

をして、今のままじゃいきませんよと。 

   １つには、削っていく。もう一つは、財政の部分をどう強くしていくか。収入を

どう上げていくか。こういうことのバランスをとりながら、これからお話をしてい

かなければいかんわけでありますから、まさに、やっとそのスタート点に、今、私

たちが立ったというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 荒木議員がおっしゃる、２０１７年の９月号の広報きくち

でございますけども、こちらの中には、施設担当職員の人件費、また、工事請負費

等も含まれた金額でお示ししておりました。ただ、この分については、年度により

大きな金額の差が見られたため、現在、経費仕訳の考え方を精査しており、これら

を除いた額でお示ししたところでございます。よって、今年度、菊池市公共施設等

総合管理計画の個別施設計画第１期の総括版においては、その金額を差し引いたと

ころで、更新投資額等をお示ししたところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） すみません、私、何を言っているか、さっぱり分からないの

で、暫時休憩して、施設マネジメントに尋ねられたらいいと思うんですけど、簡単

な話なんですよ。３３億、今かかるわけですよ、何もせんならですね。何かしたな

ら２４億に下がる。目標がそこ。ただ、１７億円しか払えない。じゃあ、その差額

の７億円をどこから持ってくるんだと、そう言っているだけなんで、それをどう考

えられているのか、７億円をどこから捻出するのか、それをお尋ねします。 

   これは、決して個別とかマクロとかの話じゃなくて、全体の話ですよ。全体で更

新額が２４億を目標としているけど、１７億しか払えないと。７億どこから持って

くるのか、そこを聞いているだけなんで、的確に答弁をお願いします。 

○議長（大賀慶一君） ここで、暫時休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１０時２２分 
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開議 午前１０時３３分 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 
○総務部長（上田敏雄君） 失礼しました。先ほどのご質問の中で、まず１７．９億円

というのは総合管理計画の策定時点で、直近の４年間、平成２３年度から２６年度

の公共施設、箱物の整備に要した費用の平均値を表しております。そのとき、７億

円という差が出たときに、それから個別計画の見直し等を図ってまいりまして、７

月の月例会において報告しましたように、個別施設計画において、改めて更新費用

の整理を行っております。その結果として、更新投資可能額を４０年で９９７．５

億円から約７０１億１，０００万円としたところでございます。これは更新の施設

の長寿命化等を考えて取り入れたことでありまして、その平均をしてみると年間１

７．５億円となり、当時の試算に近づいたところではございます。 

   今後も、市の中期財政試算との調整や、定期的な計画の見直し、ローリング等を

図りながら、費用の平準化を図りつつ、公共施設の更新について実効性を高めてい

きたいと考えております。 

   また、将来にわたり、公共施設等を適切に管理するための財源として、有利な補

助金や地方債の活用と、公共施設整備にかかる基金創設等も検討してまいりたいと

考えます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 分かりやすく言うと、施設を６０年使えるものを８０年使い

ましょうと。４０年のものを６０年に延ばしましょうと。そういって、少しずつ平

準化するというか、公共施設の使用を平準化していって、それを長寿命化計画とい

うんですけど、それをやろうということなんですが、ただ、長寿命化計画は、確か

に国が進めています。ただ、落とし穴があって、長寿命化をしない場合、建物を建

てました。それ起債、要は借金しました。国から借金しました。いつ返済のピーク

が来るかというと、６年目で来るんですよね、大体。ずっとピラミッドみたいに上

がってくるんです。６年目にその建てた建物の借金返済のピークが来る。これは間

違いないこと。長寿命化した場合には、借金が２９年目でピークを迎えます。ずっ

とじわじわ上がっていって、２９年目に・・・・なるということは、私はただの先

送りだと思っているんですよ。２９年後、誰もいないじゃないですか。だから、私
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は長寿命化は、やっぱり全てを長寿命化するんじゃなくて、松岡議員がいつも言わ

れるように、有利な起債等をしっかり見ながら、見極めながらやっていく。そして、

減らした、削減した施設の維持費を今度は更新費用として積み立てていく。基金と

して積み立てていく。そういうことも施設マネジメント課は考えなきゃいけないん

じゃないかなというふうに思います。 

   答弁がありましたが、毎年７億円不足する。それに大体毎年起債を起こす。借金

すると言ったほうがよいでしょうか。まさに、これこそ、子や孫たちに負担を残す

ことではないでしょうか。 

   市長は菊池市の財政は健全ですと言われていましたが、令和元年度の監査意見書

を見ますと、公債費負担比率が１９％を超えていて、財政構造の硬直化により、一

歩一歩危険な状況に進んでおります。 

   また、菊池市の将来ビジョンでは、２０４０年人口４万１，３２９人、２０６０

年人口３万７，２６４人です。令和２年７月現在は人口４万８，１２０人ですから、

２０年後には６，８００人が減、４０年後には１万１，０００人が減少するのが見

込まれている中で、そのようなときに、果たしてこの施設を維持していけるのか。

それだけ税収も減ります。人間が減れば税収は減る。当然のことです。そのような

ときに、果たして財政がどうなっているのか、不安でたまりません。 

   そこで、市長にお尋ねしますが、この目標額の見直しですよ。２４億９，０００

万の目標額の見直しが必要だと私は考えます。先ほど総務部長が言われましたけど、

しかし、もう一度精査してしっかりやらないと、自分たちでつくった計画でさえ、

私の質問に答えられない。こんな計画は計画とは言わないから、もっと精査して、

もっと切り詰めるところは切り詰めて、更新費用が本当に幾らかかるのか、目標額

の見直しが必要だと考えますが、市長、その考えはあるか、お尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） お答えいたします。 

   先ほど４０年間でのシミュレーションを行ったということをご説明しております

けども、これは国の指針によりまして、長期にわたって、まず展望を持ちなさいと

いうことでありますので、そこで出した数字というのは、もう議員がおっしゃるよ

うに、４０年後にどうなっているかというのは、実は誰も分からないわけでありま

す。 

   ただ、一定の前提のもとで、４０年間にどういうものが期限が到来して、それを

長寿命化できるものはやったと努力して、その結果がどうなるのかという形で１つ

の数字が出てきたわけでありますけども、それを直ちに私どもがそれに向けていく
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ということではなくて、あくまで経済環境等は変わっていきますので、１０年は１

つのめどとしながら、今後の市の中期財政試算との調整であるとか、定期的な計画

の見直し、これはローリングと呼んでおりますけども、それを反映しながら、費用

の平準化を図りながら、公共施設の更新についての実効性を高めていきたいという

ことでありますから、不断にこの数字というものは見直しながら進めていきたいと

いうふうに考えております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） では次に、冒頭にお話ししました、７月に示された削減個別

施設の中身について質問を続けます。 

   どういうことかといいますと、これは一番市民の皆さんに関係あることで、どこ

の施設を削減するか、どこの施設を統合するか、それがもう向こう１０年のやつが、

この前、議会に発表されました。その施設が７９施設あるわけですけども、その計

画の中の７ページ目に、２０２６年までに、令和で言いますと令和８年までに廃止

や統合を計画している７９の公共施設の一覧表、こういうのがあります。 

   では、まずこの７９の公共施設を廃止、統合といった業務をどこの課がしていく

のか、それについてお尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） ７９の施設の推進担当課はどこかということでございます

けども、公共施設等総合管理計画において、計画の推進に当たっては、行政改革推

進本部において全庁的な方針決定を行うこととしております。また、計画の進捗管

理を行う施設マネジメント課と公共施設の所管課との連携のもと、計画を推進して

まいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 答弁で、公共施設削減のこの業務、新たな業務になるわけで

すが、それを行っていくのは所管課、それをサポートするのが施設マネジメント課

というふうな感じだと思いますが、つまり、体育施設であれば社会体育課、文化施

設であれば生涯学習課となるということですが、では、７９の削減表に基づいて、

実際、具体的に施設名を挙げて、質問を続けたいと思います。 

   まず、削減施設一覧表の２３番、エコヴィレッジ旭です。この施設は、旭志地区
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にありますＲＤＦと呼ばれるごみ処理工場ですが、もう来年から稼働しません。来

年度から稼働しません。２０２４年、令和６年に廃止とのことです。廃止といって

も、巨大なコンクリートで覆われた工場であります。これには多額の解体費用を要

すると考えますが、解体費はどのくらいを見積もっているのか、また、跡地をどの

ように利活用されるのか、その計画についてお尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 改めまして、おはようございます。荒木議員からのエ

コヴィレッジについてのご質問が出ておりますので、お答えしたいと思います。 

   エコヴィレッジ解体費用はというご質問ですけども、先ほどから出ております個

別施設整備計画、これに基づきますと、大体１億３，０００万円ほどを考えており

ます。 

   ちなみに、廃止までの流れを若干説明させていただきます。 

   今おっしゃいましたように、エコヴィレッジ旭につきましては、平成３年の４月

１日から菊池環境保全組合の新環境工場の供用を開始いたしますので、令和３年の

３月３１日、来年の３月３１日をもちまして、施設を閉鎖することにしております。 

   同施設につきましては、環境課所管の個別施設計画におきまして、工場棟内に設

置されましたＲＤＦ製造のプラントや管理棟などの解体を含めまして、施設の廃止

に関する協議及び廃止後における跡地利用の検討を行うこととしております。 

   検討に当たりましては、施設が立地しております周辺、麓６行政区になりますけ

れども、この行政区の皆様並びに関係機関におきまして連絡調整を図りながら、菊

池環境保全組合の新環境工場整備事業への進捗を進めていきたいというふうに方針

を立てているところでございます。そして、議員おっしゃいましたように、令和６

年の解体工事完了を計画しております。 

   解体の積算等についてですけれども、ここは、ＲＤＦの製造プラントがある工場

棟の解体につきましては、一般的な建物と比較しますと、関係法令に基づいた特殊

な作業をやるということが必要になっております。現時点での計画といたしまして

は、ダイオキシン類の濃度などの事前調査を行いまして、その調査結果を踏まえた

解体計画書に基づき、解体に要する費用の正式な算出をしたいというふうに考えて

いるところでございます。 

   施設閉鎖後の跡地利用につきましては、先ほど申し上げました麓地区の６行政区

と締結しております覚書がございます。この覚書に基づきまして、行政区と事前に

協議を行い、できる限り地域住民の皆様の意見を尊重していきたいというふうに考

えているところでございます。 
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   ただ、現時点におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、

現在、予定しておりました会議を延期しております。会議形式による協議の場を持

てない状況ではございますけども、本年の７月下旬に跡地利用に関する本市への要

望事項など、関係行政区内での意見の取りまとめを今現在お願いをしているところ

でございます。 

   今後につきましては、県内及び本市における新型コロナウイルス感染症の感染状

況を踏まえまして、関係行政区等との協議を重ねながら、早期の跡地利用の方針決

定に向けて取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 
［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 大変申し訳ございませんでした。最初、エコヴィレッ

ジ旭につきましてという出だしのところで、令和３年４月１日というのを平成と呼

んでしまいました。申し訳ございませんでした。おわび申し上げて、訂正申し上げ

ます。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） エコヴィレッジ旭の解体については１億３，０００万、また

お金がかかるということですが、ただ、これもダイオキシンの関係で、調査してみ

ないと分からないと。しかも、跡地利用については、麓地区と話合いを今からして

いくと。ただ、その話合いがコロナによってできないということでありますが、た

だですよ、そもそもエコヴィレッジ旭の稼働を止めることは、平成２５年１１月の

議会で、菊池市全域が環境保全組合に加入することが決定していたことで分かって

いるはずなんですよ。だから、６年前からそれをやっとけばよかったんですよ、ず

っと。この６年間、廃止や利活用を旭志地区と協議する時間があったのに、されて

いない。そんなことで、あと３年で、６年何もやってないのに、あと３年であの巨

大な施設の廃止をやり遂げられるか疑問であります。 

   それでは、もう一つの個別施設をお聞きします。７０番、これもかなり市民の方

には影響がありますね。菊池市営重味グラウンドです。令和３年に廃止とあります。

来年です、もう。令和３年に廃止とありますが、このグラウンドの廃止をしても、

市が所有しているのであれば草刈り等をしなきゃならないので、管理費は発生しま

す。それはもちろんエコヴィレッジ旭についてもそうです。それでは削減している

ことにはならないと思いますが、廃止ということは、売却という意味でよろしいの

か。廃止の定義をお示しください。 
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○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） 改めまして、おはようございます。それでは、荒木議員の

質問にお答えさせていただきます。 

   重味グラウンドの廃止の考え方についてでございますが、社会体育課では、令和

２年３月に菊池市社会体育施設の個別施設計画を策定し、施設数の適正化を進めて

いくところでございます。 

   今回、ご質問の重味グラウンドが廃止の予定となっておりますが、地元移管また

は企業売却等を考えているところでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 確かに、個別削減計画の６ページには、方針設定の考え方と

いう部分があります。そこに、１、廃止というのは、施設であれば解体や売却等の

処分を検討しますと書いてありますので、今言われたように、廃止というのはもう

売却ということなんですよね。ということは、令和３年に市では売却を終えるとい

う計画になっています。あと１年です。 

   お尋ねします。重味グラウンド売却について、住民の方の説明会は行われたのか、

また、売却について、地元のコンセンサス、同意は得ているのか、お尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 教育部長、木下徳幸君。 
［登壇］ 

○教育部長（木下徳幸君） それでは、再質問のほうにお答えをさせていただきます。 

   本来なら、本年度から地元との合意形成を図っていきたいというふうに考えてお

りましたが、新型コロナウイルス感染拡大によりまして、現在のところ、地元など

への協議はできておりません。今後、地元の区長さんや周辺住民の方々との会合を

開きまして、計画の趣旨を説明し、重味グラウンドの方向性を協議していきたいと

いうふうに考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 私は、重味グラウンドについて、来年廃止の計画なのに、コ

ロナがあるとはいえ、いまだ地元に何の説明もされてないということでありますが、

平成２８年１２月議会で、私は市民に公共施設削減の周知をすべきだと質問しまし

た。とにかく定期的にやってくださいと。 
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   江頭市長は、議事録の２７６ページで、「住民の生活に大きなしわ寄せが来ては

いけませんので、まず資料を配布するべきだというお話があって、それはもうその

とおりだと思いますが、こういう問題は、やはり私は配布だけではもう極めて不十

分だと思っていますので、関係団体あるいは地域の方々に、丁寧にやっぱり個別に

説明していくことが必要であろうなと思います」と答弁されているんですよ。 

   だったら、重味地区の方に、実はこういう計画で進んでいますということを文書

なりで、チラシなりで先に出しとって、説明会は追ってやりますとか、そういうこ

とができたのではないかというふうに考えております。来年に本当に廃止ができる

のか、売却まで持っていけるのか、それからもう計画がずれますから、そこはしっ

かり考えていただきたいなと思います。 

   それぞれ所管が違う２つの今後の削減計画について質問しましたが、答弁を聞い

てのとおりであります。この公共施設削減計画を作成した施設マネジメント課の危

機感は、担当課に伝わっているでしょうか。やはり職員間で公共施設削減に対する

考えに温度差があると感じます。それぞれの課で管理している公共施設削減業務を

進めることが私はできないと思っています。公共施設を所管する担当課にとっては、

施設の管理に手がいっぱいの状態の中で、将来的なマネジメントまで計画すること

は現実的に不可能であります。何よりも一番大切な地域のコンセンサス、住民同意

を得るための説明会も開かなければなりません。 

   さらに、その公共施設を利用する団体、例えば体育施設であれば体育協会や文化

協会など、今までつき合いのあった団体に対して、この体育館、あしたから使えな

くなりますと、来年使えなくなりますと、言いにくいことを交渉できるでしょうか。

そこには、やもすれば、この議会にはいないと思いますが、自分のところだけは、

施設だけは廃止しないでくれと市議会議員が言ってくるかもしれません。 

   実際、公共施設削減の先進地である神奈川県秦野市の志村課長にお電話で、住民

同意を得るまでに１つの施設でどれほどの期間を要しましたかというお尋ねをしま

した。その秦野市の志村さん、ちょっと紹介したいんですけど、こういう本を出し

ているんです。もう先進地のこの人、スーパー公務員と言われている人で、私も会

いに行きました、総務委員会でですね。「自治体の公共施設マネジメント担当にな

ったら読む本」、３，０００円しますけど、これ、全職員買ってほしいぐらい、危

機感を持ってやっていただきたいなというところであります。最短で聞いたら２年、

やっぱり十数回に及ぶ、本当に小さな公園ですよ。小さな公園を地元に移管するの

に２年、それで十数回に及ぶ住民説明会を開催するに至ったとのことでした。 

   私は、削減を実行し、担当する課は別に設けるべきだと指摘して、削減計画を実

行に移すに当たって、次の３点について提案いたします。 
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   １点目、公共施設削減のノウハウを持つ民間の研究機関を参入させるということ

です。ここにおられる幹部の方は、幹部クラスの職員さんでも、体育館など公共施

設を建設したことはあっても、削減したことがある人はほとんどいないと思います。

ですから、何から始めていいか分からない。市の職員には人事異動はつきものです

から、公共施設削減に意欲的な職員から消極的な職員に担当が替わったら進まなく

なるでしょう。ですから、ノウハウを持った民間の研究機関を入れることで、異動

に関係なく進めることができると考えます。 

   ２点目に、庁内を横断する組織を設置するという提案です。先ほど削減を各担当

課に任せる危険性については触れましたが、水は低いほうに流れていきます。担当

課に任せていたら、自らに厳しい仕事を課すようなことにはならず、目標設定を、

削減目標を達成できなくなります。そこで、その会議のトップに、市長の腹心でも

ある副市長を据えて、メンバーに部長クラスを加え、まず推進会議というのをつく

ります。推進会議をつくって、その下部組織に削減チームを、これは課長級、各課

の課長級で、各組織関係なく、課長級で構成するような横断的な組織の設置を提案

します。この方法は公共施設削減の先進自治体でもある神奈川県小田原市や、東京

都小平市が導入しています。 

   最後の３点目は一番大事です。住民に対して１０年間で７９の公共施設を削減す

ることを早期に発表する。神奈川県秦野市では、平成２３年から３１年まで約８年

間、「５分で読める「一から分かる再配置」」と題して、毎月ホームページに掲載

して、公共施設削減の啓発をされていました。常に広報やホームページで周知する

ことはもちろん、関係する団体や地域には説明会を定期的に開催し、住民同意を得

ていって、同意が得られた施設は、もう計画期限を待たずにどんどん削減していく。

そういうことをやられております。 

   以上、３点を提案しましたが、これを実行する考えはあるか、お尋ねします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 
［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 私のほうから、まず職員体制について、今、ご提案ありま

したようなところの体制につきましては、今後、必要に応じ検討していきたいと考

えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、私のほうからは、外部機関を使う考えはないかとい

うことに対してお答えをいたします。 



－ 183 － 

   この公共施設の削減というのは大変重いテーマでありまして、全体的な財政面、

将来を考えますと、やはり果断に実行していく必要があると同時に、地域の方にと

っては、本当に地域の絆のよりどころになっている部分もあったり、交流や健康の

礎になっているような拠点もあるわけであります。こうしたことのバランスをとり

ながら進めていかねばなりませんので、一番大事なことは、数字と同時に住民の思

いにきっちりと寄り添って、住民ニーズをすくいながらも、財政全体とのハーモニ

ーをつくり出していくということが非常に大事だと思います。 

   そのためには、地域のありようというのがよく分かって、地域の人とも親しく、

もう肥後弁で通い合えるような、そういう関係というのが非常に大事だと思います。

外部で来た場合、えてして、削減自体が目標化しかねない部分もあるのではないか

と。非常に冷たい、血の通わないような、企業でいうところのリストラ断行のよう

な形になっては本末転倒ということにもなりかねませんので、今のところは私たち

職員で丁寧に丁寧に地域の方のご意見を吸い上げながら進めていきたいというふう

に思っております。最後におっしゃったその地域住民への啓発という点も、全くそ

ういう意味では同じであると思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 私がなぜしつこく公共施設削減を質問するかといいますと、

やはり菊池市の財政が非常に厳しいと考えるからです。実際、財政の健全化を示す

経常収支比率は、平成３０年度の９４．４から９７．３にまで上昇しています。経

常収支比率については、もう議員の皆さんはもちろん理解されていると思いますが、

地方税など毎年入ってくるお金に対して、人件費と扶助費、それと公債費、借金で

すね。など必ず払わなければならないお金の比率を示していますが、分かりやすく

家庭で言いますと、１００万円の収入に対して、家賃とか電気代、水道代など生活

をするに当たって使うお金、必要なお金がもう９７万３，０００円、使い道が決ま

っているということなんですよ、菊池市はですね。ですから、外食したり旅行に行

ったりする自由なお金というのが２万７，０００円しかないと。家庭に例えればと

いうことになります。 

   ちなみに、この経常収支比率の全国平均は９２．８ですので、菊池市は全国平均

よりかなり悪いと。もう１００超えたら危ないですから、人吉は超えてますけど、

もう１００は目の前だというふうに私は考えます。 

   さらに、ちょっと前にも触れましたが、公債費負担比率の上昇も危険ラインに迫

っています。どういうことかといいますと、先ほど毎年払わないといけないお金、
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これが義務的経費といいますが、その中の義務的経費、絶対払わなきゃいけない中

のお金の公債費の割合、要は借金返済が義務的経費の１９．２％を占めています。

この国が示している警戒ラインは１５ですから、うちはそれを優に超えて、危険ラ

インと言われる２０％まで迫っていますので、極めて借金割合が高いということで

す。令和元年度の決算額を見れば、職員皆さん全員の人件費より借金返済額が多い

ことが分かります。 

   そこで、市長にお尋ねします。 

   平成２９年のときの市長選挙においても、広報きくち２９年３月号においても、

菊池市の財政は合志市に次いで県内２番目か３番目に健全だと言われていました。

今さら言ってないと言われませんと思いますね、ここにありますからですね。 

   そこで、お尋ねします。あれから３年経過しましたが、今でも菊池市の財政は合

志市に次いで健全だと市民に言えますか、簡潔にお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 
［登壇］ 

○市長（江頭 実君） お答えいたします。 

   財政の健全化を見る指標としまして、これは国から出されておりますけども、健

全化判断比率というものがございまして、その中に実質赤字比率であるとか、連結

実質赤字比率、赤字の割合でございますね。それから、実質公債費比率、それから、

将来負担比率、これは将来、自分の力でお金を返せるだろうかと、そういう意味で

ありますけども、その４つの比率がございます。 

   今、おっしゃったのは２８年でしたかね。多分数字自体はそのちょっと前の数字

であろうと思いますけども、その時点においては、諸先輩、それから過去の職員Ｏ

Ｂの皆さん、いろんな方のご努力で非常にいい状態にございました。今も菊池の財

政状況はそんなに危ういとか、そういうことではございません。ただ、この合併に

伴うプロジェクトが非常に遅れ遅れできてまして、もう１０年以上近くたって、私

の代になって、例えば庁舎であるとか、図書館であるとか、市民広場であるとか、

いろんなことに着手し始めたのが私の就任した年であります。 

   ただ、有利な地方債等を活用することで、非常にこの負担を軽く軽減するような

やり方でやってきております。ただ、どうしても今の時期に集中しまして、また、

この間に合併したときの言わばボーナスである、これは合併特例債と、それから経

過措置として、それで合併したんだけども、それぞれの自治体の計算上で交付金を

あげようという計算でありますけど、それの特例が終わってきたわけですね。そう

いうことで、今、足元のほうで非常に借入れの負担が増えてきたということであり

ますけども、これはもう今後数年で平準化されていきますので、この数年は少しき
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つくなったということであります。 

   しかしながら、赤字は当然まだございませんし、それから、借入れの比率も、表

面借入と実質借入というのがございまして、有利な借入れを使っておりますから、

表面的には借入れが増えても、その返済部分の多くを国が払ってくれる、資金をく

れるというものを活用していますので、実際には実質公債費比率というのは１０．

５％ということでございます。 

   また、将来負担比率という将来の負担を示すものがございますけども、これは合

志市と同じく、今までそれがマイナス、つまり、非常に借金の将来負担はないとい

うことでございます。 

   今、集中したことで、若干４という数字が出てきていますけども、これは危ない

よと、注意しなさいという水準は３５０ということでございますので、引き続き、

ご心配をいただくような状況にはございませんけども、しかし、将来のことを考え

ますと、しっかりと財政基盤を今のうちにつくり上げておくということは間違いの

ないことだというふうに思っております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 今、借金のピークが今来ているとおっしゃってたけど、借金

のピーク、令和５年に来るんですよ。そのとき、３６億以上返さなきゃいけないん

ですよね。どうやって返していくのかと。今ピークが来ているという答弁は、私は

ちょっとおかしいと思いますね。 

   それと、実質公債費比率１０．２だから大丈夫だと。２０以下だから大丈夫だと

おっしゃっているけど、全国で１０を超えているところは２６％しかないんですよ、

実質公債費比率を。で、もう１８以上、これ起債を起こせないところ、それはもう

僅か１％なんですよ。 

   これ、体に例えますけど、私、５年前に痛風になりましたけど、３年連続、３回

目の出場をして、これは駄目だなと思ってやりましたけど、６．９で出たんですよ

ね。７で大体痛風というんですけど、６．９、６．８で出るんですよ。ということ

は、財政も一緒なんですよ。あ、２０まで大丈夫といって、ずっと引っ張って、ど

んといきますから、やっぱりそのときに体だったら薬で治します。でも、財政だっ

たら市民に痛みを伴う、そういう覚悟で私はやっていただきたいなというふうに考

えているところであります。 

   最後に、令和２年７月２０日に、東洋経済新報社が毎年行っている全国財政が健

全な都市ランキングトップ２００を発表しました。これは都市データパックという
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本を基にランキング付するものです。この都市データパックが中央図書館には蔵書

してありませんでしたので、県立図書館まで行って調べてきました。 

   私、個人的には１０万円の椅子を買うお金があるのなら、このような書籍を充実

してもらいたいと思います。 

   話を戻しますが、この財政健全な都市ランキングトップ２００に、熊本県で合志

市が唯一ランキングしています。全国８２１市中、合志市は１６４位であります。

ちなみに、熊本市が２０１位となっています。気になる菊池市ですが、気になるで

しょう。全国８２１市中、収支は２２１位、弾力性６３９位、後ろから数えたほう

が早い。財政力６５５位、財政基盤４８９位、将来負担４７４位、総合、何と５８

５位という結果で、ちなみに、阿蘇市の５０７位、玉名市の５８０位よりも下とだ

け申しておきます。 

   このデータを分析して見えてきたことは、公債費である借金が増え、公共施設の

維持費や更新費などの将来負担が増えることを考えた場合、菊池市の財政はこれか

ら急激に悪化の一途をたどるということであります。 

   先日、こんな言葉が居酒屋のトイレに貼ってありました。我がさえよければとい

う精神が国を滅ぼす。私たち現在の市民は、将来の市民に対して無責任であっては

ならない。そのことを申し上げて、私の一般質問を終わります。ご清聴ありがとう

ございました。 

○議長（大賀慶一君） これで、荒木崇之君の質問を終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１２分 
開議 午前１１時２１分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、福島英德君。 

［登壇］ 
○２番（福島英德君） 皆さん、こんにちは。おはようございます。福島英德でござい

ます。 

   本日は、前回６月議会で行った一般質問におきまして、満足な答弁をいただけま

せんでしたので、再度質問いたします。 

   まずは、６月議会での一般質問のおさらいをいたします。 

   七城温泉ドームの設立目的として、地域住民の憩いの場として、健康福祉の充実

や地域の活性化を目的とするとの答弁がありました。 
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   また、毎年黒字決算にもかかわらず、なぜ利用料金の値上げや営業時間の短縮及

びフリーパス券を廃止する必要があるのかの質問に対して、前年度、平成３０年度

は大幅赤字で、本年も大幅赤字が見込まれている。このような状況から、経営努力

だけでは厳しく、料金値上げと営業時間短縮に関しては理解を求めると市長からは

答弁されました。 

   そのように、厳しい経営であるならば、後に述べます接待交際費の使い方の問題、

また、赤字にもかかわらず、昨年度は従来どおりに配当されている。それらの改善

が優先ではありませんか。 

   改めて、温泉ドームを運営する七城町振興公社の経営状況に関する分析を示しま

す。 

   まず、平成３０年度の貸借対照表におきまして、流動資産が１億５，５００万円

あり、流動負債は３，４００万円です。流動比率は４．４で、流動負債比率は２

２％程度です。この数値は超優良企業だと前回の６月議会でも申しました。 

   ところが、市長からは、流動資産が多いではないかとの質問だが、施設は市の所

有であり、固定資産を基本的に持たないため、資産のほとんどが流動資産になると。

また、現金が多いように思えるが、飲食業を行っており、当然仕入れが先行し、そ

の運転資金に使うわけで、常にその金額を余して貯金通帳に残しているのではない

との答弁でした。流動資産と流動負債の関係性に対して固定資産を持ち出され、論

点をすり替えられた感じでした。 

   私が申しているのは、流動負債に対して４．４倍もの流動資産を持っている体力

のあるときにこそ、市民サービスのさらなる向上が必要だということです。また、

飲食業を行っており、仕入れが先行するため、運転資金に回しているとの答弁でし

たが、すぐに支払わなければならない費用、要するに、仕入れ等のお金が流動負債

として計上されているわけです。その流動負債率が２２％にも満たない。釈迦に説

法かもしれませんが、再度申します。一般の企業の場合、この流動負債率が６０％

程度でも優良企業です。温泉ドームは市民に対する福祉施設でもあり、市の出資比

率８５％の第３セクターです。流動負債率が１００％であっても、サービスの充実

を優先させるべきではありませんか。 

   また、令和元年度、昨年度の決算では大幅赤字だと答弁されましたが、令和元年

度には改修工事により、令和２年１月１５日から３月１９日まで、６５日間休館し

ておりますので、その間の利用料収入はほとんどありません。営業日数で約１８％

減です。平成３０年度と令和元年度の損益計算書で比較しましても、１億４，６０

０万円から１億１，６００万円に減っており、約２０％減で、ほぼ減少率は同率で

す。要するに、利用者数が減った分、マイナス計上になったと考えられます。実際、
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令和元年度は経常損益でマイナス２，４４０万円計上されており、流動資産の現金

及び預金が３，８００万円減っています。しかし、流動比率は３．７で、流動負債

率も２７％と健全で優良です。このように、利用者数が減れば、その分が収益減に

なる構図であるにもかかわらず、なぜ利用者を減らすような方針に至ったのか理解

ができません。 

   それでは、質問いたします。 

   まず、利用料金値上げと営業時間の短縮について、前回答弁をいただいています

が、再度お示しください。 

   併せて、フリーパス券を廃止した経緯についてもお示しください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） 改めまして、おはようございます。それでは、ただいまの

福島議員のご質問にお答えいたします。 

   本年第２回の定例会での福島議員の一般質問の答弁に重複する部分もございます

けれども、まず入場料金の値上げにつきましては、平成３０年第４回市議会定例会

において、上限額を改正する条例をご承認いただいたところでございます。 

   その後、本年３月の議会審議会において入場料及び営業時間の改定についてご報

告をしておりますとおり、値上げにつきましては、人員不足による人件費の見直し、

施設の老朽化による修繕見込み、消費税増などの理由により承認したものでござい

ます。 

   また、営業時間の短縮につきましては、従来２１時間営業で十分な換気が行えな

いことや、各種設備も長時間稼働したままであり、建物や設備に大きな負担がかか

っておりました。また、深夜から早朝の営業に関しましては、利用料収入に対し経

費が２倍以上となっており、健全な経営を目指すためにも、利用料金値上げと営業

時間の短縮の申請があり、これを承認したものでございます。 

   次に、フリーパス券を終了の経緯ということでございますが、先ほど申し上げま

した入場料金値上げと同様の理由により、七城町振興公社の経営改善策の１つとし

て、本年５月末で廃止するという決断に至ったものであるとのことでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 利用料金値上げに関しましては、前回同様の答弁でございまし

た。 

   営業時間の短縮につきましては、前回は深夜料金、要するに、深夜営業がコスト
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高の大きな要因だとだけ述べられておりまして、乾燥等の換気のためというのは述

べられておりませんでした。これは後ほどお話しするといたしまして、それでは、

再質問いたします。 

   フリーパス券の発行数をお示しください。令和元年度分だけで結構です。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、令和元年度のフリーパス券の発行数につきまし

てお答えをいたします。 

   令和元年度のフリーパス発行数につきまして、延べ９９５枚、９９５名の方が購

入しておられると聞いております。月平均にいたしますと８２名の方が利用されて

いることになります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 年間９９５枚、９９５名とのことですが、１枚４，４００円で

販売されていますため、４３７万８，０００円が先に受け取れる。前受金と言った

ほうが分かりやすいかどうか分かりませんけども、事前に収入として入れられるわ

けですよね。じゃあ、経営者側は先にお金がもらえる。フリーパス券を買った人は、

１か月間何回でも入れる。双方にメリットのある、このようなよいシステムをなぜ

廃止したのか、私には疑問で仕方ありません。 

   ちなみに、令和２年の１月から３月は休業、休館の影響もありまして、販売数は

激減しているようですね。通常であれば５５０万円ほどの収入になったんじゃない

かと考えられております。 

   先ほどの答弁では、フリーパス券を廃止した経緯をちょっと述べられたんですけ

ども、あんまりその理由としてはどうかな、その料金値上げと一緒というふうにお

っしゃったんですけども、これ、今年の５月に知ったというふうな答弁でしたっけ。

５月で答弁されましたっけ。 

   そうなんですよね。七城町振興公社の議事録を見ますと、令和２年５月１１日の

取締役会で承認可決はされています。入場料の値上げや営業時間短縮に関しまして

は、遡って令和元年１０月の取締役会で承認可決されておりましたが、フリーパス

券については、当時、何も触れられておりません。その後、令和２年５月１１日の

取締役会まで、一度もこれは取上げられてない案件です。で、５月１１日に突如廃

止を決定されています。６月１日から廃止なので、僅か３週間前に突如決められた

ということなんですよ。七城温泉ドームの利用料金設定は議会の承認を得られてい
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ます。これは前回の市長から答弁がされました。 

   今、部長からは、フリーパス券の廃止も利用料金の値上げに準じてというような

答弁だったと思いますが、そうであれば、フリーパス券の廃止も議会での決定が必

要だと考えます。これは議決が必要だったんじゃありませんか。市長はどうお考え

ですか。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） お答えいたします。 

   温泉ドームの利用料金でありますけども、利用料金については、議会の承認が必

要ですが、これは条例で定めておる関係上、上限額ということでご承認をいただい

ております。その範囲の中で当社が設定をするということでありまして、今、条例

で決めた上限額よりも下回った形で、少し当社として努力しながら、なるべく小幅

の上げでとどめているということであります。 

   あくまで、私どものほうからの料金に対する許認可は上限額でありますので、こ

のフリーパスというのは、その範囲の中で当社が営業政策の観点から判断する話で

ありますので、私どものほうとしては、これについて特段コメントする立場にはご

ざいません。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 先ほどの部長答弁では、このフリーパス券の廃止というのは、

利用料金値上げに準ずるようなことを答弁されたわけなんですよ。このやっぱりフ

リーパス券というのは、非常に前回の一般質問の後、反響がございまして、何とか

復活してくれないかという言葉をいただいております。 

   そこで、改めて、確認のためにお尋ねします。 

   フリーパス券の復活を再考する気はございますか。これは市長ですよね。お願い

します。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） フリーパスの復活の考えはないかということでございますけど

も、これはあくまで、この当社の会社運営の経営判断上の問題でございますので、

そういうご要望があったということはしっかりと伝えていきたいというふうに思い

ます。 

   以上でございます。 
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○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 長としては、これはしっかりと答える義務はあると思いますが、

多分同じような答弁になると思いますので、次に質問いたします。 

   まず、深夜営業がコスト高の大きな要因になっているとの理由で、午前１時から

午前７時まで、七城温泉ドームの方針で閉館されていますが、その時間帯の利用者

数を把握されていれば人数をお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの深夜営業の午前１時から午前７時ま

での利用者数、平成３１年度から令和元年１２月まででございますが、１年間の午

前１時から午前７時までの利用者数につきましては、計２万２，３１１名の方が利

用されておられまして、月平均にいたしますと、１，８５９名となっております。 

   指定の時間で１日に換算いたしますと、約６２名の方が利用されていることにな

ります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 平成３１年１月から令和元年１２月までの１年間で２万２，３

１１人、月平均１，８５９人、１日平均６０人以上も利用されているわけですよね、

この深夜帯におきましても。この多くの方々の癒しや楽しみを、黒字経営にもかか

わらず、営利目的のために奪ったわけです。３セクとして市が面倒を見ているのに、

住民サービスをなくすのであれば、単なる営利企業であって、行政が補助するのは

おかしくありませんか。これに関しましても、前回、江頭市長からは再考する理由

はないと答弁されましたが、今でも見直す考えがないのか、市長、お聞かせくださ

い。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今のはフリーパス……（発言する者あり）深夜営業ですね。分

かりました。 

   深夜営業につきましては、前回も答弁をしていると思いますけども、利用客が深

夜のほうは非常に少なくなりまして、ただ、職員はきちんと充てなきゃいけません。

そして、経費が非常にかかるものですから、時間当たりで見ると非常に効率が悪い

ということで、全体的にはやっぱり当社の収益効率の足を引っ張るような形になっ
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ておりましたので、時間短縮になったということでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 今のは、営業時間短縮に関しては見直すことは考えてないとい

うふうに受け止めます。 

   この深夜営業については、先ほど部長からは施設の保護という観点のことも申さ

れました。ただ、確かに安全面から考えますと、当然必要なことじゃないかと思い

ます。ただ、もう２０年以上もこの２１時間営業というのをやってきたわけですよ

ね。だとすれば、もう随分傷んでいるんじゃないかとは思います。その２１時間営

業を午前１時から１０時まで休ませることをすることでどうなるかというのは、ど

ういう検証をされたのか、また別途の機会に聞かせてもらいたいと思います。 

   先ほどの市長の答弁に関しまして、まず、市民サービスを念頭に置いた上で、確

かに深夜営業の時間帯の変更ですとか、利用料金というのを上げたばっかりですの

で、そう簡単にできないかとは思います。ただし、フリーパス券だけでも復活させ

ることは、私は容易にできるんじゃないかと思います。発行したらいいだけなんで

す。再考する必要は十分にあると思います。 

   しかし、再考の理由はないとのことですが、昨日市長は、再度、来年の市長選に

出馬すると表明されたわけですので、市民に寄り添ったがいいんじゃないかと私は

思います。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午前１１時４４分 
開議 午前１１時５０分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   ここで、先ほどの福島議員に対しての答弁で、経済部長からと市長からの発言の

申出があっておりますので、これを許します。 
   経済部長、清水登君。 

［登壇］ 
○経済部長（清水 登君） 先ほどフリーパス券の廃止につきまして、入場料金値上げ

同様の理由でありと申しましたように、フリーパス券につきましては、あくまで七

城町振興公社の経営判断であると認識しているところでございますので、その旨お

答えいたします。 
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○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 先ほどの私の最後の発言に対して補足をさせていただきます。 

   私の発言の後、福島議員のほうからまとめとして、市長は、前回の議事録同様、

フリーパスについて再考の余地はないと結論づけたという話でまとめられましたけ

ども、フリーパスについては、そもそも前回も言及しておりません。私の議事録を

見ていただきたいんですが、値上げ及び時間短縮の件について、再考の余地はない

かということであるけれども、いろんな努力をやってきて、それを吟味した結果で

あるので、特段、今、それを再考する理由はないというふうな発言をしております

し、今回もフリーパスについては、その前の発言の中で、当社の本来業務であるの

で、当社にしっかり伝えますということを申し上げましたんで、フリーパスについ

ては、私から再考の余地はないという発言は前回も今回もしておりません。 

   それから、時間短縮の件も、前回も申し上げていますけども、万やむを得ず短縮

したわけでありますけども、短縮した後でも、まだまだ他の近隣の公的３セクに比

べて、十分に地元に配慮した時間帯であるというふうに私どもは判断しておるとこ

ろでございます。 

   以上、付け加えさせてさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 今、市長の答弁にもありました、前回の質問のときには、確か

にフリーパス券の答弁はいただいておりません。ただ、今のお話を聞きますと、振

興公社温泉ドームにはきちんと伝えるということですので、フリーパス券に関して

は、復活させる意思があるのかなというふうに思います。 

   それでは、次の質問に移ります。 

   この一般質問の通告の後に、熊日新聞報道がありました菊池市の第３セクターに

おける接待交際費に関して質問をいたします。 

   まずは、７施設ある３セクの接待交際費の金額を過去２年間で結構です。お示し

ください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、過去２年間におきます、全ての第３セクターの

交際費の額を申し上げます。 

   菊池市内にございます、経済部所管の第３セクター７社の交際費につきまして、

過去２年間の額は、まず、有限会社きくち観光物産館でございますが、平成３０年
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度が３６万１，５３０円、令和元年度が３９万４，８９６円となっております。 

   続きまして、有限会社ファームきくちでございますが、平成３０年度が１０万６，

９８７円、令和元年度が５万７，２９０円となっております。 

   続きまして、有限会社七城町特産品センターでございます。平成３０年度が２２

８万９，６８３円、令和元年度が２７２万３０円となっております。 

   続きまして、有限会社七城町銘柄米センターでございます。平成３０年度が１万

円、令和元年度が７，７８０円となっております。 

   続きまして、有限会社旭志村ふれあいセンターでございます。平成３０年度が４

５万７，５３７円、令和元年度が４８万５，７９２円となっております。 

   続きまして、有限会社有朋の里泗水でございますが、平成３０年度が３５万２，

８３３円、令和元年度が２４万１，４３２円となっております。 

   最後に、有限会社七城町振興公社でございますが、平成３０年度が１０５万２，

５８３円、令和元年度が１２４万５，９３４円となっております。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 今の答弁から、メロンドームを運営している七城町特産品セン

ター及び温泉ドームを運営している七城町振興公社の接待交際費が突出しているよ

うに見えるんですが、これ、理由が分かればお聞かせ願えませんか。なぜこの２法

人だけが１００万円以上突出しているのか。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） いわゆる温泉ドームとメロンドームの接待交際費に関するご質

問でございます。 

   市内の各第３セクターにつきましては、各法人の経営方針の下で自主自立した運

営がなされておりまして、各法人が支出する交際費についても、それぞれの法人の

判断で支出が行われております。 

   結果的には、２つの法人の交際費が多いという状況にございますけども、経営方

針や経営規模等がそれぞれの法人で異なりますので、その明確な理由につきまして

は、こちらのほうでは分かりかねるところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） ここに総務省自治財務局長から、平成２６年８月５日に総財公
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第１０２号で、２５％以上を出資している地方公共団体は、第３セクターの健全経

営のため、経営状況を把握し、適切な関与が必要だと通達されていますが、ご存じ

ですよね、先ほどの答弁から。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） はい、存じ上げておりますし、今、手元にもございます。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） そうだとすれば、先ほどの答弁はいかがかな思います。例えば

経営規模、売上げが多いなら、接待交際費をどのような使われ方をしようと、その

会社に任せる、領収書がずさんでもよいという考えというふうに受け止めました。 

   それでは、メロンドームと温泉ドームで計上されている交際費のうち、社内で使

われた金額と、社外の方も交えて使われた金額の比率が分かればお示しください。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、福島議員のご質問にお答えいたします。 

   市といたしましては、経営状況を確認するために、毎年度、各法人から決算報告

書を求めております。その中で、交際費全体の額についても報告を受けているとこ

ろでございます。 

   しかしながら、交際費の個別の領収書につきましては、市においても、また、取

締役会においても、報告の対象となっておりませんので、社外、社内の比率も含め、

把握しておりません。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） そもそも接待交際費とは、一般管理費の中でも販売促進費に位

置づけられております。通常、参加者名や使途目的が記載された領収書で、上司及

び経理が妥当性を判断しますので、本来であれば、簡単に分かると思います。 

   しかし、先日の熊日新聞報道でも、今日の紙面にも載っておりました。参加者や

使途目的が記載されていない領収書も多かったとのことですので、まあ、領収書を

見ても仕訳しようがなかったと思われます。十分理解します。 

   そこで、私なりに調べようと思いまして、情報開示請求で２法人の領収書の写し

９４９枚を入手しました。ただ、あくまでも、これは９４９枚であって、ここには
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領収書が何枚も貼り付けてありますので、実際はこの３倍ぐらいは十分にあります。 

   そこで、メロンドームは全部確認したんですけども、メロンドームに関しまして

は、ある程度、使途目的や参加者名は記載されていました。ただし、妥当性につい

ては疑問があります。この内容からいくと、ほとんどが黒も含めて黒色に近い、要

するに、黒に近いグレーだと私は判断します。 

   片や、温泉ドームに至りましては、使途目的や参加者名はほとんど書かれていま

せん。これでは何のために、誰と使用したかの判断はつきませんので、完全に黒で

しょうね。加えて、運転代行の領収書の多さには驚きました。 

   このようなずさんな交際費の使い方をしているのは、メロンドーム、温泉ドーム

の２法人であり、経営上赤字でも配当を行っているのもこの２法人のみです。 

   先ほどの話に触れますが、そういった状況にもかかわらず、交際費は使い放題、

配当は赤字でも出す。こういう状況でも経営が厳しいから値上げ、営業時間の短縮、

おまけにフリーパス券の廃止、まず手を付けるべきは交際費の使途の見直しや、配

当の見直しなど、自らが身を削ることではありませんか。 

   これからは熊日新聞報道内容に沿って質問いたします。 

   菊池３セクの中でも、メロンドームと温泉ドームを運営する２法人だけが、５年

間で約２，０００万円の接待交際費を支出していたとのことですが、この件はご存

じでしたか、市長。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 新聞報道に関しまして、主に両者のお話かと思いますけども、

私のほうでは、取締役も一員でもございますので、交際費全体についても、数字に

ついては見る機会はございましたけども、中身については、取締役会でも、市でも、

それは報告を受ける場ではございませんので、それについては、今回の報道で初め

て知ったということでございます。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 中身は分からなくても、５年間で約２，０００万円ぐらい使っ

てたということはご存じだったというふうに理解しました。 

   それでは、市長は、この３セクの交際費で飲食されたことはありますか。イエス

かノーでお答えください。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 
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○市長（江頭 実君） 取締役会等々の懇親会にはもちろん参加することはございます

けども、いわゆる今回の新聞報道にあるような、恐らく二次会といった機会だと思

いますけども、それに対しては、私の記憶する限りは、参加したことはないと思い

ます。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 取締役会後の反省会というのは出られた。ただし、公人として、

市長は公人なわけですから、市の税金が投入されている３セクの交際費で飲食する

ことが適切だとは考えられますか。いかがですか。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） お答えいたします。 

   確かに、この３セクというのは、資本金には公的な資金が出ておりますけども、

その資本金というのは、もう既に設備等々で費消されているわけでございまして、

私どもが年間に払っておりますのは指定管理料でございますから、これは市の建物

をお貸ししているわけでありますので、それを管理してもらっております。ですか

ら、電気代であるとか、浄化槽の管理費用であるとか、そうしたものを計算して渡

しておりますから、いわゆる市からお渡しした金は、そうした目的に沿って使われ

ておりますので、あとはその施設を使って、その当社が営業をして、収益を出して、

その中で様々な経費等々で活動しているということでございますから、公的資金が

こうしたことに使われているということはないというふうに言えると思います。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） ただし、熊日新聞報道にもありましたように、非常に接待交際

費の使い方がずさんなこの２法人でございますので、ぜひとも、中身を精査してい

ただきたいと強く求めます。 

   それでは、この第３セクターで、パブ、スナック、バーなどでも打合せや職員会

議を３セクの交際費で催されていますが、これには市長は出席した記憶はないとい

うことで、実際、ずっとこれ全部見ましたけども、パブ、スナック、バー、ここに

市長が参加されたという記載は全くございません。ただ、こういったものを打合せ

や職員会議を３セクの交際費で催されることが適切だとは考えられますか。いかが

ですか。 
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○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 新聞報道ではそのような記事が書かれておりましたけども、私

どもは、まだ個別に詳細を関知しておりませんので、まずは事実関係をしっかり調

べてからということにしたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） それでは、ぜひまた精査されてください。 

   次に、市長の後援会が毎年開いている新春の集いで、３セクの職員に参加費の領

収書が発行されて、交際費で計上されていましたが、この事実はご存じでしたでし

ょうか。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今のことにつきましては、新聞報道によって初めて知ったとい

うことでございまして、ご出席いただいた方の参加費がどこから支出されたのかと

いったところまでは存じておりません。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） ちょっと手元にはないんですけども、国税庁が出していますＱ

＆Ａで、交際費というものの範囲が示されております。その中に、政治団体に対す

る拠金は交際費として含まれないとあります。要するに、国税庁が不適切だと判断

しておりますが、自らの後援会に３セクの交際費から拠金をされている事実が適切

だと考えられますか。いかがですか。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 私どもの新年会というのは、本当に後援会の個人の皆様が自分

たちでお金を出し合って、会費を払って参加していただいているものでございます。

もし政治団体に拠金をされているというのであれば、それはもう穏やかではないわ

けでありますから、そのようなことをこの議場でおっしゃるからには、大変そこに

ついては、理由なくそのようなご発言をいただくのは、非常に私としてもいかがな

ものかという気もしますので、まず事実としては、そのようなことはないというこ

とをはっきり申し上げておきたいというふうに思います。 
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   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） その事実はないというのが、後援会が３セクの職員に対して領

収書を発行したということがないということじゃないですよね。それは認められる

ということですよね、拠金かどうかというところが。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 出欠の確認ですとか、お金のこの管理とかは、全て後援会の皆

様がやっていらっしゃいますから、誰が何人おいでになっていたかというのは、私

は実際にはそんなに知らないわけでありますね。 

   ですから、今回、３セクの社員の方々が出席されていた。その支払いも、これは

新聞の記事でありますけども、各社から支出をされているということは、今回のこ

とで知ったわけでございます。 

   私のほうでは、その個々の方のご参加がどういうふうな、どこからその費用を出

されているかということは全く分からないことでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） ぜひ、きちんと精査していただきたいと思います。 

   熊日新聞の取材に対して、市長は交際費については施設側に聞いてほしいと繰り

返されたそうですが、仮にも施設の取締役として、また、首長として、公共施設で

もある３セクの在り方というのを見直す考えがあるのかないのかをお聞かせくださ

い。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） すみません、ご質問の趣旨をもう一回、ちょっと確認をしたい

んですけども。 

○議長（大賀慶一君） ちょっとお待ちください。（発言する者あり） 
   市長、じゃあ、席におかえりください。 
   福島英德君。 

［登壇］ 
○２番（福島英德君） 熊日新聞の取材に対しまして、市長は交際費については施設側

に聞いてほしいと繰り返されたそうです。これほど新聞報道でも大きく載っている
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第３セクターなんですよ。その施設の取締役として、また、首長として、こういっ

た公共施設でもある３セクの在り方というのを見直そうという考えがあるのか、そ

れとも、今のままでいいんじゃないかと思われているのかというのをお聞きしてい

るわけです。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） お答えいたします。 

   今回の熊日記事を受けて、３セクの在り方を見直さないのかという趣旨のご質問

であったというふうに思います。 

   まず、交際費については、施設に聞いてくれという発言をしていたではないかと

いうことですが、繰り返しになりますけども、第３セクターというのは、これはも

う各法人の経営方針の下で自主自立した運営がなされておりまして、各法人が支出

する交際費についても、それぞれの法人の判断で支出を行っております。 

   個別の領収書等については、これは市はもとより、取締役会においても提示され

るものではありませんので、交際費についての詳細については、まず施設に聞いて

いただかないと、私のほうでは分かりませんですよという話をしたことであります。 

   今、何よりも、今、新聞報道だけしか私どものほうは情報がございませんので、

各施設に対して、交際費の今の現状であるとか、管理の方法であるとか、それから

税理士との確認の方法であるとかいうことの報告を求めたところでございます。そ

の内容をしっかり吟味して、もし是正すべきところがあれば是正をしていきたいと

思いますし、それはただ各社の業務運営に関わる事柄でありますので、それを、今、

３セク全体のありようを見直すというには、まだそこに結論づけるには早いと思い

ますし、そもそもちょっと次元の違う話ではないかというふうに思うんですね。で

すから、まずは私どものほうで、各社からどういう運営になっておるかをよく聞き

取って、点検をしたいというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 福島英德君。 
［登壇］ 

○２番（福島英德君） 先ほども話しました総務省自治財務局長からのこの通達では、

地方公共団体の長は、第３セクター等に対しては、やはり実態を把握し、監査もき

ちんとやって、議会、住民に対して説明を行うとともに、要するに、管理をきちん

とやりなさいというようなことを書かれているわけなんです。ですから、もう任し

ているという言い方ではなくて、やはりこれだけ新聞報道でもある以上、きちんと

精査をされて、先ほど３セクと言いましたけども、まずはメロンドーム、温泉ドー
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ム、ここに関しては、きちんとしたことをやっていただきたいと思います。 

   いずれにしましても、この１０年間も行われていない監査方法の見直し、これは

やっぱり早急に必要じゃないかと思います。そして、それが精査後に必要であれば、

人事や、返還というのをやっぱりどう考えていくのか。 

   ２０１８年９月２８日の西日本新聞朝刊には、熊本県山都町の３セク、４社員に

市が裁判を起こしております。こういう事例もあるので、ぜひともきちんとやはり

精査をされた上で、これぐらい強い気持ちで取り組んでいただきたいと私は思いま

す。 

   この件につきましては、今後も継続させていただくとして、私の一般質問を終わ

ります。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（大賀慶一君） これで、福島英德君の質問を終わります。 

   ここで、昼食等のため、暫時休憩します。 

   なお、午後の会議は午後１時３０分から開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後０時２２分 
開議 午後１時２６分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
   次に、二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 皆さん、こんにちは。是は是、非は非がモットーの二ノ文

伸元でございます。よろしくお願いします。 

   通告に従いまして、質問をいたします。 

   本市の現在のごみ収集は、合併前の旧七城町、旧旭志村、旧菊池市の３自治体で

広域事務組合を結成し、今村地区にありましたクリーンセンターで処理しておりま

したが、その後、ＲＤＦ化施設であるエコヴィレッジ旭で現在まで処理がなされて

おります。旧泗水町においては菊池環境保全組合で処理され、現在に至っておりま

す。合併後も同じ自治体にありながら、ごみ処理場、ごみ処理方法が異なっている

という状態が続いておりました。 

   しかし、今回、関係者のご努力によりまして、環境保全組合において新菊池市と

して、旧市町村３自治体と旧泗水町が同一のごみ処理ができることになりました。

関係者の皆様方のご尽力、ご努力に敬意と感謝を表するところでございます。 

   新環境工場は、令和３年４月供用開始に向け、着々と工事が進んでいるところで

す。来年度に備え、本年度は広域行政組合管轄においても、環境保全組合に準じた
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ごみ分別収集の試行期間となっていることは、皆さん方もご存じのとおりです。 

   ここで、ごみ分別移行期間における現在の課題と、その対応についてお伺いしま

す。 

   １点目、現在の回収方法における現状から、課題と言えるものは何でしょうか。 

   ２点目、住民からお尋ね、苦情など、対応件数とその対応策についてお伺いいた

します。 

   以上、２点よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） それでは、二ノ文議員のご質問にお答えします。 

   課題はというところでございますが、現在、令和３年４月１日からの菊池環境保

全組合への本市全域加入に伴いまして、現在、試行期間ということで、ごみの分別

収集につきましては、菊池地区、七城地区、旭志地区におきまして、来年４月１日

からの移行期間として新しい分別方法によるごみ出しをお願いしておるところでご

ざいます。 

   この期間におきましては、やはりごみの収集方式が変わったことから、非常に分

別の方法が難しいというようなお話を聞いております。このため、環境課におきま

しては、平成３０年から令和元年度までの２年間におきまして、菊池地区、七城地

区、旭志地区、この行政区を対象に、新しいごみの分け方、出し方などの紹介を、

ＤＶＤ視聴をはじめ、可燃ごみ、資源物、不燃物の３種類の指定ごみ袋を使用して

説明をしてきたところでございます。こういう機会を利用しまして、分別の変更点

などを理解していただくため、住民説明会あるいは生涯学習まちづくり出前講座を

やってきております。 

   ただ、今もですけれども、ごみの分別収集がきちんとできていないというような

事例もございます。それにつきましては、２番目の質問でありました、住民からの

苦情等が幾つか来ておりますので、そこをご説明したいと思います。 

   住民の皆様からのご意見、お尋ねについてですけれども、分別方法の変更に関す

る問合せ、これが最も多くございまして、本年４月１日から累計で約３，２００件

のお尋ね等が寄せられております。 

   主な内容といたしましては、ごみの品目ごとの分け方や出し方をはじめ、これま

では可燃ごみや不燃物として分別していたものの一部が資源物という取扱いになり

まして、こうして分別するように変更となっておるため、資源物の種類が８種類に

増えたということが、各家庭内におけるストックヤードとしてのスペースの確保が

難しいとか、先ほど答弁しました収集回数が減ったとかいうような減少により、ご
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み出しに不便さを感じられるということが挙げられております。 

   また、これまで各種にわたる分別変更に関する周知を図ってまいりましたものの、

新しい分別方法への理解不足により、各行政区等で管理されておりますごみステー

ションへ間違った分別によるごみ出しが見受けられるということで、周りの方から

の苦情も寄せられているという状況でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 苦情の件数が３，２００件ということで、ちょっとびっく

りしたわけですけども、本当に環境課の職員の皆さん方には、丁寧にご説明があっ

ていることだろうと思います。 

   移行期間は、様々な意味で大切な期間と言えます。本市は高齢者の方も多く、資

源ごみの量を考慮し、これまでにない極小サイズの袋などの対応は、住民の希望に

も沿った形にしていただきたいというふうに思っております。 

   その他、相当数の住民のお尋ね等にも行政として細やかに対応されていることは、

改めて感謝申し上げます。 

   しかし、現実には分別等で周知が不十分な点か、回収不可能な場合もまた多く、

今後とも啓発の工夫や周知徹底が必要に思います。 

   違反ごみに対してはステッカーを貼り、違反項目にチェックをし、次の回収まで

放置されている状況だと認識しておりますが、月１回の回収物、ペットボトル、不

燃物においては、長い間、放置されることになりますが、この点について、どのよ

うに対応がなされるのか、その部分をご説明していただきたいと思います。 

   また、国道沿いの場合、他の地区の方が違反ごみを放置していかれる場合もある

ようです。規則に反して、早朝や夜間の違反ごみについての取締り等については、

住民の力では難しいものがあり、防犯カメラの抑止力を期待する方もおられます。

しかし、菊池市は防犯カメラ設置をされていない状況にあります。 

   以前、安全管理における防犯カメラ設置とのご意見も出ていたかと思いますが、

この点については進展がありますか、その点についてお聞かせください。防犯カメ

ラというよりも、監視カメラですかね。今、監視時代になっておりますけども、そ

れもいいのか悪いのか分かりませんけども、その辺をご説明していただけたらと思

います。 

   それと、粗大ごみについて、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

   現在の旧菊池市、現在の粗大ごみ対応は、可燃物はエコヴィレッジ旭、不燃物は

陣内最終処分場に持ち込むものとなっております。それでは、来年度以降はどのよ
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うになりますか、お尋ねいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） まず、違反ごみについてというご質問にお答えします。 

   違反ごみが排出された場合の対応につきましては、現状といたしまして、排出さ

れた違反ごみ袋へ、市が委託した収集運搬業者により違反ごみシールを貼り付ける

とともに一定期間取り置きすることで、排出された方による自発的な改善を促した

り、場合によりましては、菊池警察署との連携によりまして、違反ごみの開封調査

の実施など、排出者の特定及び改善指導を行っているところでございます。 

   また、改善が見られない場合や、排出者、出された方が特定できない場合などに

おきましては、廃棄物処理に関する条例及び施行規則に基づきまして、ごみステー

ションなどを管理していただいております各行政区にご協力をいただき、ごみステ

ーションが不衛生にならないよう、正しい分別による仕分等を行っていただいてお

るところでございます。 

   なお、今後におきましても、これまでと同様に、菊池警察署などの関係機関との

緊密な連携はもとより、各行政区の区長さん並びに生活環境委員の皆様と連絡調整

を行いながら、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、市民の皆様へ

の正しいごみの分別等への理解促進及び周知徹底を図ってまいりたいと考えている

ところでございます。 

   次に、防犯カメラのご質問が出ております。監視カメラになると思いますけども、

カメラの設置につきましては、違反ごみを出される、違反ごみ出しに対しまして、

改善措置や抑止効果及び不法投棄防止対策の観点から、非常に有用性の高い施策の

１つであるということは考えられます。その反面、ごみというプライバシー問題が

発生しますので、プライバシー保護という側面もあることから、ほかの自治体の取

組等の状況の把握を行いつつ、慎重かつ総合的に判断するべき案件だと思っており

ます。こういう形で、今、ほかの市町村の状況を聞き取るように準備を進めている

ところでございます。 

   そして、３つ目の質問、粗大ごみについてでございます。 

   令和３年の４月１日から菊池環境保全組合への本市全域加入によりまして、本市

におけるごみの分別方法や、ごみの種別ごとの収集方法などが統一されることにな

ります。これによりまして、現在、菊池地区におきまして、各行政区独自の取組と

して行われております各家庭から排出されます粗大ごみの回収につきましては、各

個人による排出と形態が変わることとなります。 

   議員のご質問の行政区における粗大ごみの回収、このことにつきましては、本市
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の廃棄物関連条例に規定しております、あらゆる施策を通じまして、廃棄物の減量

を推進するということで規定をしております。廃棄物の適正な処理を図るという趣

旨に照らし合わせますと、今度広域になりますので、ほかの自治体における事例な

どの情報収集をはじめ、慎重な協議、検討を図らなければならないものというふう

に考えているところでございます。 

   このたびの菊池環境保全組合への本市の全域加入に伴いまして、本市におけるご

み処理を一本化するという方針も含め、粗大ごみに関しても、総合的に判断を行う

べく、協議、検討を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 泗水の方々たちは、もう既にやっておられると。私、実際、

このごみ分別をやりながら、区の環境委員としても辺りを見回ったりとやっており

ますけども、やはりうちの部落は飲食店関係が多いということで、そこらあたりの

マナーといいますか、それが少し悪いように感じております。 

   ペットボトル、それと可燃物や燃えないごみ、これが月に一度ということで、そ

のごみの収集がちょっと少ないのかなと。昔というか、昨年度までの旧菊池市の集

め方に比べますと、相当少ないなというふうに感じます。というのが、やはりその

部分の違反が多いように感じます。 

   子どもさん方をお持ちのご家庭で、スポーツをやられている子どもさんをお持ち

の方は、ペットボトルを毎週毎週使われるわけですね。それを家庭に持ち帰られて、

それを家にためとかれるそうです。もう台所がいっぱいになってどうしようもない

と。ただ、私の説明は、いやいや、泗水の方々たちはもうやっておられますよとい

うことを言いますが、そこら辺をもう一度考えていただいて、できないものかなと

いうふうに思いますけども、そこら辺を頭の中に入れていただきたいというふうに

思います。 

   とにかくその２つが、私の感じるところでは多いようです。 

   いろんなステッカー、私も自分で作るわけですけども、ペットボトルは、たしか

うちの部落では第３月曜のみだけだったと思います。それを大きなパネルにして、

分かりやすくどんと貼るわけですけども、ただ、悪いところは、もうステッカーだ

らけで、何が何やら分からない。そういうのも分かりやすいように、ちょっと研究

をしていただきたいなというふうに思っております。 

   それと、粗大ごみ収集ですけども、私たちの部落では、年に１回、部落で粗大ご

み収集を行っております。もう高齢化が進んでおりまして、年に１回のことなんで
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すけども、それは住民の方、大変お喜びになって、重宝がられております。そのと

きに市のほうにトラック、これをお借りするわけですけども、お話の中で、来年度

からそのトラックは借りることができないと。これは区でやるときの収集に対して、

とても困ることなんです。その辺のご再考といいますか、その辺のお考えをお聞か

せいただければというふうに思います。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） ただいま二ノ文議員から３点ほどお話がありましたの

で、それについてお答えしたいと思います。 

   まず、ペットボトルの回収回数ですね。議員おっしゃいましたように、ほかの地

区と同様というような形で、菊池地区についても１回という形にさせていただいて

おります。今回の分別変更に伴います、ごみ種別の収集回数についてですけれども、

ごみの排出量が最も多い可燃ごみにおける変更はございませんけども、議員おっし

ゃられましたペットボトルや不燃物などにつきましては、菊池地区について１回と

いうような形になっているところでございます。 

   この辺にも、今後、そのほか、資源物という取扱いもございますので、資源物と

いうこともございますので、そういう全体のごみの量、これを勘案いたしまして、

今度広域の環境保全組合、これは菊池市のほかに合志市、ご存じのように、大津町、

菊陽町もございます。この全体のごみの量を含めて協議をいたしまして、ごみの収

集回数であるとかいうものを決めるような形になっております。この中でも、ごみ

の収集、ほかの市町の量等を含めて、回数についても検討してまいるところでござ

いますので、菊池市の実情もご説明しながら、回数については、そこで決めさせて

いただくというふうな形になりますので、ご理解をお願いします。また、市民の方

への周知も図ってまいりたいというところで考えているところでございます。 

   次に、ラミネートのお話をされましたけども、本当に議員、助かっております。

環境課におきましても、各行政区から要望があった場合に、これにつきましては、

各ごみステーションに貼り付けるための違反ごみ排出の状況写真であるとか、警告

文等を掲載した啓発用の掲示物、これをラミネート加工してお作りしております。

要望があった場合に提供をしているというような状況でございます。 

   今後につきましても、各行政区からの相談、要望において、こういうものがござ

いましたら、継続して支援してまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

   次に、先ほど申し上げました大型ごみのお話でございますけれども、やはり先ほ

どお話をしましたように、１年間の試行をやって、通常のごみについては、啓発活
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動あるいはお願い、ご理解いただけるように出前講座等でお願いをしているところ

ですけども、大型ごみは、さすがに新しくごみの収集になりますと、いろんな問題

もあると思います。先ほどもお話をしましたけれども、廃棄物の適正な処理をやる

という趣旨に照らし合わせますと、やはりいろんな事例が出てまいりますので、こ

れにつきましては、いろんな今日お聞きしましたようなトラックの話であるとか、

そういうものも踏まえて、慎重な協議、検討を図っていきたいというふうに考えて

おります。やはりトラックがなくなったら困るという話も出てきておりますし、も

ちろん大型収集ごみにつきましては、粗大ごみを出すステッカー、先ほど議員もご

存じだったと思いますけども、泗水地区におきましては、粗大ごみのシールを貼り

まして、業者のほうに確認をして出されております。こういうものも含め、全体的

なお話として考えていく必要があるかなと思っております。 

   現在のところは、統一した菊池市のルールというふうなものも必要ですので、粗

大ごみのシールを貼りながら、大型ごみについての処理については考えているとこ

ろでございますが、トラック等の話もございますので、検討してまいりたいと思い

ます。 

   ただし、期日については、令和３年４月１日から新しいルールの本格施行になり

ますので、それまでにはまた結論をきちんと出した形でやると思います。できれば

粗大ごみのシールについてご理解をいただければ一番と、助かるというふうには考

えているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） いろいろまだ改善、工夫をしながら、対応の必要があると

いうふうに、今、思ったところです。 

   ただ、トラックの貸出しについては、区でやはり粗大ごみ収集をやられるところ

は、市のほうからお借りしなければちょっともう難しいのかなというふうに思いま

す。泗水のほうでは、そういうことが行われていないということで、そのトラック

の貸出しができないということだろうと恐らく思いますけども、そこら辺を市民の

方向を向いてやっていただきたいと。どうでもできないなら、それに代わる何がし

かの補助金あたりを５，０００円でもいいと思います。やはり家庭からお借りする

ときは、何がしかのそういうものが必要だと思いますので、そこら辺の再考をお願

いしたいというふうに思います。 

   このごみ問題は、私たちの生活を脅かす地球環境問題であると同時に、私たちが

環境循環型社会の一員として、ごみ減量と資源の活用が必要不可欠になっているこ
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とと自覚しなければなりません。 

   ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）における２０３０年までに達成すべき１７の目

標では、全体の土台になるのが環境の部分であると言われております。環境という

土台なしに次の目標は達成が難しいとのこと、私たちが環境循環型社会の一員とし

て、実践可能なシステムづくりが必要になります。ぜひ、こうした目標達成ができ

るように、市民への周知、啓発の一層の努力をお願いします。 

   この質問の最後にお尋ねいたします。 

   現在、台風１０号が勢力を強め北上中であります。非常に本市にとって危険なコ

ースをたどっているものと思われます。もし直撃でもしたなら甚大な被害を被るこ

とも想定しなければなりません。執行部におかれましては、万全の体制をとって臨

んでいただきたいと思います。 

   笹本部長にお尋ねいたします。 

   ７月２１日の全員協議会において、要望、指摘しておきました災害時のごみ置場

の増設の件はどのようにお取り計らいになられたのか、お尋ねをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） 二ノ文議員のご質問にお答えします。 

   まず、台風１０号、非常に勢力を強めております。早ければ日曜日の深夜からと

いうお話もございまして、我々も心配しております。そのため、今回については、

災害ごみの仮置場、これについても準備を今進めているところでございます。 

   そして、全員協議会でもご要望があったと思いますけれども、今現在、幾つかの

候補地を選定はしておるところでございます。今回、非常にまれに見る対応という

ことで、ごみ仮置場についても、非常に大きなものが必要になる可能性があるとい

うことで、現在のところ、竜門ダムの左岸側の風の広場、ここの駐車場がございま

すので、そこを候補地ということで、実は今日現在も現場に行って、準備ができる

かどうか、あるいは、その周辺といいますか、関係各機関にも連絡を取って、万が

一災害が起きた場合には置くような形で、今、準備をしているところでございます。 

   固定のごみ処理置場というものは、なかなか非常に難しいものがございますので、

幾つか候補地を取って、その規模あるいは地域の被災の状況に応じて、仮設の置場

を決めたいということで、もうしばらくこの部分については慎重に審議をしてまい

りたいと思っておりますが、１０号については、今のところ、竜門ダムの左岸側を

準備したいということでおるところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 
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［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 安心しました。この間、指摘をしておいて、そのままだっ

たらどうしようかなと。こんなに早く甚大な被害をもたらすような台風が来るとは

私もちょっと考えておりませんでしたので、とにかく安全・安心を菊池市に与える

ために、笹本部長には頑張っていただきたいというふうに思います。 

   一番心配するのが、この間、南部のほうで被害がありましたけれども、持ち込ま

れるときに分別をしっかりやられている、これが大事なことだと思います。芦北町

が、たしか分別をしなくて、そのまま投げ入れて、後が大変だったそうです。そこ

を市民の方にはお知らせを、防災無線でもいいですので、しっかりやっていただき

たいというふうに思います。 

   次に移ります。 

   次に、コロナ禍における経済対策についての質問をいたします。 

   ４月７日の緊急事態宣言後、５月２５日に緊急事態宣言解除となるまでの期間、

全国民が自粛する中、国は、国民の暮らしの下支えとして給付金、助成金などの支

援制度をまとめ、交付する形になりました。その１つに各家庭への１人当たり一律

１０万円給付がありました。また、事業所、飲食業、旅館業などを対象とした持続

化給付金、家賃支援制度などもあります。しかし、申請が複雑で分かりにくいもの

や、対象が限定的なために申請ができなかったりと、必ずしも十分とは言えない面

があるようです。現在でも油断のならない状態が継続しております。緊急事態宣言

前の生活には程遠い状態が続いております。 

   そこで、質問ですが、本市での宿泊業、飲食業への支援状況と、課題及び今後の

見通しということで、５点質問させていただきます。 

   １点目、宿泊施設の稼働状況と利用状況、２点目、本市の宿泊業、飲食業支援の

給付金申請状況をお示しください。 

   また、３点目に、本市における臨時給付金の総額と、現在までの使用状況をお示

しください。 

   ４点目、プレミアム付き商品券の今後の発売状況と、その対応についてお示しく

ださい。 

   ５点目、感染症予防と経済対策のバランスをどのように図っていかれるのか、お

伺いいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの二ノ文議員の５つのご質問にお答え

いたします。 
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   まず、宿泊施設の稼働状況につきまして、それから、宿泊業、飲食店向けの実施

した支援策はどのようなものかというところからお答えいたします。 

   旅館組合に確認しましたところ、現在、一部の宿泊施設を除いて、ほとんどの温

泉宿、ホテルは営業されておりますが、８月の宿泊状況は、例年の１５％まで落ち

込んでおります。 

   また、宿泊飲食業に対しまして、これまで４つの経済支援を実施しておりますが、

最初に観光事業継続支援金、次に飲食事業継続支援金、３つ目に小規模事業者持続

化補助金、４つ目に宿泊費助成事業を行っております。 

   その各支援の状況でございますけれども、まず、観光事業継続支援金につきまし

ては、６月３０日時点におきまして、宿泊事業者１６件、貸切バス事業者５件、合

計２１件の申請をいただいております。 

   次に、飲食事業継続支援金につきましては、８月７日時点におきまして、１５３

件の申請をいただいております。 

   小規模事業者持続化補助金は、８月７日時点において、１６３件の申請のうち、

宿泊業が６件、飲食業は２２件の申請をいただいております。 

   また、宿泊費助成事業につきましては、８月２８日時点で６２８名の方にご利用

をいただいております。 

   次に、地方創生臨時交付金の総額と、それから、そのうちの経済対策に対する割

合ということでございますが、地方創生臨時交付金８億９，０７６万１，０００円

のうち、約４割の３億６，６６２万３，０００円を経済対策に充当する計画であり

ます。 

   執行率につきましては、ただいま手元にございませんので、答弁を控えさせてい

ただきます。 

   次に、プレミアム付き商品券の販売方法につきましては、人員の集中を避けるた

めに対策を考えておりましたが、今回、延期するに当たり、販売箇所数増やすこと

で分散を図っております。 

   また、無料で全戸配布とした場合は、購入意欲のない方にも無条件でお配りする

こととなりまして、期限までに使用されることもなく、消費につながらない可能性

があるという懸念がございまして、そこで、今回はより商品券の使用率を上げ、経

済活性化を図るためにも、プレミアム率の高い商品券を希望される方に販売するこ

ととした次第でございます。 

   また、最後の今後の経済対策のバランスということでございますが、これに関し

ましては、先ほど申し上げましたけれども、経済対策と、それから安全対策を両立

しながら進めなければいけないということで、非常にバランスが厳しい、難しいか
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じ取りとなりますけれども、新しい生活の実践が求められる中においては、これを

同時に、かつバランス感覚をもって取り組んでいく必要があると考えております。

引き続き情勢を見ながら、必要な施策を講じてまいりたいというふうに考えており

ます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） ありがとうございました。ちょっと質問が５点に及びまし

て、ちょっと分かりにくかったとも思いますけれども、その中で、２点について、

再質問をしたいと思います。 

   菊池市飲食業経済支援金についての骨子を見てみますと、主な要件として、１、

１か月の売上げが前年比３０％以上減少していること、２、法人にあっては、本店

所在地が菊池市であること、個人事業にあっては、代表者の住所が菊池市内である

こと、３、今後の事業継続の意思を有すること、市税の未納がないことの４点が挙

げられています。 

   その中で、２点目に挙げられた、個人事業主の住所が菊池市であることとありま

すが、ここをせめて県内在住とするべきではないかと考えます。なぜなら、店主が

様々な理由によって本市に住所が置けない場合があり、理由は子育て、介護など

様々でしょうが、本市に店舗を構えていたにもかかわらず、残念ながら、現行では

給付金対象外となるのです。県の支援金制度利用の場合は給付金１０万円と、本市

独自の給付制度２０万との差も大きくなっております。どちらの制度の給付金を受

給されたいかは明らかであります。 

   そこで、提案ですが、２点目の条件については、菊池市在住のところを県内在住

とし、全額２０万円給付ができるよう要望します。かなり時間が経過しております

けれども、県への申請が終了している場合は、県との差額１０万円を給付する形を

とるのが菊池市独自の支援策、セーフティーネットが必要ではないですか。 

   コロナ禍における支援が受けられない方がどんな状況におられるのか、確認の上、

行政は十分な検討をされたのでしょうか、お答えください。 

   このことは、やはり７月２１日の全員協議会のほうで要望したのを恐らく覚えて

おられると思いますので、そのときの答えは、検討するみたいなことをおっしゃっ

ていました。 

   次に、プレミアム付き商品券について質問させていただきます。 

   先般の城議員の質問において、ある程度は理解しましたが、発売については、７

月３１日のリモート会議の際、荒木議員からの指摘を受け、急遽延期に至ったかと
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認識しております。当然本市での感染者発生状況に伴う必要な対応ではありますが、

議会からの指摘において延期に至ったこと、また、その後、延期について、議会へ

の内容説明をしなかったのはいかがなものでしょうか。決定前に示すべきではあり

ませんか。 

   今回のプレミアム付き商品券は、コロナにおける必要な緊急支援であることは承

知していますが、予算措置を伴うものです。 

   さらには、今回、９月１２・１３日の販売期間を設定してありますが、１２日は

コロナの影響で中止になった金婚式が予定されていたかと思います。ご夫婦にとっ

て一生に一度の、恐らく二度あられる方はいないと思います。一生に一度の晴れ舞

台をなくされ、残念な思いをなされているその日に、人を集め、販売することは本

末転倒であると私は考えます。 

   また、職員の方におかれても、休日に出勤を強いられ、そこには予算も発生する

ことになります。それなら１万円分配布したほうがよかったのではないでしょうか。 

   そこで、お尋ねですが、なぜ議会への内容説明が決まってしまってからになった

のか、お伺いをいたします。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   まず、最初の支援につきまして、菊池市民に関して、今回、支援を行ったところ

でございますけれども、まず、市民の方を優先に支援を行っておりますので、その

ことはご理解をお願いしたいと思います。 

   それから、プレミアム商品券の販売延期につきましては、さきにも申しましたけ

れども、本市で感染が発生したことや、熊本県内での感染者が増加して、リスクレ

ベルが４になったということを踏まえて、急遽延期をさせていただきました。新し

い販売時期を先ほど設定いたしましたけれども、できるだけ早期の経済対策という

ことで、早い段階での商品券が使える状況を使いたいということで、９月１２日と

１３日を設定したわけでございます。 

   議会の皆様に報告が、決定してから報告したということは、非常に申し訳なく思

っているところでございますが、できるだけこの地元の商店街を利用していただい

て、経済の活性化を促したいという思いから、この日に設定したところでございま

す。配慮が足らなかったことは、私、おわび申し上げたいと思います。 

   それから、このプレミアム商品券１万円分を無料で配布したほうが、こういう密

も起こらなかった、そちらのほうがよかったのではないかというご質問に関しまし

ては、先ほども触れましたけれども、今回は販売所の箇所を増やしたり、あるいは
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２日間という日程の中で、できるだけ密を避けて、地元の方々に買っていただいて、

消費を拡大していただきたいというところから、販売という形でとらせていただい

ている、５，０００円分で１万円の商品券が買えるという施策をしたいところでご

ざいますので、そこもご了承をお願いしたいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 飲食業への支援金については、恐らく予算的には４，００

０万だったかと思います。ということは、２００件分という形になると思いますけ

ども、実際には１５３件ということで、３，０００万が執行されていると。約１，

０００万は執行されずにあるということになります。 

   県内在住といいますか、菊池市以外に住所を置かれて、菊池市で営業を営まれて

いるという店は、私はそんなに多くはないと思います。いろんな事情があります。

先ほども申しましたように、子育てで学校の関係があるとか、親に面倒を見てもら

わなくてはならない。その逆に、今度は親の介護を見なくてはならない。住所を菊

池に置きたくても置けないような、そんな家庭が、私はあります、実際に聞いてい

ますので。そんなに菊池市は優しくないんですかというようなお話も聞いておりま

すので、この質問をしたわけです。やはりセーフティーネットというのは、なるべ

く大きく開いていただいて、そして、すくい上げる。それがこの菊池市の独自の優

しい施策だろうというふうに感じておりますので、お願いをしたいと思います。 

   それから、プレミアム商品券についてでありますけども、やはり議会から指摘し

て延期をなされたわけですから、そこは議会に内容説明ぐらいはあってもいいと思

います。実際、８月２６日の議会開会日にそういった話を聞きまして、そしてまた、

今度は荒木議員の指摘に予備日はということで、支所は使えないということだった

んですが、一週間後、おとといの城さんの答弁では、支所も使うというようなこと

になっております。やはり議会に対しては、ある程度の説明はしなくては、こちら

のほうも市民から聞かれたときに、どのように対応していいか分からないので、そ

こら辺はしっかりとお願いをしたいと思います。 

   最後に、市長にお尋ねいたします。 

   坂本議員もおっしゃいましたけども、市長肝煎りの食味コンクールも結構ですが、

金婚式を開催するお考えはありませんか。熊本市のほうでは、ソーシャルディスタ

ンス、それからマスク着用など、感染対策をされて行っておられるようです。菊池

市でも必ず無理ということはないと思います。先ほども申しましたように、これは

５０年に一度、恐らく二度、金婚式をなさる方はいないと思います。もう一度再考
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するお考えはありませんか。 

   もう１点、先ほどから申しますように、飲食業支援金について、菊池市独自に支

給要件を市内在住から県内在住にセーフティーネット、救済の枠を広げ、救いの手

を差し伸べられるお考えはありませんか。答弁よろしくお願いします。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 今、２点のご質問をいただきましたけれども、金婚式について

は、ちょっと通告外だというふうに考えますので、控えさせていただきます。 

   それから、既に実施している分の飲食店支援について、市外の個人事業主の方も

含めていただけないかということについては、既に支援がもう発表して進んでおり

ますので、途中での変更というのはなかなか難しいものがあるというふうに考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） 通告をしなければ返答ができないということで、もう仕方

がないというふうに思いますけども、今、私がお願いをしたことは、市長の頭の中

には入ったと思いますので、その点はお願いをしたいと思います。 

   それから、支援については、もう一度しっかり考えていただいて、お金が別にな

いわけではないと思います。これから先のまた支援制度もあるかもしれません。そ

のときは頭の中にでも、片隅にでもセーフティーネットのことを考えて、優しい菊

池市であってほしいと思います。 

   いまだ全国各地で感染者が発生し、油断のならない状態が続いております。ぜひ

とも市として可能な限り、感染対策と経済支援の努力をお願いするとともに、また、

収束が見えない中、日々奮闘されている医療や介護現場、夏休み明けの教育施設や

保育園、幼稚園、そして、役所関係の方々に、心から敬意と感謝を申し上げ、私の

一般質問を終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、二ノ文伸元君の質問を終わります。 

   以上で、一般質問は終わります。 

   ここで、１０分間休憩します。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時１９分 
開議 午後２時２７分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。一般質問、最後となりましたが、どう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

   通告に従いまして、質問をさせていただきます。 

   まず、７月豪雨で亡くなられました方々のご冥福をお祈りするとともに、被災さ

れた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。 

   それでは、今回の７月豪雨の被害状況と復旧の現状、今回は特に豪雨による被害

に対して、農地復旧、国庫補助事業、小災害復旧事業の状況と拡充について、お尋

ねをいたします。 

   熊本地震による農地復旧時には、他の自治体に比べて対応は遅れましたが、小災

害復旧事業、国庫補助事業に対して拡充をされましたので、農地の復旧ができまし

たが、今回も７月豪雨によって、特に中山間地域では甚大な被害が出ております。

国も７月の県内豪雨を激甚災害に決定し、被災自治体の財政負担を軽減し、早期復

旧を後押しするとのことであります。市としても被害の状況を把握され、特に中山

間地域は、小災害復旧事業の拡充をしなければ耕作放棄地になることは十分認識さ

れていると思われますが、７月豪雨の被害状況と拡充について、お示しをいただき

たいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、木下議員のご質問にお答えします。 

   まずもって、今回の豪雨では、本市におきましても中山間地区での被害が多く、

被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。 

   今回の豪雨の被害状況につきましては、住家の全壊が１件、半壊が２件、準半壊

に至らないものが２件、市道１１３か所、河川６か所となっております。 

   このうち、農地の災害につきましては、復旧にかかる工事費が４０万円以上のも

のが対象となります国庫災害対象は、８月末現在で農地が９件、農道や用排水路の

農業用施設が１１件となっております。 

   国庫災害の対象とならない４０万円以下の小災害の対象は、農地、農業用施設、

合わせて約３００件の報告があっております。 

   小災害復旧事業の拡充についてでございますけれども、現在、小災害の補助につ

きましては、本市独自の菊池市農地及び農業用施設小災害復旧事業補助金で対応を

しているところでございます。 
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   補助の内容といたしましては、災害農地１か所の工事費が５万円以上１５万円以

下が補助対象となり、３分の１の補助で、補助限度額が５万円となっております。 

   また、農道・水路等の農業用施設については、１か所の工事が５万円以上４０万

円以下のものに対しまして、補助対象経費の２分の１の補助で、補助限度額は２０

万円となっております。 

   これにつきましては、平成２４年の九州北部豪雨を契機に、農地について補助限

度額を、それまでの３万３，０００円だったものを現行のとおり拡充したものでご

ざいます。 

   被災しました箇所数を平成２４年時の箇所数と比較いたしますと、今回の被災し

た箇所数が少ない状況にあります。このようなことから、平成２４年度に拡充いた

しました本市独自の現行の補助事業で対応をしたいと考えておりますので、ご理解

をお願いしたいと思います。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ご理解できませんというのが私の考えでございます。 

   熊本地震のときには、３０万上限で９割補助というのを小災害の場合は出してい

ただきました。それによって、きちんとした棚田の整備というか、それが行われた

わけですね。今回は３００か所ぐらい小災害の対象があるということでございます。

そして、前は、１０万円の３分の１は、私が拡充をお願いして１５万円まで上げて

いただきました。今回も激甚指定になっているからこそ、地域の住民の方は、間違

いなく拡充があるだろうということで、反面では申請も待っているというような状

況です。私が知ってるだけでも１０件ぐらいは、本当にそれが確定した上で申込み

にいこうと、そういう形でおっしゃっている方もたくさんいらっしゃいますので、

この拡充については、私はぜひともやっていただきたいと思います。 

   先般、４月の２１日に自民党の国会議員団の方々が、山鹿とか玉名は全部被害調

査をされて、菊池市だけが見ていただけてないと。そういうことも含めて、やはり

もっとこういう被害の状況は自分の足で、また、目で確認をした上で対応していた

だきたいと思います。部長もお忙しいですから、本当に現地は見ていらっしゃらな

いかもしれないですけど、箇所によっては、一人で何か所も被害に遭われているん

ですよ。だから、負担がそういうことであれば、あともう後継者がいないから、も

うこのままにして放置をしようと。 

   昨日は緒方議員のときに、棚田を保全しなければいけないという答弁もありまし

たけれども、こういうことをきちんとやっていかないと、もう耕作放棄地だらけに
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なってしまいます。その観点から、市長に、とにかく今回の問題については、最終

的には市長の判断になってくると思いますので、市長のお考えをお聞きしたいと思

います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 先般の豪雨では、農地、それから農業用施設も甚大な被害が発

生したところでございます。私のほうからも、被害に遭われた皆様に、謹んでお見

舞いを申し上げたいというふうに思います。 

   農業を取り巻く環境は大変厳しく、また、農業従事者の高齢化、担い手不足とい

った問題もあるわけであります。 

   農業については、私ども、やはり柱となる産業だということで、いろんな手だて

をこれまでさせてきていただいております。農家の皆様の経営安定と農地の保全を

維持していくために、できる限りの支援を行おうということで、平成２４年度に補

助事業を充実させたところでございます。 

   ただいま経済部長が答弁しましたとおり、今回の災害につきましても、現行の補

助事業の内容で対応したいというふうに考えておりますので、ご理解をお願いした

いというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 激甚指定になったのに、これまでと同様の補助の形でやると

いうことでございますけれども、市民の方がどういうふうな形で理解をされるか、

このことについては、さらに要望を続けていきたいと思います。 

   それでは次に、防犯灯、街路灯の現状と今後の対応について、特に過疎化、高齢

化の地域のＬＥＤ化による負担軽減の対策についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、これまでＬＥＤ化も含め、特に中山間地域の防犯灯の電

気料負担等に対する要望について、何度も一般質問をさせていただいております。

地域住民の生活環境、安全なまちづくりを推進するためには、防犯灯の設置は最優

先で取り組む必要があります。 

   令和元年第３回定例会では、ＬＥＤ化による地域の負担軽減等の要望もさせてい

ただきましたが、菊池市のＬＥＤ化率はまだ３９％であるとのことであり、先ほど

申し上げましたが、最優先で行う事業でありながら、推進されておりません。市民

の安心・安全を守るためにも、ＬＥＤ化の予算拡充も要望しておりましたが、その

後の取組の状況をお示しいただきたいと思います。 
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○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、木下議員の質問にお答えしたいと思います。 

   まず、新たに再度調査を行いましたので、その調査結果から報告させていただき

ます。 

   防犯灯の設置状況につきましては、木下議員おっしゃるように、平成元年第３回

の定例会に同様の質問をいただき、そのときは、平成２８年度の調査を基にＬＥＤ

化率を約３９％と答弁いたしましたが、本年６月に区長の皆様にご協力をいただき、

再度調査を行いましたので、その内容でお答えいたします。現時点での防犯灯設置

基数は、４，２０６基となっております。そのうち、１，６００基がＬＥＤ照明と

なっており、ＬＥＤ化でいいますと約３８％となっております。 

   なお、設置率が低下しているように見えますけども、過去の答弁で述べておりま

すとおり、平成２８年度の調査は回答いただいていない区が１５区ありましたんで、

暫定の数値ということで報告しているところでございます。 

   また、防犯灯の設置につきましては、通常、前年度の区長さんからの要望等によ

り予算確保をし、次年度に設置のほうを現在行っているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） すみません、先ほど令和元年度と申すところを平成と申し

ましたので、まず、訂正させていただきます。 

   拡充ということですけども、先ほど申し上げましたように、要望によって設置し

ておりますので、そちらのほうで対応しているというところでございます。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 区のほうからの要望があったときに予算を組むという形で対

応ができるということでございますか。とにかく現状は、要望しても何年も設置が

順番待ちであると。そういうのが現実ということで、私たちは聞いております。 

   それと、今回、私の地元のＬＥＤ化に変えた分が切れたものですから、私自身が

そのお願いをして、設置したという経緯がありましたから、ちょっと耐用年数を考

えると、あまりにも切れるのが早過ぎるということで、ちょっと担当に確認しまし

たら、まだ５年ぐらいしかたってないと。本来であれば、耐用年数をやると約２０

年間はついとく状態であると。５年間で切れたものですから、このことに対して、
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私もちょっと確認をするあれで言ったんですけれども、もう担当に言えば、まあ言

うなれば、その保証期間とか、そういうのの確認的なものが担当課としてはないと。

請け負った業者に対して、例えば１０年間、耐用年数に基づく瑕疵担保的なものが

ないということでございましたので、今後は、やっぱり設置は、市が設置していた

だいた地元のＬＥＤなんかは、故障して、耐用年数が来て、替えるときには約２万

円ぐらいで、自分たちの経費が替えなければいけないというふうになっているとい

うことでございますので、やはり途中で切れたとか、そういうのの確認が担当課で

もできるようにして、それと、やっぱりその耐用年数についている瑕疵担保的なも

のの確認がちゃんとできるように、今後は検討する必要性があると思いますけど、

その点についてはどうでしょうか。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） まず、設置後の電気料や修繕等に係る費用につきましては、

菊池市防犯灯設置要綱に基づき、各区でご負担をいただいているところでございま

す。 

   また、瑕疵担保ということでございますけども、市が設置した防犯灯の瑕疵担保

期間は、民法及び契約約款により、引渡しから１年以内に交換などの請求ができる

ものとなって、今現在はそのように対応しているところでございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） １年ということでございますけれども、やはりＬＥＤに変え

れば、本来であれば２０年間ぐらいは続くということでございますので、そういう

ところのやっぱり細かいお願いができるような検討はしていただきたいと思います。 

   それでは次に、学童保育運営の地域格差等の解消のための連絡協議会の設立につ

いてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、令和２年第２回定例会において、新型コロナウイルスの

影響によって、施設運営に対する支援の充実や拡充の必要性を指摘、要望させてい

ただきました。 

   先般の一般質問でも紹介をいたしましたが、「コロナ休校、学童保育に感謝」と

いう記事が熊日新聞に掲載されました。菊池市の会社員の女性の方が、学童の関係

者の方々に感謝の気持ちを伝えるために、こちら編集局に連絡をされたとのことで

あります。 

   このように、菊池市の学童保育は県内に広く評価をされましたが、これまで私が
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全員協議会、月例会、一般質問で指摘をしましたが、地域によっては対応に差が生

じており、利用者からの不満の声が出ておりましたので、先般の一般質問で、市全

域で同じように子どもたちが安心して利用できるように、対応の統一化を図るため

に、放課後児童育成クラブの連絡協議会の設立の提案をさせていただきました。 

   市としても、放課後児童クラブとしての運営においては、ある一定の統一的な考

え方で行う必要があると考えますので、クラブ同士の横の連携を深めるためにも、

全ての放課後児童クラブによる協議会を設置してまいりたいと答弁をいただいてお

ります。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、放課後児童クラブの連絡協議会設立の取組の状

況をお示しいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 健康福祉部長、渡邉弘子さん。 

［登壇］ 

○健康福祉部長（渡邉弘子さん） 改めまして、こんにちは。放課後児童クラブの協議

会につきまして、木下議員のご質問にお答えいたします。 

   放課後児童クラブの協議会設立につきましては、全１３クラブを集めた会議を６

月と７月に開催いたしました。その中において、協議会の必要性や運営主体及び体

制について協議を行っております。 

   その会議を受けまして、協議会の設立となります第１回の協議会の開催を９月の

１１日に予定しているところでございます。 

   会議の中では、クラブからも仲間同士しっかり手を組んで、菊池市の子どもたち

を同じ条件の下で育てていきたいとの意見もございました。 

   本市といたしましても、今後、この協議会を通して、対応に格差が生じないよう

に、クラブ間の連携はもとより、学校や教育委員会とも連携し、子どもたちが安全

で安心して利用できる体制づくりを進めてまいりたいと考えております。 

   以上、お答えします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。早速連絡協議会の設立を、今回、

第１回が９月の１１日に行われるということで、大変期待をしております。 

   先ほども申しましたように、それぞれの地域で利用者の方々のサービスというか、

差があってはいけませんので、今後はこの連絡協議会を設置することによって、利

用者にとってすばらしい学童保育が充実していくことを希望したいと思います。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため、１０分間休憩します。 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
休憩 午後２時４８分 
開議 午後２時５４分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 次に、移動販売の現状、特に龍門地区の買物支援、移動販売

の現状と今後の拡充についてお尋ねをいたします。 

   菊池市では、現在、市第３セクター連絡協議会の運営による移動販売車きく丸で、

旭志地区、泗水地区、七城地区、菊池地区で行われております。移動販売は、過疎

化、高齢化が進んでいる菊池市にとって必要な事業であります。移動販売は、買物

難民の支援だけでなく、高齢者の見守り役も担っており、地域に欠かせない存在と

して定着しております。 

   今回は、特に高齢化率が進んでいる龍門地域についてのお尋ねですが、龍門地域

は、ダムは完成しましたが、周辺の人口減少が進み、龍門地域唯一の丸山商店が令

和２年１０月末に７０年の歴史に幕を下ろしました。食料品と日用品を扱って、地

域の台所として住民を支えてきましたが、閉店となってしまいました。このように、

龍門地域は一人暮らしや高齢者世帯が多い地域でありながら、買物をする店がない

状況であります。移動販売については、龍門地域は民間のスーパーがこれまで対応

しておりましたが、売上げ等の問題で撤退しておりました。 

   地域の方々より私のほうに移動販売の復活の要望がありましたので、令和２年４

月より第３セクターによる移動販売のコースに龍門地区を組み込んでいただきまし

た。おかげさまで、地域の方々も大変喜んでおられます。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、龍門地区の移動販売の現状をお示しいただきた

いと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、ただいまの木下議員のご質問にお答えいたしま

す。 

   きくち観光物産館の移動販売につきましては、本年４月から龍門地区の５か所、

穴川、鳳来２か所、寺小野、雪野を新たにコースに組み込み、販売が行われており

ます。 

   龍門地区がコースに組み込まれました本年４月以降のきくち観光物産館の移動販
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売における、売上額及び前年同月との比較を申し上げます。 

   まず４月が３３万９，０００円で対前年比２１２％、５月が４７万１，０００円

で対前年比１８６％、６月が３１万３，０００円で対前年比２２７％、最後に７月

が３１万８，０００円で前年対比１８８％となっております。 

   このように、４月から７月までの販売合計が１４４万２，０００円で、昨年の同

時期と比較しますと７２万円増加し、倍増となっている状況でございます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。龍門地域をコースに加えて、売上

げが上がっているということの報告をいただいたわけでございます。トータルで７

０万円ぐらい売上げたということでございます。 

   私も３回ほど、もう全部の地区にきく丸に同行してついて回って、現地調査をさ

せていただきました。そのときに地域住民の方から、しばらく民間がやってて撤退

したから、しばらく移動販売がなかった時期があって、とても困っていましたと。

そういう形でとても感謝を言われておりました。 

   実際、高齢者がいらっしゃる、そしてまた、一人暮らしの方がたくさんいらっし

ゃる地域ですので、こういった移動販売で買物をするのをある面では楽しみにされ

ておるし、また、そこに集まっている人たちは、そのときにほかのいろんな話をし

て、コミュニケーションをとれるということで、とても喜んでおられました。 

   今回、現実的にその売上げも含めて結果が出ておりますので、龍門地域は、先ほ

どおっしゃった地域のほかにも、小木地区とか、本当に高齢化が進んでいる地域が

ございますし、また、ほかの中山間地もそういう地域がございますので、その拡充

といいますか、そのことに対して、今後どういう考えでおられるか、お尋ねをした

いと思います。 

○議長（大賀慶一君） 経済部長、清水登君。 

［登壇］ 

○経済部長（清水 登君） それでは、移動販売の拡充ということでご質問でございま

すので、お答えいたします。 

   きくち観光物産館の移動販売につきましては、本年４月から龍門地域での販売開

始以降、これまでより多くの方に利用いただいておりまして、議員おっしゃるとお

り、買物支援だけではなく、地域住民の集いの場の提供や高齢者の見守りなど、大

変重要な役割を果たしているものと認識しております。 

   今後の拡充につきましては、事業を実施しております、きくち観光物産館で検討
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されるものではございますが、本市といたしましても、地域の皆様から新たな巡回

先のご要望などがあれば、お伝えをしてまいりたいと考えます。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 第３セクターでやっているからということでございますが、

いずれにしても、所管の担当の方が実態調査的なものをしていただいて、そして、

第３セクターのほうにいろんなアドバイスをしていただきたいと思います。 

   今回、改めて私も一緒に同行して、現地調査といいますか、私ももちろん売上げ

に貢献して買物もしましたけれども、売上げが上がった上に、また地域の方から喜

ばれる。こういう形でございますので、今、協力隊の方が十数名菊池市には来てお

られます。総務省の事業で３年間という形で、ある程度の活動費というのは国から

出ておりますので、これは提案ですけれども、今後、協力隊を募集されるときに、

こういった形で中山間地の移動販売を実際にやってみようとか、やっていただくよ

うな方の募集をしていただいて、よりやっぱりそこで成功事例みたいな形でできる

ように、今、協力隊の方、なかなか活動が、私たち議員にもなかなか分かりません

し、地域の方に聞いても、なかなか浸透していないように私は感じます。ですから、

やはりそういう移動販売の担当でも協力隊の方がきちんとやっていただければ、地

域のやっぱりコミュニケーションもとれますし、また、基本的な活動費は国から来

ますので、３年間じっくりやって、それを実践にまた結びつけていただく、そうい

うふうな形の協力隊の募集をぜひともやっていただきたいと思いますので、提案を

しておきたいと思います。よろしくお願いします。 

   それでは次に、市職員の市外からの勤務状況、これまでの推移、通勤手当、住宅

手当の状況についてお尋ねをいたします。 

   この件につきましては、平成２９年第４回定例会において、以前の決算特別委員

会等で指摘、要望を含め、質問をさせていただいております。そのときにも申し上

げましたが、市外勤務に対して強制力がないのであれば、せめてふるさと納税とい

う形で税金を納めていただきたいとお願いをし、また、平成２９年９月の定例会の

予算決算常任委員長報告の中で、災害時における職員の参集や、菊池市内における

自治体活動への参加、通勤手当の削減のために、職員の地元在住を促すべきである

との提言が述べられました。熊本地震時における市職員の対応についての問題、今

後の市の財政の観点からも、提言されたものであります。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、市職員の市外勤務の状況、これまでの推移、通

勤手当、住宅手当の状況について、お示しをしていただきたいと思います。 
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○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） それでは、職員の市外居住者数などの年度ごとの推移につ

きまして、直近３年間の状況としまして、再任用職員などを除き、各年４月１日時

点での数を申し上げたいと思います。 

   まず、職員数ですけども、平成３０年が、職員数４７５人に対しまして市内居住

者数が３４７人、市外居住者数が１２８人、令和元年が、職員数４７３人に対しま

して市内居住者数が３３３人で、市外居住者数が１３６人、令和２年が、職員数４

５７人に対しまして市内居住者数が３２１人、市外居住者数が１３６人となってお

ります。 

   続きまして、通勤手当の支給状況につきまして、再任用職員を除いて算定したと

ころで申し上げますと、各年度実支給額で平成３０年が、支給対象者が３７６人で、

支給額が約２，４８７万円となっております。そのうち、市内居住の支給対象者が

２４８人で、支給額が約１，１０６万円、市外居住の支給対象者が１２８人で、支

給額が約１，３８１万円となっております。 

   また、令和元年度が、支給対象者が３７６人で、支給額が約２，５３８万円とな

っております。そのうち、市内居住の支給対象者が２４３人で、支給額が約１，０

５６万円、市外居住の支給対象者が１３３人で、支給額が約１，４８１万円となっ

ております。 

   次に、住居手当の支給状況につきまして、再任用職員を除いて算定したところで

申し上げますと、各年度実支給額で平成３０年度が、支給対象者が１０１人で、支

給額が約２，６４６万円となっております。そのうち、市内居住の支給対象者が６

２人で、支給額が約１，６１４万円、市外居住の支給対象者が３９人で、支給額が

約１，０３１万円となっております。 

   また、令和元年度が、支給対象者数が１００人で、支給額が約２，４９５万円と

なっております。そのうち、市内居住の支給対象者が６７人で、支給額が約１，５

９３万円、市外居住の支給対象者数が３３人で、支給額が約９０１万円となってお

ります。 

   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） すみません、職員数について訂正させていただきます。令

和元年度のところです。職員数４７３人に対しまして、市内居住者が３３３人と申

し上げましたけども、３３７人が正しい数字となっております。訂正して、おわび
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申し上げます。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。この市外勤務のある面では状況と

いうか、それを確認し始めたときに、まだ職員は五百何十名いらっしゃったときに、

私が最初に確認した頃のときは８０名ぐらいでした。それがどんどんどんどん増え

て、職員数はどんどんどんどん減っているのに、市外の方はどんどんどんどん増え

ていると。数字的に、今、報告をいただいた分でも、もう一目瞭然でございますし、

また、その住宅手当とか通勤手当も、おのずと市外から通ってこられる方には、や

っぱりそれなりの通勤手当がある面では金額も上がっていくと。これはもうある面

では、本当に市内で一生懸命頑張っていただいている方には本当に申し訳ないよう

な感じがいたします。 

   先般、令和２年の３月の１０日に、町外移住職員住宅手当なしと。これは議員発

議で条例が改正ということで、氷川町のほうで条例が可決しております。私どもも、

こちらは議員発議でやっておられますけれども、本当に菊池の財政の将来を考える

と、この比率がどんどんどんどん大きくなって、職員の半分ぐらいがやっぱり市外

の方になってくると、現実的に納税者はいない、そして、負担はどんどん増えてい

くという形になっていくんじゃないかということで心配をしております。 

   法的には、どこから来ていただいても何の問題もないということでございますが、

最終的にはどこかで歯止めといいますか、お願いをしていく、強制力がなくてもお

願いをしていくと、そういう形ではやっぱりやっていかなければいけないと思って

おります。 

   私も先般の質問のときに、市長といいますか、こういう問題は全国市長会とか議

長会で、地方自治を守るために提案をするべきではないかという形でお願いをして

おりましたけれども、その後、どういった形で江頭市長として動いておられるのか、

お答えをいただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。 

   市外から通勤する職員の数というのは、確かに増加傾向にあるわけでございます。

理想的には、確かに職員自らが市内に住んで、市内の状況をよく把握すると。そこ

からいろいろな魅力あるまちづくりに取り組んでいく。あるいは、また災害発生時

の対応を考えますと、少しでも早く現場に駆けつけて対応に当たるということはプ

ラスでありますので、職員の市内居住というのは、できればそのほうが望ましいこ
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とだとは思っております。 

   ただ、憲法でやはり居住移転の自由というのが保障されておりますので、市長会

のような場でこのようなテーマを取上げるということは、似つかわしくないのでは

ないかというふうに私は思っておりますので、特段私から市長会に働きかけたこと

はございません。 

   むしろ、新規採用のときに、採用時の研修等においても、担当課から市内に居住

することの重要性については説明を行っておりますし、今後の職員採用に当たりま

しても、担当課を通じて、これはお願いという形になりますけども、職員の理解が

得られるようには努めてまいりたいというふうに考えております。 

   ただ、これまで何回もこの問題をお取上げになっていますけども、これによって、

市外から勤務している職員が何か肩身が狭い思いをすることがあってはなりません

し、また、市内居住であろうが、市外居住であろうが、本当に職員の皆さんは一生

懸命に職務に当たっておられるということを私がこの場でご報告して、またご理解

をお願いしたいというふうに思います。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 最終的に採用を決定されるのは市長でございますので、その

ことも含めて、今後は、先ほどから申しますように、これがあまりにもやっぱり逆

転するようなことでもあれば、本当にやっぱり菊池市の財政を根幹から揺るがすと、

そういう形にもなっていくようなことでございますので、きちんとした問題提起で

受け止めていただいて、お願いしたいと思います。 

   それでは次に、国道３８７号線沿いの太陽光発電事業に対して、市の環境基本条

例による対応についてお尋ねをいたします。 

   議員の皆様も、国道沿いでもありますので、見られたと思いますが、今までには

なかった太陽の光を追尾する、追尾架台式の発電施設であります。また、環境基本

条例の所管の福祉厚生常任委員会には、協議会で執行部より説明してあるとのこと

ですので、概要は理解していただいていると思います。 

   市の環境基本条例があるにもかかわらず、当初は関係住民等に説明会が行われず

に開発行為が進んでおりましたので、地域住民、特に隣接住民の方々より、安全面

等の不安の相談がありましたので、市の立会いの下、菊池市環境基本条例に基づい

て、これまで何度も地元説明会が開催されましたが、地域住民の不安の解消には至

っていない状況であります。 

   そこで、お尋ねをいたしますが、国道３８７号線沿いの太陽光発電事業のこれま
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での経緯、事業の概要、環境基本条例による市の開発業者への対応の遅れも含め、

詳しくお示しをしていただきたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） それでは、これまでの経緯についてご説明いたします。 

   国道３８７号線で太陽光発電施設を確認いたしましたのは、今年の２月でありま

す。その施設を調査しましたところ、太陽の光を追尾して発電する追尾型太陽光発

電施設で、市内の事業者が設置していることが分かりました。 

   そこで、３月下旬にその事業者の事務所を訪問いたしまして、状況確認の聞き取

りを行い、本来であれば、開発前の手続であります、市との事前協議が必要なこと、

また、本市の環境基本条例の趣旨や住民説明会の開催などを説明いたしまして、事

前協議書の提出を求めたところでございます。 

   その後、事業者から市へ事前協議書が提出されましたが、当該事業が既に開発を

行っている中での事前協議という条例に違反したケースであったため、事前協議終

了までの間、開発中断の要請を行い、開発を休止していただいたところでございま

す。 

   この事業者の計画によりますと、設置箇所は次の４か所でございまして、１つが

豊間地区、これが発電設備合計１５基でございます。大平地区、発電設備合計３２

基です。重味地区、発電設備合計１０基でございます。また、以上の計画の以外に、

既に高野瀬地区におきましては、３基が設置され稼働しているというところでござ

います。 

   住民説明会につきましては、事業者より設置される各地区で開催をされておりま

して、意見や要望の聞き取りが行われております。担当課からも地区からの要望に

より同席をいたしているところでございます。 

   市におきましては、諮問機関であります環境審議会を開催いたしまして、現地調

査を行い、土木や景観の学識経験者からの意見を聞き、各地区からの意見や要望も

取り入れて、事業者へ環境に配慮した対策について指導をしてきたところでござい

ます。 

   この指導に対し、事業者の方は、全て受け入れるとの回答を今得ております。 

   そして、現在、市を立会人とした事業者と各地区の代表による三者の協定書締結

に向けて話合いが進められているところでございます。 

   これまでの経緯、以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 



－ 228 － 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。最初分かったのが、２月には分か

っていたということでございますが、私がこの話を最初にお聞きしたのは、５月の

２３日に古川兵戸井手という総会がございまして、そのときに地区の区長さんとか、

その関係というか、隣接の方が来られておって、ああいうのがどんどん進んでいる

けど、市としてああいうのを簡単に許可ができるんですかということでございまし

たので、いや、菊池市には環境基本条例というのができておりますので、それに基

づくと、きちんとした事前説明会をした上で、開発が進んでいかなければいけない

んですよという説明をしまして、いや、だけど、説明会は全然あってないよと。そ

ういう答えでございましたので、５月２５日に環境課のほうに出向きまして、その

ときに地元の区長さん方、関係者に来ていただいて、環境基本条例に基づいた説明

をしていただきました。 

   それから５月の２９日、３０日、３１日と、ずっと説明会が始まったわけでござ

います。部長にも１回来ていただきましたので、地域の方々の本当にあの太陽光に

対する不安、また、不満、そういうのを実際に聞いていただいておりますので、現

状について、そのことはしっかり認識をしていただいておると思いますが、本当に、

その後、業者のほうはいろんな改善をしますという形で言っておりましたけれども、

先般の７月の豪雨では、国道ののり面は崩壊だらけ、また、裏側といいますか、田

んぼに係るところも、もうビニールシートだらけになっているような状況でござい

ます。 

   先ほど部長のほうからもおっしゃいましたが、これまで、それぞれの地区の説明

会は、私だけで行ったことも含めれば、もう十数回説明会をやっております。しか

しながら、それぞれの地域、それぞれのやっぱり隣接の家なんかも違いますもので

すから、いろんな意見が出て、本当に先ほど申しましたように、全然不安の解消に

はなっていないというのが現状でございます。 

   再度、部長のほうにお聞きしますけれども、この地元の業者というのは、市の請

負等もするような業者であるのかが１点、それと、部長がその説明会に参加されて、

地元の協議といいますか、地元の思いをどういうふうにして感じ取られたのか、そ

の点をお聞きしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市民環境部長、笹本義臣君。 

［登壇］ 

○市民環境部長（笹本義臣君） では、木下議員のご質問に再度お答えいたします。 

   地元の請負業者、事業の業種は別ですけども、いろんなことをされておりまして、

市とも取引がございます。 

   そして、参加してから私の感想ということで、やはり先ほども述べましたように、
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いきなり太陽光の施設が建ったということで、やはりお話を聞いていますと、大変

びっくりして不安に思われているという状況は手に取るように分かっております。 

   そして、お話を聞く中で、通常、我々が思っておりました心配事といいますか、

不安な要素、それ以外に、やはり稼働音であるとか、水の流れ、排水対策、この辺

は分かりませんので、こういうものが意見や要望で出てきたということで、改めて

やはり心配されているなということで感じたところでございます。 

   また、同じように、これ、市役所の中でも共有化しておりまして、市としても十

分に認識しているといってもよろしいかと思っております。 

   そのためですけれども、なかなか非常に詳しいことは分かりませんので、環境審

議会を開きまして、その答申に基づく市からの事業、先ほども申し上げましたけど

も、指導においても、そうした点を地元からの要望も含めて、事業者へは指導して

きているところです。やはり地域住民の方の不安なことが解決できるまで、今後も

環境問題について、保全に努めていただくよう、業者のほうには併せて指導をして

いきたいと思っております。 

   また、このような施設においては、運転開始後もですけれども、新たな環境問題

が起こることが想定されますので、関係地区と事業者、そして、市を立会人としま

して協定書を締結することで、引き続き協議の場が持てるように、運転を開始した

後でも協議ができるような体制はとっていきたいというふうに思っているところで

ございます。 

   以上でございます。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） ありがとうございました。部長も説明会に参加して、地元の

不安、不満というのは十分認識をしていただいていると思います。 

   この菊池市環境基本条例は、先ほど手順が違っていたということの指摘もしまし

たけれども、開発事業者は開発行為に関する計画について、当該開発行為を実施し

ようとする前に、市長と事前協議をしなければいけない。それと、先ほどから申し

上げている説明会を開くことが義務づけられているわけですね。そういうことの手

順もちょっと間違っておりましたので、市長として、私は先般も６月１５日の一般

質問の中で、癒しの里、グルメ街道という形で、今ちょっと迫水小学校跡地は頓挫

しておりますけれども、地元の方が本当に乱開発道路になってしまっているよと。

そういう形のご指摘もございましたので、太陽光についてのあれをお聞きしました

けれども、そのときに説明会に市長の参加が得られていないということもお願いを

して、今後は説明会に参加をしていただきたい旨の要望をしましたけれども、先ほ
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どご説明がありましたけども、説明会は１回も参加をしていただいておりません。 

   今後はまた説明会が開かれると思いますので、ぜひとも参加するお願いをしなが

ら、この太陽光問題について、市長がどういうふうな形で立会人としての立場で、

今後、対応されるのか、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） それでは、ご質問にお答えいたします。 

   まず、住民説明会でありますけども、これは菊池市環境基本条例によれば、住民

説明は事業者が行い、事業者はその内容を市長に報告する必要があるというふうに

定めてございまして、市長が説明会に出ることはそもそも想定をしておりません。

しかも、今回の太陽光発電事業については、菊池市環境基本条例に基づき、本来で

あれば市との事前協議を行って、そこで様々な環境への配慮方針等々について、住

民説明会も開催して意見を聞いて、その内容を市長へもう一度報告すべきというふ

うに決められているところを、その条例に違反する形で進められていたということ

でございますので、説明会のほうが後で行われたわけでありますので、この段階で

私どもが出席した、特に市長が出席した場合には、条例に違反した行為を追認する

ことになりかねないということで、出席を控えたものでございます。 

   こうした太陽光発電事業開発について、どのように考え、取り組んでいくかとい

う次のご質問でございますけども、太陽光発電自体はクリーンエネルギーの１つと

して、地球温暖化対策に資するものではありますけども、開発の仕方によっては、

森林の乱伐による自然災害であるとか、景観の毀損であるとか、地域住民の生活に

悪影響を及ぼす等のリスクが懸念されるわけでありますので、事業者と地域住民と

の事前の意思疎通というのは極めて大事でありまして、そのことを通じて、開発メ

リットと環境保持のバランスを保っていくということが重要だというふうに考えて

おります。 

   今回の太陽光発電事業の開発については、先ほど申しましたとおり、菊池市環境

基本条例に定められた市への事前協議なしに開発行為が開始されていたということ

でありますので、地域環境の安全面を確認するために、事業の一時中止を求めて、

改めて市の条例に基づく手続をしていただいているところでございます。 

   関係地区の皆様におかれましては、大変不安な気持ちを抱いてご心配されている

ということを重々承知しておりますので、今回の開発につきましては、特に安全面

の手当てに関する専門家の意見を求めて、それらの指摘を開発業者が全て工事に織

り込むという形をとりまして、事業者と地元住民の合意の上で進めるように、最後

まで適切なプロセスにより指導していくというところでございます。 
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   以上、お答えいたします。 

○議長（大賀慶一君） 木下雄二君。 

［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 適切な指導をしていくということの答弁をいただきましたし、

また、地元のきちんとした協議ができなければ、その開発については、今現在は止

まっておりますので、そのことについても確認をしていただきたいと思います。 

   先ほど二ノ文議員からも申されましたように、台風１０号が、最大瞬間風速８５

メートルを予測するような台風が来ております。あの太陽光の形を見ていただくと

分かりますけれども、四十何メートルには耐えられるというふうな事業者は説明し

ておりますけれども、今後、大きな台風がどんどん来るような日本でございますの

で、そのことも踏まえて、やっぱり地域の方々が安心して生活ができるような開発

行為に対する対応をしていただきたいと思います。 

   以上で、終わります。 

○議長（大賀慶一君） これで、木下雄二君の質問を終わります。 

   以上で、一般質問は終わります。 
   本日の議事日程は全部終了しました。 
   次の会議は、９月２４日の午前１０時から開き、議案等の採決を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立ください。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午後３時３４分 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
 日程第１ 議案第９５号 上程・説明・質疑・委員会付託 
○議長（大賀慶一君） 日程第１、議案第９５号、財産の取得についてを議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   市長、江頭実君。 

［登壇］ 

○市長（江頭 実君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

   本日から、各常任委員会・分科会が開催される大変お忙しい中に、本会議を開催

していただきまして、誠にありがとうございます。 

   ただいま上程されました追加議案の説明をさせていただく前に、台風１０号の被

害状況について、ご報告をさせていただきます。 

   なお、報告いたします数値は、９月７日に開催いたしました災害警戒本部におい

て把握している数値でありますことを事前にお断りさせていただきます。 

   まず、９月５日土曜日午後５時に、本庁及び各支所に情報連絡本部を設置すると

ともに、自主避難所４か所を開設いたしました。 

   明けて６日日曜日午前１０時に、災害警戒本部へ移行するとともに、避難所をさ

らに４か所増設して、８か所体制とし、避難準備・高齢者等避難開始を発令いたし

ました。 

   また、同日午後１時には、自主避難所を１か所追加し、計９か所として、午後７

時には、土砂災害計画区域に対して、避難勧告を発令いたしております。 

   次に、避難者数につきましては、７日午前０時が最も多く、４８３世帯８６０人

の方が避難されておられました。 

   明けて７日月曜日の午前８時に、暴風警報が解除されたことに伴い、避難勧告を

解除し、避難者ゼロの避難所を徐々に閉鎖して、同日午後１時４０分に、全ての避

難所を閉鎖いたしました。 

   最後に、被害状況につきましては、稗方・豊間・雪野・袈裟尾で停電が発生して
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おりましたが、現在、復旧済みということでございます。 

   また、そのほか、倒木が２１件、電線の被害が３件、土砂崩れが１件、非住家の

被害が１件、それぞれ発生しております。 

   幸いにも人的被害の報告や、甚大な災害被害の報告はあっておりませんが、今後

も台風のシーズンが続きますので、これまで以上に気を引き締めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

   それでは、このたびの定例会に追加議案として提案させていただきます案件につ

きまして、ご説明させていただきます。 

   追加議案書その２の１ページをお願いいたします。 

   議案第９５号、財産の取得については、菊池市立小中学校１人１台タブレットの

購入について、議会の議決をお願いするものでございます。 

   以上、内容の詳細につきましては、この後、総務部長が説明をいたしますので、

慎重ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大賀慶一君） 総務部長、上田敏雄君。 

［登壇］ 

○総務部長（上田敏雄君） 改めまして、皆様、おはようございます。 

   それでは、追加提案いたします議案第９５号につきまして、ご説明いたします。 

   追加議案書その２の１ページをお願いいたします。 

   議案第９５号、財産の取得については、菊池市立小中学校１人１台タブレットの

購入につきまして、議会の議決をお願いするものでございます。 

   取得する財産は、菊池市立小中学校１人１台タブレット、Ｗｉｎｄｏｗｓ ＯＳ

端末４，００５台。 

   契約の方法は、条件付一般競争入札。 

   取得金額は、１億７，４８９万８，３５０円。 

   契約の相手方は、株式会社ＮＴＴデータＮＪＫ熊本営業所でございます。 

   本件につきましては、第２回定例会において補正予算を承認いただき、９月２日

に条件付一般競争入札を実施、２事業者から応札があり、９月４日に仮契約を締結

したところでございます。 

   以上、追加議案についての説明とさせていただきます。 

○議長（大賀慶一君） 以上で議案の説明を終わります。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   次に、委員会付託を行います。 

   議案第９５号は、総務文教常任委員会に付託します。 

   総務文教常任委員会は、付託されました案件を十分審査いただきますようお願い

します。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

   次の会議は、９月２５日の午前１０時から開き、議案等の採決を行います。 

   本日は、これで散会します。 

   全員、ご起立ください。 

（全員起立） 

   お疲れでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

散会 午前１０時０６分 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ７ 号 
 
 
 

９月２５日 
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令和２年第３回菊池市議会定例会 

 

議事日程 第７号 

 
令和２年９月２５日（金曜日）午前１０時開議 

 

第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

第２ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

追加議事日程（第７号の追加１） 

第１ 意見書案第２号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第２ 意見書案第３号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見

書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第３ 意見書案第４号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化 

           に対し地方税財源の確保を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

第４ 決議案第２号 菊池市第三セクター七城町特産品センター（メロンドーム）及 

           び七城町振興公社（温泉ドーム）に対する市長の監督権の行使 

           に関する調査に関する決議 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 各常任委員長報告・質疑・討論・採決 

日程第２ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

追加日程第１ 意見書案第２号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

追加日程第２ 意見書案第３号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に 

               係る意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

追加日程第３ 意見書案第４号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急 

               激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 

 上程・説明・質疑・討論・採決 
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追加日程第４ 決議案第２号 菊池市第三セクター七城町特産品センター（メロンド 

               ーム）及び七城町振興公社（温泉ドーム）に対する市 

               長の監督権の行使に関する調査に関する決議 

 上程・説明・質疑・討論・採決 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

出席議員（２０名） 

                     １番  田 中 教 之 君 
                     ２番  福 島 英 德 君 
                     ３番  緒 方 哲 郎 君 
                     ４番  後 藤 英 夫 君 
                     ５番  平   直 樹 君 
                     ６番  東   奈津子 さん 
                     ７番  坂 本 道 博 君 
                     ８番  水 上 隆 光 君 
                     ９番  猿 渡 美智子 さん 
                    １０番  松 岡   讓 君 
                    １１番  荒 木 崇 之 君 
                    １２番  柁 原 賢 一 君 
                    １３番  工 藤 圭一郎 君 
                    １４番  城   典 臣 君 
                    １５番  大 賀 慶 一 君 
                    １６番  水 上 彰 澄 君 
                    １７番  二ノ文 伸 元 君 
                    １８番  泉 田 栄一朗 君 
                    １９番  木 下 雄 二 君 
                    ２０番  山 瀬 義 也 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
欠席議員（なし） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
説明のため出席した者 

             市 長     江 頭   実 君 
             副 市 長     芳 野 勇一郎 君 
             政策企画部長     後 藤 啓太郎 君 
             総 務 部 長     上 田 敏 雄 君 
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             市民環境部長     笹 本 義 臣 君 
             健康福祉部長     渡 邉 弘 子 さん 
             経 済 部 長     清 水   登 君 
             建 設 部 長     中 村 喜 範 君 
             教 育 長     渡 邉 和 博 君 
             教 育 部 長     木 下 徳 幸 君 
 

新型コロナウイルス感染症対策のため別室で待機していた者 
             経 済 部 次 長     本 田 憲 仁 君 
             七 城 支 所 長     倉 原 安 浩 君 
             旭 志 支 所 長     竹 村 秀 一 君 
             泗 水 支 所 長     水 上 孝 道 君 
             財 政 課 長     山 田 哲 二 君 
             総務課長兼選挙 
                         開 田 智 浩 君 
           管理委員会事務局長  
             市 長 公 室 長     松 原 憲 一 君 
           農業委員会事務局長     泉   大 助 君 
             水 道 局 長     安 武 邦 男 君 
            監査委員事務局長     山 口 浩一郎 君 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
事務局職員出席者 

             事 務 局 長     歌 岡 憲 一 君 
             事 務 局 課 長     中 尾 孝 浩 君 
             課 長 補 佐     古 田 浩 敏 君 
             議 会 係 長     笹 本 聖 一 君 
             議 会 係     吉 岡 結加里 さん 
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○議長（大賀慶一君） 全員、ご起立をお願いします。 
（全員起立） 

   おはようございます。 

   ご着席ください。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（大賀慶一君） ただいまより本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第１ 各常任委員長報告（報告書は、巻末285～316頁参照）・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 日程第１、各常任委員長報告、それでは、日程に従いまして、

日程第１、去る９月１日及び９月８日の会議において、各常任委員会に審査を付託

しました議案第７０号から議案第７４号及び議案第７６号から議案第９５号並びに

請願第２号及び請願第３号の２７案件並びに継続審査となっておりました請願第１

号について、各常任委員長から審査結果の報告があっておりますので、これを一括

して議題といたします。 

   ただいまから各常任委員会における審査の経過及び結果について、各常任委員長

の報告を求めます。 

   初めに、総務文教常任委員長、平直樹君。 

［登壇］ 

○総務文教常任委員長（平 直樹君） おはようございます。 

   本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案２件、議決案２

件、請願２件です。 

   ２日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及び結

果についてご報告申し上げます。 

   まず、議案第７０号については、菊池市市民会館は、現在文化会館及び泗水ホー

ルの２つの施設で構成しているが、２つの施設とも老朽化が進み、不具合等も多く

なってきている。個別施設計画を踏まえて、今後の市民会館の在り方について市民

を交えて検討し、方針を定める必要があることから、市民会館在り方検討委員会を

設置するものであるとの説明を受け、質疑を行いました。 

   委員より、在り方検討委員会が設置される場合は、執行部として市民会館の在り

方について、既に一定の方向性を持っていると思うが、現段階でどのような方向性

を持っているのか。また、１６人の委員で市民を交えて組織するとのことだが、何

人の市民が入るのか。関係団体の代表者とはどのような方々が入るのかとの質疑が
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あり、執行部より、個別施設計画では、統合という形で方向性を示している。在り

方検討委員会では、当然その方向性を丁寧に説明した上で始めていきたい。委員に

ついては、各地区の代表者として、区長会から１人ずつ、その他学校関係者や文化

芸術団体等からの選定を予定している。また、学識経験者を２人、公募で２人を選

定する予定で進めている。団体については、具体的には決定していないとの答弁が

ありました。 

   さらに、委員より、個別施設計画では統合するとのことだが、どちらかの施設を

なくして１つの施設とするのかとの質疑があり、執行部より、統合の在り方につい

ては、どちらかに統合するか、もしくは新たな場所に設置して２つを１つにすると

いう案も考えられるとの答弁がありました。 

   また、委員より、委員の任期は２年とあるが、答申を出す時期はある程度決めて

いるのかとの質疑があり、執行部より、３年後をめどに方向性を定めていきたいと

考えているとの答弁がありました。 

   また、委員より、文化会館及び泗水ホールの耐用年数はあと何年ぐらいあるのか

との質疑があり、執行部より、個別施設計画で見ると、公共施設の耐用年数は６０

年と設定してある。文化会館は昭和５４年建築で築４１年を経ている。また、泗水

ホールについては平成７年の建築となっており、築２５年を経ているとの答弁があ

りました。 

   次に、議案第７１号については、菊池市市民会館在り方検討委員会の設置に伴い、

条例の一部を改正する必要があるため、提出するものであるとの説明を受け、特に

質疑はありませんでした。 

   次に、議案第９４号については、令和２年度泗水中学校長寿命化改良工事に係る

もので、条件付一般競争入札で行われ、８月２０日に仮契約を行っているとの説明

を受け、質疑を行いました。 

   委員より、工事費の比率はどうなっているのかとの質疑があり、執行部より、３

社になるので、代表の１社が６割、残りの２社が２割ずつの契約の出資割合となっ

ているとの答弁がありました。 

   次に、議案第９５号については、菊池市立小中学校１人１台タブレット４，００

５台の購入に係るもので、条件付一般競争入札で行われ、９月４日に仮契約を行っ

ているとの説明を受け、質疑を行いました。 

   委員より、単価は幾らかとの質疑があり、執行部より、単価は４万３，６７０円

となるとの答弁がありました。 

   次に、請願第２号については、核兵器禁止条例の早期発効のためにも、唯一の被

爆国である日本政府が核兵器禁止条約に参加・調印・批准するよう、自治体として
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意見を提出するように求める請願であり、特に質疑はありませんでした。 

   次に、請願第３号については、子どもたちのゆたかな学びや学校の働き方改革を

実現するために、計画的な教職員定数改善を推進すること。また、教育の機会均等

と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２分の１に復

元するよう意見書の提出を求める請願であり、質疑を行いました。 

   委員より、計画的な教職員定数改善を推進することとあるが、今現在、教職員の

内定がない状況なのか。どういう状況だから改善推進が必要なのかとの質疑があり

ました。 

   議員間討議では、特に意見はなく、慎重審議しました結果、当委員会に付託され

ました議案第７０号、議案第７１号、議案第９４号、議案第９５号、請願第２号に

ついては、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決、採択すべき

ものと決定いたしました。 

   次に、討論があった請願第３号につい申し上げます。 

   委員より、この件については、議員の皆さんのご理解の下、何度も請願を上げて

国に意見書を提出しているが、なかなか進まない現状である。今年は特にコロナの

状況の中で、ソーシャルディスタンスを保つという意味からも、全国知事会などか

らも同じような意見書が出ている。本市議会でも請願を採択していただいて、今度

こそ実現に結びつけていただきたいとの賛成討論がありました。採決の結果、全員

異議なく原案のとおり採決すべきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げて、総務文教常任委員長の報告を終わります。 

○議長（大賀慶一君） 次に、福祉厚生常任委員会委員長、坂本道博君。 
［登壇］ 

○福祉厚生常任委員長（坂本道博君） おはようございます。 
   本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案２件です。 

   ２日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及び結

果についてご報告申し上げます。 

   まず、議案第７２号、菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、

執行部より、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要があるためで、内容は総務省か

ら通知カード新規交付や再発行は行わない旨の通知があったため、個人番号の通知

カードの再交付１件につき５００円を削除するものとの説明を受け、質疑を行いま

した。 

   委員より、マイナンバーカードを作りたくない人や、通知書をなくしたとき、ど
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うしたらいいのかとの質疑に対し、執行部より、必要な場合は、マイナンバー入り

の住民票の写しを取る方法があるとの答弁がありました。 

   次に、議案第７３号、菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、執行

部より、子ども・子育て支援法の一部改正並びに特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要があ

るためで、内容は令和元年１０月１日からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、

関係法令が改正されたことによる条例改正であるとの説明を受け、質疑を行いまし

た。 

   委員より、第３子以降の副食費の無償化に係る県からの補助金は今後もあるのか

との質疑に対し、執行部より、県からは特になくなるとは聞いていないとの答弁が

ありました。 

   さらに、委員より、公立保育所の経費について、幼児教育無償化に伴い、昨年度

は臨時交付金の対象となったが、今年度の負担はどうなるのかとの質疑に対し、執

行部より、今年度から国の補助はなく、従来どおり市の負担となっているとの答弁

がありました。 

   以上、慎重審議しました結果、当委員会に付託されました議案第７２号及び議案

第７３号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、福祉厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

○議長（大賀慶一君） 次に、経済建設常任委員会委員長、後藤英夫君。 
［登壇］ 

○経済建設常任委員長（後藤英夫君） 本定例会で経済建設常任委員会に付託されまし

た案件は、議決案２件、前回定例会において継続審議としました請願１件です。 

   ２日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及び結

果についてご報告申し上げます。 

   議案第７４号については、民法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもので

あり、遅延損害金の算定利率年５％を民法に規定する法定利率へ改めるとの説明を

受け、特に質疑はありませんでした。 

   議案第９３号については、平成３０年１２月２１日に契約締結の議決をいただい

た菰入新橋上部工工事について、橋の長寿命化につなげること等を目的として、舗

装準備工、橋面防水工などの追加工事を行うために、工事請負契約の一部を変更し

たいとの説明を受け、質疑を行いました。 
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   委員より、設計業者と設計監理を行う業者は違うのかとの質疑に対し、執行部よ

り、そのとおりであるとの答弁がありました。 

   請願第１号については、もう少し農業者団体等との調整が必要ではないか。生産

者側と消費者側とでは考え方の立場が違うのではないかといった意見がありました。 

   以上、慎重審議しました結果、当委員会に付託されました議案第７４号、議案第

９３号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

   次に、請願第１号については、国や農業者団体、農業者でも意見が分かれている

問題であり、生産者と消費者といった観点でも考えていく必要があることから、慎

重な審議を行っていくため、継続審査としてはどうかとの動議が出され、採決の結

果、全員異議なく継続審査とすべきものと決定しました。 

   議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう

お願い申し上げまして、経済建設常任委員会委員長の報告を終わります。 

○議長（大賀慶一君） 次に、予算決算常任委員会委員長、松岡讓君。 

［登壇］ 
○予算決算常任委員長（松岡 讓君） おはようございます。 
   本定例会において、予算決算常任委員会に付託された議案について、９月１日及

び１８日に予算決算常任委員会を、８日から１１日に予算決算常任委員会分科会を

開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告します。 
   本委員会に付託されました議案は、議案第７６号から議案第９２号までの１７議

案です。 

   各分科会において所管する分を慎重に審査し、各分科会長より経過報告がありま

したので、その主な内容について報告します。 

   なお、報告書はお手元に配付させていただいておりますが、本日の口頭での報告

については、網かけ部分を抜粋して報告させていただきます。 

   委員会の会議録については、全文記載された報告書を掲載いたします。 

   まず、議案第７６号について申し上げます。 

   消防費の災害対策経費１，１８５万円の増額については、６月から７月にかけて

災害対応において、避難所運営を含む災害情報連絡本部、災害警戒本部を設置した

ことにより、時間外勤務手当が不足したための増額補正である。また、新型コロナ

ウイルス感染症対策事業１，０６２万円の増額は、避難所の衛生環境を保つため、

消毒液や飛沫感染防止パネル等の資材を備蓄するための防災備蓄倉庫建設に伴う調

査設計委託料及び避難所用ベッド購入に係る備品購入費であると説明を受け、質疑

を行いました。 
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   委員より、コロナ禍において、最初に行った避難所がいっぱいで、違う避難所に

行ってほしいと言われた話も聞いている。車を持っている人はいいが、交通弱者の

方が速やかに避難できるような対応が必要と思うとの質疑があり、執行部より、要

配慮者については、基本的には優先的に来られたところに入れるよう努力をしてい

る。今回避難者数が多く、どうしても入れない状況であったため、一番近くの避難

所を案内したとの答弁がありました。 

   次に、教育費における事務局費の新型コロナウイルス感染症対策事業１，１９４

万２，０００円の増額については、小中学校の感染症対策に共通して必要な消耗品

費や感染症対策に伴う学校との文書配送委託料である。また、児童・生徒の家庭学

習支援のため、インターネット未整備の市内小中学校世帯に対し、アクセスポイン

ト購入費及び光回線工事費の導入費用を補助するもので、導入補助については、ア

クセスポイント購入費及び光回線工事費、それぞれ１万円を限度に合計２万円まで

補助するものである。また、小学校費の学校ＩＣＴ教育推進事業（小学校）７，４

４６万４，０００円の増額については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金を活用して、当初予算において、市内小学校１０校分の電子黒板及び電子

黒板用パソコンの老朽化に伴い、更新整備を予定していたリース料である使用料及

び賃借料を減額し、備品購入費に組み替えるものである。組み替えることで、後年

度の負担軽減を図り、同時に備品購入として市内物品取扱業者への分割発注するこ

とで、コロナ禍における市内経済の活性化を図るものである。また、新型コロナウ

イルス感染症対策事業９８３万７，０００円の増額については、小学校１０校の感

染症対策及び熱中症対策に必要な備品や消耗品の購入並びに修学旅行における長時

間移動の際の３密を避けるためのバス増便に対する使用料及び賃借料である。また、

中学校の学校ＩＣＴ教育推進事業（中学校）３，１７３万４，０００円の増額につ

いては、小学校費と同様に組替えを行うものである。また、新型コロナウイルス感

染症対策事業５０９万７，０００円の増額については、小学校費と同様に、中学校

５校の感染症対策及び熱中症対策に必要な備品や消耗品の購入費並びに修学旅行の

バス増便に対する使用料及び賃借料が主なものであるとの説明を受け、質疑を行い

ました。 

   委員より、インターネットの環境整備は、来年から小学校に入学する世帯につい

ても支給するのかとの質疑があり、執行部より、今回の整備は臨時交付金の対象と

している。来年度も同じように臨時交付金がある場合は補助の延長も想定したいと

の答弁がありました。 

   次に、キャッシュレスについて、委員より、支払方法についてはどのような種類

があるかとの質疑に対し、執行部より、コンビニでの納付や、スマートフォンでの
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決済を考えているとの答弁がありました。 

   次に、金婚式事業について、委員より、金婚式は中止とのことだが、ほかの市で

は開催しているところもある。例えば旧市町村ごとや、午前午後に分けて行うなど、

今後、金婚式を迎える方は少なくなると思われるので、来年度合わせて開催できな

いかとの質疑に対し、執行部より、本年度申請は１２５組である。苦渋の決断で中

止させていただいた。来年度については今後検討していきたいとの答弁がありまし

た。 

   次に、各種検診事業について、検診事業の減額は、新型コロナウイルス感染症対

策のために中止した検診委託料の減額かとの質疑に対し、そのとおりである。国が

推奨するがん検診に基づき、肺、胃、大腸、子宮、乳がん検診を実施し、腹部超音

波と乳房超音波検診については実施していないとの答弁がありました。 

   次に、ブランド推進費の新型コロナウイルス感染症対策事業３５０万について、

委員より、地元特産品を首都圏等でＰＲするということだが、十分効果があると見

込まれているのかとの質疑に対し、執行部より、宿泊助成事業等と連携し宿泊客に

おもてなしをするということは、お客様に大変喜ばれており、ＰＲにつながってい

ることから、宿泊を検討されている方が多い首都圏等でＰＲを行うことは十分に効

果があるものと考えているとの答弁がありました。 

   次に、道路橋りょう新設改良費の道路橋りょう新設改良事業の委託料２３０万６，

０００円の増額について、委員より、ＪＡ菊池・菊池中央支所から隈府小学校方向

への道路拡幅改良工事とのことだが、北側の築地井手に蓋をするような拡幅を行う

のかとの質疑があり、執行部より、築地井手側への拡幅ではないとの答弁がありま

した。 

   次に、議案第７７号について、委員より、ほかの自治体でキャッシュレスでの保

険料納付を行っている自治体はあるのかとの質疑に対し、執行部より、県内では宇

城市が取り組んでいるとの答弁がありました。さらに、委員より、キャッシュレス

の目的は収納率アップか市民の利便性の向上かとの質疑に対し、他市町村の状況を

確認したところ、収納率アップとはなっておらず、市民サービスの向上が目的とな

る。ただ、納期内納付はアップしている。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

新しい生活様式に対応するべく、最終的には９０％程度、国の交付金を基に事業を

行い、市の財政負担を最小限に抑えるよう考えているとの答弁がありました。 

   次に、議案第７８号について、委員より、そもそも後期高齢者医療保険料につい

ては年金天引きが基本だが、キャッシュレス決済をする必要があるかとの質疑に対

し、執行部より、年金から介護保険料、そして後期高齢者医療保険料を天引きする

ようになっているが、年金の不足など普通徴収になられる方もおり、現在の３３８
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件の方が普通徴収となっており、その方々が対象になってくるとの答弁がありまし

た。 

   次に、議案第７９号について、委員より、キャッシュレス決済事業の１０１万７，

０００円は、ほかの課と割ってあるのかとの質疑に対し、総額１，０２０万３，０

００円を４課と水道局で案分しているとの答弁がありました。 

   次に、議案第８０号について、委員より、現在つまごめ荘へ何人派遣しているか

との質疑に対し、派遣数は３４人で、うち産休者２人であるとの答弁がありました。 

   次に、議案第８２号については、建設費の富の原地区管渠延伸工事に伴う建物被

害の事前、事後調査費用１２５万円について、委員より、７６１メートルに対して

今年度分は７件、それで全てなのかとの質疑に対し、執行部より、そのとおりであ

るとの答弁がありました。 

   補正予算について、議員間討議では、委員より、キャッシュレス決済で支払い方

の選択肢を増やすのはいいが、せっかくならシステムを構築すべきだと考える。シ

ステムの進捗状況を委員会へ報告してほしいとの意見や、後期高齢者の場合のキャ

ッシュレスは必要ないこともあるので、ほかの支払い法も模索すべきとの意見が出

ました。さらに、委員より、まず徴収率はある程度上がってきているので、口座引

落としを進めるべきではないかとの意見も出ました。 

   また、委員より、金婚式を来年まとめて２年度分開催すべき、金額は大きくない

ので可能ではないかとの意見や、保育関係者に対して補助金が慰労金には使えない

ので、市独自の支給を考えるべきだとの意見も出ました。 

   次に、各会計の決算認定についてですが、初めに、議案第８３号について、主な

ものを申し上げます。 

   地域振興費について、委員より、コミュニティバスと乗合タクシー運行補助金の

内訳は、また、地方バスの利用者はどれくらいかとの質疑があり、執行部より、べ

んりカーが１，０５４万１，２８６円、あいのりタクシーが１，３０１万３，７５

４円である。地方バスは大きく分けると２路線に分かれている。昨年度の利用者数

は、電鉄バスの七城田島線が５，８７９人、大津と山鹿を含めた産交バスが１４万

５，５５０人であるとの答弁がありました。 

   また、委員より、お試し住宅の利用状況はどうなっているのかとの質疑があり、

執行部より、平成３０年度の実績が７世帯２２人で１８５日利用、平成３１年度が

６世帯１３人で６１日利用である。本年度は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り閉鎖している。お試し住宅を利用した移住者は、平成３０年度に４世帯が移住に

つながっているとの答弁がありました。 

   次に、外国語指導授業について、委員より、ネーティブ・スピーカーの生の英語
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を聞き、国際理解を深める効果があった。また、学習意欲の向上が図られたという

ような効果とされているが、例えば英検受験者数が増えたなどの効果を数値化すべ

きであるとの質疑があり、執行部より、ＡＬＴとの生の英語を聞いて触れ合うとい

うコミュニケーションの話になるので、数値化については難しい。本来は国の計画

等に基づいて、ネーティブ・スピーカーを置くことになっている。外国語でのコミ

ュニケーションをとるということが、英語を身につけるためにＡＬＴを置いている。

また、英検の受験率については、令和元年度の受験者数は、年３回の試験があるが、

１８９人が受験している。５級から２級まであり、２級が第１回で中学３年生が３

人、第３回目で中学１年生が１人受験している。今後は数字を出していきたいとの

答弁がありました。 

   さらに、委員より、語学について数値化するのは難しいと思う。ただ、これだけ

の予算を使っているので、数値化すべき、コミュニケーションということであれば、

ＴＯＥＦＬやＴＯＥＩＣの活用も必要ではないかとの質疑がありました。執行部よ

り、以前に一般質問もあっているが、ＡＬＴについては、数値化が難しいと答弁し

ている。小学校３年生と５年生、中学校２年生全員を対象に、ＡＬＴに関するアン

ケート調査を行っている。その中に、ＡＬＴが加わる英語の授業は楽しいか、大切

であると思うか、学んだことは、将来、役に立つと思うかなどの調査を行っている

ので、こういうものを数値化して、ＡＬＴの必要性を数値化したいとの答弁があり

ました。 

   次に、就学援助経費について、委員より、就学援助費を支給している子どもの数

について、近年の動向はどうなっているか。併せて、今年度の新型コロナウイルス

感染症の影響により、就学援助費の締切りを緩和されたことによる申込み数はどう

なっているのかとの質疑があり、執行部より、就学援助が必要な人数は年々増えて

いる。平成２９年度から平成３０年度の比較で３８人の増、平成３０年度から平成

３１年度の比較で５４名の増である。令和２年度の新型コロナウイルス感染症の影

響により家計が急変した世帯の就学援助の認定については、６月申請が１人の１世

帯、７月申請が３人の１世帯の計４人の２世帯が新たに認定したものであるとの答

弁がありました。 

   次に、自治公民館費について、委員より、歳入でそれぞれ公民館の使用料の報告

があったが、利用件数はどうなっているかとの質疑があり、執行部より、中央公民

館の利用件数は３，４９４件で、利用者数は５万２，０９０人、七城公民館が８４

８件で１万９，４４０人、旭志公民館は昨年改修をしていたので短期間ではあった

が、５４件の７１６人、泗水公民館が２，８０１件で４万１，５８９人であったと

の答弁がありました。 
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   次に、委員より、コンビニでの住民票などの交付サービスについて、昨年の発行

数の実績はとの質疑に対し、執行部より、昨年度は６７５件であるとの答弁があり

ました。さらに、委員より、コンビニでの交付サービスに約５００万をかけており、

１通当たりのコストが高額になっている。費用対効果があるのかとの質疑に対し、

そのような議論もあったが、今回のコロナ禍において、来庁しなくても住民票など

が取得できた。また、時間外でも全国でも取得できるという利点もあるとの答弁が

ありました。 

   次に、委員より、ごみ分別アプリは非常に費用対効果がいいと考える。何人の方

がアプリをダウンロードされているのかとの質疑に対し、執行部より、令和２年８

月２６日現在で３，１０４件であるとの答弁がありました。さらに、委員より、い

いアプリなので、広報に毎月紹介し広げてほしい。将来的にごみの不法投棄を通報

できる機能追加などバージョンアップが必要だと考えているが、そのような考えは

あるのかとの質疑に対し、執行部より、委員や市民からの助言をもとに、今後まと

めてバージョンアップする予定であるとの答弁がありました。 

   次に、すくすく子宝祝金事業について、委員より、何年間実施しているのか。ま

た、最近の支給状況はどうかとの質疑に対し、執行部より、支給の状況は、平成２

９年度が１００人、平成３０年度が１０７人、平成３１年度が１０１人であり、合

併時の平成１７年度から実施しているとの答弁がありました。 

   次に、委員より、健康ポイント事業の事業費は、費用対効果はどうかとの質疑に

対し、執行部より、事業費は９８万円、検診受診者の増加や健康づくりの意識向上

を目的に実施したが、目標には満たなかったとの答弁がありました。 

   次に、こども健診センターについて、委員より、こども健診センターは閉まって

いることが多い。有効に使用されているのかとの質疑に対し、執行部より、９時か

ら１６時まで１人の保健師が健診センターで勤務している。午前中は予約制で相談

事業を行い、午後からは乳幼児健診を行っているとの答弁がありました。 

   次に、委員より、特定不妊治療と一般不妊治療について、違いと治療を受けた人

数はとの質疑に対し、執行部より、特定不妊治療と一般不妊治療の違いは、特定不

妊治療は卵子と精子を体の外に出して顕微鏡下で受精させる方法。一般不妊治療は

精子を人工的に女性の体に入れて受精させる方法。市が助成した件数は、特定不妊

治療が２３件、一般不妊治療が２件となっているとの答弁がありました。 

   次に、農業委員会一般事務事業について、委員より、太陽光発電の下に作物を作

ったとして、農業委員会はその確認を行うのかとの質疑に対し、執行部より、太陽

光発電の施設については、単純に太陽光パネルを設置するだけの施設と、パネルの

下に作物を作る営農型の２種類があり、営農型については、パネルの下に作物を作
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ることが条件となっているため、確認と指導を行っているとの答弁がありました。 

   次に、有害鳥獣捕獲事業委託料について、委員より、イノシシの成獣の捕獲数は

どれだけかとの質疑に対し、執行部より、年間７６１頭であるとの答弁がありまし

た。また、委員からは、猟をされている方が意欲を持って駆除していただけるよう

な施策としてほしい。農業被害額を考えた上での予算編成を行うべきとの意見があ

りました。 

   次に、令和元年度に国の施策として実施されたプレミアム付き商品券事業につい

て、委員より、本市における購入率はどれくらいだったのかとの質疑に対し、執行

部より、２６．５％の購入率であったとの答弁がありました。また、委員より、購

入に当たっては、どのような問題点があったのかとの質疑に対し、執行部より、購

入までの手続について、申請して何度も事務的なやり取りを行う必要があり、対象

者の方が負担に感じられたのではないかとの答弁がありました。これに対して委員

からは、こうした現状について、きちんと国には報告をしておくべきとの意見があ

りました。 

   次に、住宅管理費について、委員より、市営住宅で住民が除草作業をせずに、市

が業者委託をしているところはあるのかとの質疑に対し、執行部より、ほぼ全ての

市営住宅において、住民に何らかの除草作業、美化作業を行っていただいている。

シルバー人材センターへの委託は、急傾斜で除草作業に危険があり、対象面積が広

過ぎる、住宅を建設する際に隣接する農地等との約束事があったところについてお

願いしているとの答弁がありました。 

   次に、議案第８４号について、委員より、現在国民健康保険税は上がっていない

が、今後税率が上がるのか。特別会計上どのような状況かとの質疑に対し、執行部

より、特別会計の予算総額は約６８億円、医療給付が４７から４８億円であり、そ

の１００分の５程度が基金として望ましいが、本市はまだ足りない状況である。し

かし、国保税の負担が重いのは承知しており、歳入を増やすため、補助金等を活用

できるよう努めているとの答弁がありました。 

   次に、議案第８５号について、委員より、後期高齢者医療保険料の不納欠損につ

いて、必要であれば調査等をし、処分しているという考えでよいかとの質疑に対し、

執行部より、時効が２年間となっており、その前に催告書送付や窓口相談を行い、

分納等での支払いをお願いしているとの答弁がありました。 

   次に、議案第８６号については、委員より、介護保険において、介護サービスの

利用率はどのくらいかとの質疑に対し、執行部より、要介護の認定を持っていても

サービスを利用されない方や入院中の方などがいらっしゃるので、認定率で答える

と、令和２年３月末で要支援者の方を含み１９．８９％であるとの答弁がありまし
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た。 

   次に、議案第８７号について、委員より、水洗化率はどれくらいになっているの

かとの質疑に対し、執行部より、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、

農業集落排水事業の合計で９２．８％であり、前年から０．３３％伸びているとの

答弁がありました。 

   次に、議案第９１号について、委員より、つまごめ荘の歳入について、ショート

ステイが予算額から減額だが、施設介護サービスが増額である理由はとの質疑に対

し、執行部より、職員が足りなかったので、初めは一時的に長期利用者の受入れを

制限し、ショートステイを優先していたが、長期利用者のほうが地域において必要

性があっていたので、ショートステイの利用者を制限したとの答弁がありました。 

○議長（大賀慶一君） ここで、換気等のため、１０分間休憩いたします。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４４分 

開議 午前１０時５２分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

［登壇］ 
○予算決算常任委員長（松岡 讓君） 申し訳ありません。先ほど報告した中で、６ペ

ージの下から２段目、事後調査費用を１２５万円と申し上げましたが、１５２万円

と訂正をお願いいたします。 
   続けてまいります。 
   次に、昨年の予算決算常任委員会の提言事項について、９月１日の当委員会にお

いて提出された提言に対する回答書について、執行部より説明がありました主なも

のを申し上げます。 
   まず、行政改革を考慮しつつ、ＩＣＴ等を活用しながらの適材適所の人員配置と

適正な職員数の配置を求めることについて、執行部より、行政改革の取組として、

つまごめ荘などの民営化を実施した。また、事務処理ミスの発生を踏まえて、庁内

組織として事務品質改善委員会を設置し、今後事務品質の改善に取り組んでいく。

ＩＣＴの活用については、時間外勤務や休暇管理を電子決済で行うシステムの運用

を開始した。今後も管理職を対象とした業務ヒアリングや、職員個々の経験等を勘

案しながら、適正な職員管理の分析検討を進めていきたいとの説明がありました。 
   次に、適正な予算編成や予算執行、適正な公有財産の管理等を踏まえた職員のス

キルアップについては、執行部より、予算編成や予算執行において十分に精査して

編成、執行を行っている。今後も研修等を実施しながら、職員のスキルアップに努
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めていきたいとの説明があり、特に質疑はありませんでした。 
   次に、外部委託の効果や金額の妥当性の検証については、執行部より、外部委託

の効果や金額の妥当性など、予算編成時のヒアリングにおいて職員が担うべきもの、

また外部委託が適しているものなどを点検している。今後も適正な予算執行になる

よう努めていきたいとの説明がありました。特に質疑はありませんでした。 
   次に、主要事業の報告について、これまで同様、決算認定議案の添付資料として

主要施策の成果を提出し、その結果を報告している。また、特に主要な事業の定義

の再確認を行ったところである。今後も市議会と共有すべき内容であると判断した

場合は、月例会等で報告を行うこととしたいとの説明があり、特に質疑はありませ

んでした。 
   次に、税務課より債権管理業務について、本年４月より債権管理室を設置し、適

切な債権管理を行っているところである。単年度の徴収率は高いが、滞納額等につ

いてはまだ多くの金額が残っており、今後も適切に対応していく。債権管理室は各

課の担当者に税務課のノウハウを提供し、職員のスキルアップを行っている。さら

なる債権管理の体制の強化を図っていくとの説明があり、委員より、市税の滞納処

分がコロナでできなかったと思われるが、具体的にどのような理由があったのかと

の質疑があり、執行部より、コロナで収入が減ったと思われるので、催告を自粛し

てきたとの答弁がありました。 
   次に、道路や橋りょう維持管理については、今後先細っていく予算の中で、今と

同じような維持管理は難しくなるということについて、執行部より、行政区からの

要望を基に、緊急性の高いところから予算の範囲内で補修工事等を実施している。

特に橋りょうについては、５年サイクルで全ての橋りょうを点検を行い、健全性の

判定に基づき補修を行っている。また、道路施設等については、今後も老朽化が進

み、維持管理費用が高額になることが予想されるため、予算の確保に努め、関係機

関との連携を図りながら整備を行っていきたい等の説明があり、委員からは、透明

性のある優先順位をつけて、維持管理を行っていくべきとの意見がありました。 
   その後の決算関係の議員間討議では、歳出面での削減努力が必要というのは原則

である。そんな中、学校教育の中でＩＣＴ教育についての予算が膨らんできている

面が気になる。今回、国からの予算措置があって進めてきたが、今後も同じように

国の対応が続くかどうか不明である。国の補助があったから、今回、ハード面もソ

フト面も導入できたが、本来はもう少し計画的に導入すべきだったと考える。だが、

導入した以上、いかに効果的に活用していくかが肝要。今回の補助事業を有効に活

用すべき。タブレットを導入したからといって、全てが網羅できるわけではない。

だが、今後の活用方法で将来大きく差が出る。ただタブレットを持つだけでなく、
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いかに有効に活用するかが大切である。通信費に関しては厳しい家庭と別に、既に

負担している家庭との公平性を保つべき。少しでも不平等感を感じさせないような

手を打ってほしい。 
   事務処理問題については、ミスが頻発している。あってはならない問題であり、

議会のたびにこのような問題が出ている。何度も初歩的なミスが続いている。公僕

としての役割をしっかりやってもらいたい。これだけミスが続くと、これが当たり

前のように感じるようになっている。当たり前にやっていればミスは起こらない。

人的ミスはなかなかなくならない。大切なのはデータベース化とアラームだと考え

る。見逃してしまうこともあり得る。だからこそシステム化し、ミスがあったとき

にアラームが出るようにすべきだ。その他の事例も参考にして、いきなりゼロにな

らないだろうが、ちょっとしたをミスを少なくしていってほしい。基本的にあって

はいけないことだから、それを容認するような言葉を使ってほしくない。仕方ない

けどという表現ではなく、これは絶対にいけないという表現で提言をお願いしたい。 
   全事業、施策に対して言えることだが、成果として、表現はできる限り数値化を

すべきである。そうしないと、本来の成果として見えてこない。全て数値化できる

とは思っていないが、できるだけ数値化をするという意識を持つことが大切だ。基

本的には費用対効果である。今後予算に余裕があるわけではないことは容易に想像

できる。数値化し、費用対効果が分かるようにすべきであるといった動議でありま

した。 
   また、債権管理体制が確立しているが、まだ不納額が多いので、できる限り徴収

してほしい。特に公立の保育園の徴収方法をしっかり行ってほしい。 
   今後、こども健診センターについて、利用者の声を聞きながら、当該保健センタ

ーの在り方について見直すべき。保健師の業務の在り方も考えていく必要がある。

当該健診センターの視察を行い、加えて、すくすく子宝祝金や不妊治療などの少子

化対策の関連の予算について増額も考えていいのでは。 
   花房保育園、菊之池保育園について、民営化にならないように、特色ある保育園

を目指してほしい。花房保育園が医療ケアもできる点を評価すべき。 
   介護保険の利用が増えない状況で特別会計が逼迫しているが、適切な予算の執行

をしてほしいとの意見も出ました。 
   以上が、各分科会長からの経過報告となります。 
   なお、執行部に対する総括提言はありませんでした。 
   経過報告に引き続き、各分科会長に対する質疑を行いました。 
   委員より、つまごめ荘の職員問題とはどういう意味かとの質疑があり、総務文教

分科会長より、報告書の８ページと１０ページに書いてあるが、昨年度の予算決算
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常任委員会における行政改革を考慮しつつ、ＩＣＴ等を活用しながらの適材適所の

人員配置と適正な職員数の配置を求めることについてという提言に対して、執行部

より、つまごめ荘の民営化を実施したとの答弁があり、それに対して職員の帰任に

対する質疑があった。つまごめ荘の職員問題とは、職員の帰任に関することである

との答弁がありました。 
   さらに、委員より、昨年の提言は、ＩＣＴを活用しながらの適材適所の人員配置

と適正な職員数の配置を求めるとの中で、いきなりつまごめ荘が出てきているので、

文章が合わないのではと思う。つまごめ荘は福祉厚生分科会の所管ではないか。人

件費が総務文教の所管だからといって、ここまで踏み込んで聞けるのか。ＩＣＴを

活用しながらの行政改革の話なのに、いきなりつまごめ荘の話になっているが、そ

こがうまくつながらないのではとの質疑があり、総務文教分科会長より、当委員会

では、この質疑があったとき、うちの分科会の所管であるとか、福祉厚生分科会で

あるとの議論はあっていないとの答弁がありました。さらに、委員より、これが果

たして総務文教分科会で上がっていいのか。内容は完全につまごめ荘の運営である。

福祉厚生分科会の所管ではないと思う。答弁したのは誰かとの質疑があり、総務文

教分科会長より、答弁をいただいたのは総務課長であるとの答弁がありました。さ

らに、委員より、職員問題ではなく、派遣についてとかの記載がいいのではないか。

問題としてしまうと、問題が起きているように読む人が考えるのではないかとの意

見がありました。 
   以上、慎重に審議しました結果、議案第７６号から議案第８２号、議案第８７号

から議案第９２号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとお

り可決、認定すべきものと決定しました。 
   次に、討論がありました議案第８３号について申し上げます。 
   委員より、本市の財政調整基金は、決算時点で６０億を超えている。生活保護世

帯は申請件数も決定数もここ数年増えており、財政調整基金を高過ぎる国保税の引

下げや生活困窮者への支援を行うために活用すべきである。また、マイナンバーカ

ードの普及率が、交付開始から４年半がたとうとしているにもかかわらず、本市で

も14．１％にとどまっている。国も自治体も毎年多額の予算を執行しながら、普

及が進まない現状である。国の制度ではあるが、多額の税金を毎年執行している状

況は認められない。そのほか、部落解放同盟への補助金の支出について、各支部の

事業収支決算書では、補助金の割合が９０％を超えている。支出の中で一番大きい

のは大会参加者への日当であるが、本来日当などの支出は団体独自の会費等で支払

われるべきであり、税金の支出で賄われるべきではないとの反対討論がありました。 
   次に、議案第８４号について申し上げます。 
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   委員より、令和元年度も様々な努力を行い、保険料は据え置かれたが、依然市民

にとっては保険料の負担は大変重いものである。令和元年度の現年度分に限っても、

滞納世帯は１割近くに上っている。基金や一般会計からの法定外の繰入れを行い、

払える国保税にすべきであるとの反対討論がありました。 
   次に、議案第８５号について申し上げます。 
   委員より、本制度は、高齢者を年齢で差別し、給付抑制や負担を増やす問題の制

度である。おととし４月から軽減特例の見直しが始まり、保険料の負担が増えてい

る。運営主体は県の広域連合であるが、市としても意見を上げ、保険料の引下げを

求めるべきであるとの反対討論がありました。 
   次に、議案第８６号について申し上げます。 
   委員より、平成３０年度から第７期の介護保険事業がスタートし、保険料が値上

げされた。令和元年度も約１６％、１割を超える高齢者の方が保険料を払えない状

況である。来年度からスタートする第８期の介護保険事業では、基金の活用や一般

会計からの繰入れを行い、市民の負担を少しでも軽減することが求められていると

の反対討論がありました。 
   採決の結果、議案第８３号から議案第８６号については、賛成多数により認定す

べきものと決定しました。 
   次に、予算決算常任委員会分科会における議員間討議を踏まえ、次の９事項を提

言としてまとめました。 
   １、今回の国の教育面におけるＩＣＴ施策推進の機会を学びのチャンスと捉え、

有効な活用方法と維持管理等も含んだ計画を持つべきである。 
   ２、最近事務処理ミスが頻発している。データベース化を進め、万が一ミスがあ

ったときには早期発見できるシステムを構築し、市民の皆様に不利益が生じないよ

う事務品質向上に努めるべきである。 
   ３、つまごめ荘の職員についても、段階的にかつ確実に解決できるように協議を

し、計画的に進めるべきである。 
   ４、費用対効果を見るためにも、事業の成果をより一層数値化する。また、数値

化するという意識を持つべきである。 
   ５、前年に引き続き、債権管理をしっかり行い、少しでも滞納額が減少するよう、

債権管理室を中心に全課が取り組むこと。 
   ６、少子化対策、子育て支援については、市独自のめり張りのある予算編成、執

行を行うこと。事業の効果検証、見直しを繰り返し、場合によっては、保健師、保

育士の増員や支援額の増額を含めた試みを検討すること。 
   ７、特別会計の状況を的確に把握し、補助金等の活用を踏まえて、適切な予算編
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成、執行を行うこと。 
   ８、イベントの見直しについて、市町村合併したときに一部見直しが図られてい

るものもあるが、いまだ実務的な部分を市が行っているイベントがあり、今後は市

ではなく、地域や地元をはじめとした各種団体が行うよう進めていくとともに、拡

大するもの、統合、集約化するもの、削減するものと計画を立てて見直しを図り、

その内容も改革していく必要がある。 
   ９、財政状況が厳しくなっていく中で、道路、河川、公園、市営住宅、上下水道

の公共インフラの維持管理について、これまでどおり行っていくことは大変難しく

なってくるため、地域や受益者の皆さんにも除草や美化作業等への協力をお願いす

るなど、住民の参加などとの連携による公共インフラの維持管理も検討していく必

要がある。また、物産館、道の駅、四季の里旭志や、七城リバーサイドパーク等に

おいて、施設の老朽化に伴う修繕、維持管理費が増加していることから、今後の施

設の運営や在り方等を検討していく必要がある。 
   以上、本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果についてご報告申し

上げます。 
   なお、執行部におかれましては、申し述べました提言項目のほか、予算決算分科

会を通しての各分科会長からの指摘や意見を踏まえ、今後の行政執行に十分反映さ

れることを願います。 
   議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同を賜りますようお

願いを申し上げまして、予算決算常任委員長報告を終わります。 
○議長（大賀慶一君） 以上で、各常任委員長報告を終わります。 
   ただいまの各常任委員長の報告に対して質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   ただいまの委員長報告で、請願第１号は継続審査です。 

   これから、討論を行います。 

   議案第７０号から議案第７４号及び議案第７６号から議案第９５号並びに請願第

２号及び請願第３号の２７案件について、討論はありませんか。 

   まず、討論に反対者の発言を許します。 

   東奈津子さん。 

［登壇］ 

○６番（東 奈津子さん） 皆さん、おはようございます。議席番号６番、日本共産党、

東奈津子です。 

   議案第８３号から８６号について、反対の立場から討論を行います。 
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   まず最初に、議案第８３号、令和元年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてです。 

   不認定の理由の１つは、厳しい市民の暮らしを支える予算の執行にはなっていな

いという点であります。福祉厚生常任分科会の質疑で明らかとなりましたが、生活

保護世帯は申請件数、決定数とも、ここ数年間、増え続けています。後の国保や介

護等の討論でも述べますが、税務課の職員の努力もありながら、依然国保税等の滞

納世帯の状況は厳しいものがあります。一方で、財政調整基金は決算時点で６０億

円を超えています。ここ数年間は熊本地震や起債の償還等で取崩しが行われていま

すが、しかし、県内のほかの市町村と比較しても規模は大きく、２０１８年度の調

査ではありますが、菊池市は県内１４市の中で、標準財政規模は宇城市に続いて２

番目の高さとなっています。県平均は２０％、菊池市は４０．９％という高さであ

ります。 

   総務省自治財政局の基金の積立状況に関する調査（平成２９年度）によれば、財

政調整基金の規模の考え方は、市町村では５％を超え１０％以下、１０％を超え２

０％以下が多かったとなっています。この調査と比較しても、菊池市の財政調整基

金は多くため込まれており、高過ぎる国保税の引下げや、生活困窮者への支援を行

うために活用が求められていると思います。 

   反対の理由の２つ目は、マイナンバー関連予算の支出についてであります。福祉

厚生常任分科会での質疑でも明らかとなりましたが、マイナンバーカードの普及率

は、交付開始から４年半がたとうとしているにもかかわらず、菊池市でも直近で１

４．１％にとどまっています。国も自治体も毎年多くの予算を執行しながら、普及

率が進まない現状です。国の制度ではありますが、このような様々な問題点を抱え、

多額の税金を毎年執行している状況は認められません。地方から制度の中止、見直

しの声を上げるべきであります。 

   反対の理由の３つ目は、部落解放同盟への補助金の支出についてであります。令

和元年度の各支部の事業収支決算書を調べてみますと、従来同様、３支部とも決算

額に占める市の補助金の割合は９０％を超えており、支出の中で一番大きいものが

大会参加者への日当であります。本来、日当などの支出は、団体独自の会費なので

支払われるべきであり、税金の支出で賄われるべきではありません。熊本市、山鹿

市、玉名市では、部落解放同盟への補助金は既に廃止をされております。改めて毎

年の決算で指摘をされている点の改善を求めるものであります。 

   次に、議案第８４号、菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてです。 

   反対の理由は、保険料が高過ぎるという点であります。令和元年度も様々な努力
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を行い、保険料は据え置かれましたが、依然市民にとっては保険料の負担は大変重

いものであります。分科会での担当課長の答弁でも、国保税の負担が重いのは承知

しているとの答弁でありました。令和元年度、現年度分に限っても、滞納世帯は１

割近くに上っています。この間の一般質問でも明らかにしていますが、菊池市の国

保世帯は市全体の約４割の世帯を占めます。令和元年度の状況では、国保世帯の所

得の状況は、１００万円未満は５割を超え、２００万円未満になると８割を超える

という状況です。一方で、基金の残高も令和２年３月３１日時点で１億６，４００

万円台を維持しています。基金や一般会計の財政調整基金も活用して、法定外の繰

入れも行い、他市町村でも行われている均等割や均等割の免除や、保険税そのもの

の引き下げなどを行って、払える国保税にするべきであります。 

   次に、議案第８５号、菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について

です。 

   反対の理由は、本制度が高齢者を年齢で差別し、給付の抑制や負担を増やす問題

のある制度であるという点であります。 

   おととし４月から軽減特例の見直しが始まり、保険料の負担が増えています。令

和元年度も現年度分で滞納額が１７７件、１９０万円も超えています。今年４月か

らはさらに保険料の値上げとなっています。一般会計の決算認定の質疑でも明らか

となりましたが、本市における生活保護受給者の半分以上が高齢者世帯であること

であり、高齢世帯の生活の厳しさがうかがえます。切下げられる年金の下で、負担

ばかりが増え続ける、このような状態を見過ごすことはできません。運営主体は県

の広域連合でありますが、市としても意見を上げ、保険料の引下げを求めるべきで

あります。 

   次に、議案第８６号、菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

です。 

   反対の理由は、１つは、高過ぎる保険料です。平成３０年度から第７期の介護保

険事業がスタートし、保険料が値上げされました。令和元年度も約１６％、１割を

超える高齢者の方が保険料を支払うことができない状況です。その額は９２０万９，

５２２円にも上ります。年金が切下げられる中で、払えない人が増えるのは当然で

あります。 

   また、サービスの給付という点でも、この間、介護保険サービスから切り離す要

支援者の方々へサービスも始まっており、また、利用料が払えないなどの理由で、

必要なときに必要な介護サービスが受けられないという事態も少なくありません。

国の社会保障削減路線の下で、地方自治体は厳しい運営を強いられていることとは

思いますが、基金の残高は１億９，９００万円を超えています。もちろん給付を円
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滑に行うためには一定の基金が必要であることは承知していますが、来年度からス

タートする第８期の介護保険事業では、この基金の活用、また、一般会計からの繰

入れも行って、市民の負担を少しでも軽減することが求められます。 

   以上で、議案第８３号から議案第８６号について、反対の立場から討論を終わり

ます。 

○議長（大賀慶一君） ただいま、議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案

第８６号に対する反対討論がありました。 
   議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案第８６号についての賛成者の

発言を許します。 

   討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 議案第８３号から議案第８６号について、ほかに討論はござい

ませんか。 
［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） これで、議案第８３号から議案第８６号に対する討論を終わり

ます。 
   ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） これで討論を終わります。 
   これより、議案第７０号から議案第７４号及び議案第７６号から議案第９５号並

びに請願第２号及び請願第３号について採決します。 
   ただいま反対討論がありました議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議

案第８６号を除き、一括採決します。 
   お諮りします。議案第７０号から議案第７４号、議案第７６号から議案第８２号、

議案第８７号から議案第９５号並びに請願第２号、請願第３号、以上の２３案件に

ついては、各常任委員長の報告は、原案のとおり可決、認定、採択であります。各

常任委員長の報告のとおり決定することに異議ありませんか。 
［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、以上の２３案件については、各

常任委員長の報告のとおり可決、認定、採択することに決定いたしました。 
   次に、反対討論がありました議案第８３号、議案第８４号、議案第８５号、議案

第８６号については、起立により採決します。 
   最初にお諮りします。議案第８３号について、原案のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 
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（賛成者起立） 
○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第８３号は、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第８４号について、原案のとおり可決することに賛成

の方はご起立願います。 
（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 賛成多数です。よって、議案第８４号は、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第８５号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立をお願いします。 
（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第８５号は、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 
   次に、お諮りします。議案第８６号について、原案のとおり認定することに賛成

の方は起立をお願いします。 
（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立多数です。よって、議案第８６号は、原案のとおり認定す

ることに決定しました。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日程第２ 委員会の閉会中の継続審査並びに調査について 

○議長（大賀慶一君） 次に、日程第２、委員会の閉会中の継続審査並びに調査につい

てを議題とします。 

閉会中の継続審査・調査 

議会運営委員会 
１ 議会運営等に関する諸問題の調査について 

総務文教常任委員会 
１ 一般行財政、企画開発、地域振興、情報処理、防災、教育等に関する諸問題

の調査について 
福祉厚生常任委員会 

１ 福祉、環境、市税、健康管理、地籍調査等に関する諸問題の調査について 
経済建設常任委員会 

１ 農政、林業、商工振興、観光振興等に関する諸問題の調査について 
２ 土木、都市計画、公共下水道、水道等に関する諸問題の調査について 
３ 種苗法改正の慎重審議を求める請願 
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予算決算常任委員会 
１ 予算及び決算に関すること 

議会広報特別委員会 
１ 議会広報に関すること 

熊本地震からの復旧・復興特別委員会 
１ 熊本地震からの復旧・復興に関すること 

議会改革検討特別委員会 
１ 議会改革に関すること 

   議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長から所管事務調査事項につい

て、議席に配付の閉会中の継続審査並びに調査申出一覧表のとおり申出があってお

ります。 

   お諮りします。議会運営委員長及び各常任委員長並びに特別委員長からの申出の

とおり、閉会中の継続審査並びに調査とすることに異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、議会運営委員長及び各常任委員

長並びに特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査並びに調査とすること

に決定しました。 

   ここで、換気等のため、１０分間休憩いたします。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

休憩 午前１１時２８分 

開議 午前１１時３５分 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
○議長（大賀慶一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第１ 意見書案第２号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、追加議事日程第１、意見書案第２号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） それでは、意見書案第２号、核兵器禁止条約の参加・調印・批

准を求める意見書について申し述べます。 

核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書 

 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２年を経た２０１７年７月

７日、歴史的な核兵器禁止条約が採択されました。 
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 条約は、核兵器について破壊的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲

章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪

の烙印」を押しました。核兵器はいまや不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明

文上も違法なものとなりました。 

 条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇にいたる

まで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなって

います。 

 また条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠

組みを示しています。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記さ

れ、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっています。 

 このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり

熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。 

 ２０１７年９月２０日、核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以

降、国際政治でも各国でも、前向きな変化が生まれています。条約調印国はアジ

ア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸国の８２か国。批准国は４４か国と

なり、発効に必要な条件（５０か国）まで残り６か国となっています。 

 アメリカの「核の傘」に安全保障を委ねている日本国政府は、核兵器禁止条約に

背を向け続けています。こうした態度をただちに改め、被爆国として核兵器全面禁

止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約に参加、調印、批准すること

を強く求めます。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和２年９月２５日 

                   熊本県菊池市議会議長 大賀 慶一 

 

   衆議院議長   大島 理森 様 

   参議院議長   山東 昭子 様 

   内閣総理大臣  菅  義偉 様 

   財務大臣    麻生 太郎 様 

   総務大臣    武田 良太 様 

   文部科学大臣  萩生田光一 様 

   意見書案第２号を別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定によ

り提出いたします。 
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   提案理由としましては、広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２

年を経た２０１７年７月７日、歴史的な核兵器禁止条約が採択された。 

   この核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望して

きた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。 

   このようなことから、日本国政府が、被爆国として核兵器全面禁止のために真剣

に努力するあかしとして、核兵器禁止条約に参加・調印・批准されるよう意見書を

提出するものである。 

   これが、本案を提出する理由であります。 

   意見書については、お手元に配付のとおりです。 

   議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようお願い申し

上げ、提案理由といたします。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   意見書案第２号について、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会の付託

を省略し、引き続き審査します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。意見書案第２号については、原案のとおり可決することにご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第２号は、原案のとお

り可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第２ 意見書案第３号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、追加議事日程第２、意見書案第３号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   平直樹君。 

［登壇］ 

○５番（平 直樹君） それでは、意見書案第３号、教職員定数の改善及び義務教育費
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国庫負担制度拡充に係る意見書について申し述べます。 

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症として３月には全国で一斉臨時休業が行われました。

また、４月以降も、再開する学校、休業が延長された学校、再休業に入る学校など

があり、学校現場では学びの保障や心のケア、感染症対策など教職員が不断の努力

を続けています。 

 学校現場では、新学習指導要領への対応だけでなく、貧困・いじめ・不登校など

解決すべき課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを実現するための教材

研究や授業準備の時間を十分に確保することが困難な状況となっています。ゆたか

な学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配措置ではなく抜本的な定数改

善計画に基づく教職員定数改善が不可欠です。 

 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫

負担率が２分の１から３分の１に引き下げられました。厳しい財政状況の中、独自

財源により人的措置等を行っている自治体もありますが、自治体間の教育格差が生

じることは大きな問題です。国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子ど

もたちが全国のどこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の

要請です。ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠です。 

 よって、国会及び政府におかれましては、地方教育行政の実情を十分に認識さ

れ、地方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように、下記の措置を講

じられるよう強く要請します。 

 

記 

 

１ 計画的な教職員定数改善を推進すること。 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負

担割合を２分の１に復元すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

 

 令和２年９月２５日 

                 熊本県菊池市議会議長 大賀 慶一    

 

   衆議院議長   大島 理森 様 
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   参議院議長   山東 昭子 様 

   内閣総理大臣  菅  義偉 様 

   財務大臣    麻生 太郎 様 

   総務大臣    武田 良太 様 

   文部科学大臣  萩生田光一 様 

   意見書案第３号を別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定によ

り提出いたします。 

   提案理由としましては、ゆたかな子どもの学びを保障するための条件整備は不可

欠である。 

   抜本的な定数改善計画に基づく教職員定数改善と教育の機会均等並びに水準の維

持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を２０２１年度政府予算編

成において２分の１に復元されるよう意見書を提出するものである。 

   これが本案を提出する理由である。 

   意見書については、お手元に配付のとおりです。 

   議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようお願い申し

上げ、提案理由といたします。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   意見書案第３号については、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会の付

託を省略し、引き続き審査します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。意見書案第３号については、原案のとおり可決することに異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第３号は、原案のとお

り可決することに決定しました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第３ 意見書案第４号 上程・説明・質疑・討論・採決 
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○議長（大賀慶一君） 次に、追加議事日程第３、意見書案第４号を議題とします。 

   提出者の提案理由の説明を求めます。 

   水上隆光君。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） こんにちは。それでは、意見書案第４号、新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書

について申し述べます。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の

確保を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に

直面している。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度において

も、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。 

 地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の

財政需要への対応はじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財

政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記

事項を確実に実現されるよう、強く要望する。 

 

記 

 

１ 地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確

保すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減

に努めるとともに、償還財源を確保すること。 

２ 地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切

に発揮できるよう総額を確保すること。 

３ 令和２年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切

った減収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても、

地方消費税を含め弾力的に対応すること。 

４ 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、

国税・地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・

継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。 

５ とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に

影響する見直しは、土地・家屋・償却資産を問わず、断じて行わないこと。先の 
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 緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむを得ない

ものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今

回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和２年９月２５日 

                   菊池市議会議長 大賀 慶一    

 

   衆議院議長  大島 理森 様 

   参議院議長  山東 昭子 様 

   内閣総理大臣 菅  義偉 様 

   内閣官房長官 加藤 勝信 様 

   総務大臣   武田 良太 様 

   財務大臣   麻生 太郎 様 

   経済産業大臣 梶山 弘志 様 

   経済再生担当大臣 西村 康稔 様 

   まち・ひと・しごと創生担当大臣 坂本 哲志 様 

   意見書案第４号を別紙のとおり、菊池市議会会議規則第１４条第２項の規定によ

り提出します。 

   提案理由としましては、現在、新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延してお

り、本市においても感染者が確認されるなど、いまだ終息の気配が見えない状況で

あります。 

   また、感染症の長期化による地域経済への影響も甚大であり、今後税収等の激減

が避け難くなっている。 

   よって、国において新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪

化に対して、速やかに地方財政対策を講ずることを強く要望する。 

   これが、本案を提出する理由であります。 

   意見書については、お手元に配付のとおりです。 

   議員各位におかれましては、意見書の趣旨にご賛同いただきますようお願い申し

上げ、提案理由といたします。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 
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   荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） それでは、意見書案第４号について質疑を行います。 

   これにつきましては、全協でちょっと話すいとまがなかったので、出すことに関

しては、私は大賛成です。ただ、しかし、ちょっと１点お聞きしたいのが、めくっ

ていただきまして、記、１のところです。地方の安定的な財政運営に必要な地方税、

地方交付税などの一般財源総額を確保すること。これは分かります、国に要望する

のは。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努める

とともに、償還財源を確保することとありますが、臨時財政対策債は地方が発行す

るんですよね。なのに、発行額の縮減に努めるとともにと書いてあるところが１点、

なぜ国に対してなのに、地方が発行するものに対してこういう言い方をするのか。 

   もう１個、償還財源を確保することって、もちろんこれは借りたら地方が返すわ

けですから、なぜ国に償還財源を確保することとつけるのか。その２点がちょっと

疑問点がありますので、教えていただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（大賀慶一君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） 荒木議員のところの質疑は、この間の全協におきまして皆さん

の同意を得たということを認識して、荒木議員の質問のところは審議しておりませ

ん。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） すみません、内容には分かるんですけども、ここの文面が、

どうしてこういう文面なのかというのを、内容を聞いているわけなんですよね。要

は、なぜ国に出すのに、要は、地方が発行するものに対して、何か国に発行額の縮

減を求めているのかというところをお聞きしているので、これ審議してないとかじ

ゃなくて、提案者にお聞きしているわけですよ、内容をですね。その理由というの

をお尋ねしているんですけど。 

○議長（大賀慶一君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） 臨財債におきましては、地方が、国の交付税の足らない部分が

ある場合等に地方のほうで臨財債を組むというふうな認識ということは認識してお

ります。 

○議長（大賀慶一君） 荒木崇之君。 
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［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） ３回目ですので、最後になりますけど、じゃあ今ので言うと、

後年度、これは地方交付税に臨対債は見るので、国が地方に発行しろと、足りない

部分を発行しろと言っているから、こういう内容ということでよろしいですか。 

○議長（大賀慶一君） 水上隆光君。 

［登壇］ 

○８番（水上隆光君） 臨財債の仕組みのとおりだと思っています。 

○議長（大賀慶一君） ほかに質疑はございませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   意見書案第４号については、会議規則第３７条第２項の規定によって委員会の付

託を省略し、引き続き審議します。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

   これより採決します。 

   お諮りします。意見書案第４号については、原案のとおり可決することに異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第４号は、原案のとお

り可決することに決定いたしました。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 追加日程第４ 決議案第２号 上程・説明・質疑・討論・採決 

○議長（大賀慶一君） 次に、追加議事日程第４、決議案第２号を議題とします。 

   提案者の提案理由の説明を求めます。 

   福島英德君。 

［登壇］ 

○２番（福島英德君） 皆さん、こんにちは。それでは、議長より発言の許可をいただ

きましたので、決議案第２号、菊池市第三セクター七城町特産品センター（メロン

ドーム）及び七城町振興公社（温泉ドーム）に対する市長の監督権の行使の調査に

関する決議案の提案理由の説明をいたします。 

   提案理由といたしましては、令和２年第２回と第３回定例会、一般質問において

の答弁及び情報公開請求資料、報道機関内容に対して、市民の立場として到底納得

できる内容ではなかったためです。 
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   まず、申しておきますが、総務省自治財政局長から平成２６年８月５日に総財公

第１０２号で、２５％以上を出資している地方公共団体は、第三セクターの健全経

営のため、経営状況を把握し、適切な関与が必要だと通達されております。これに

関しては、一般質問でご存じかどうかを尋ねたところ、市長からは知っていると答

えられました。総務省自治財政局長からの通達に目を通されているのであれば、一

般質問での答弁に関してもそうですが、熊日新聞の取材に対しての８月２５日付の

報道で、市長は交際費については施設側に聞いてほしいとのコメント、９月５日付

報道では、交際費の話は報道で知ることが多く、今は事実関係を調べているとのコ

メントは無責任だと思います。 

   七城町振興公社と七城町特産品センターが使った交際費がここにあります。全て

の領収書を確認しましたが、身内の飲み会ではないかと推察されるものが多々ござ

います。市が８５％以上を出資している菊池市第三セクターの七城町特産品センタ

ー及び七城町振興公社については、行政の監視機関である市議会が当該施設を調査

し、実態を究明することが責務であると考えます。 

   以上を提案理由といたしまして、別紙決議案の内容を読み上げて説明いたします。 

  １、調査事項 

   地方自治法第１００条の規定により、次のとおり菊池市第三センターセンター七

城町特産品センター（メインドーム）及び七城町振興公社（温泉ドーム）に対する

市長の監督権の行使に関する調査を行うものとする。 

  ２、特別委員会の設置 

   本調査は、地方自治法第１０９条及び委員会条例第６条の規定により、委員６名

で構成する「菊池市第三セクター七城町特産品センター及び七城町振興公社に関す

る調査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。ただし、当施設への出荷者及

び利害関係者の構成は認めない。 

  ３、調査権限 

   本会議は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第１００条第１項及び

同法第９８条第１項の権限を「菊池市第三セクター七城町特産品センター及び七城

町振興公社に関する調査特別委員会」に委任する。 

  ４、調査期間 

   「菊池市第三セクター七城町特産品センター及び七城町振興公社に関する調査特

別委員会」は、１に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができ

る。 

  ５、調査経費 

   本調査に要する経費は、予算の範囲内とする。 
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   以上、議員各位におかれましては、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、決議案

第２号の説明といたします。 

○議長（大賀慶一君） 以上で説明が終わりました。 

   これから質疑を行います。質疑は３回までとなっています。 

   質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

   決議案第２号については、会議規則第３７条第３項の規定によって委員会付託を

省略したいと思います。ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに

決定しました。 

   委員会の付託を省略し、引き続き審査をします。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。 

   坂本道博君。 

［登壇］ 

○７番（坂本道博君） 決議案第２号について、反対の立場で討論を行います。 

   私も七城町に住んでいますので、地元から見た目で申しますと、七城温泉ドーム

とメロンドーム、両三セクの交際費が５年間で２，０００万円であるとの新聞報道

がありましたが、その５年間の両三セクの売上げは８５億円以上であり、今まで菊

池市や七城町の経済発展に多大な貢献をしてきた三セクであり、また、地元に愛さ

れている三セクでもあります。 

   今回の七城温泉ドームやメロンドームについて、百条委員会を設置して調査され

るということですが、福島議員の一般質問の答弁にもあったように、市が交際費に

おいても会社に聞き取りをして調査されるということですので、まずはその調査報

告を議会に提出されるのを待ちたいと思います。ですので、現時点での本件につい

て、百条委員会の設置については反対したいと思います。 

○議長（大賀慶一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

   荒木崇之君。 

［登壇］ 

○１１番（荒木崇之君） 決議案第２号について賛成討論を行います。 

   この七城温泉ドームとメロンドームの高額な交際接待費と不透明な支出について

は、熊日新聞及び西日本新聞で取上げられ、多くの市民が知ることとなりました。
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どう市が今後対処するか、注目されています。 

   私も前委員会であった経済建設委員会において、高額な接待交際費を質問したと

ころ、執行部から、第三セクターは独立した会社なので、指導監督ではなく、助言

しかできないと答弁されましたので、その答弁を信じていましたが、その答弁は誤

りであることに気づきました。なぜなら、地方自治法第２２１条第３項に、予算の

執行に関する市長の調査権とあり、「地方公共団体の長は、出資割合が５０％以上

の法人に対して、予算の執行の適正を期するため、収入及び支出の実績若しくは見

込みについて報告を徴し、予算の執行状況を調査し、又はその結果に基づいて必要

な措置を講ずるように求めることができる」とあります。要約しますと、両施設と

も出資率が５０％を優に超えていますので、指導監督どころか、改善命令まで出せ

るということになります。しかし、８月２５日の熊日新聞で、市は指導監督する立

場にあるが、チェックできなかった。両方の施設の取締役である市長は、交際費に

ついては施設側に聞いてほしいと答えており、改善すら望めない現状であります。 

   また、交際費から取締役会の飲み会費が支出され、市長自身も飲み会に参加され

ているような近い距離感の中で、果たして、今後、適正な是正がされるのか、甚だ

疑問であります。ここは議会が強い調査権をもって、百条委員会において、不適切

で不透明で不可解な支出を調査すべきと考えます。 

   最後に、この決議案に対して反対される議員は、私や福島議員のように、この１，

２００枚にも及ぶ全ての領収書や決算書の開示請求をして目を通されていると思い

ますが、このずさんな領収書を見て問題がないというのであれば、市政を監視する

議員としての資質を疑うものであります。 

   議員各位におかれましては、今こそ議会の役割を果たすべく、本議案に速やかに

ご賛同賜りますことをお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか。 

   次に、原案に反対の立場で。 

   後藤英夫君。 

［登壇］ 

○４番（後藤英夫君） 決議案第２号に反対の立場で討論申し上げます。 

   これは福島議員が一般質問をされて、まだ市からちゃんとした回答がなされてな

くて、今、指導も行われていると思いますので、そのことをしっかり待った上で、

また判断していけばいいと思いますので、今の時点での百条の設置には反対申し上

げます。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか、賛成者の討論。 

   木下雄二君。 
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［登壇］ 

○１９番（木下雄二君） 皆さん、こんにちは。決議案第２号、菊池市第三セクター七

城町特産品センター（メロンドーム）及び七城町振興公社（温泉ドーム）に対する

市長の監督権の行使の調査に関する決議に賛成の立場で討論をさせていただきます。 

   この件につきましては、先ほどの提案理由、賛成討論、また、これまで何度も菊

池市の第三セクターのずさんな交際費が熊日新聞等に掲載されましたので、市民は

もとより、熊本県民が知ることとなり、菊池市の今後の改善策について、大変注目

されております。 

   先日、９月１２日の熊日新聞には、玉名市議会で菊池市の三セクの交際費の高額

支出が一般質問でも取上げられ、市長は、第三セクターの交際費について、中身を

精査し、注視していくと説明をされておられます。 

   現在の菊池市は、職員の公文書偽造、公用車の車検切れ、外郭団体の資金無断流

用、中央図書館の１脚約１０万円の高級椅子納入問題、そして、度重なる事務処理

ミスの問題で、市民との信頼関係が崩れております。 

   今回の市民感覚とかけ離れた交際費での高額飲食等に、市民からは激しい怒りの

声が上がっております。少子高齢化で将来的に厳しい財政状況の中、ましてや、コ

ロナ禍で市民が苦しんでいるときに、慣例として市が８割を超える出資者でありな

がら、黙認していたと思われても仕方ありません。市民には七城温泉ドームの入場

料値上げ、フリーパス券の廃止等で痛みを与え、取締役の交際費等は使い放題だっ

たことになります。 

   今後は、市民の理解を得るためにも、メロンドーム、温泉ドームの今回の不適切

な支出の徹底的な調査が必要であります。調査特別委員会によって、不適切な支出

に対しては、返還の対象になる可能性もありますので、市民に納得していただき、

議会としての説明責任を果たすためにも、これらのことを重く受け止めて、採決に

臨んでいただきますようお願いいたしまして、賛成討論といたします。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか。 

   反対の発言はありませんか。 

   なかったら、賛成の。 

   二ノ文伸元君。 

［登壇］ 

○１７番（二ノ文伸元君） こんにちは。私は決議案第２号に賛成の立場で討論させて

いただきます。 

   私たち議員の仕事は、主に３つの仕事があると思っております。１つ目が、市民

の要望や考えを行政に届け、反映させること。２つ目が、私たち議員の考える政策
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を提言し、市政に反映させること。そして、３つ目が、一番大事なことで、行政が

正しく仕事をしているのかを議員としてしっかりチェックすることであると考えて

おります。 

   今回の件は、３つ目の行政が正しく仕事をしているのかを議員としてチェックし

ているかに当たると考えております。図書館の問題に続き、このことも否決となれ

ば、議会不要論になりかねないと考えます。不信感を払拭するためにも必要なこと

ではありませんか。よって、私は決議案第２号に賛成いたします。 

   皆さん、仕事をしましょう。市民は怒っていますよ。そして、見ていますよ。 

○議長（大賀慶一君） ほかに討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大賀慶一君） これで討論を終わります。 

   これより採決します。採決は起立により行います。 

   お諮りします。決議案第２号について、原案のとおり可決することに賛成の方は

起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○議長（大賀慶一君） 起立少数です。よって、決議案第２号は否決することに決定し

ました。 

   以上をもって本日の議事日程は全部終了し、今定例会に付議されました事件は全

て議了しました。 

   これをもちまして、令和２第３回菊池市議会定例会を閉会します。 

   全員、ご起立をお願いします。 

（全員起立） 

   お疲れさまでした。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－○－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

閉会 午後０時０８分 
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         菊池市議会議員  坂 本 道 博 

 

 

 

         菊池市議会議員  水 上 隆 光 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各常任委員長報告書 
       ・総務文教常任委員長報告書 
       ・福祉厚生常任委員長報告書 

       ・経済建設常任委員長報告書 

       ・予算決算常任委員長報告書 
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総務文教常任委員会委員長報告書 

 

 本定例会で総務文教常任委員会に付託されました案件は、条例案２件、議決

案２件、請願２件です。 

 ２日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及

び結果についてご報告申し上げます。 

 

 まず、議案第 70 号については「菊池市市民会館は、現在文化会館及び泗水ホ

ールの２つの施設で構成しているが、２つの施設とも老朽化が進み、不具合等

も多くなってきている。個別施設計画を踏まえて、今後の市民会館のあり方に

ついて市民を交えて検討し、方針を定める必要があることから、市民会館あり

方検討委員会を設置するものである。」との説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より「あり方検討委員会が設置される場合は、執行部として市民会館の

あり方について、既に一定の方向性を持っていると思うが、現段階でどのよう

な方向性を持っているのか。」また「16 人の委員で市民を交えて組織するとの

ことだが、何人の市民が入るのか。関係団体の代表者とはどのような方々が入

るのか。」との質疑があり、執行部より「個別施設計画では、統合という形で

方向性を示している。あり方検討委員会では、当然その方向性をていねいに説

明した上で、はじめていきたい。委員については、各地区の代表者として区長

会から１人ずつ、その他学校関係者や文化芸術団体等からの選定を予定してい

る。また学識経験者を２人、公募で２人を選定する予定で進めている。団体に

ついては具体的には決定していない。」との答弁がありました。 
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 さらに、委員より「個別施設計画では統合するとのことだが、どちらかの施

設を無くして 1 つの施設とするのか。」との質疑があり、執行部より「統合の

あり方については、どちらかに統合するか若しくは、新たな場所に設置して２

つを１つにするという案も考えられる。」との答弁がありました。 

 また、委員より「委員の任期は２年とあるが、答申を出す時期はある程度決

めているのか。」との質疑があり、執行部より「３年後を目途に方向性を定め

ていきたいと考えている。」との答弁がありました。 

 また、委員より「文化会館及び泗水ホールの耐用年数は後何年ぐらいあるの

か。」との質疑があり、執行部より「個別施設計画で見ると、公共施設の耐用

年数は 60 年と設定してある。文化会館は昭和 54 年建築であり、築 41 年を経て

いる。また、泗水ホールについては、平成７年の建築となっており、築 25 年を

経ている。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 71 号については「菊池市市民会館あり方検討委員会の設置に伴

い、条例の一部を改正する必要があるため提出するものである。」との説明を

受け、特に質疑はありませんでした。 

 

 次に、議案第 94 号については「令和２年度泗水中学校長寿命化改良工事に係

るもので、条件付一般競争入札で行われ、８月 20 日に仮契約を行っている。」

との説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より「工事費の比率はどうなっているのか。」との質疑があり、執行部

より「３社になるので、代表の１社が６割、残りの２社が２割ずつの契約の出
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資割合となっている。」との答弁がありました。 

 

 次に、議案第 95 号については「菊池市立小中学校１人１台タブレット 4,005

台の購入に係るもので、条件付一般競争入札で行われ、９月４日に仮契約を行

っている。」との説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より「単価はいくらか。」との質疑があり、執行部より「単価は４万 3,670

円となる。」との答弁がありました。 

 

 次に、請願第２号については、核兵器禁止条約の早期発効のためにも、唯一

の被爆国である日本政府が、核兵器禁止条約に参加、調印、批准するよう、自

治体として意見書を提出するよう求める請願であり、特に質疑はありませんで

した。 

 

 次に、請願第３号については、子どもたちのゆたかな学びや学校の働き方改

革を実現するために、計画的な教職員定数改善を推進すること。また、教育の

機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を

２分の１に復元するよう意見書の提出を求める請願であり、質疑を行いました。 

 委員より「計画的な教職員定数改善を推進することとあるが、今現在、教職

員のなり手がない状況なのか。どういう状況だから改善推進が必要なのか。」

との質疑がありました。 

 

 議員間討議では、特に意見はなく、慎重審議しました結果、当委員会に付託

されました議案第 70 号、議案第 71 号、議案第 94 号、議案第 95 号、請願第２
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号については、討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決、採

択すべきものと決定しました。 

 次に、討論があった請願第３号について申し上げます。 

 委員より「この件については、議員の皆さんのご理解のもと、何度も請願を

上げて国に意見書を提出しているが、なかなか進まない現状である。今年は特

にコロナの状況の中で、ソーシャルディスタンスを保つという意味からも全国

知事会などからも同じような意見書が出ている。本市議会でも請願を採択して

いただいて、今度こそ実現に結び付けていただきたい。」との賛成討論があり

ました。 

 採決の結果、全員異議なく原案のとおり採択すべきものと決定しました。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきます

ようお願い申し上げまして、総務文教常任委員長の報告を終わります。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

  

              令和２年９月 25 日 

              総務文教常任委員会 委員長 平 直樹    
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福祉厚生常任委員会 委員長報告 

 

本定例会で福祉厚生常任委員会に付託されました案件は、条例案 2 件です。 

2 日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及び結果

についてご報告申し上げます。 

 

まず、議案第 72 号「菊池市手数料条例の一部を改正する条例」の制定について、

執行部より「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要があるためで、内容は総務

省から、通知カード新規交付や再発行は行わない旨の通知があったため、「個人番号

の通知カードの再交付 1 件につき 500 円」を削除するものとの説明を受け質疑を行い

ました。 

委員より、「マイナンバーカードを作りたくない人や、通知書をなくしたときどうしたら

いいか。」との質疑に対し、執行部より「必要な場合は、マイナンバー入り住民票の写し

を取る方法がある。」との答弁がありました。 

 

次に、議案第 73 号 「菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定」について 

執行部より、「子ども・子育て支援法の一部改正並びに特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正に伴い、条例の一部を改正する

必要があるためで、内容は令和元年 10 月 1 日からの幼児教育・保育の無償化の実施

に伴い関係法令が改正されたことによる条例改正であるとの説明を受け質疑を行いま

した。 
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委員より、「第 3 子以降の副食費の無償化にかかる県からの補助金は今後もあるの

か。」との質疑に対し、執行部より「県からは、特になくなるとは聞いていない。」との答

弁がありました。 

さらに委員より、「公立保育所の経費について、幼児教育無償化に伴い、昨年度は

臨時交付金の対象となったが、今年度の負担はどうなるのか。」との質疑に対し、執行

部より「今年度から国の補助はなく、従来どおり市の負担となっている。」との答弁があ

りました。 

以上、慎重審議しました結果、当委員会に付託されました議案第 72 号及び議案第

73 号については、討論もなく、採決の結果全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 

議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますよう 

お願い申し上げまして、福祉厚生常任委員会委員長の報告を終わります。 

 

 

 菊池市議会 議長 大賀 慶一 様 

 

令和 2 年 9 月 25 日 

福祉厚生常任委員会 委員長 坂本 道博  
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経済建設常任委員会 委員長報告書 

 

本定例会で経済建設常任委員会に付託されました案件は、議決案件２件、前回定例

会において継続審査としました請願１件です。 

２日間にわたり慎重に審議いたしましたので、委員会における審査の経過及び結果

についてご報告申し上げます。 

 

議案第 74 号については「民法の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものであ

り、遅延損害金の算定利率「年５パーセント」を「民法に規定する法定利率」へ改め

る。」との説明を受け、特に質疑はありませんでした。 

 

議案第 93 号については「平成 30 年 12 月 21 日に契約締結の議決をいただいた菰入

新橋上部工工事について、橋の長寿命化に繋げること等を目的として、舗装準備工、

橋面防水工等の追加工事を行うために工事請負契約の一部を変更したい。」との説明

を受け、質疑を行いました。 

委員より「設計業者と設計監理を行う業者は違うのか。」との質疑に対し、執行部

より「そのとおりである。」との答弁がありました。 

 

請願第１号については「もう少し農業者団体等との調整が必要ではないか。」「生産

者側と消費者側とでは考え方の立場が違うのではないか。」といった意見がありまし

た。 

 

以上、慎重審議しました結果、 

当委員会に付託されました議案第 74 号、議案第 93 号については、討論もなく、採
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決の結果、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

次に、請願第１号については「国や農業者団体、農業者でも意見が割れている問題

であり、生産者と消費者といった観点でも考えていく必要があることから、慎重な審

議を行っていくため、継続審査としてはどうか。」との動議が出され、採決の結果、

全員異議なく継続審査とすべきものと決定しました。 

 

議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同いただきますようお

願い申し上げまして、経済建設常任委員会委員長の報告を終わります。 

 

菊池市議会 議長 大賀 慶一 様 

令和２年９月 25 日 

経済建設常任委員会 委員長 後藤 英夫 
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予算決算常任委員会委員長報告  

 

 本定例会において、予算決算常任委員会に付託された議案について、９月１

日及び 18 日に予算決算常任委員会を、８日から 11 日に予算決算常任委員会分

科会を開催し、慎重に審査いたしましたので、その経過と結果について報告し

ます。 

 

 本委員会に付託されました議案は、議案第 76 号から議案第 92 号までの 17

議案です。 

 各分科会において所管する分を慎重に審査し、各分科会長より経過報告があ

りましたので、その主な内容について報告します。 

 

 まず、議案第 76 号について申し上げます。 

 総務費の情報化推進費の新型コロナウイルス感染症対策事業 2,092 万 7,000

円の増額については「コロナ禍の中、新しい生活様式への対応として掲げられ

た地域未来構想 20 を実現するため、iPad 等を活用したオンライン会議やペー

パーレス会議を行うために、本庁舎及び各支所への Wi-Fi 環境を整備するため

の業務委託料や、テレワーク用のノートパソコン 25 台及び大型ディスプレイ

等の備品購入費である。」との説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より「本庁舎及び各支所への Wi-Fi 環境を整備するための業務委託料が

高いと思うが、具体的にはどのような内容か。」との質疑があり、執行部より

「会議室をメインに、本庁支所全体的に Wi-Fi が使えるように整備するもの。」

との答弁がありました。さらに、委員より「何か所ぐらい整備するのか。また、

セキュリティ対策はどのように考えているのか。」との質疑があり、執行部よ

り「本庁舎で 51 台、旭志、七城支所が各４台、泗水支所が８台、予備で６台

の合計 73 台を予定している。セキュリティ対策については、委託契約を結ん

でいる ICT アドバイザーの助言をいただきながら、脆弱性が無いような形で取
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り組んでいきたい。」との答弁がありました。 

 次に、消防費の災害対策経費 1,185 万円の増額については「６月から７月に

かけての災害対応において、避難所運営を含む災害情報連絡本部、災害警戒本

部を設置したことにより、時間外勤務手当が不足したための増額補正である。

また、新型コロナウイルス感染症対策事業 1,062 万円の増額は、避難所の衛生

環境を保つため、消毒液や飛沫感染防止パネル等の資材を備蓄するための、防

災備蓄倉庫建設に伴う調査設計委託料及び避難所用ベッド購入に係る備品購

入費である。」との説明を受け、質疑を行いました。 

 委員より「コロナ禍において、最初に行った避難所が一杯で、違う避難所に

行ってほしいと言われた話も聞いている。車を持っている人はいいが、交通弱

者の方が速やかに避難できるような対応が必要と思う。」との質疑があり、執

行部より「要配慮者については、基本的には優先的に来られた所に入れるよう

に努力をしている。今回避難者数が多く、どうしても入れない状況であったた

め、一番近くの避難所を案内した。」との答弁がありました。 

 次に、教育費における事務局費の新型コロナウィルス感染症対策事業 1,194

万 2,000 円の増額については「小中学校の感染症対策に共通して必要な、消耗

品費や感染症対策に伴う学校との文書配送委託料である。また、児童、生徒の

家庭学習支援のため、インターネット未整備の市内小中学校世帯に対し、アク

セスポイント購入費及び光回線工事費の導入費用を補助するもので、導入補助

については、アクセスポイント購入費及び光回線工事費それぞれ１万円を限度

に、合計２万円まで補助するものである。」また、小学校費の学校 ICT 教育推

進事業（小学校）7,446 万 4,000 円の増額については「新型コロナウィルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用して、当初予算において、市内小学校 10

校分の電子黒板及び電子黒板用パソコンの老朽化に伴い、更新整備を予定して

いたリース料である使用料及び賃借料を減額し、備品購入費に組み替えるもの

である。組み替えることで、後年度の負担軽減を図り、同時に備品購入として

市内物品取扱業者へ分割発注することで、コロナ禍における市内経済の活性化
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を図るものである。」また、新型コロナウィルス感染症対策事業 983 万 7,000

円の増額については「小学校 10 校の感染症対策及び熱中症対策に必要な、備

品や消耗品の購入費並びに修学旅行における、長時間移動の際の３密を避ける

ためのバス増便に対する、使用料及び賃借料である。」また、中学校費の学校

ICT 教育推進事業（中学校）3,173 万 4,000 円の増額については「小学校費と

同様に、組み替えを行うものである。」また、新型コロナウィルス感染症対策

事業 509 万 7,000 円の増額については、「小学校費と同様に、中学校５校の感

染症対策及び熱中症対策に必要な、備品や消耗品の購入費並びに、修学旅行の

バス増便に対する、使用料及び賃借料が主なものである。」との説明を受け、

質疑を行いました。 

 委員より「インターネットの環境整備は、来年から小学校に入学する世帯に

ついても支給するのか。」との質疑があり、執行部より「今回の整備は臨時交

付金の対象としている。来年度も同じように臨時交付金がある場合は、補助の

延長も想定したい。」との答弁がありました。 

 また、委員より「小中学校の修学旅行で、密を避けるためのバス増便という

ことだが、通常と比較してどれだけ増便になるのか。」との質疑があり、執行

部より「バスの大きさに応じて、密になる学校について要求してもらっている。」

との答弁がありました。 

 次に、図書館費の新型コロナウィルス感染症対策事業 1,289 万円の増額につ

いては「電子図書館拡充のための電子書籍約 2,500 冊の整備や、利用者入館時

における体温検知システムの導入などが主なものである。」との説明を受け、

質疑を行いました。 

 委員より「電子書籍の単価はいくらか。また、複数のアクセスが可能か。」

との質疑があり、執行部より「平均して１冊 4,000 円程度である。本によって

アクセス権が違うが、できるだけ多くの方が利用できるような書籍を優先して

入れている。」との答弁がありました。 

 また、委員より「現在の電子書籍の冊数は何冊あるのか。」との質疑があり、
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執行部より「現在閲覧できるのは 7,391 冊である。」との答弁がありました。 

 次に、キャッシュレスについて、委員より「支払方法にはどのような種類が

あるか。」との質疑に対し、執行部より「コンビニでの納付や、スマートフォ

ンでの決済を考えている。」との答弁がありました。 

 次に、ごみ保管処分経費について、委員より「タイヤショベルについて、購

入した場合と比較してリース方式を選んだのか。」との質疑に対し、執行部よ

り「陣内処分場は来年３月閉鎖のため、リース方式を選んだ。」との答弁があ

りました。 

 次に、障がい児通所給付費等支援事業について、委員より「放課後デイサー

ビスの事業者負担の分だと考えるが、増額の内容は。」との質疑に対し、執行

部より「学校臨時休業のため、デイサービスの利用者が増えたため。」との答

弁がありました。 

 次に、生活困窮者自立支援事業について、委員より「本事業業務の昨年度の

実績は。」との質疑に対し、執行部より「令和元年度の実績は、新規相談件数

が 171 件で月平均 14.2 件、その内事業支援決定した件数が 118 件である。ま

た、支援件数の内、相談内容が解決したケースや自立となったケースが 75 件

となっている。」との答弁がありました。 

 次に、金婚式事業について、委員より「金婚式は中止との事だが、他の市で

は開催しているところもある。例えば旧市町村ごとや、午前午後に分けて行う

など、今後金婚式を迎えられる方は少なくなると思われるので、来年度合わせ

て開催できないか。」との質疑に対し、執行部より「本年度申請は 125 組であ

る。苦渋の決断で中止させていただいた。来年度については今後検討していき

たい。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「新型コロナウィルス感染症対策事業にかかる補助金は、備

品の購入や職員の時間外勤務手当として使えると思うが、保育士職員への慰労

金としては使えないのか。」との質疑に対し、執行部より「国の Q&A では、保

育所の職員等への慰労金としては活用できないとなっているので、難しいと考
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える。」との答弁がありました。 

 次に、各種検診事業について、「検診事業の減額は、新型コロナウィルス感

染症対策のために中止した検診委託料の減額か。」との質疑に対し、「そのとお

りである。国が推奨するがん検診に基づき、肺、胃、大腸、子宮、乳がん検診

を実施し、腹部超音波と乳房超音波検診については実施していない。」との答

弁がありました。 

 さらに、委員より「がん検診を受けている方は多いのか。」との質疑に対し、

「近年の動向では、特定検診は少し伸びているが、がん検診は減少傾向である。

引き続き広報やチラシなどで市民の方へ検診受診の啓発を実施していきたい。」

との答弁がありました。 

 次に、ブランド推進費の、新型コロナウイルス感染症対策事業 350 万円につ

いて、委員より「地元特産品を首都圏等で PR するということだが、十分、効

果があると見込まれているのか。」との質疑に対し、執行部より「宿泊助成事

業等と連携し宿泊客におもてなしをすることは、お客様に大変喜ばれており

PR に繋がっていることから、宿泊を検討されている方が多い首都圏等で PR を

行うことは、十分に効果があるものと考えている。」との答弁がありました。 

 次に、観光費の新型コロナウイルス感染症対策事業 8,179 万 7,000 円につい

て、委員より「飲食店支援事業のプレミアム付きクーポンは、いつから始める

のか。」との質疑に対し、執行部より「順次、事業を進めていくが、10 月 20

日過ぎを予定している。」との答弁がありました。 

 次に、道路橋りょう新設改良費の道路橋りょう新設改良事業の委託料 230

万 6,000 円の増額について、委員より「JA 菊池 菊池中央支所から隈府小学校

方向への道路拡幅改良工事とのことだが、北側の築地井手に蓋をするような拡

幅を行うのか。」との質疑があり、執行部より「築地井手側への拡幅ではない。」

との答弁がありました。 

 次に、議案第 77 号について、委員より「他の自治体でキャッシュレスでの

保険料納付を行っている自治体はあるか。」との質疑に対し、執行部より「県
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内では宇城市が取り組んでいる。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「キャッシュレスの目的は収納率アップか市民の利便性の

向上か。」との質疑に対し「他市町村の状況を確認したところ収納率アップと

はなっておらず、市民サービスの向上が目的となる。ただ、納期内納付はアッ

プしている。新型コロナウィルス感染拡大防止のため『新しい生活様式』に対

応するべく、最終的には 90％程度国の交付金を基に事業を行い、市の財政負

担を最小限に抑えるよう考えている。」との答弁がありました。 

 次に、議案第 78 号について、委員より「宇城市において介護保険料や後期

高齢者医療保険料をキャッシュレスにしていない理由は。」との質疑に対し「宇

城市に確認したところ、介護保険や後期高齢者医療については高齢者であるこ

と、対象者が少ないことが理由であった。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「そもそも後期高齢者医療保険料については年金天引きが

基本だが、キャッシュレス決済をする必要があるか。」との質疑に対し、執行

部より「年金から介護保険料、そして後期高齢者医療保険料を天引きするよう

になっているが、年金の不足など普通徴収になる方もおり、現在の 338 件の方

が普通徴収となっており、その方々が対象になってくる。」との答弁がありま

した。 

 次に、議案第 79 号について、委員より「キャッシュレス決済事業の 101 万

7,000 円は他の課と割ってあるのか。」との質疑に対し、「総額 1,020 万 3,000

円を４課と水道局で、案分している。」との答弁がありました。 

 次に、議案第 80 号について、委員より「現在つまごめ荘へ何人派遣してい

るか。」との質疑に対し、「派遣数は 34 人で、うち産休者２人である。」との答

弁がありました。 

 議案第 81 号については、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第 82 号については、建設費の富の原地区管渠延伸工事に伴い行

う建物被害の事前、事後調査費用 152 万円について、委員より「761ｍに対し

て、今年度分は７件、それで全てなのか。」との質疑に対し、執行部より「そ
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のとおりである。」との答弁がありました。 

 

 補正予算についての議員間討議では、委員より「キャッシュレス決済で、支

払い方の選択肢を増やすのはいいが、せっかくならいいシステムを構築すべき

だと考える。システムの進捗状況を委員会へ報告してほしい。」との意見や「後

期高齢者の場合のキャッシュレスは必要ないこともあるので、他の支払い方も

模索すべき。」との意見が出ました。 

 さらに、委員より「まず、徴収率はある程度上がってきているので、口座引

き落としを進めるべきではないか。」との意見も出ました。 

 また、委員より「金婚式を、来年まとめて２年度分開催すべき。金額は大き

くないので可能ではないか。」との意見や「保育関係者に対して、補助金が慰

労金には使えないので市独自の支給を考えるべきだ。」との意見も出ました。 

 

 次に、各会計の決算認定についてですが、はじめに、議案第 83 号について、

主なものを申し上げます。 

 

 まず、総合戦略推進費について、委員より「移住と起業を目的としてスター

トアップイベントによる２人の定住とあるが、具体的にどのような方が来られ

たのか。」との質疑があり、執行部より「菊池チャレンジという塾を設立する

ということで準備を進め移住されていたが、新型コロナウイルス感染症の影響

で断念され帰られている。」との答弁がありました。委員より「最終的に事業

として確立できなかったのであれば、成果も訂正しておくべきでは。」との意

見がありました。 

 また、委員より「具体的な成果が出ているかどうかというのが目に見えない

状況にある。経費はそれなりにかかっているが、もっと市民に具体的な成果が

見えるような発信や見える化が必要。イベントも同じようなものが重なるだけ

で、メリハリがないように感じる。」との質疑があり、執行部より「菊池武光
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公の生誕 700 周年においては、菊池一族を活用した、旅館事業者による旅行パ

ック関連のデジタル広告の発信を行った。しかし、それによりどれだけ交流人

口や観光客が増えたかというのは、目に見えない部分であり、数値化するのは

難しい。見える化がどうやって達成できるか内部で検討したい。」との答弁が

ありました。 

 次に、地域振興費について、委員より「コミュニティバスと乗合タクシー運

行補助金の内訳は。」また「地方バスの利用者はどれくらいか。」との質疑があ

り、執行部より「べんりカーが 1,054 万 1,286 円、あいのりタクシーが 1,301

万 3,754 円である。」「地方バスは大きく分けると２路線に分かれている。昨年

度の利用者数は、電鉄バスの七城田島線が 5,879 人、大津と山鹿を含めた産交

バスが 14 万 5,550 人である。」との答弁がありました。 

 また、委員より「お試し住宅の利用状況はどうなっているのか。」との質疑

があり、執行部より「平成 30 年度の実績が、７世帯 22 人で 185 日利用、平成

31 年度が６世帯 13 人で 61 日利用である。本年度は、新型コロナウイルス感

染症の影響により閉鎖している。お試し住宅を利用した移住者は、平成 30 年

度に４世帯が移住に繋がっている。」との答弁がありました。 

 次に、区長会経費について、委員より「区長文書の配付について、いつから

シルバー人材センターに委託をしているのか。以前は職員が配っていたと思う。

区長が市役所に電話しても、場所が分からないような職員が多い。新しく採用

された職員が職員研修も含めて配付を行うなど、その地域がどこにあるのかあ

る程度分からないといけない。」との質疑があり、執行部より「区長文書の配

付は、平成 30 年度から委託している。それまでは職員で配付していた。総合

支所を支所化し、支所の人員が減ってきており、区長宅への文書配付が困難に

なり、外部委託することになった。」との答弁がありました。 

 次に、防災管理費について、委員より「安心安全メール登録者や防災・行政

ナビインストール数が、まだまだ２割程度かと思うが、普及策はどうなってい

るのか。」との質疑があり、執行部より「昨年から、市内大手携帯販売店３店
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に、販売や修理の際にチラシを店頭にて配布していただくよう、お願いをして

いる。他には市の全体の会議やイベント時にもチラシを配布している。ホーム

ページや菊池広報などにも掲載し、あらゆる場面で周知を行っている。」との

答弁がありました。 

 また、委員より「安心安全メールと防災・行政ナビの管理にかかっている費

用はどれくらいか。その費用は、登録数が増えれば高くなるのか。」との質疑

があり、執行部より「防災・行政ナビも安心安全メールも定額である。安心安

全メール手数料が 65 万 4,000 円、防災・行政ナビシステム保守管理料が 1,014

万 8,468 円である。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「安心安全メールは金額が安く、防災・行政ナビは金額が

結構高いという印象だ。大津町では LINE を使用して、導入費用が安く済んで

いると聞いている。本市での比較検討を考えてはどうか。」との意見がありま

した。 

 次に、外国語指導事業について、委員より「ネイティブ・スピーカーの生の

英語を聴き、国際理解を深める効果があった。また、学習意欲の向上が図られ

たというような効果とされているが、例えば英検受験者数が増えたなど効果を

数値化すべきである。」との質疑があり、執行部より「ALT との生の英語を聴

いてふれあうというコミュニケーションの話になるので、数値化については難

しい。本来は国の計画等に基づいて、ネイティブ・スピーカーを置くことにな

っている。外国語でのコミュニケーションをとるということが、英語を身につ

けるために必要であるために、ALT を置いている。また、英検の受験率につい

ては、令和元年度の受験者数は、年３回の試験があるが、189 人が受験してい

る。５級から２級まであり、２級が第１回目で中学３年生が３人、第３回目で

中学１年生が１人受験している。今後は数字を出していきたい。」との答弁が

ありました。 

 さらに、委員より「語学について数値化するのは難しいと思う。ただ、これ

だけの予算を使っているので、数値化すべき。コミュニケーションということ
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であれば、TOEFL（トーフル）や TOEIC（トーイック）の活用も必要ではない

か。」との質疑があり、執行部より「以前に一般質問もあっているが、ALT に

ついては、数値化が難しいと答弁している。小学校３年生と５年生、中学校２

年生全員を対象に、ALT に関するアンケート調査を行っている。その中に ALT

が加わる英語の授業は「楽しいか。大切であると思うか。学んだことは将来役

に立つと思うか。」などの調査を行っているので、こういうものを数値化して

ALT の必要性も数値化したい。」との答弁がありました。 

 次に、就学援助経費について、委員より「就学援助費を支給している子ども

の数について、近年の動向はどうなっているのか。併せて今年度の新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、就学援助費の締め切りを緩和されたことによる

申し込み数はどうなっているのか。」との質疑があり、執行部より「就学援助

が必要な人数は年々増えている。平成 29 年度から平成 30 年度の比較で、38

人の増、平成 30 年度から平成 31 年度の比較で 54 人の増である。令和２年度

の新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の就学援助の

認定については、６月申請が１人の１世帯、７月申請が３人の１世帯の計４人

の２世帯が新たに認定したものである。」との答弁がありました。 

 また、委員より「教育振興小川基金活用事業については、返さなくていい給

付型ということで、県下唯一の事業と思う。実績的には減ったとのことだが、

高校生の場合は、成績もある程度基準を保つことが条件だったかと思うが、あ

らためて大学進学にも申請できたと思う。そういう状況も含めて遺族の方に報

告を定期的にやってもらいたい。また、大学院進学についての基準はあるのか。」

との質疑があり、執行部より「小川基金については、ご遺族のご理解のもと大

切に使わせていただき、感謝している。当初想定していた数より申請は少ない

状況であるが、志を持った子どもたちが奨学金の申請をしている。ご遺族には

弁護士を通じて随時報告している。現在の制度では大学院への設定はない。こ

の制度については３年から５年を目途に検証を行うことを、ご遺族の方ともお

話をしているので、その時点で問題、課題等を検討していきたいと考えている。」
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との答弁がありました。 

 次に、史跡菊之城跡確認調査事業について、委員より「守山城跡と菊之城跡

との国指定についての現状はどうなっているのか。」との質疑があり、執行部

より「菊之城跡の遺跡の国指定については、平成 26 年度から進めている。昨

年菊池 B 遺跡が確認されたことに伴って、本年度更に調査範囲を広げている。

現段階でも２か所同じような石組みが見つかっており、当初は菊之城と守山城

と併せたところでの国指定を目指していたが、昨年専門員に来ていただき意見

を伺ったところ、まずは菊之城と船着き場をセットとして国指定に持って行っ

た方がよいとの意見であったので、それに向けて今準備を進めている。」との

答弁がありました。 

 次に、自治公民館費について、委員より「歳入でそれぞれの公民館の使用料

の報告があったが、利用件数はどうなっているのか。」との質疑があり、執行

部より「中央公民館の利用件数は 3,494 件で、利用者数は５万 2,090 人。七城

公民館が 848 件で１万 9,440 人。旭志公民館は昨年改修をしていたので短期間

ではあったが、54 件の 716 人。泗水公民館が 2,801 件で４万 1,589 人であっ

た。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「コンビニでの住民票などの交付サービスについて、昨年の

発行数の実績は。」との質疑に対し、執行部より「昨年度は 675 件である。」と

の答弁がありました。 

 さらに、委員より「コンビニでの交付サービスに約 500 万円をかけており、

１通当たりのコストが高額になっている。費用対効果があると考えるか。」と

の質疑に対し「そのような議論もあったが、今回のコロナ禍において、来庁し

なくても、住民票などが取得できた。また、時間外でも全国でも取得できると

いう利点もある。」との答弁がありました。 

 次に、地下水対策事業について、委員より「住民へのアンケート調査結果を

みると、水質が改善されていないのにも関わらず、『今の水で十分』と回答し

ている住民が多くいる。この調査結果を踏まえてどのように対応するか。」と
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の質疑に対し、執行部より「引き続き、小規模水道施設や浄水器の費用補助な

ど提案していく。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「ごみ分別アプリは非常に費用対効果がいいと考える。何人

の方がアプリをダウンロードされているのか。」との質疑に対し、執行部より

「令和２年８月 26 日現在で 3,104 件である。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「いいアプリなので広報に毎月紹介し、広げてほしい。将

来的に、ごみの不法投棄を通報できる機能追加などバージョンアップが必要だ

と考えるが、そのような考えがあるか。」との質疑に対し、執行部より「委員

や市民からの助言をもとに、今後まとめてバージョンアップする予定である。」

との答弁がありました。 

 次に、地籍調査事業について、委員より「年間 2.8 ㎢位実施しているという

ことだが、過去も同様か。進捗率はどのくらいか。」との質疑に対し、執行部

より「昨年度までが、第６次地籍調査事業を行い、平成 24 年度で 6.47 ㎢、平

成 29 年度で 1.87 ㎢実施した。令和元年度で、進捗率は 66.9％で、小木、原、

木柑子など、山間部がほとんど残っている。」との答弁がありました。 

 次に、災害救助費の避難行動要支援者名簿について、委員より「今後この避

難行動の具体化について、どのように考えているのか。」との質疑に対し、執

行部より「本市では、要支援者へ避難行動要支援者名簿の登録のお願いと同時

に、命のバトンの登録があり、現在は、それを活用しているような状況である。」

との答弁がありました。 

 次に、委員より「過去３か年の生活保護の申請件数と開始決定件数の推移は

どうか。」との質疑に対し、執行部より「申請数は平成 29 年度から 52 件、79

件、82 件であり、開始決定数は平成 29 年度から 43 件、67 件、75 件と増えて

いる。」との答弁がありました。 

 次に、すくすく子宝祝金事業について、委員より「何年間実施しているのか。

また、最近の支給状況はどうか。」との質疑に対し、執行部より「支給の状況

については、平成 29 年度が 100 人、平成 30 年度が 107 人、平成 31 年度が 101
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人であり、合併時の平成 17 年度から実施している。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「債権調書の私立と公立の保育園の滞納整理について、公立

保育園は滞納整理を行っているか。」との質疑に対し、執行部より「現年度の

収納率は 99.6％であり、滞納分のみが公立の方が多い状況である。」との答弁

がありました。 

 さらに、委員より「保育料の収納を私立保育園に委託されているが、その手

数料はいくらか。」との質疑に対し、執行部より「14 万 520 円である。単価が

120 円で算出している。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「予防費全般で２億 6,800 万円。国民健康保険の保険給付費

は、48 億円かかっている。医療費抑制のため何が課題と考えているか。」との

質疑に対し、執行部より「生活習慣病にかかる人が増加し、医療費が高くなっ

ている。生活習慣病の予防や重症化予防への取り組みが大事であると考えてい

る。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「課題解決のために検診に力を入れていると思うが、受診

率向上のための対策は何を行っているか。」との質疑に対し、執行部より「昨

年は健康ポイント事業に取り組み、受診率向上や健康づくりの習慣化を目指し

た。また、検診後には保健師などによる訪問指導を行い重症化予防に取り組ん

でいる。」との答弁がありました。 

 次に、委員より「健康ポイント事業の事業費は。費用対効果はどうか。」と

の質疑に対し、執行部より「事業費は 98 万円。検診受診者の増加や健康づく

りの意識向上を目的に実施したが、目標には満たなかった。」との答弁があり

ました。 

 次に、委員より「支所で母子手帳発行ができないのはなぜか。」との質疑に

対し、執行部より「必ず保健師が面談し指導できる体制にしている。市民の方

が、支所に母子手帳発行申請に来られた場合は、本庁に来ていただくか、本庁

保健師が支所に出向くようにしている。」との答弁がありました。 

 次に、こども健診センターについて、委員より「こども健診センターは、閉
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まっていることが多い。有効に使用されているか。」との質疑に対し、執行部

より「９時から 16 時まで１人の保健師が健診センターで勤務している。午前

中は予約制で相談業務を行い、午後からは乳幼児健診を行っている。」との答

弁がありました。 

 次に、委員より「特定不妊治療と一般不妊治療について、違いと治療を受け

た人数は。」との質疑に対し、執行部より「特定不妊治療と一般不妊治療の違

いは、特定不妊治療は卵子と精子を体の外に出して顕微鏡下で受精させる方法。

一般不妊治療は精子を人工的に女性の体に入れて受精させる方法。市が助成し

た件数は、特定不妊治療が 23 件、一般不妊治療が２件となっている。」との答

弁がありました。 

 次に、農業委員会一般事務事業について、委員より「太陽光発電の下に作物

を作ったとして、農業委員会はその確認を行うのか。」との質疑に対し、執行

部より「太陽光発電の施設については、単純に太陽光パネルを設置するだけの

施設と、パネルの下に作物を作る営農型の２種類があり、営農型についてはパ

ネルの下に作物を作ることが条件となっているため、確認と指導を行ってい

る。」との答弁がありました。 

 次に、地方創生拠点整備交付金事業について、委員より「共同加工場で開発

された商品数は 26 品目とのことだが、主な商品にはどのようなものがあるの

か。」との質疑に対し、執行部より「混ぜご飯の素やスープ類がある。」との答

弁がありました。 

 次に、有害鳥獣捕獲事業委託料について、委員より「イノシシの成獣の捕獲

数はどれだけか。」との質疑に対し、執行部より「年間 761 頭である。」との答

弁がありました。また、委員からは「猟をされる方が意欲をもって駆除してい

ただけるような施策としてほしい。農業被害額を考えた上での予算編成を行う

べき。」との意見がありました。 

 次に、令和元年度に国の施策として実施されたプレミアム付き商品券事業に

ついて、委員より「本市における購入率はどれくらいだったのか。」との質疑
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に対し、執行部より「26.5％の購入率であった。」との答弁がありました。 

 また、委員より「購入に当たってはどのような問題点があったのか。」との

質疑に対し、執行部より「購入までの手続きについて、申請して何度も事務的

なやり取りを行う必要があり、対象者の方が負担に感じたのではないか。」と

の答弁がありました。これに対して委員からは「こうした現状について、きち

んと国には報告をしておくべき。」との意見がありました。 

 次に、住宅管理費について、委員より「市営住宅で住民が除草作業をせずに、

市が業者委託しているところはあるのか。」との質疑に対し、執行部より「ほ

ぼすべての市営住宅において、住民に何らかの除草作業、美化作業を行ってい

ただいている。シルバー人材センターへの委託は、急傾斜で除草作業に危険が

ある、対象面積が広すぎる、住宅を建設する際に隣接する農地等との約束事が

あったところについてお願いしている。」との答弁がありました。 

 次に、議案第 84 号について、委員より「現在国民健康保険税は上がってい

ないが、今後税率は上がるのか。特別会計上どのような状況か。」との質疑に

対し、執行部より「特別会計の予算総額は約 68 億円、医療給付が 47～48 億円

であり、その 100 分の５程度が基金として望ましいが、本市はまだ足りない状

況である。しかし、国保税の負担が重いのは承知しており、歳入を増やすため

補助金等を活用できるよう努めている。」との答弁がありました。 

 次に、議案第 85 号について、委員より「後期高齢者医療保険料の不納欠損

について、必要であれば調査等をし、処分しているという考えでよいか。」と

の質疑に対し、執行部より「時効が２年間となっており、その前に催告書送付

や窓口相談を行い、分納等での支払いをお願いしている。」との答弁がありま

した。 

 次に、議案第 86 号について、委員より「介護保険において、介護サービス

の利用率はどのくらいか。」との質疑に対し、執行部より「要介護の認定を持

っていてもサービスを利用されない方や入院中の方などがいらっしゃるので、

認定率で答えると、令和２年３月末で要支援の方を含み、19.89％である。」と
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の答弁がありました。 

 次に、議案第 87 号について、委員より「水洗化率はどれくらいになってい

るのか。」との質疑に対し、執行部より「公共下水道事業、特定環境保全公共

下水道事業、農業集落排水事業の合計で 92.8％であり、前年から 0.33％伸び

ている。」との答弁がありました。 

 議案第 88 号から議案第 90 号については、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第 91 号について、委員より「つまごめ荘の歳入について、ショ

ートステイが予算額から減額だが、施設介護サービスが増額である理由は。」

との質疑に対し、執行部より「職員が足りなかったので、はじめは、一時的に

長期利用者の受け入れを制限し、ショートステイを優先していたが、長期利用

者のほうが、地域において必要性があったので、ショートステイの利用者を制

限した。」との答弁がありました。 

 次に、議案第 92 号については、委員より「災害等による停電の際の対応は

どうなっているのか。」との質疑に対し、執行部より「停電の際は、各水源地

の電源が発電機に自動的に切り替わるシステムになっている。それでも水が出

ないという場合は、給水車により随時ピストン輸送を行うようにしている。」

との答弁がありました。 

 

 次に、昨年の予算決算常任委員会の提言事項について、９月１日の当委員会

において提出された提言に対する回答書について、執行部より説明がありまし

た主なものを申し上げます。 

 まず、行政改革を考慮しつつ、ICT 等を活用しながらの適材適所の人員配置

と適正な職員数の配置を求めることについて、執行部より「行政改革の取り組

みとして、つまごめ荘などの民営化を実施した。また、事務処理ミスの発生を

踏まえて、庁内組織として事務品質改善委員会を設置し、今後事務品質の改善

に取り組んでいく。ICT の活用については、時間外勤務や休暇管理を電子決裁

で行うシステムの運用を開始した。今後も管理職を対象とした業務ヒアリング
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や、職員個々の経験等を勘案しながら、適正な職員管理の分析検討を進めてい

きたい。」との説明があり、委員より「現在のつまごめ荘への派遣職員は、ど

んなに長くても３年の派遣である。法人で雇用ができた分は徐々に庁内へ帰っ

ていただくという話だった。半年経つが現状はどのようになっているのか。」

との質疑があり、執行部より「現在、法人とは毎月意見交換を行っている。派

遣職員については、３年間の派遣協定を締結しているが、こちらとしてもでき

るだけ早めに帰任を考えている。現状今年何人帰任するといった詰めまでは至

っていないが、できれば２年で帰任できるように協議を進めている。」との答

弁がありました。 

 また、委員より「事務処理ミスが起こったとき、その都度チェック体制を整

えるといった説明があるが、ヒューマンエラーはなくならない。それをデータ

ベース化し、システムでどう変えていくのかが必要である。」との質疑があり、

執行部より「事務処理ミスは全庁的に対応しなければならない。データベース

化できるものはデータベース化して、ヒューマンエラーがなるべく起こりえな

いようなシステムづくりは、教育も含めて対応していきたい。」との答弁があ

りました。 

 次に、適正な予算編成や予算執行、適正な公有財産の管理等を踏まえた職員

のスキルアップについては、執行部より「予算編成や予算執行において、十分

に精査して編成、執行を行っている。今後も研修等を実施しながら、職員のス

キルアップに努めていきたい。」との説明があり、特に質疑はありませんでし

た。 

 次に、外部委託の効果や金額の妥当性等の検証については、執行部より「外

部委託の効果や金額の妥当性など、予算編成時のヒアリングにおいて、職員が

担うべきもの、また外部委託が適しているものなどを点検している。今後も適

正な予算執行になるよう努めていきたい。」との説明があり、特に質疑はあり

ませんでした。 

 次に、主要事業の結果報告については「これまで同様、決算認定議案の添付
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資料として、主要施策の成果を提出し、その結果を報告している。また、特に

主要な事業の定義の再確認を行ったところである。今後も市議会と共有すべき

内容であると判断した場合は、月例会等で報告を行うこととしたい。」との説

明があり、特に質疑はありませんでした。 

 次に、税務課より「債権管理業務について、本年４月より債権管理室を設置

し、適切な債権管理を行っているところである。単年度の徴収率は高いが、滞

納額等についてはまだ多くの金額が残っており、今後も適切に対応していく。

債権管理室は、各課の担当者に税務課のノウハウを提供し、職員のスキルアッ

プを行っている。更なる債権管理の体制の強化を図っていく。」との説明があ

り、委員より「市税の滞納処分がコロナで出来なかったと思われるが、具体的

にどのような理由があったのか。」との質疑があり、執行部より「コロナで収

入が減ったと思われるので、催告を自粛してきた。」との答弁がありました。 

 次に、道路や橋りょうの維持管理について、今後先細っていく予算の中で、

今と同じような維持管理は難しくなるということについて、執行部より「行政

区からの要望をもとに、緊急性の高いところから予算の範囲内で補修工事等を

実施している。特に橋りょうについては５年サイクルで全ての橋りょうの点検

を行い、健全性の判定に基づき補修を行っている。また、道路施設等について

は、今後も老朽化が進み、維持管理費用が高額になることが予想されるため、

予算の確保に努め、関係機関との連携を図りながら整備を行っていきたい。」

等の説明があり、委員からは「透明性のある優先順位をつけて、維持管理を行

っていくべき。」との意見がありました。 

 

 その後の決算関係の議員間討議では「歳出面での削減努力が必要というのは

原則である。そんな中、学校教育の中で ICT 教育についての予算が膨らんでき

ている面が気になる。今回、国からの予算措置があって進めてきたが、今後も

同じように国の対応が続くかどうか不明である。」「国の補助があったから今回

ハード面もソフト面も導入できたが、本来はもう少し計画的に導入すべきだっ
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たと考える。だが、導入した以上、いかに効果的に活用していくかが肝要。今

回の補助事業を有効に活用すべき。」「タブレットを導入したからといって、す

べてを網羅できるわけではない。だが、今後の活用方法で将来大きく差が出る。

ただタブレットを持つだけでなく、いかに有効に活用するかが大切である。」

「通信費に関しては厳しい家庭と別に、すでに負担している家庭との公平性を

保つべき。少しでも不平等感を感じさせないような手を打ってほしい。」「事務

処理問題について、ミスが頻発している。あってはならない問題である。議会

のたびにこのような問題が出ている。何度も初歩的なミスが続いている。公僕

としての役割をしっかりやってもらいたい。これだけミスが続くとこれが当た

り前のような感じになっている。当たり前にやっていればミスは起こらない。」

「人的ミスはなかなか無くならない。大切なのはデータベース化とアラームだ

と考える。見逃してしまうこともありうる。だからこそシステム化し、ミスが

あったときにアラームが出るようにするべきだ。その他の事例も参考にして、

いきなりゼロにはならないだろうが、ちょっとでもミスを少なくしていってほ

しい。」「基本的にあってはいけないことだから、それを容認するような言葉を

使ってほしくない。仕方がないけどという表現ではなく、これは絶対あっては

いけないという表現で提言はお願いしたい。」「つまごめ荘の職員問題が未解決

のままである。段階的にかつ確実に解決できるように協議を進めてほしい。」

「全事業、施策に対して言えることだが、成果としての表現はできる限り数値

化すべきである。そうしないと本当の成果として見えてこない。すべて数値化

できるとは思っていないが、できるだけ数値化をするという意識を持つことが

大切だ。」「基本的には費用対効果である。今後予算に余裕があるわけではない

ことは容易に想像できる。数値化し、費用対効果が分かるようにすべきである。」

といった討議がありました。 

 また「債権管理体制が確立しつつあるが、まだ不納額が多いので、できる限

り徴収してほしい。」「特に、公立の保育園の徴収方法をしっかり行ってほしい。」 

「今後、こども健診センターについて、利用者の声を聴きながら、当該健診セ
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ンターのあり方について、見直すべき。」「保健師の業務のあり方も考えていく

必要がある。」「当該健診センターの視察を行い、加えて、すくすく子宝祝金や

不妊治療など少子化対策の関連予算について、増額も考えてもいいのでは。」 

「花房保育園、菊之池保育園について、民営化にならならいように、特色ある

保育園を目指してほしい。花房保育園が医療ケアもできる点を評価すべき。」

「介護保険の利用が増えない状況で、特別会計がひっ迫しているが、適切な予

算の執行をしてほしい。」との意見も出ました。 

 

 以上が、各分科会長からの経過報告となります。 

 なお、執行部に対する総括提言はありませんでした。 

 

 経過報告に引き続き、各分科会長に対する質疑を行いました。 

 委員より「つまごめ荘の職員問題とはどういう意味か。」との質疑があり、

総務文教分科会長より「報告書の８ページと 10 ページに書いているが、昨年

度の予算決算常任委員会における『行政改革を考慮しつつ、ICT 等を活用しな

がらの適材適所の人員配置と適正な職員数の配置を求めることについて。』と

いう提言に対して、執行部より『つまごめ荘などの民営化を実施した。』との

答弁があり、それに対して職員の帰任に関する質疑があった。つまごめ荘の職

員問題とは、職員の帰任に関することである。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「去年の提言は、『ICT を活用しながらの適材適所の人員

配置と適正な職員数の配置求める。』との中で、いきなりつまごめ荘が出てき

ているので、文章が合わないのではと思う。つまごめ荘は福祉厚生分科会の所

管ではないか。人件費が総務文教分科会の所管だからといって、ここまで踏み

込んで聞けるのか。ICT を活用しながらの行政改革の話なのに、いきなりつま

ごめ荘の話になっている。そこがうまく繋がっていないのでは。」との質疑が

あり、総務文教分科会長より「当委員会では、この質疑があった時、うちの分

科会の所管であるとか、福祉厚生分科会であるとかの議論はあっていない。」
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との答弁がありました。 

 さらに、委員より「これが果たして総務文教分科会で上がっていいのか。内

容は完全につまごめ荘の運営である。福祉厚生分科会の所管ではないかと思う。

答弁したのは誰か。」との質疑があり、総務文教分科会長より「答弁をいただ

いたのは、総務課長である。」との答弁がありました。 

 さらに、委員より「職員問題ではなく、派遣についてとかの記載がいいので

はないか。問題としてしまうと、問題が起きているように読む人は考えるので

はないか。」との意見がありました。 

 

 以上、慎重に審議しました結果、議案第 76 号から議案第 82 号、議案第 87

号から議案第 92 号については討論もなく、採決の結果、全員異議なく原案の

とおり可決、認定すべきものと決定しました。 

 

 次に、討論がありました議案第 83 号について申し上げます。 

 委員より「本市の財政調整基金は、決算時点で 60 億円を超えている。生活

保護世帯は、申請件数も決定数もここ数年間増えており、財政調整基金を高す

ぎる国保税の引き下げや、生活困窮者への支援を行うために活用すべきである。

また、マイナンバーカードの普及率が、交付開始から４年半が経とうとしてい

るにもかかわらず、本市でも 14.1％にとどまっている。国も自治体も毎年多

額の予算を執行しながらも、普及が進まない現状である。国の制度ではあるが、

多額の税金を毎年執行している状況は認められない。その他、部落解放同盟へ

の補助金の支出について、各支部の事業収支決算書では、補助金の割合が 90％

を超えている。支出の中で一番大きいものが大会参加者への日当であるが、本

来日当などの支出は団体独自の会費等で支払われるべきであり、税金の支出で

賄われるべきではない。」との反対討論がありました。 

 

 次に、議案第 84 号について申し上げます。 
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 委員より「令和元年度も、様々な努力を行い保険料は据え置かれたが、依然、

市民にとっては、保険料の負担は大変重いものである。令和元年度の現年度分

に限っても、滞納世帯は１割近くに上っている。基金や一般会計からの法定外

の繰り入れを行い、払える国保税にするべきである。」との反対討論がありま

した。 

 

 次に、議案第 85 号について申し上げます。 

 委員より「本制度は、高齢者を年齢で差別し、給付抑制や負担を増やす問題

の制度である。おととし４月から軽減特例の見直しが始まり、保険料の負担が

増えている。運営主体は県の広域連合であるが、市としても意見を上げ、保険

料の引き下げを求めるべきである。」との反対討論がありました。 

 

 次に、議案第 86 号について申し上げます。 

 委員より「平成 30 年度から、第７期の介護保険事業がスタートし、保険料

が値上げされた。令和元年度も約 16％、１割を超える高齢者の方が保険料を

払えない状況である。来年度からスタートする第８期の介護保険事業では、基

金の活用や一般会計からの繰り入れも行い、市民の負担を少しでも軽減するこ

とが求められている。」との反対討論がありました。 

 

 採決の結果、議案第 83 号から議案第 86 号については、賛成多数により認

定すべきものと決定しました。 

 

 次に、予算決算常任委員会分科会における議員間討議を踏まえ、次の９事項

を提言としてまとめました。 

 

１ 今回の国の教育面における ICT 施策推進の機会を学びのチャンスと捉え、

有効な活用方法と、維持管理費等も含んだ計画を持つべきである。 
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２ 最近事務処理ミスが頻発している。データベース化を進め、万が一ミスが

あったときには早期発見できるシステムを構築し、市民の皆様に不利益が生

じないように事務品質向上に努めるべきである。 

３ つまごめ荘の職員についても、段階的にかつ確実に解決できるように協議

をし、計画的に進めるべきである。 

４ 費用対効果を見るためにも、事業の成果をより一層数値化する。または数

値化するという意識を持つべきである。 

５ 前年度に引き続き、債権管理をしっかり行い、少しでも滞納額が減少する

よう、債権管理室を中心に全課が取り組むこと。 

６ 少子化対策、子育て支援については、市独自のメリハリのある予算編成、

執行を行うこと。事業の効果検証、見直しを繰り返し、場合によっては、保

健師、保育士の増員や支援額の増額を含めた試みを検討すること。 

７ 特別会計の状況を的確に把握し、補助金等の活用を踏まえて、適切な予算

編成、執行を行うこと。 

８ イベントの見直しについて、市町村合併した時に一部見直しが図られてい

るものもあるが、未だ実務的な部分を市が行っているイベントがあり、今後

は、市ではなく地域や地元をはじめとした各種団体が行うよう進めていくと

ともに、拡大するもの、統合、集約化するもの、削減するものと計画を立て

て見直しを図り、その内容も改革していく必要がある。 

９ 財政状況が厳しくなっていく中で、道路、河川、公園、市営住宅、上、下

水道等の公共インフラの維持管理について、これまでどおり行っていくこと

は大変難しくなってくるため、地域や受益者の皆さんにも除草や美化作業等

への協力をお願いする等、住民の参加や企業等との連携による公共インフラ

の維持管理も検討していく必要がある。また、物産館、道の駅、四季の里旭

志や七城リバーサイドパーク等において、施設の老朽化に伴う修繕、維持管

理費が増加してきていることから、今後の施設の運営やあり方等を検討して

いく必要がある。 
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 以上、本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果について、ご報

告申し上げます。 

 なお、執行部におかれましては、申し述べました提言項目のほか、予算決算

分科会を通しての各分科会長からの指摘や意見を踏まえ、今後の行政執行に十

分反映されることを願います。 

 議員各位におかれましては、本委員会の決定のとおり、ご賛同を賜りますよ

うお願いを申し上げまして、予算決算常任委員長報告を終わります。 

 

 菊池市議会 議長  大賀 慶一 様 

 

            令和２年９月 25 日 

            予算決算常任委員会 委員長  松岡 讓    
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令和２年第３回定例会付議事件一覧及び審議結果表 

（８月２６日・９月２５日議決） 

議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第６８号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（令和２年度菊池市一般会計補正予算 第７号） 
原案承認 

議案第６９号 
専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算 第２号） 
原案承認 

議案第７０号 菊池市市民会館あり方検討委員会条例の制定について 原案可決 

議案第７１号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
原案可決 

議案第７２号 菊池市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 

議案第７３号 

菊池市認定こども園・幼稚園・保育所及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例の制定について 

原案可決 

議案第７４号 菊池市給水条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 

議案第７５号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第８号） 原案可決 

議案第７６号 令和２年度菊池市一般会計補正予算（第９号） 原案可決 

議案第７７号 
令和２年度菊池市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号） 
原案可決 

議案第７８号 
令和２年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号） 
原案可決 

議案第７９号 
令和２年度菊池市介護保険事業特別会計補正予算（第２

号） 
原案可決 

議案第８０号 
令和２年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第１号） 
原案可決 

議案第８１号 令和２年度菊池市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決 

議案第８２号 令和２年度菊池市下水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 

議案第８３号 令和元年度菊池市一般会計歳入歳出決算の認定について 原案認定 

議案第８４号 
令和元年度菊池市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
原案認定 

議案第８５号 
令和元年度菊池市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
原案認定 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

議案第８６号 
令和元年度菊池市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 
原案認定 

議案第８７号 
令和元年度菊池市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 
原案認定 

議案第８８号 
令和元年度菊池市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 
原案認定 

議案第８９号 
令和元年度菊池市地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 
原案認定 

議案第９０号 
令和元年度菊池市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
原案認定 

議案第９１号 
令和元年度菊池市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出

決算の認定について 
原案認定 

議案第９２号 
令和元年度菊池市水道事業会計利益の処分及び決算の認

定について 

原案可決 

・認定 

議案第９３号 工事請負契約の変更について 原案可決 

議案第９４号 工事請負契約の締結について 原案可決 

議案第９５号 財産の取得について 原案可決 

議  事   

議事第 ８ 号 熊本県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 １人選挙 

議事第 ９ 号 菊池広域連合議会議員の選挙 ２人選挙 

議事第１０号 菊池環境保全組合議会議員の選挙 １人選挙 

意見書案   

意見書案第２号 核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書 原案可決 

意見書案第３号 
教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係

る意見書 
原案可決 

意見書案第４号 
新型コロナウイルスによる感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書 
原案可決 
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議 案 番 号 件       名 審議結果 

請  願   

請願第 １ 号 種苗法改正の慎重審議を求める請願 継続審査 

請願第 ２ 号 
核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書提出

の請願 
採 択 

請願第 ３ 号 

教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

をはかるための、2021年度政府予算に係る意見書採択の

請願について 

採 択 

報  告   

報告第２２号 健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 原案報告 

報告第２３号 継続費精算報告について 原案報告 

報告第２４号 継続費精算報告について（菊池市水道事業会計） 原案報告 

報告第２５号 債権の放棄の報告について 原案報告 

報告第２６号 専決処分の報告について（除草作業事故） 原案報告 
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